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序章 本論⽂の課題 

 

1 学校制度の理論 

1.1 「学校制度」の概念 

 

現代社会において「制度」は法制度を主要な内容としつつ、法制度にとどまらない社会的現実を

含めて理解される。⽇常的な場⾯においては法制度を対象として学校制度を論じることはそれ⾃

体としては⾃然であるが、近年多くの分野で「制度」の概念の捉え直しと研究の⽅法的視⾓の⾃

覚的な問い直しが進んでいることもまたある程度よく知られている。 

「制度」概念の捉え直しとは具体的にはどのようなものあるか、それをいくつかの分野に即して

確認しておきたい。まず教育学に例をとれば、教育史研究者の⽊村元は、1930 年代を⽇本社会に

おいて「学校システム」が「起動した」時期として捉える⼀連の研究の⽅法的前提を論じる中で、

「学校制度」の概念の捉え直しを次のように論じている。 

 

こうして⽣きられた学校という制度を捉えようとする歴史的研究の⽅法を教育制度の社会

史として位置づけておきたい。本章は学校という形で⼀元化された⼈間形成を対象としてき

た。この⽅式は、法令的な制度史研究と社会史的研究を分離することなく、共同体や家の⼈

間形成の変化、さらにそれ以外の学校外部の⼈間形成を媒介させながら、学校の⼈間形成を

捉えるものである。その際に、制度概念を、法令を⼀つの与件としながら、学校制度におい

て作られる⾏動・観念の社会化された規範様式として位置づけ直すことで、学校が準備した

規範がそのまま貫徹するのではなく相互の浸透的な関係、すなわち国家的な制度規範と⼈々

の⽇常⽣活の論理とを折り合いをつけて現れる事実に着⽬しようとした。（⽊村、2012:46） 

 

⽊村は「制度＝法制度」という捉え⽅に代えて、⼈々の⾏動や考え⽅、慣習や慣⾏、学校⽂化や

「教える―学ぶという関係を成り⽴たせる反省的な思惟のあり⽅、それが産み出す⾏為及び⾔説

の総体」（同上、10）として定義される「ペダゴジー」をも含む「規範様式」を「制度」と捉え、

そうした意味で拡張された教育制度を研究の対象として⾃覚的に設定しようとしている。⽊村の

議論は教育史研究における「制度史」対「社会史」という図式を対象化した上で、法制度に枠付
けられながら法制度の再構築を引き起こすこともある⼈々の就学⾏動に着⽬する必要を強調し、

あわせてそこに教育実践⾃体の変容をも組み込もうとするものと理解することができる。 

こうした議論は教育制度史に、さらに⾔えば教育学に固有のものではない。やや距離のある分野

から例をとれば、たとえば、数理経済学を基盤とする⻘⽊昌彦が「制度」概念の捉え直しを強く

主張していたこともよく知られている（⻘⽊、2003、2008、2011、2014）。⻘⽊は、⼀国の経済
パフォーマンスを説明変数として、もし経済を取り巻く「制度」が政府が設計・運営できる⼈⼯
物としての法や組織であるならば、「良い制度」があらゆる国でデザインされ、模倣され、同様に

経済のパフォーマンスが改善されるはずであるが実際にはそうはなりにくいという現実を指摘
し（⻘⽊、2014:51）、「制度」を次のように概念的に定義している。 

 

制度とは、⼈々のあいだで共通に了解されているような、社会ゲームが継続的にプレイされ

る仕⽅のことである。（⻘⽊、2008:272） 

 

制度とは、社会的ゲームにおいて回帰的に（recursively）⽣じ、またこれからも⽣じるであろ
うと互いに期待（予想）されているような、プレーの状態の際⽴ったパターン（salient patterns）
をいう。（⻘⽊、2014:197） 

 

⻘⽊によれば、法、社会規範、慣習、組織などは社会ゲームのプレーヤーの間の「共通の了解」
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（⻘⽊、2008:273）の具象化された形態と位置づけられる。つまり、⼀定の地理的歴史的諸条件

に規定されながら、⼈々が⾃分の選好を前提とし、他者の⾏動についての予測とその結果につい

ての予期を持ち、そのことをお互いに了解しながら反復的に⾏為していく中で作り上げられてい

く「均衡」が「制度」だということになる。たとえば⽇⽶の同種企業の経営戦略や従業員の職務
能⼒形成の志向性が異なるのは、それぞれの社会において探索的に最適解を求めた結果なのであ

る。「法ドメイン」は制度に関する公的⾔説の表現として重要であるが（⻘⽊、2014:203ff.）、制

度を法に限定して捉えることは⽅法的に有意味ではない。国や社会の間の経済パフォーマンスの

違いはそれぞれの国や社会の諸条件の違いに規定された⾏為選択の最適解の違いに由来すると

考えられるのであり、したがって価値的に等価であり得る均衡は、それぞれの国や社会の諸条件

の違いに応じて、理論的に複数存在する。問題は国や社会ごとに複数存在する均衡の優劣を明ら

かにすることではない。「制度分析の究極的な⽬的」は「制度の基本的理解や歴史を踏まえて、現

状を分析し、可能な改⾰の理論づけを⾏っていく」(同上、102)ことなのである。要するに、「最
適解」の最適性は国や社会ごとに当然に異なる。 

こうした⻘⽊の議論には、法制度と個々の主体の⾃⽴的⾏動との関係の把握において前述の⽊

村の議論と共通する点がある。⽊村は⻘⽊と同様に法制度は主体の⾏動を枠付けるものの全てを

決定するものではなく、主体的に解釈され了解され受容され要求される余地のある動態的な存在
とみなすことを求めているように思われるのである1。 

社会科学全般に広がる同様の関⼼2は、⼀般的な理解では、1977 年の J.W.マイヤーと B.ローワ
ンの論⽂（Meyer/Rowan, 1977）にその画期のひとつを求めることができるであろう3。そこにお

いてマイヤーとローワンは、⼀つの組織がその業務を遂⾏する過程は、公式ルールの合法的な適
⽤というよりは、組織において構築主義的に、つまりその場の⼈々によって共通に正統性を承認

されたルールに従って進⾏していると⾒るべきであることを主張している（Meyer/Rowan, 1977）。

正統性を承認されたルールは、業界内の慣⾏や隠語（ジャーゴン）、社⾵のようなものも含めて

「制度 institution」と概念化され、さらにその合理性や効率的優位性が直接証明されることがな

いという意味を込めて「神話myth」と呼ばれる。マイヤーとローワンの提起は、経営学ないし組
織論の分野では多くの実証的研究に継承され、また理論的にも分節化され、深化されていった（参
照、前原健⼆、2014）。今⽇、政治学、歴史学、経営学、社会学など多くの分野で制度主義（制度

論）ないし新制度主義（新制度論）を標榜する研究が⾒られるが、それらに共通するのは「公式

ルール」に含まれていない様々なレベルの規範の存在と機能への着⽬である。「制度」の概念は

「⽂化」と置き換えられることもあり（佐藤、⼭⽥、2004）、公式ルールの典型である「法制度」

よりもはるかに広い意味を与えられている。 

⽇本教育史における「制度研究」、数理経済学的な「制度分析」、様々な分野における「制度」や

「⽂化」への着⽬は、それぞれにニュアンスの違いはあるとしても4、少なくとも⼀定程度の共通

 
1 教育社会学者の⽮野眞和は、いわゆる「エビデンス」と学⼒政策の関係について論じる中で次

のように述べている。これも本章が述べているのと同様の認識を⽰すものと考えられる。「もし

最適な教授システムがあるとすれば、国を越えて同じシステムに収斂するはずである。しか

し、教室のクラス規模や教員の給与や公的⽀出額は、国によって⼤きく異なっている。合理的

に資源配分が決まるというよりも、『このぐらいが適切な⽔準だろう』という社会の意識と歴史

的経験が積み重なって、現在の教育⽔準が社会的に構成されていると考えられる。」（⽮野眞
和、濱中順⼦、⼩川和孝編著、2016:21ff） 
2 たとえば、F・グァラ（2018）。 
3 参照、曽余⽥（1994）、加藤崇英（1999）、佐藤郁哉・⼭⽥真茂留（2004）、村上祐介

（2011）など。 
4 たとえば歴史叙述をめぐる⽊村元の議論には「複数の合理性の間の⽐較、選択」のような契機
は感じられない。これはそれが「⽋点」であるという指摘ではない。 
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する問題意識を含んでいると⾔ってよいだろう。それは、社会組織の理解のためには法制度に代

表されるような「公式ルール」の静態的な認識のみでは⼗分ではなく、社会組織のパフォーマン
スを⽣み出している様々な要素を、法制度も含めて動態的な観察の対象とする必要があるという

ことである。 

本論⽂もそうした問題関⼼を共有し、「学校制度」を学校に関する法制度に限定することなく、

法制度を取り巻く⼈々の⾏動や観念、共通の了解に基づく⾏動のパターン、正統性を承認された

ルールや慣⾏、隠語なども含めて「学校制度」として対象化する5。 

 

1.2 制度変容の「転轍⼿」としての「理念」 

 

学校制度は法制度よりもはるかに広い社会の諸⼒・諸要素・諸関係に規定されて存在していると

いう上述のような認識に⽴てば、学校制度の形成や変更もまた教育政策の担当者や⽴法者が⾃由
裁量をもって⾏っているわけではないという理解が導かれる。そうした⼀種の「構造主義的」な

認識は様々な⽤語で概念化され得るが、ここでは前項を敷衍する意味も含めて再び数理経済学者

である⻘⽊昌彦による「制度的補完性」の概念に即して更に幾つかの点を補⾜しておきたい。6 

⻘⽊による「制度的補完性」の概念の説明は次のようなものである。 

 

たとえば、A と B という⼆つのゲーム領域で、それぞれ a’と a’’、b’と b’’という均衡があり

うるとしよう。しかし a’という均衡は、B において b’という均衡が成⽴しているときにのみ

可能で、a’とｂ’’というようなコンビネーションはありえない場合がある。これが制度的補完
性の厳密な定義である。（⻘⽊、2008:275f.）7 

 

より平易に⾔えば、⼀国の経済システムの中で⼀つの制度のパフォーマンスが他の制度のパフ
ォーマンスによって強められるような依存関係が存在する時、そこに「制度的補完性（institutional 
complementarity）」がある。⻘⽊によれば、⼀国の経済は様々な客観的条件（古典的には⾃然環
境や天然資源、労働⼒の質量など、今⽇的には社会的インフラ環境、地政学的位置など）の差異
に応じて様々な制度（法制度や慣習）を発展させる。それらの制度は時間的経過の中で⼀定の均
衡を⾒出すことになる。つまり制度的安定を得る。各国がそれぞれに⾒出す均衡つまり制度的安
定は、その国における最適解なのであって、他国の均衡と⽐較して優劣を論じることには意味が

ない。他国で機能している制度をそのまま移⼊することもできないし、⼀国内において「ビッグ
バン」的に包括的な制度改⾰を進めることも難しいということになる（同上、57、⻘⽊、2014:50ff.）。 

 

制度体系は、あたかもひとつのパズル絵のごときものとして存在するので、その⼀⽚⼀⽚を

勝⼿に取り替えれば、絵としての整合性が失われてしまうのである。このようにして、制度

 
5 ただし本論⽂では⽂脈上問題のない範囲で法制度を制度と記述することがある。必要な場合に

は法制度としての制度、拡張された意味での制度概念、等と記して区別する。 
6 本章での⻘⽊昌彦の議論への⾔及は、その数理経済学的な枠組みの上に学校制度に関する考察
を接続しようという意図を持つものではなく、その含意をいわばアイディアとして借⽤するも

のである。⻘⽊の⽐較制度分析の精緻な形での教育制度論への導⼊を意図するものとしては、

⼤島隆太郎（2016）が興味深い。 
7なお⻘⽊によれば、「制度的補完性は、⼀九九〇年代のはじめにスタンフォード⼤学経済学部の

⽐較制度分析のフィールドで初めて明確に概念化され、またその存在を証明するための分析的

⽤具が開発された。」（⻘⽊、2008:275）また植⽵丘（2019）は教育制度に関する最近の論⽂に

おいて、制度の安定のためにはサブシステム間の均衡が必要だという認識枠組みを⽰してい

る。植⽵はその⽤語を⽤いていないが、これは制度的補完性と同じもののように思われる。 
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の体系は、本来、慣性的・保守的なものとなる。(⻘⽊、2008:124) 
 

⻘⽊はこのように制度的補完性から導かれる制度の体系の慣性的・保守的性格を述べている。同

様のことは「経路依存的」（同上、88）とも表現されるが、⻘⽊における経路依存性の扱いは⼀回
性の歴史的出来事の影響⼒を決定的に重視する⽤語法（Rowan, 2006）とは異なり、「動学的」で

ある（⻘⽊、2014:88）。つまり制度体系は慣性的・保守的であるが⼀旦定まると不動というわけ

ではなく、⼀定の条件のもとで変容する。 

 

制度体系は慣性的であるが、その基底にある経済ゲームの構造と環境は、⽣産技術や情報処
理技術の発展、⾦融取引の国際化の進⾏によって変わっていくであろう。また教育制度や他
の学習機会の拡延、コミュニケーション技術の発展、戦略の実験に対する道徳的寛容度の増
⼤、⼈⼝の国際的移動などによって、⼈⼝の技能形成の分布やその動機にも変化が⽣じてこ

よう。これらのことによって、潜在的な進化的均衡の位置には変動が⽣じよう。（略） 

このような時、⼈々のあいだには、組織型の進化、多様化の必要性が少なくとも漠と実感さ

れることになろう。しかし、組織型の多元化は、現存の組織慣習を⽀える補完的な制度要素
の同時的、ないしは継起的な変化なくしては難しい。したがって効果的な制度変化には、⼈

⼝のかなりの部分にわたる、将来変化の可能性についての期待形成のコーディネーションが

必要となるであろう。すなわち、社会の企業家精神の発揚に、制度進化の可能性は⼤いに依
存することになる。しかし、⼈々の将来期待がうまくコーディネートされなければ、彼らの

現在⾏動は既存の制度補完性によって条件づけられ、保守的慣性が⽀配することとなる。（同

上:124ff.） 

 

ここで重要な点は、「制度進化の可能性」は「社会の企業家精神の発揚」に「⼤いに依存する」

と捉えられていることである。社会の中の諸制度の間には相当の制度的補完関係があり、⼈々は

それらの諸制度に関する「共通の了解」の上に⽇々を過ごしている。その中で諸条件の変化によ

って「漠と実感される」に⾄った変動の必要性は、おそらくは⽐較的少数の「企業家精神」の持
ち主によって⽬に⾒える形で具体化され広がっていき保守的慣性を打ち破っていくことになる

というのがここで指摘されている理路であると⾔ってよいだろう。 

これとほぼ同様のことが、「教育における新制度主義」を表題に掲げた編著書に収められた論考

において H.-D.マイヤーによって指摘されている（Meyer, H.-D, 2006）。マイヤーによれば、教

育制度の変⾰は制度の周縁部で滲出的に進む。教育制度の周縁部とは、たとえば（マイヤーの論

⽂が書かれた時点での例⽰としては）ホームスクーリング、インターネット学校などである。こ

れらは国家や⾃治体が独占的に運営する学校制度によっては効果的に満たされていない教育的

ニーズを満たすべく、教育のアントレプレナー（起業家）たちによって供給される。周縁部で動

き始めた新しい教育のスタイルは制度の隙間へ滲出していき、その結果として⼀定の認知、つま

り「正統性」を獲得するに⾄れば、そこに既存の制度の正統性の緩みが⽣じる。既存の制度の正
統性の緩みが⼀定の臨界点を越えたとき、その既存の制度は正統性を喪失し、新しい制度が⼀般
化する。周縁部の動きが広がりを得ることができなければ、滲出によって⽣じた⻲裂はいずれ修
復されることになる。この場合、既存の制度は維持されることになる。 

マイヤーの議論に従えば、制度の変動は「アントレプレナー（起業家）」たちの新しいアイディ
アの試⾏錯誤の中から、制度の中⼼というよりは周縁部において⽣まれ、⼀定の臨界値を超える

正統性の認知が獲得できたときに初めて社会的に定着するものである。こうした理路は、マイヤ
ーが例⽰しているようなホームスクーリングやインターネット学校にとどまらず、新しい教授法、

新しい学校体系、新しい学校観、新しい教育の理念などについても展開することができるであろ
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う8。 

本論⽂にとっての「企業家精神」や「アイディア」の意味をより明確にするために、さらにいく

つかの点を検討しておきたい。社会変動と「理念」との関係についての最もよく知られ、それ故
に論争的な定式化は、マックス・ウェーバーによるものである。 

 

たしかに⼈間の⾏動を直接に⽀配しているのは、たんなる理念ではなく、物質的および観念

的な利害関係である。それでもそうした『理念
イ デ ー
』から作りだされた『世界像』なるものは、

いわば鉄道の『転轍機』のように、⼈々の進むべき軌道を決定する役割をはたしたのであり、

利害関係にもとづく⼒学は、この軌道の上で⼈間の⾏動を推し進めたのである。（ウェーバ
ー、2017:46） 

 

⼀般に「転轍⼿テーゼ」と呼ばれるこの定式化は、通説的には「利害 Interessen, interests」に対

する「理念 Ideen, ideas」の優越として解釈されてきたものの、少なくとも今⽇的な現実の社会分

析においては「理念」は「利害」に⽐して⾮⼒であると⾒なされてきた（多⽥治、2011:24ff.）9。 

しかし、社会変動における「理念」の役割は、盛衰を伴いながら、近年ではむしろ強い注⽬を集
めている（近藤康史、2006）。それらの議論の中では、「転轍⼿テーゼ」への⾔及の後に、しばし

ば「理念」の概念の再定式化、重層化が図られる。たとえば J・メフタは、政治学においては「ア
イディア」への再注⽬が進んでいることを踏まえつつ、それは端的には「転轍⼿テーゼ」の政治
学的な主題化を求めるものであり、その際、「政治にとってのアイディア」を少なくとも 3 つの層
に区別するべきだと論じている（Mehta, 2010）。メフタの議論は J・キングダンの「政策の窓」モ
デル（キングダン、2010）10における 3 つの概念、「問題」「政策」「政治の流れ」をベースとしつ

つ、「政治の流れ」を「世論ないし時代精神 zeitgeist」（zeitgeist の表記は原⽂のまま。以下、本

節では「世論」と略す）で置き換え、精緻化を図るものとなっている。メフタの議論によれば、

「世論」は個々の事件や選挙に直接的な影響を与えたり、「問題」の定義を導く「メタ・アイディ
ア」のように機能することがあるとみられるが、「世論」が「問題」や「政策」に対して常態とし

て決定的な影響⼒を持つと想定するべきではない。事態はむしろ逆である。「政策」が「問題」の

定義に、「問題」の定義が「世論」に影響を与えるという「遡⾏的相互作⽤ upward interaction」

にこそ注⽬しなければならない。世論は「循環的な cyclical」または若⼲の変化や⾰新を伴う「ス

パイラル状の spiral」変動を⽰すものであるが、たとえばメディア報道の分析によって「どのよ

うにその変動が⽣じたのか」は⽰すことができるとしても、「なぜその変動が⽣じたのか」を⽰す

ことは難しい、とメフタは論じている。 

別の共著論⽂において、メフタらはアメリカにおける教育改⾰を素材として、改⾰の成否や浸

透、定着の度合いを決定する要因について論じているが（Cohen/Mehta, 2017）、そこで強調され

ているのは「システム全体」に関わる改⾰は⼤きな社会変動とともに提起された場合には成功を

 
8 こうした枠組みを⽤いれば、たとえば⽇本における「ゆとり教育」は、その導⼊を主唱する側
の周到な根拠づけと展望の提⽰にもかかわらず、制度的補完関係にある諸制度との調整を怠っ
たために社会における正統性の獲得と新たな均衡の調達に失敗した、という作業仮説を得るこ

とができる。 
9 論争的には、たとえば物質的な利害関係と区別されている観念的な利害関係の意味合いの違い

に注⽬し、それと「理念」との関係を論じる議論がある。本論⽂ではこうした論点そのものに

は⽴ち⼊らない。Cf., Eastwood (2005). 
10 キングダンのフレームを⽤いた政策過程分析に対する端的な批判は、「政策」や「問題」があ

る程度の実証性をもって議論されるのに⽐して「政治の流れ」がいかにも「後付け」的に、つ

まり「改⾰が成功したのは政治の流れがあったから」「失敗したのは政治の流れがなかったか

ら」といった形で説明されがちな点にある。 
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収めることがあるとしても平時には成功しにくいのに対して、「ニッチ（隙間）」に関わる改⾰は

「システム全体」との軋轢を回避することで平時においても浸透、定着し得る、ということであ

る。 

このように⾒てくれば、メフタ⾃⾝が上述のように 3 つの層に区別した「アイディア」の中でも

「転轍⼿」の役割を果たすものとして重視しているのは「政策」としてのアイディアであると措
定してよいだろう。 

また、Ｊ・Ｌ・キャンベルは、特に「制度主義」的な研究における「アイディア」の概念を⼆つ

の観点の組み合わせによって四つに区分することを提案している（表 序-1）（Campbell, 1998）。

⼆つの観点とは、「政策論議の前⾯に表れる／背景に存在する」「認知的レベルに存在する／規範

的レベルに存在する」という観点である。これらの組み合わせによって区分された「アイディア」

の概念は、それぞれ次表のように特徴づけられる。 

 

表 序-1 政策形成におけるアイディアの４分類（キャンベル） 

 政策論議の前⾯に出る概念や理論 政策論議の背景にある仮定 

認知的レベル 

【プログラム】としてのアイディア 

 

政策⽴案者の政治⾏動を明確に具

体化する政治的エリートによる政
策の処⽅箋 

 

【パラダイム】としてのアイディア 

 

政策⽴案者にとって利⽤可能な解決
策の認知的範囲を規定する政治的エ
リートの仮定 

 

規範的レベル 

【フレーム】としてのアイディア 

 

政策⽴案者の政策の社会的正統化

に役⽴つシンボルや概念 

 

【世論】としてのアイディア 

 

政策⽴案者の政策の正統化の規範的

範囲を規定する世論 

 

Source: Campbell (1998). 
 

キャンベルの議論においてこれらの四つの「アイディア」の概念は、相互に排他的な範疇的概念

として⽤いられてはいない。むしろこれらは「アイディア」を評価する際に各観点における適合

度を問うというような重層的な分析概念として⽤いられている。つまり、ひとつの政策アイディ
アは「プログラム」として具体化されるが、しばしば特定の「パラダイム」に枠付けられたもの

としての限界を持ち、また社会的正統性を調達するために既存の規範的な「フレーム」に依拠し

たシンボルや概念を動員することができる。そして最終的な「プログラム」の成否は、その問題

に関する「世論」の正統性の感覚に依存することになるというのである。 

「アイディア（理念）」の概念の細分化というこうした議論を踏まえれば、前述の、「企業家精神
の発揚」や「アントレプレナーによるアイディア」という説明モデルもまた、細分化して捉える

ことができよう。本論⽂では、基本的に上記のキャンベルの分類を念頭において、「教育の理念」

を次のように分節化して捉えることとする。 

 

・教育に関する具体的な政策プログラムの提案を「政策」と捉える。 

・「政策」の背景にあって問題の同定と解決策の考案の範囲を規定する仮説的存在を「パラ
ダイム」と捉える 

・「政策」の正統性を根拠付ける規範的なシンボルや概念の総称を「フレーム」ないし「⾔

説」11と捉える。 

 
11 本論⽂における「⾔説」は、したがって、フーコー的な意味合いにおける権⼒的な意味作⽤
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・「パラダイム」や「⾔説」を⽣み出すと同時にその影響を引き受ける仮説的存在を「世論」

ないし「神話」12と捉える。 

・これらを包括する⼀連の⾔明を総称して「アイディア」ないし「教育の理念」と捉える。 

 

本論⽂では、学校制度の「転轍⼿」としての「教育の理念」は、「政策」「パラダイム」「⾔説（フ
レーム）」「世論（神話）」の総体として、つまり社会の中の教育に関する様々な考え⽅の⼀定のま

とまりを指すものとして、定義される。 

 

1.3 制度的補完関係と学校制度の改⾰ 

 

以上のような制度的補完性の概念を⽤いた学校制度の変容の議論は、学校制度は教育以外の諸
制度、なかんづく「企業社会の論理」に従属するべきである、あるいは当然に従属するという認

識を前提にするものなのかという批判的な問いを惹起する。これはある時期まで戦後⽇本の教育

学の基本的な問いであった（参照、宮原誠⼀、1976）。事実の認識としては社会の諸制度が学校制

度のあり⽅を決定的に規定しているという評価が⼀般的にありうるとしても（清⽔義弘、

1965:7ff.）、それがそのまま望ましいあり⽅であるかという規範的な認識については当然に今⽇

もなお論争的である。社会の諸制度からの要求にしたがうという公準は学校制度のあり⽅に関す

る指針としては曖昧であり実際上ほとんど何の意味も持たないと考えられるし、また少なくとも

教育学の議論においては社会の諸制度からの要求とは別の「個⼈の発達の必要」という公準を無
視することはできない。 

こうした論点にとってきわめて⽰唆的な議論の⼀つが、かつて中央教育審議会答申において展
開されていた。 

 

時代の転換期に差し掛かっているわれわれは、「平等」や「効率」の概念そのものをここで

⼤きく変えるという、発想の思い切った転換を求められているように思える。われわれの陥
っている袋⼩路を抜け出る道は、恐らくこの種の転換への知恵の出し⽅にしかないだろう。 

わが国の教育は今まで量の拡⼤において特別の成果を収めたが、質の向上という点ではい

まだ不⼗分であった。教育統計の数字の上では「平等」でかつ「効率」も良かったのだが、

教育⽅法はややもすると画⼀的⼀⻫⽅式に傾き、個々の⽣徒や学⽣のそこからはみ出た個性
的⽣き⽅に対するきめの細かな、コストを掛けた教育⽅法の開発と実施には、今⼀つ配慮が

払われないできた。これからは、全員が同じ教育内容を受けるような形式的な平等ではなく、

個性に応じてそれぞれ異なるものを⽬指す実質的な平等を実現していくことがますます重
要になる。たとえある程度経済的に⾮効率になっても、教育的に効率的な⽅が良いのだと考

えるべきなのだ。 

具体的には、選択の幅を広げ、移動をもっと⾃由にし、コースの取替えの可能性を拡⼤し、

寄り道してゆっくり成⻑する者にはその⾃由を与える、等を通じ、結果的に優れた⼒量を尊
重し、個性ある例外を認め、ゆっくり成⻑する者に安⼼のいく道を⽤意すること、等である。

われわれはこのような意味で、新しい時代にふさわしい「平等」と「効率」の概念の確⽴に

 
を持つものとして対象化されるものではない。参照、M・フーコー（2014:7ff）。また、客観的

な事実とは必ずしも⼀致しない主観的（ないし間主観的）なイメージを伝達する「教育の語ら

れ⽅」を対象とする歴史社会学的な⽤語法とも異なる。参照、広⽥照幸（2000:1ff.）。 
12 したがって、本論⽂における「神話」は、いわゆる構造主義的な意味論的体系を表⽰する⽤
語として⽤いられるものではない。参照、R・バルト（1967:139ff.）。「神話Mytos, myth」を曖
昧かつ規範的な「世論」とほぼ同義で使う例として、参照、Felten (Hg.)(1999)。ここでは「な

んとなく進歩的で正しいと信じられている教育論」の妥当性が具体的に検討されている。 
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努めていきたい。 

（中央教育審議会答申「新しい時代に対応する教育の諸制度の改⾰について」（1991 年）） 

 

ここで述べられていることは、端的に⾔えば経済と教育は切り離され、教育は教育の論理に即し

て改⾰されなければならないということである。ここには⽐較的狭い独⾃性を持った領域として

の教育を、それ⾃⾝の論理において、換⾔すれば「教育の理念」によって変⾰しようと欲する強
い意思を読み込むことができる。 

その後の政策現実の中ではほとんど顧みられることのなかったこの 1991 年中教審答申の提起

した議論は13、教育政策批判の議論の中でもほとんど評価されることはなかった。その中で、こ

の答申に対する注⽬を促した数少ない例外が⿊崎勲である14。⿊崎はこの中教審答申が「社会的

要請に応える教育と能⼒・適性に応ずる教育という⼆つの原理の間に⽭盾葛藤のあり得ることを

みとめた」（⿊崎、1995:172）点で画期的であると評価しながら、「⼀元的能⼒主義」の批判と「評
価尺度の多元化・複数化」の上に「ヨコ並び多選択型競争」に基づく多様化を展望するという答
申の具体的提案について、結局は⾃らが否定したはずの多層化（それは企業社会における選別的

⼈材管理に対応する）に⾏き着くしかないという限界を有するものとも評していた（同上、173）。 

1991 年中教審答申が提案している学校制度改⾰の具体案に対する評価は措くとして、重要なの

は「ある程度経済的に⾮効率になっても、教育的に効率的な⽅が良いのだと考えるべきなのだ」

という主張の含意である。⼀⾒すれば、ここで提起されているのは制度的補完関係を慮外におい

た学校制度改⾰の可能性である。再び⿊崎の分析を参照したい。 

 

分権化と選択を基調とする教育政策の端緒となった臨教審の改⾰提⾔に対抗して、⽂部⾏

政が、教育改⾰の主体としての存在意義の復活をかけて臨んだ第⼀四期中教審ではあったが、

その改⾰提⾔は、こうして臨教審とは別の意味で、従来の⽂部⾏政に対して厳しい反省を迫
るものとなった。これは、分権化と選択を基調とする教育政策の要請を前にして、すでに従
来の国家統制的な教育政策・教育⾏政の体制では正統性を調達し得ないことを意味するもの

であった。臨教審が分権化と選択を純粋に基調として、新しい教育改⾰の主体の形成と権⼒
の移⾏を⽬指した、しかしそれゆえに早すぎた教育改⾰政策の端緒であったとすれば、第⼀

四期中教審の改⾰提⾔は、⼀九六〇年代以降のわが国の教育改⾰政策の構図を⽀えていた基
本的な枠組みが破綻し、正統性を失ったことを明⽩に⽰すという役割を果たすことになった

のである。（⿊崎勲、2000:14f.） 

 

ここで⿊崎が述べていることを本論⽂の関⼼に即して理解するならば、中教審による経済と教

育の切り離しの提⾔は「従来の国家統制的な教育政策・教育⾏政の体制では正統性を調達し得な

いことを意味する」に過ぎず、新しい展望を⽰すものというよりはすでに展開している事態に対

する遅ればせの認知のようなものであるということになるであろう。これを制度的補完性の議論

の上に置き直してみるならば、次のように⾔うことができる。経済（これは社会の中の⽣産と再
⽣産の営みすべてを表象するものと⾔ってよいであろう）と教育の切り離しという提⾔は、実は

経済と教育の間の本来的な制度補完的関係を阻害するに⾄った「国家統制的な教育政策・教育⾏

政」を退けることを意味するものであり、そこで求められているのは経済と教育が相互規定的に

結果的に最⾼のパフォーマンスを発揮できるという意味での「新しい均衡」に他ならない。 

しかし、問題はその先にある。「従来の国家統制的な教育政策・教育⾏政の体制では正統性を調

 
13 この答申の特異性については、答申の主要部分を執筆した⻄尾幹⼆によって詳細に論及され

ている。参照、⻄尾幹⼆（1992）。 
14 ⿊崎勲は、⾃⾝の議論と同様にこの中教審答申を逆説的に積極的に引き受けようとする数少
ない論者として⽵内常⼀を挙げている（⿊崎、1995:195）。参照、⽵内常⼀（1993）。 



序章 

 9 

達し得ない」状況において「新しい均衡」が模索されなければならないとして、それはどのよう

になされるのであろうか。ここまでの議論が⽰しているように、社会の要請に応えない教育とい

うものはあり得ないが（⿊崎、1995:190f.）、⼈々の「共通の了解」（＝「世論」）に基づく学校制

度は、しばしば社会の要請の代弁者を僭称する「⽴法」（＝「政策」によって実効的にそのまま確

⽴されるものではないと考えるべきであろうし、社会の要請そのものも動的であろう。 

 

以上の考察を踏まえて、学校制度の研究のための本論⽂の基本的な認識の枠組みを次のように

仮設しておきたい。 

拡張された制度概念の下における学校制度は関連する様々な要因との間の制度的補完関係の中

に存在している。もとよりすべての制度的補完関係を把握して叙述することはできない。しかし

そうした関係に対する⾃覚的な感受性は、学校制度の研究にとって不可⽋である。 

制度的補完関係の網の⽬の中に存在する学校制度にとって、その変動・変容の把握もまた単相的

ではあり得ない。学校制度の変動・変容を⽣み出す動因としてとりわけ重視されなければならな

いのは教育についての新しい理念、考え⽅である。そうした理念や考え⽅は社会の周縁部から⽣

まれ、社会的に認知され正統化されることによって「制度化」されていく、あるいはそうした認

知を獲得するに⾄らず潰えていく。これらの過程は、教育の理念を重層的に細分化することによ

ってより適切に理解することが可能になる。 

拡張された学校制度の概念とその変動・変容の動因としての教育の理念の意味を以上のように

把握した上で、本論⽂は戦後ドイツの学校制度改⾰を素材として、そうした制度改⾰の動態を検
討しようとするものである15。 

 

 

2 本論⽂の構成 

2.1 課題 

 

第１章以後で詳述するように、戦後ドイツの学校制度改⾰論議はユニークな変容の過程を⽰し

てきた。それはドイツ社会を外部から観察する⽴場からは、教育についての新しい考え⽅の提案
と論争、実験と破綻と部分的変容の反復のように⾒える。新しい考え⽅の提案はしばしば社会的

な正統性を獲得するに⾄らず頓挫し、あるいは潜在化を余儀なくされ、また間歇的に浮上する。

結果として、戦後成⽴した⻄ドイツから統⼀ドイツに⾄る筋道においては、学校制度の改⾰は近

隣諸国に⽐して著しく遅滞することになった16。戦後ドイツの学校制度改⾰の歴史はそうした意

味でユニークな事例を提供している。このことが、本論⽂が現代ドイツの学校制度改⾰論議を検
討の対象とする根本的な理由である。 

本論⽂が具体的な対象とするのは、⼤きく⾒れば学校制度という⼀つの主題に属する、それぞれ

に制度的補完関係にあると⾒ることのできる３つの問題群である。 

 
15 教育の「思想」と「制度」の関係について、戦前期⽇本の代表的教育制度研究者である阿部

重孝は次のように述べていた。「従来の教育史に対すると同様に、著者は現今我国教育界の態度

に対しても、亦⼀種の不満を抱いている。それは我国の教育論者が教育思想の研究に没頭し

て、制度化せる教育の研究を多少等閑に附していはせぬかということである。若し著者の我国

教育界に対するこの種の観察があやまっていれば、それは我国の教育に対して寧ろ幸いである

が、凡そ教育を研究して多少でも教育の実際に貢献しようというのならば、必ず制度化された

教育の研究をおろそかにすることは出来ないのである。」（阿部重孝、1930:2）この課題意識は

今⽇も強調されるべきものであろう。 
16 ここでの「遅滞」という評価については、マックスプランク教育研究所研究者グループ
（1989:9ff.）の叙述によっている。 
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第⼀の問題群は教員の教育活動に関わる制度改⾰である。戦後⻄ドイツの学校論の争点のひと

つに「管理された学校」の問題、別⾔すれば教育⾏政と学校運営の「⺠主化」をめぐる問題が

あったことは⽇本でもよく知らている（兼⼦仁、1978:183ff.、結城忠、1988:167ff.）。それは第
⼆次⼤戦前のドイツの学校教育に対する反省を含みつつ、⺠主的な社会における教育⾏政ない

し学校運営のあり⽅の問い直しを主題とするものであった。この主題は「教育法学」の形成と

発展にも⼀定の影響を与え、「学校と法」の関係についての認識に変容をもたらした。特に焦点
となったのは「教員の教育上の⾃由」の問題であった。「教員の教育上の⾃由」は抽象的な法的

概念として独⽴して存在しているわけではなく、社会的諸現実との関わりの中でその問題性が

捉えられる必要がある。本論⽂においては教員の教育活動に関わる制度を「教員の教育上の⾃

由」と学校監督の関係、教員の勤務評定のあり⽅・考え⽅、現職教員の研修のあり⽅・考え⽅

という三つの観点から対象化する。 

第⼆の問題群は「学校の⾃律性」に関わる制度改⾰である。学校の⾃律性は、およそ 1990 年代

から、多くの国で教育政策的に強化されてきた。その意義については様々な⾒⽴てがあり、⼀⽅

では 20世紀初頭の「新教育（改⾰教育学）」運動の現代的再⽣として位置づける⾒⽅、他⽅で「新
⾃由主義」的な新しい教育統制の⽅法として位置づける⾒⽅、さらには⽇本の教育学に固有の問

題設定としては「学校⾃治」論の具体化として積極的に、あるいはそのプソイド的形態として批
判的に論じる⾒⽅がありうる（前原健⼆、2000）。ドイツにおける「学校の⾃律性」の強化は、実

定法上の扱いとしては個別学校の裁量権限を拡張するニュートラルなものとして理解すること

ができる。しかし視線を「学校の⾃律性」の制度的補完関係に向けるならば、そこには第⼀の問

題群として挙げた教員の教育活動との関係、そしてより⼤きな問題として第三の問題群として挙
げるドイツの分岐型学校制度論議との関係が問われなければならない課題として浮上してくる。 

 

〔図 本論⽂全体の構成イメージ〕 

 

 

第三の問題群はドイツの学校制度改⾰、特に中等学校制度改⾰である。第⼆次⼤戦後から今⽇ま

でのドイツの教育論議の中⼼には常にこの問題群が存在していた。初等教育以後の学校制度をど

のように構築するかという主題はすでにワイマール共和制の成⽴時にドイツの学校制度論の中

⼼に登場した。そこから百年を経た今⽇もなお、その主題はほとんど同じ構造を保っているよう

に⾒える。そうした前期中等教育の開始の時点で強い分岐を課す階級的とも 19 世紀型とも称す

ることのできる学校制度が今⽇に⾄るまで存続している状態は、すでにそれ⾃体で⼗分な課題性
を有すると⾔ってよい。もちろんそれは、無⾵の中で原型を保っているわけではない。この間に

多くの改⾰の提案と実験があり、拡張された意味における制度の内実、つまり社会的現実として

のドイツの学校制度は変容してきた。その変容を、可能な限り第⼀の問題群及び第⼆の問題群と

の制度的補完関係に⽬配りしながら対象化する。第三の問題群については、理論的な⾔説の検討

第 3 部 
学校制度改⾰ 

 
理論 政策過程 

第 2 部 
学校の⾃律性 

第 1 部 
教員の教育活動 
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と政策過程の検討の⼆つに重点を置く。第三の問題群も第⼀及び第⼆の問題群との制度的補完関 

係に注⽬しながら対象化する。 

本論⽂の課題は、以上の三つの問題群のそれぞれについて⼀定の認識と解釈を提⽰することに

とどまるものではない。それらを提⽰した上で、これらの問題群を制度的補完関係という仮説的

な枠組みにおいて捉えることの、教育制度研究としての有効性を例証することが本論⽂の最終的

な課題である。もちろん、三つの問題群のすべてについて、またその中の個別の主題について、

適切な理解を提⽰することも⽐較教育制度論的には重要な課題である。その課題に⼀定の解答を

提⽰した上で、学校制度の存続と変容における制度的補完関係への注⽬の意義と、とりわけ、拡

張された意味における学校制度にとって「教育の理念」による正統性の確保の重要性を⽰すこと

ができたならば、本論⽂は⼗分な成功を収めたことになる。 

 

2.2 ⽅法 

 

三つの問題群とその間の制度的補完関係の検討に際して、本論⽂は基本的に理論史ないし論争
史的な⽅法で接近する17。その際、様々な改⾰の主張や⽴論がどのような「教育の理念」に依拠
し、どのように社会的正統性の調達に成功しているかという観点を重視する。前節で細分化した

ように、「教育の理念」は「政策」「パラダイム」「⾔説（フレーム）」「世論（神話）」といった多

元的で重層的な概念を含むものである。 

ここで改めて整理しておけば、「政策」とは、⽴法ないし⾏政施策として具体化される実体的な

プログラムである。狭い意味での学校制度史は、⽴場の異なる集団による「政策」をめぐる争い

として描かれる。「⾔説（フレーム）」は、複雑な社会事象を解釈するための⽤語と⽂法を提供す

る。「問題」や「政策」は「フレーム」の中に押し込められ、あるいは「フレーム」によって型抜
きされ、「⾔説」として提⽰される。「パラダイム」は「政策」の合理性や妥当性を判定するため

の⼀定の範囲で共有された基準である。「世論（神話）」はそれ⾃体曖昧であっても決定性をもつ

信念である。 

制度改⾰における「教育の理念」は改⾰の成否と定着に決定的に影響を与える。この意味におい

ては、社会的正統性をめぐる理論史的考察は、学校制度改⾰の研究にとって本質的な重要性を持
つ。別⾔すれば、本論⽂はドイツの学校制度改⾰論議の中で社会的な正統性の調達をめぐる「教

育の理念」の盛衰を跡付けようとする試みである18。前節で提⽰した概念を改めて⽰すならば、

本論⽂においては、上記のような⽅法的前提を踏まえ、「教育の理念」を対象化するに際して「政
策」「パラダイム」「⾔説（フレーム）」「世論（神話）」といった⽤語を可能な限り区別して⽤いる。

「教育の理念」はこれらを包括する総称的な概念として⽤いる（表 序-2）19。 

 

表 序-2  

 具体的 背景的 

教育の理念 ＝ 政策 パラダイム 認知的 

⾔説（フレーム） 神話（世論） 規範的 

 
17 教育制度研究における理論史的⽅法については、平原春好（1970）、⿊崎勲（1980）、⽥原宏
⼈（1993）、参照。 
18 ただし本論⽂の政策過程分析は精緻な政策過程分析からみるとかなり雑駁に⾒えるかもしれ

ない。それは本論⽂が特定の政策の⽴案から形成、制度化の過程を追うものではなく、学校制

度改⾰の動態そのものを対象とすることによる。精緻な政策過程分析のイメージについては、

草野厚（2012）によっている。 
19 ただし、⽂脈上、明らかに⼀般的な⽤語として⽤いられる場合にはこの限りではない。 
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本論⽂では学術的な意味での教育学の専⾨的な議論の枠に留まらず、むしろより広い媒体の中

の議論を積極的に取り上げ、それらの中で特定の議論がどのように⾃らの正統性を表象している

かという観点からの整理と分析を試みる。基本的な状況の認識のためには既存の統計的データや

調査研究データを適切に参照する。その上で学術的な議論の他に法案審議等における議会論議、

新聞雑誌等のメディアの論説を取り上げ、改⾰を求める「教育の理念」が社会的な正統性の獲得
に成功・失敗する道筋に迫りたい。さらに、本論⽂で取り扱う 3 つの問題群のすべてについて、

筆者⾃⾝がドイツにおいて実施した質問紙調査やインタビュー調査のデータを活⽤し、メディア
の論説や客観的なデータから得られる情報を具体的に補完し、実感の伴う⽴体的な叙述と分析を

試みたい。 

 

2.3 構成 

 

本論⽂は、上述の三つの問題群に沿って 3 部構成をとる。 

第１部に先⽴って、この序章において本論⽂が依拠する教育制度研究の枠組みについて論じた。

そこでは「制度」概念の拡張が図られ、また特定のドメイン（本論⽂にとっては学校制度）の改
⾰の分析において、それを可能な限り多くの制度的補完関係の網の⽬の中に位置づけ、変動・変

容の要因としての「理念」に着⽬する必要性について、その重要性に仮説的に⾔及した。 

第 1 部の三つの章では教員の教育活動に関わる改⾰を取り扱う。第 1 章では教員の教育上の⾃

由の保障のひとつの背景である学校への法治主義原理の導⼊の流れの上に位置づけられる、「学

校監督の縮⼩」問題を取り扱う。多くの理論的注⽬を集めたにもかかわらず、結果的に「学校監
督の縮⼩」は実現することがなかった。この章では「学校監督の縮⼩」⾔説の具体的な内容を⽰
した上で、「学校監督の縮⼩」をめぐる賛否の⾔説の中にはそれぞれに正統性のある教育の理論を

⾒出すことができることを明らかにする。第 2 章ではドイツの教員評価を取り扱う。ドイツには、

法制度の上では教員の業績評価の仕組みが存在する。しかし現実には業績評価はほとんど機能し

ていないと⾔い得る状況もある。そこには「⼀⼈前」の正規の教員として採⽤された後は他者か

らの「評価」は必要としないという強⼒な⼀種の社会的通念がある。とはいえ、教員の仕事ぶり

に対する社会的な関⼼の⾼まりは教員評価についてもいくつかの新しい動きを⽣み出している。

この章ではドイツにおいて模索されている「⼀⼈前」神話を越える教員評価のあり⽅について考

察する。第 3 章では現職教員の研修の現状と、ユニークな改⾰の⽅向性について検討する。ここ

においても「⼀⼈前」神話は⼤きな位置を占め、それと直接に関連してドイツの現職教員研修は

全般的に「低調」と⾔われている。この章では、そうした中で社会環境の変化や学校の⾃律性の

強化に対応する職能成⻑を励ますための教員研修の新しい試みの現状を明らかにする。学校監督、

教員評価そして教員研修という教員の教育活動に関わる 3 つの主題の間に制度的補完関係と呼び

得る関係性を⾒出すことが第 1 部の課題である。 

第 2 部の三つの章では「学校の⾃律化」をめぐる制度改⾰の理念と現実を考察の対象とする。第
4 章では 1990 年代にドイツにおける「学校の⾃律化」のトレンドが登場した経緯を分析する。特
に、それがそれ以前の時期の学校制度改⾰の政治的破綻とどのように関わっているのか、またど

のような「教育の理念」に基づいて「学校の⾃律化」が根拠付けられ、また批判の対象とされる

のか、といった点を検討する。第 5章では「学校の⾃律」の実定法上の保障の展開について、⼀

つの州を事例として検討し、「学校の⾃律」の両義的な性格を明らかにする。第６章では筆者⾃⾝
がドイツにおいて実施したアンケート調査とインタビュー調査のデータを⽤いて「学校の⾃律化」

の学校運営の現場レベルにおける意味を考察する。 

第 3 部では戦後ドイツの教育政策の最⼤の争点といってよい学校制度改⾰の問題を取り扱う。

第７章では、主に先⾏研究に拠りながら、第⼆次⼤戦後から 1990 年までの学校制度改⾰の展開
と事実上の破綻の経緯を分析する。そこでは特にドイツの三分岐型学校制度を⽀える「才能」神
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話、「教育の機会の均等」をめぐる⾔説の対抗関係、改⾰の破綻を導いた政治経済的ならびに教育

学的な要因が検討される。第８章では 1990 年のドイツ統⼀を経て、特に PISA2000 以後の学校

制度改⾰への理論的関⼼の⾼まりを確認し、学校制度改⾰の進展を阻むいくつかの重要な⾔説に

ついて検討する。第 9 章では、およそ 2000 年代半ばから急速に進み始めた中等学校制度改⾰を

いくつかの類型に整理し、その特質を検討する。第 10 章では、学校制度改⾰とは多少の時期的

なずれを伴いつつ進められたギムナジウムの修学年限改⾰について検討する。多くの州で、ギム

ナジウムは短期間のうちに奇妙とも⾔いうる変転を経験することになったが、その経緯及び変転
を導いた⾔説について検討する。 

以上の構成において重要な点は、第 1 部、第 2 部及び第 3 部は時間軸に沿って並べられている

わけではなく、内容的に絡み合った共時的な構造を持つものであるということである。このこと、

つまり教員の教育活動をめぐる改⾰、学校運営をめぐる改⾰と学校制度改⾰は制度的補完関係に

ある共時的な構造の中でよりよく捉えられるということは、本論⽂にとっては所与の前提ではな

い。本論⽂全体の考察を通して、ドイツの学校制度改⾰を素材として制度的補完関係のいわば共

時的構造の把握という⽅法的観点の有効性を例証することは、繰り返しになるが、本論⽂の⽬的

のひとつである。 

 

2.4 先⾏研究について 

 

本論⽂がその貢献を認められたいと願う研究分野は⽇本の教育制度研究である。したがって、本

論⽂の先⾏研究としては、⽇本におけるドイツの教育制度に関する研究を挙げ、その到達点と特
質を確認しておくことが妥当であろう。とはいえ、ドイツにおける主要な研究を⼆点挙げておく。 

戦後ドイツの学校制度改⾰の全体像を、政策過程も含めて概括しようとする際のもっとも基本

的な研究成果はフォン・フリーデブルクの著作である（v. Friedeburg , 1992）。この著作において

は、学校制度の発展は静態的に記述されるだけでなく、様々な利害関係者の間の闘争、調整と妥
協のプロセスとして動態的に描き出されている。特に戦後期の不安定な政治情勢下の学校改⾰の

動態については多くの有益な情報が含まれている。ただし 1992 年刊⾏のこの著作の考察範囲は

1989 年段階までに留まっている。 

ドイツの学校制度の全体像を明らかにしようとするもう⼀つの包括的な研究成果はマックスプ
ラン教育研究所のチームによる著作である（Cortina u.a. (Hg.), 2008）。“Das Bildungswesen in 

der Bundesrepublik Deutschland”と題するこの著作は、1979 年の初版の後、1984 年、1990 年、

1994 年、2003 年、2008年と多少の改訂を加えつつ版を重ねた。これらのうち、1984 年版と 1994

年版は⽇本語に翻訳、刊⾏された20。学校教育の各分野、段階、学校種ごとの戦後史、改⾰動向及

び現状を記述するこの著作は、⼀定のデータに即した概観を得るには極めて有益である。ただし、

各章ごとの分担執筆の形式で編まれた⼤著であり、改⾰をめぐる論争的状況はほとんど主題化さ

れていない。 

⽇本における現代ドイツの学校制度に関する 1990 年以前の研究の中で重要なものとして、三枝
孝弘、中野光、深⾕昌志及び藤沢法暎による『戦後ドイツ教育史』（三枝孝弘ほか、1966）を挙げ
ることができる。この研究は表題に「教育史」を掲げてはいるが、内容は戦後約 20 年間の東⻄ド
イツの学校制度の変転を、ある程度の政治的社会的背景への着⽬も含めて記述したものとなって

いる。⻄ドイツ地域の多彩な改⾰案についての先駆的な検討を含んでおり、史料的な価値は少な

くなく、時代的な限定は当然にあるものの、今⽇においても参照すべき邦語⽂献である。 

 
20 ⽇本語訳は、マックスプランク教育研究所研究者グループ（1989）及びマックス・プランク
教育研究所研究者グループ（2006）。なおドイツにおいて 2018年にほぼ同名のドイツ語書籍
が、序⽂において「執筆者と内容と出版社は⼀新されたが、学術的志向を継承すべく書名を継
承した」旨を述べて刊⾏されている。Köller u.a. (Hg.)(2018).  
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天野正治による 1970 年代までの⻄ドイツの教育改⾰に関する⼀連の研究もまた、時代的な限定

はあるものの、学校教育制度の幅広い分野についての情報と分析を含んでおり、有益である（天
野、1981、1985）。天野が⽇本における⻄ドイツの教育制度改⾰に関する研究をリードしてきた

ことには疑問の余地がない。 

⽇本における、⻄ドイツの「教育と法」の関係ないし「教育法学」の形成及び「教員の教育上の

⾃由」の概念に関する理解を決定付けたのは兼⼦仁及び市川須美⼦であった。兼⼦⾃⾝は⻄ドイ
ツ教育法に関する具体的な研究成果を残しておらず、具体的な認識においては市川によるところ
が⼤きいと思われるが（市川須美⼦、1976）21、下記のような「教師の教育上の⾃由」に関する

兼⼦の叙述が⽇本における⻄ドイツの教育法制研究に与えた積極的影響の強さは計り知れない。 

 

⼀九六⼀年のヘッセン学校⾏政法（公⽴学校の維持および管理ならびに学校監督に関する

法律）にはじまる各ラントの教育⾏政・学校運営制度改⾰⽴法は、⻄ドイツの教育法制を学

校と教師の教育権を基本原理とする「教育法」（Bildungsrecht）たらしめる潮流として注⽬さ

れる。（兼⼦仁、1978:186） 

 

かくして⻄ドイツ⼀⼀州中の九州において学校ないし教師の教育権が原理的に法定されて

いることになり、「教育上の⾃由」は「法律規定を⽋く州においても現存するものと認められ

ている」と⾔われる。教師の教育権を保障するこのような⻄独ラント⽴法の動向は、前記の

ほぼ同じ六〇年代にわが国の教育判例が教育基本法第⼀〇条の教育条理解釈として演じて

きた役割に⽐せられよう。（同上、187） 

 

⻄ドイツの教育制度改⾰に関する問題関⼼の形成において、本論⽂は天野及び兼⼦の指摘に多

くを負っている。 

ドイツの学校制度改⾰を対象とした 1990 年以後のモノグラフとしては、今井重孝による中等学

校制度改⾰研究（今井、1993）、坂野慎⼆による職業教育制度に関する研究（坂野、2000）、⽊⼾
裕によるドイツ統⼀後の学校改⾰全般を取り扱った研究（⽊⼾、2012）を挙げることができる。

今井は戦後⻄ドイツのギムナジウム改⾰の展開を、マーチン・トロウの⾼等教育の発展段階論を

分析の軸として、特にギムナジウム上級段階（第 11 学年以後）を対象として検討している。今井
の研究は政策的な制度改⾰の流れを追うと同時にその背後にある教育の理念の転換を論じ、さら

に実際の学校現場における参与観察と質問し調査を組み合わせた周到なものであり、この時点で

のドイツの学校改⾰に関する研究のひとつの到達点を⽰すものと⾔ってよい。坂野の研究はドイ
ツの中等教育制度の全体構造をギムナジウム（特にギムナジウム上級段階）の位置づけ、中等教

育の重要な部分である職業教育・訓練制度の意味づけ、そして中等教育制度の中での進学資格の

付与と職業資格の付与の仕組みをめぐる議論、⽣徒の移動パターンまで⽬配りして包括的に論じ

たものである。⽊⼾の研究は 1990 年のドイツ統⼀以後の東ドイツ地域の教育制度の再編の動向
の整理、いわゆるボローニャ・プロセスの進展に伴うドイツの⾼等教育の変容、そして移⺠・外

国⼈に関わる教育政策課題について検討している。いずれもドイツの教育制度にとって重要なこ

れらの主題が内的な関連性をもって捉えられているかという点について必ずしも明瞭ではない

ものの、ドイツの教育制度の変容が包括的に論じられている。 

PISA以後の新しい教育現実を踏まえて包括的にドイツの学校改⾰を分析したものとしては、再
び坂野慎⼆の研究を挙げることができる（坂野、2017）。坂野のこの研究においては、国際⽐較上

の「低学⼒」と階層的格差の⼤きさによるドイツの PISA ショック以後の教育改⾰の取組とその

成果が多⾯的に論じられている。つまり低学⼒層の底上げにつながる学習環境の全般的な改善の

 
21 なお兼⼦は 1960 年代のテキストにおいても英⽶仏の教育法事情よりも戦前のドイツ及び戦後
⻄ドイツの教育法事情に多く⾔及していた。参照、兼⼦仁、磯崎⾠五郎（1963:49ff.）。 
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ための取り組み、階層的格差の縮⼩につながることが期待される前期中等教育段階の学校制度の

改⾰、学校の外部評価のドイツ的な特徴をもった導⼊、ボローニャ・プロセスの進⾏とも関係す

る教員養成の改⾰が、連邦レベル及び全 16 州の⾏政施策に即して検討されている。これらを通
じて、ドイツの教育⾏政施策に関する多⾯的な情報が提供されている。この意味においては坂野

の研究は最も情報量の多い重要な先⾏研究と⾔うことができる。またこの研究においてはドイツ
以外の国の施策も⼀部踏まえて、⽇本の施策に対する「⽰唆」が随所に組み込まれている点も興
味深く思われる。 

PISA以後のドイツの学校現場に密着しながら学校制度改⾰の現実態を明らかにしようとした研

究としては、布川あゆみの研究を挙げることができる（布川、2018）。布川は PISAショック以後
の全ドイツ的な施策としての「終⽇学校化」を軸にして学校の役割の変容、特に家庭と地域社会

に対して学校の持つべき役割のあり⽅を論じている。布川は全ドイツ的状況、州間の差異の分析
を踏まえて、特にブレーメン都市州の中の異なる地域的背景を持つ 2 つの学校の実地調査によっ
て終⽇化施策の決して均⼀ではあり得ない学校現場への影響を明らかにしている。 

上記のようなモノグラフとは性格を異にするが、ドイツの教育の法制度的枠組みを知るにあた

って不可⽋なものとして、結城忠による⼀連の学校法学研究が挙げられなければならない。ここ

では最も最近のものとして『ドイツの学校法制と学校法学』（結城、2018）のみをあげておく。同

書はタイトルに「学校法」を掲げているが、狭義の学校関係法規を超えて、国旗国家法制や教育

に関わるデータ保護法制、教員にも関わる公務員法制の⼀部も含んでいる。結城の分析と考察の

視点は法規、判例、判例評釈を含む法学説にほぼ限定されているが、およそすべての教育制度に

関わる主題の考察にあたって基本的に参照されるべき先⾏研究である。 

その他にも⽇本におけるドイツの教育改⾰に関する制度史的な研究は決して少なくない。本論

⽂はそれらの研究成果に⼤きく依拠するものである。とはいえ、最後に次の点を指摘しておきた

い。それは、⽐較教育学的な⾒地からなされる現代ドイツの教育改⾰に関する研究には、共通し

て「機能主義」的な性格がみられるという点である。ここでいう機能主義とは、様々な政策や制

度改⾰を状況に対する合理的な選択とみなして解釈、説明する⽅法的な態度を意味している。つ

まり「機能主義」的な性格を持つ研究は、端的に⾔えば、改⾰の過程と帰結を「必然論的な響き」

（J・カラベル、A・H・ハルゼー、1980）22をもって描き出す傾向がある。たとえば次のような叙
述である。 

 

2000 年代に⼊り、ドイツ版NPMである新制御（neue Stuerung）によって、インプットで

の規制を縮⼩し、事後評価によって PDCAサイクルを回す形での政策が進められる。教育関

係では、規制緩和は学校の⾃律性の強調として、事後評価は学校外部評価として導⼊されて

いく。ノルトライン・ヴェストファーレン州は、すでに 1995 年に「教育の未来、未来の学

校」において、こうした⽅向が打ち出した。その中で、分権化と学校の⾃⼰責任が強調され

るとともに、国の説明責任と外部評価並びに報告書の作成が提案されている。 

各州は説明責任を果たすために必要な学校プログラムの作成と、それに基づく学校⾃⼰評
価の実施を進めていく。そしてほぼ同時並⾏的に学校外部評価を進めていった。数回に渡る

現地調査によって、多くの学校では外部評価を受けるときに初めて学校の⾃⼰評価を実施し

たことが確認できた。つまりドイツでは、学校の外部評価が、学校の⾃⼰評価を普及する役
割も果たしていたのである。学校に⾃⼰評価が普及しにくかった理由の 1 つとして、ドイツ
の教員における個業意識の強さがある。学校側からすると、学校の⾃⼰評価は教員に新たな

事務負担を学校にもたらすものであった。校⻑が学校評価の意義を理解し、⾃⼰評価を実施

 
22 カラベルとハルゼーによれば、「機能主義」的な叙述は「現状を正当化し、少なくとも機能的

にはそれとは別の道がありうるということから、眼をそらさせる効果をもたら」すものである

とされている。 
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しようとしても、それに協⼒的な教員は少なかった。こうした教員の個業意識は、現地調査
においても強固なものであることが確認できた。学校評価は教員を教室における個業者から

学校全体の構成員への転換を図るための⼿段ともなった。（坂野慎⼆、2017:119f.）23 

 

おそらく個々の論者は「機能主義的」という指摘を⾸肯することはないであろうし、また改⾰の

動向に関する情報の提供という観点からはそれらの研究の多くがおよそ本論⽂が成し得ないレ
ベルの貢献を⽣み出していることには疑問の余地もない。とはいえ、それらの研究はそこに⾄る

過程に存在した対⽴や葛藤に⾔及することが少なく、様々な政策や制度改⾰がその時々の状況に

照らして他に選択の余地のない合理的なものであったことを指摘する傾向があるという点で、少
なくとも本論⽂が志向する教育制度論的な議論とは異なる次元に属するものである。 

また、むしろこの点こそが重要であるが、そしてこれもまた個々の論者はこの指摘を⾸肯するこ

とはないであろうが、対⽴や葛藤に⾔及する場合において、その対⽴や葛藤は主体である政党な

いし利益集団を特徴づけるイデオロギーに、いわば決定論的に還元され、それ以上の⾔及はほと

んどなされないという傾向がある。⻑くなるが、たとえば次のような叙述である。 

 

本稿で明らかになった点を整理すれば、次のようになる。 

第⼀に、PISA調査への対応に関して、それぞれの政党は⾃らの学校政策に有利になる形で

調査結果に⾔及し、CDU/CSUは分岐型学校制度の維持を、SPDは分岐型から単線型学校制

度への改⾰を訴えたこと。 

第⼆に、国連調査が指摘した教育格差に対する各党の対応についても、PISA調査時と同様

に異なっていたこと。CDU/CSUは、国連による分岐型学校制度の廃⽌勧告を受け⼊れなか

った⼀⽅で、同制度が持つ進路の固定化問題を改善するため、基幹学校で取得できる修了資
格の多様化を⾏った。対して SPDは、単線型学校制度の導⼊を訴え続けたほか、進路勧告の

法的拘束⼒の撤廃を⾏ってきた。 

第三に、各党は保護者のニーズを反映するために学校政策の改⾰に取り組んでいること。

CDU 党本部は、基幹学校の⽣徒数の減少により三分岐型学校制度の維持を断念し、基幹学

校と実科学校を統合することで⼆分岐型学校制度を導⼊することとした。しかしながら、

CDUの州⽀部間あるいは姉妹政党(CDU/CSU)間で、党本部の⽅針転換に対する姿勢は異な

っており、今後に着⽬する必要がある。 

他⽅、SPD は単線型学校制度に対する保護者の反対運動を受けて、単線型への完全移⾏は

保留とした。この⽅針転換が、社会的背景がそれぞれ異なる保護者すべてのニーズを反映し

ているのかについては疑問が残る。なぜなら、ギムナジウムに特定の社会階層出⾝の⽣徒が

集中する状況を望む意図が、単線型学校制度の導⼊に対する反対運動に隠れているからであ

る。また、ハンブルク州の住⺠投票の投票率の統計が⽰したように、経済的に不利な⽴場に

ある住⺠の多くが投票に⾏かないなどの理由から、住⺠すべての意⾒が投票結果に反映され

ていない危険性が存在するからだ。果たして、各党の学校政策は、分岐型学校制度による教

育の機会格差を受けている社会階層の保護者のニーズを適切に捉えられているのだろうか。

政党は、学校政策の策定過程において、声なき声にも⽿を傾けるべきであろう。 

ドイツの前期中等教育では、分岐型学校制度と、法的拘束⼒を有しない進路勧告制度が中⼼
になると考えられる。保護者が⾃由に進学先の学校種を決定できる制度によって、これまで

の調査が指摘した教育の機会格差の問題は解消されるという主張が、NRW 州保護者連盟と

いった分岐型学校制度に賛成する⽴場からなされている。他⽅で、⾃由な進路選択がむしろ
機会格差を広げることにつながる可能性も指摘されている。すなわち、法的拘束⼒が存在せ

ず保護者が⾃由に進学先を選択できる場合、ギムナジウムへの進学に適さないという進路勧

 
23 引⽤は、⽂中の⽂献註を省いた他は原⽂のままである。 
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告の判断に反して、⼦どもをギムナジウムに進学させる傾向は、低い社会階層出⾝の保護者

に⽐べて、⾼い社会階層出⾝の保護者の⽅がより強いという報告があるのだ。 

教育機会の平等性の問題は、2000 年の第 1回 PISA調査が問題を指摘してから 10 年以上経
過した現在もなお解消されていない。2012 年の第 5 回 PISA調査では、2000 年の調査時と

⽐べ、15歳児全体のギムナジウム在籍率が上昇した⼀⽅で、出⾝社会階層とギムナジウム在
籍率の関連性に⼤きな変化はなかった。また、2011 年の第 3 回 IGLU 調査は、⽣徒のギム

ナジウム進学の可否に関する教師の判断が、依然として成績以外に⽣徒の出⾝社会階層にも

依拠している状況を明らかにした。よって、分岐型学校制度を維持する以上、平等な教育機
会の保証に向けて、進路勧告制度の改善などさらなる改⾰が各党に求められているのである。

（栗原麗羅、2016）24 

 

政党や利益集団がそれぞれのイデオロギー、つまりその存続を意味づける特徴的な価値観を固
有の社会経済的位置等々に規定されて有することは確かであるとしても、それは直接に具体的な

政策選択に反映されるわけではない25。政策や制度改⾰の過程には常に多様な論点と選択の可能
性が存在する。すでに本章 1.2 で制度変容の動因としての「教育の理念」の重要性への着⽬とし

て述べたように、政策や制度改⾰に関する研究は、そうした論点や可能性の複数性にも注⽬する

ことによって、拡張された意味における教育制度の動態をよりよく把握できるのではないだろう

か。 

本論⽂は、こうした認識の上に、教育改⾰に関する⽐較教育学的な研究の機能主義的な解釈とも

改⾰をめぐる葛藤や対⽴の政治的還元論とも異なる視⾓から、制度改⾰を導く新しい教育の理念

の提起と社会的正統性の調達の成否、制度改⾰の過程、実装された制度の動態により強く注⽬す

るものである。 

 

 
24 引⽤⽂中の⽂献註は省いた。 
25 この点をドイツ教育改⾰史研究に即して指摘するものとして、Cf., Sass, 2015. 
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第 1 部 教員をめぐる制度改⾰ 
 
第 1 部は教員の教育活動それ⾃体に関わる主題を扱う三つの章から構成される。 
第１章では「教員の教育活動の⾃由」と「学校監督」の関係に関する制度と改⾰の⾔説史を扱う。

戦後の⻄ドイツの学校教育の「⺠主化」を求める⾔説の⼀つの焦点が「管理された学校」の克服

であり、その具体的な内容の⼀つが学校教育への法治主義原理の導⼊・徹底であり、また「教員

の教育上の⾃由」の保障であった。こうした⽅向での改⾰は、直感的印象からおそらく描かれる

ような形では進展しなかった。その経緯は政党間の政治的対⽴の結果として理解することもでき

るが、教育制度論的な関⼼からみるとより複雑な論点を含んでいる。 
第２章では教員の業績評価・勤務評定に関する制度と改⾰の⽅向性について、学校現場の状況に

も触れながら検討する。「教員の教育上の⾃由」が学校における教員評価と直結する事柄であるこ

とは明らかであろう。抑圧的な性格を持つ教員評価制度の下では「教員の教育上の⾃由」は本来

的な可能性を発揮することができないと考えられるからである。 
第３章では教員の研修に関する制度と、近年のユニークな改⾰の試みについて検討する。教員と

して⼊職した後に当然あり得べき教育課題や社会的環境の変化を踏まえれば、現職教員の研修が

⼊職前の養成教育に勝るとも劣らない重要性を有することは論を俟たない。しかしドイツでは、

教員研修は教員個⼈のレベルでも学校単位においても常に低調であり、そのことが特段問題視さ

れることもなかったと⾔われる。そこには教員の教育活動に関するどのような観念が存在したの

であろうか。 
「教員の教育上の⾃由」と学校監督の関係、教員評価そして教員研修は、狭義の法制度としては、

それぞれは独⽴に論じ、改⾰の対象とすることができる。しかし拡張された意味における教育制

度の概念においてみれば、それらは相互に結びついてひとつの⼤きな主題を構成しているという

ことができる。この第１部は、教員の教育活動に関わる三つの主題を、それらの間の制度的補完
関係を意識しながら検討するものである。 
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第 1 章 学校監督論争 
 
はじめに 
 
戦後の⽇本において、教育に関わる諸主体の権利の法的保障は徐々にではあるが確実に進んで

きた。その⼀⽅で、教育に関する「権利」の主張が教育の場に過度の緊張と混乱を招くにいたる
事案も報告されている1。そうした緊張や混乱は、その現場の論理においてみれば、学校教育活動
の範囲に関する無理解に由来するものが多いと⾔えるように思われる。しかしさらに教育制度論
的に問題を分節化するならば、そこには現代における「教育と法」の関係に関わる論点が潜在し
ていると⾔うことができる。⽇本の教育法学の主軸を担った兼⼦仁は、学校教育活動の中で、ま
たはそれに関わって⽣じる問題を「法的」な関係として論じる態度が教育界ではしばしば好感を
もって受け⽌められていないという認識を⽰した上で、それが基本的には「教育と法」の関係に
ついての「無理解」や「誤解」に基づくものであると述べていた（兼⼦仁、1978:3ff.、兼⼦仁他、
1992）。 
法解釈学者としての兼⼦の指摘には⼗分な理由があるものと思われるが、しかし教育的な関係

を法的な関係として論じるという⽅法の限界に対する危惧もまた理由のないものではない（堀尾
輝久、2019:321ff.）。教育と法との緊張関係が、少なくとも問題を教育の側から⾒る限りは、教育
制度における法律主義の限界の確定(いわゆる内外区分論)によって完全に解決し得るものではな
いことも、もはや教育学における常識に属するだろう（勝⽥守⼀、1973:248、内野正幸、1994:86）。
教育と法の関係は、法的保障の範囲が広がるにつれて不断に再吟味される必要があるように思わ
れるが、それは⼀⽅的に「法」の側からなされるべきではなく、「教育」の側から⾃覚的になされ
るものでなければならない。 
本章では、戦後の⻄ドイツにおける「管理された学校」批判に関わる議論を「教員」の教育活動

における「教育と法の緊張関係」に焦点をあてて整理し、その教育制度論的な含意を明らかにす
る。考察の中⼼に据えるのは、「学校監督の法的監督への縮⼩」という⾔説が教員の教育活動にと
ってどのような実際的な意味を持つと考えられたのか、という問題である。 
周知のとおり、戦後、特に 60年代以後、ドイツでは教員の教育上の⾃由や⽣徒・⽗⺟の学校参
加などの法制化が進められてきた。それは戦前来の権威主義的な教育⾏政と学校の現状に対する
改⾰意識に⽀えられたものであった。そうした教育⾏政や教員の教育活動のありようは、19世紀
以来の「学校官僚制」をひきずるものだとして厳しく批判されてきていた。しかしおおむね 1960
年代からの、多くの政治的・社会的・⽂化的分野で⽣起した改⾰の波がほぼ収束した 1980 年代
には、学校への法治主義原理の導⼊を伴った制度改⾰が、むしろ新たに学校の官僚制化をもたら
すのではないか、という懸念が広まっていった。「学校官僚制」の克服を意図した改⾰がむしろ学
校の官僚制化を進⾏させるという逆説に関する危惧がここにはある。法制史的な事実を先取りす
れば、本章が「学校制度の法制化」の試みの象徴と位置づけるドイツ法律家会議によって起草さ
れた「州学校法案」は、その最も論争的なコンセプトにおいて、ついにどの州においても採⽤さ
れることがなかった（Höfling, 1988; Nebel, 2011:56）。 
この主題に関わる先⾏研究について整理しておく。本章が検討の素材とする 1980年代の学校監

督論までの時点において、学校制度に法治主義原理を導⼊することの問題性を最も体系的に検討
したものとして P.フォーゲルの研究を挙げることができる（Vogel, 1977）。彼は「官僚制」概念
の精密な検討を通じて、学校が紛れもなく官僚制的な組織であること、また法律による「学校官
僚制」の克服がそれ⾃体⽭盾に満ちたものであることを先駆的に指摘していた。しかしフォーゲ

 
1 たとえば、過⼤に、ときに理不尽に「権利」主張するいわゆる「モンスターペアレント」問題
について、参照、⼩野⽥正利（2006）。2004年に制度化された学校運営協議会の「法的 3 権
限」をめぐる葛藤状況について、参照、仲⽥康⼀（2015:68ff.）。 



第 1 章 

 22 

ルの考察は 70 年代前半までの政策動向等を素材とするものであり、法制化の問題が改めて具体
的に論じられた 80 年代初頭の理論動向をカバーするものではない。フォーゲルの指摘はその後
の議論の動向に即して改めて検証されるべきものである2。またそうした指摘とは逆に、学校が官
僚制的な組織である(したがってそれを克服する必要がある)という主張は根拠のない「神話」で
あるとして、学校の現状をめぐる問題の設定そのものの変更を提起していた論者として W.ハン
マーを挙げることができる（Hammer, 1988）。彼の⽅法は学校の複雑な状況を「説明」すること
を主題とする機能主義的なものであり、それ⾃体としては興味深い。しかしそうした機能主義的
な議論は、学校の制度改⾰に関わる教育制度論的な関⼼にたつ本章が対象とする議論とは基本的
な問題関⼼を異にするものである。 
さらに、本稿に関連した⽇本での先⾏研究としては、ドイツの学校監督における「専⾨監督の法

的監督への縮⼩」という論点を取り上げた藤枝静正（1984）、結城忠（1978、1991）が挙げられ
る。藤枝の研究は、⼀つには問題の歴史的な⽂脈を考察に含めていない点で、⼆つには「法的監
督への縮⼩」という理論をめぐる論争的な状況に踏み込んでいない点でいずれも不⼗分なもので
のように思われる。後述の通り、「法的監督への縮⼩」は確かに学校制度の法制化の核⼼ともいう
べき制度理論である。しかしその意義を適切に把握するためにはこの⼆つの点についての検討が
不可⽋である。また現代ドイツの教育法制についても多くの研究が蓄積されてきているが（前原
清隆、1985、1986、⽵内俊⼦、1989）、もっぱら⽐較法学的関⼼に基づくそれらの研究は本論⽂
に直接関連するものとはいえない。学校制度の法制化をめぐる問題は、教員の教育活動と「法」
の関係構造⾃体を問い直すものだからである。 
さて本章では、まず公教育制度が定着・拡⼤しつつあった今世紀初頭の「学校官僚制」批判の議

論を取り上げ、それが現代にまでいたる「学校官僚制」論議の⼀つの原型として位置付けられる
ことを⽰す。ついで戦後のドイツにおいて「学校制度の法制化」への⽅向を切り開いた⼆つの議
論を改めて検討する。そして 1980 年代までの「学校制度の法制化」をめぐる論争的状況を、特
に「法的監督への縮⼩」というテーゼが「法制化の両義性」という論点において直⾯する理論内
在的な⽭盾に注⽬しながら分析していくことにしたい。 
 
 
1 「学校官僚制」論の原型 
 
すでに三⽉⾰命期に K.マーガーが（Vgl., Geißler, 1994）、そしてそれに続く時期に F.A.ディー
スターヴェークなどが「学校官僚制 Schulbürokratie」という⽤語によって教育⾏政の現状を批判
していたことは⽐較的よく知られている3。彼らの批判は「官僚制」という概念の明確な規定を含
むものではなく、おおむね⾏政官僚による権⼒的な統制や聖職者による学校監督の全体に対して
向けられたものであった。そうした批判は、教育にとって外在的な論理による教育実践への関与
を排除し、教育の論理に⾃覚的な教育⾏政を求めるという要求を⽣み出す。こうした要求こそ、
学校官僚制論の第⼀のモチーフである（Geißler, 1994）。さらに 19世紀末葉にそれまで⼀般的だ
った単級学校にかわって多級学校が増え、特に都市部を中⼼として⼀般の教員とは職掌の異なる
校⻑をおく「校⻑システム」が普及しはじめると、「学校官僚制」は組織的に編成された「学校」
と本来の「教育」との乖離に対する批判を意味する⽤語としても⽤いられるようになる。これが
学校官僚制論の第⼆のモチーフである。こうして学校官僚制論は、第⼀に⾏政官僚などの権⼒的
関与への批判、そして第⼆に組織化された学校の批判という⼆重の意味を持つことになった。 

 
2 基本的にフォーゲルの把握に依拠しながら歴史的に学校組織論の推移をあとづけたものとして
はネーファーマンの研究が挙げられる。Vgl., Nevermann, 1982; Ders. 1984. 
3 ディースターヴェークについては、参照、対⾺達雄（1984:257）、同（1988）、デルプフェル
トについては、参照、⽵中暉雄（1987:31ff.）。 
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そうした⼆重の意味での主題として学校官僚制を先駆的に論じたものとして、ここでは 20世紀
初頭のW.クラッ⼘の議論をとりあげておこう。クラットによれば（Klatt, 1908）4、学校官僚制は
教育者の領分への政治的・警察的なものの⾒⽅の浸透であり、「事務屋気質」の強さによって特徴
づけられる。とはいえ、そうした意味での官僚制はなりゆきまかせで無計画的な⾏動を防⽌する
保障ともなるものであり、その限りでは官僚制的な発想は必要なものであるとされ、問題は官僚
制がもたらす危険性を明らかにし、それへの対処を考えることだ、とされる。この官僚制がもた
らす危険性とは、要するに学校が巨⼤化し、⽣徒や教員の数が増え、相互の⼈格を知ることが不
可能になることである。このように論じるクラットは、学校官僚制の危険性を抑制するためには
何よりも⼤規模学校・学級の解消が必要だ、とする。とはいえ「これまでの数世紀の、より親密
な諸関係への回帰を価値あるものとして称揚するのは愚かなこと」であり、それは「歴史を振り
返ると、総じて教会学校の国家学校への移⾏は実に多くの進歩をもたらしてきたことが理解され
るからである。」つまり教会付属施設としての学校に回帰したり、教育をあげて「私事 in private 
Hände」に委ねようとするのではない。クラットが掲げる主張は個⼈的な分化が可能となる程度
の学校規模の縮⼩である。それこそが、個性を持った⼈間の抽象的な属性による分類という端的
に官僚制的な操作から⽣まれる弊害を抑⽌する、というのである。さらにクラットは、先に学校
官僚制論の第⼀のモチーフとして挙げた論点に関わって、⼤⾂をも含めて⽂部⾏政全般からの
「法学⼠」の排除、教員経験者の視学官への任⽤、学校管理的職務の輪番制、教員相互の授業訪
問、頻繁な職員会議の開催を提起していた。これらは要するに悪しき効率の概念との断絶と、や
や⼤括りに表現するならば学校という組織体の⾃律性や共同性の強化を求めるものであった。 
学校の教育学的・組織的⾃律性を求めるこうした発想は、新教育の実践的理論家たちによっても
共有されていったが5、ここでクラットによって捉えられた問題の構成は現代にいたるまで基本的
には変化していない。その意味で⼆重の意味での学校官僚制を主題化したクラットの議論は先駆
的なものであり、これを問題の原型と呼ぶことが許されよう。 
このクラットの原型的問題構成についてさらに注⽬しなければならない点は、周知のようにM・
ウェーバーによって官僚制化の両義性として定式化される事態、つまり最も⽬的合理的な職務の
遂⾏を可能にする組織の形態が職務に従事する成員にとっての意味喪失を必然化するという事
態の直観的な把握が含まれているということである。もちろんウェーバーのようなペシミズムに
陥ることなく国家学校の進歩性を語り、学校の官僚制化にいわば技術的に対処しようとするクラ
ットの議論に時代の限界を⾒ることはたやすい。しかし、戦後の⻄ドイツにおいていわば再活性
化される学校官僚制論議は、クラットの問題構成よりは⼀歩下がった地点から、もっぱら教育⾏
政の現状への批判として展開されることになる。学校の組織化の進展が教員の職務活動に与える
影響への注⽬を促すこの論点は深められることなく⼀旦後景に退くことになるのである。 
 
 
2 戦後ドイツにおける教育⾏政批判の展開 
2.1 「管理された学校」批判 
 
学校官僚制をめぐる戦後⻄ドイツの議論がヘルムート・べッカーの「管理された学校」論を⼤き

な画期とすることはよく知られている（兼⼦仁、1978:184）。ここで改めてこのべッカーの所論の
要点を整理しておきたい（Becker, 1954）6。 

 
4 以下本節のクラットの議論についてはこれによる。 
5 ネーファーマンは新教育運動の学校論に特徴的な学校管理論として、学校内の他のメンバーに
優越する管理権限の存在を認めない「集団的学校経営」を析出している。Vgl., Nevermann, 
1982:122ff. 
6 以下本節のべッカーの議論についてはこれによる、 
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べッカーが「管理された学校」を批判するのは、何よりも学校が「⾃由な⼈間」を⽣み出すとい
う任務を果たしていないという点についてである。そうした学校の現状は、学校教育が権威主義
的な⾏政国家の写像となっていることに由来する。ベッカーは、学校が税務署や警察署と同じよ
うに⾏政ヒエラルキーの最下層に組み込まれた「調教施設」となっており、教員が⾃分では何⼀
つ決定できないという点で役所の末端職員と同じか、あるいはそれ以下の権限しか持っていない、
というのである。こうした状況を克服し、学校が⾃由な⼈間の形成という本来の任務を果たし得
るようになるためにべッカーが求めるのは教員の教育上の⾃由とイニシアティブの保障である。
もちろんこれは教員の専横を意味するのではなく、親、地⽅の諸団体、関連する専⾨家集団など
との密接な協⼒と結び付けられることになる。こうした観点からべッカーが特に問題視している
のがドイツに伝統的な「学校監督」であった。べッカーは「学校監督の代理⼈〔視学官:筆者註〕
と教員との間に不信が⽀配的でない場合にのみ、教員と⽣徒の間の教育的空気が信頼によって規
定される」と述べて、視学官による権威主義的な学校監督7の存在に「管理された学校」の要因を
⾒ていた。べッカーは具体的には視学官の職務を有資格教員が輪番制によって担当することを提
案し、それによって学校監督が学校にとって異質な要素ではなくなり、「学校制度の⾃治」の⼀環
を形づくることを展望していた。 
それでは「学校制度の⾃治」とは何か。それは 19世紀初頭に近代的な地⽅⾃治を導⼊したプロ

イセン宰相シュタインの歴史的事績（⼀般的にはシュタイン＝ハルデンベルク改⾰と呼ばれる）
になぞらえて「学校制度のシュタイン改⾰」といわれる改⾰を経て獲得されるべきものであると
されている。ベッカーにおいてはその⽐喩が正確に⽰しているとされているように8、「学校制度
の⾃治」とは、「可能であり、全体の利益になる、その限りでの国家の監督の下の⾃治」に他なら
ない。誤解のないように付⾔すれば、べッカーの⾔う「国家の監督の下の⾃治」は決して形式的
な団体⾃治ではなかった。「国家⾏政からの解放が、他の団体の官僚制、組織の官僚制への従属に
とって替わられることであってはならない」とするべッカーが求めていたのは、国家⾏政を含め
た関係者の不断の協働であった。批判されているのは学校監督による⼀⽅的・絶対的な教育活動
の⽀配であった。こうして教育⾏政の中⼼的作⽤である学校監督への批判を根底に置くべッカー
の所論は、先に析出した学校官僚制論の⼆つのモチーフのうちの第⼀のモチーフを正当に継承す
るものであった、ということができる。 
他⽅、前節でみた学校官僚制問題の第⼆の論点、学校の組織化がもたらす官僚制化についてはべ
ッカーは⼗分な批判・検討を加えてはいない。べッカーは確かに、「問題は、すでに詳細極まりな
い規程を別の新しい規程で補完することではない」と述べ、「細かい規則にかえて⼗分に単純な指
針をおくこと」を求めていた。しかしそこには組織化に伴う規則の増⼤が教員の教育活動そのも
のの質的変容を導くといった問題意識をみることができない。ここにおいてベッカーは、学校官
僚制論の第⼆のモチーフを、その歴史的な必然性において捉えることをせず、⾔わば⾒ないこと
によって解消しようとしていたということができる。 
べッカーの「管理された学校」論⽂は、ナチ期の教育実践的抵抗の⼀つの到達点を⽰すとされる
ティーフェンゼーでのアドルフ・ライヒヴァインの教育実践9への⾔及でしめくくられている。教
育家ライヒヴァインは戦前期のプロイセン⽂相であった C.H.ベッカーと親交があったことが明
らかにされており、ここで取り上げているヘルムート・ベッカーはこの C.H.ベッカーの息⼦であ
る（対⾺達雄・佐藤史浩、1990）。したがって、「管理された学校」論⽂におけるライヒヴァイン
への⾔及を個⼈的関係の反映とみることも不可能ではない。しかし本論⽂の関⼼にしたがってみ
るならば、ライヒヴァインの教育実践は学校の組織化とは無縁の農村単級学校でのものであった

 
7 ドイツの視学官の権威主義的性格の実態について、村⽥貞雄（1982）、参照。 
8 シュタイン地⽅⾃治制度改⾰の基本的性格について、Vgl., Preuss, H. 1912/13. 
9 これについては、参照、對⾺達夫（1993）。 
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という点が重要である10。この点においてみれば、ベッカーの「管理された学校」批判の中には、
学校の組織化が必然的な傾向であり、その中では本来の「教育」と「組織としての学校」とが乖
離していかざるを得ないという視点から学校の現状を捉えるという問題意識は存在しなかった、
ということができる。ベッカーの「管理された学校」論⽂の中には、繰り返しになるが、⾃由な
教育実践や諸関係者の協働の可能性に対するべッカーの期待を読み込むことはできるであろう。
しかし、ベッカーが除去すべきだと指摘している「細かい規則」の増⼤が学校の組織的発展にと
っては必然的な傾向であること、ベッカーが回帰すべきだと推奨している「単純な指針」のもと
で遂⾏される教育実践が、時代の趨勢の中で適切な教育活動の⽔準を必ずしも保障するものでは
ないこと、べッカーの議論はこうした点についての洞察を⽋いているように思われるのである。
実際的な観点からはもはや⼀⼈ないし気⼼の知れた数名の教員によって運営される単級学校な
いしごく⼩規模な学校を望ましいものと措定することはできない。すでに引⽤したように、20世
紀初頭の時点においてすら、「これまでの数世紀の、より親密な諸関係への回帰を価値あるものと
して称揚するのは愚かなこと」（Klatt, 1908）と⾒なされていたのである。 
未来の学校への展望は措くとして、ベッカーによって提起された「管理された学校」批判が以上

のようなものであったとすれば、学校の改善が学校監督の変⾰とそれに⾒合った教員の教育上の
⾃由、学校の⾃律性の保障を中⼼として論じられるのは必然的であった。 
 

2.2 ⼈間関係論の規範的適⽤ 
 
べッカーが開いた教員の教育上の⾃由・学校の⾃律性の保障の要求に組織社会学的な観点から

の⽀持を与えたのが P.フュルステナウの議論であった（Fürstenau, 1967）。彼はウェーバーの官
僚制論を組織社会学における⼈間関係論的な⾒地から再検討し、学校の組織原理を古典的官僚制
から⼈間関係論的官僚制ないしは専⾨職的官僚制へと転換しようとした。 
フュルステナウは、ウェーバーが最も⽬的合理的な組織の理念型として提⽰した官僚制(古典的
官僚制)の最⼤の特徴を次の⼆点においてとらえる。つまり①あらかじめ明⽰された規則による
強い拘束（⼿続き志向性）、②決定権限の上層部への集中（ヒエラルキー的権限配分）、の⼆つで
ある。フュルステナウによれば、学校は確かにこうした特徴を備えているが、しかし現代の学校
は専⾨職的にしかその業務が担当され得ないものであり、また⽂化的・社会的な変化に迅速に対
応していく必要があることから、むしろ「⼈間関係論的な官僚制」によって組織されるべきもの
である。ここで⾔われている⼈間関係論とは、物理的な労働条件と作業効率との間に単純かつ直
接的な関連があると想定するいわゆるテイラー主義的な科学的管理論の破綻の中から⽣まれた、
労働者の感情的満⾜や集団への帰属意識、コミュニケーションや参加といったインフォーマルな
要素に着⽬する理論である（エツィオーニ、1967）。フュルステナウは、学校が「最⾼の達成効
率」（Fürstenau, 1967）を確保するために次のような⼈間関係論的な要素の導⼊が必要だという。
第⼀に、職務の遂⾏が⼀義的に組織の⽬的へと⽅向づけられることである。これは組織の下層部
が⼀定の資格を有する専⾨職として独⽴した具体的裁量権を持つことを意味し、古典的官僚制に
おける⼿続き志向性と対⽐されるものである。第⼆に、下層部のメンバーの⽔平的交流の制度化
である。古典的官僚制では⾃発的な相互の交流は必要とされない。しかし⼈間関係論においては
経験の交流や協議は専⾨職としての役割を果たすために決定的に重要である、こうした⽂脈の上
に各学校の教員会議の重要性が位置付けられる。第三に、中間的管理職（ここでは校⻑と視学官
を指している）の役割が変更される。労働の統制はもはや彼らによってはなされず、教員として
の養成過程における労働規範の内⾯化および同僚との相互交流の中での主体的な統制がそれに

 
10 なお「管理された学校」論⽂が公表された 1950年代において、農村部の基礎学校については
単級学校は依然として⼀般的であった。全国的な学校組織の⼤規模化が始まるのは 60年代以降
のことである。Vgl., Köhler/Lundgreen (2014:33, 123). 
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とってかわる。中間的管理職は最下層の（つまり教室における授業場⾯などの）実⾏レべルの労
働を援助し、また上層部とのコミュニケーションの通路となり、必要に応じて⽬的達成のための
組織の再編を提起する。そして第四に、上属部の性格が変更される。上層部の権限は相当程度下
層部に移⾏し、古典的官僚制では当然の前提となるヒエラルキー的権限配分の原則は否定される。
上層部に残されるのは下層部からの情報を集約しながら社会的諸条件の変化に対応した計画を
策定し、専⾨的労働の遂⾏を保障するという役割である。 
以上のような内容を持つフュルステナウの議論は、学校官僚制をまさに「官僚制」の問題として
取り扱っている点で特徴的である。彼の提⽰した「⼈間関係論的官僚制」は、最⾼度の⽬的合理
性を追求する限りにおいて「官僚制」であることに変わりはない。彼⾃⾝はこのことを「最⾼の
達成効率」と表現していた。しかし「効率」とは測定可能な対象を想定した概念である（Hammer, 
1988:33ff）。官僚制は本来いかなる⽬的とも接続可能な、それ⾃体としては価値中⽴的なものだ
とも考えられるが、しかし⼈格に内在化される教育の「効率」は、容易に測定し難い。これを前
節で取り上げたベッカーの議論と⽐較するならば、次のように⾔える。ベッカーが掲げた教育の
⽬的は「⾃由な⼈間の形成」であった。そこには⼀般的な意味合いでの「効率」を持ち込むこと
はできないであろう。この意味では「官僚制」の特質を「効率」においてとらえる彼の議論は、
べッカーが⽰唆していた「⾃由な⼈間」の形成を⽬的とする教育観と整合的なものではない。こ
の不整合は、組織化された学校と本来の教育との乖離という学校官僚制論の第⼆の論点と重なっ
ている。つまり⼈間関係論的官僚制というアイディアは、ベッカーの所論に即して指摘したよう
な素朴さを克服するものであると⾔うことはできるが、逆にベッカーが素朴ながらに感知してい
たと考えられる組織化された学校と本来の教育の乖離に対する感度を⽋く結果となっているよ
うに思われる。 
以上のように⾒るならば、べッカーの提起を組織社会学的に根拠づけたフュルステナウは、べッ
カーとは異なる筋道において、学校官僚制論において考慮すべき論点を⾒落としていると⾔うこ
とができる。学校の組織的発展と本来の教育との乖離という問題は、教員の教育上の⾃由や学校
の教育的⾃律性の必要性を明⽰しようとしたフュルステナウの議論において、むしろ⼀層深刻化
していたと考えることができよう。 
さらに⼀点、フュルステナウの議論には興味深い⽅法的特徴がある。それは客観的に認識された
経験理論としての⼈間関係論をドイツの学校制度論議のなかに規範的に適⽤したという点であ
る。特定の社会的⽂脈の下に存在する関係が異なる社会的⽂脈の中に規範的に移⼊されるとき、
その機能はしばしば全く異なるものとなりうる11。序章で導⼊した⽤語を⽤いれば、制度的補完
性の問題である。彼の議論はこの点についての検討を⽋いている。現在の時点からみるならば、
むしろドイツの学校制度ないし教員の職務実態に関わる固有の社会的⽂脈12こそが理論の規範的
適⽤に先⽴ってより深く究明されるべき問題であったということもできよう。 
 

2.3 「教員の教育上の⾃由」の実定法的保障 
 
べッカーとフュルステナウという⼆⼈の議論によって素描される戦後の学校官僚制論は、主に

教育⾏政・学校監督の権威主義的な現状に対する批判であり、教育改⾰の関⼼もそこに集中した。

 
11 社会的⽂脈について、テアハールト（Terhart, 1986）はアメリカの教育制度はドイツとは異
なり共同的に（kommunal）組織されてきたとする。そこでのテアハールトの議論は、アメリカ
で⽣まれたルース・カップリング理論や「組織されたアナーキー」論がドイツには妥当しな
い、とするものである。⼈間関係論についても同様の指摘が成り⽴つ。なおこれらの理論のア
メリカでの発展について、⻘⽊薫編著（1990）、参照。 
12 本論⽂第 2 章及び第 3 章、参照。 
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当時の改⾰のスローガンは「教育制度への法治主義原理の導⼊13」「教員の教育上の⾃由」であっ
た。 
「教員の教育上の⾃由」それ⾃体は、すでに 1960年代には⻄ドイツの多くの州で実定法上の保

障を受けるに⾄っていた（結城忠、2019:372, 460）。ここでは「学校の独⾃の教育責任」と「教員
の教育上の⾃由」を最初に明⽂で⽴法化したヘッセン州の事情を瞥⾒しておく。 
ヘッセン州ではそれまで学校財政、学校⾏政などが個別の法律で規律されていた状態を改めて、

1961年に「公⽴学校の維持及び⾏政並びに学校監督に関する法律」（学校⾏政法）が制定された
14。この法律には次のような条項が置かれていた。 
 

第 38条 学校の教育上の独⾃の責任 
（1）学校監督当局の権利及び学校維持者の⾏政上の権限とは別に、学校は法的諸規定の枠

内でその教育上の事項を⾃ら教員会議及び学校管理者を通じて決定する。 
（2）教員会議及び学校管理者は、教員及び⽣徒をひとつの教育的共同体へ結び付ける任務、
及び授業と教育の⽀援ならびに学校の中の秩序を確⽴するためのすべての措置を実⾏しな
ければならない。 
（3）教材と図書 Büchern の選定にあたっては、学校にはそのために割り当てられた予算

の枠内において相当の⾃由裁量が与えられる。設備品 Einrichtungsgegenständen の購⼊に
際しては、事前に学校⻑からの意⾒聴取が⾏われる。 

 
第 45条 法的地位 

（1）公⽴学校の教員は、通常、州の公務員である。公⽴学校の教員は、通常、官吏として任
⽤される。 
（2）教員は、法規、学校監督当局の命令及び教員会議の決定の枠内で、独⾃の責任において
教育活動を⾏う。教員の教育上の⾃由は、それが必要とされる限りにおいて制約を受ける。 
 

ヘッセン州議会に提出されたこの学校⾏政法案の提案理由では、第 38条（法案提出時点では第
37条）の要点は「個々の学校の独⾃の教育責任の承認」であり、学校の「⾃由と⾃⼰責任」は学
校維持者（地⽅⾃治体）と学校監督当局によって尊重されなければならないということであると
述べられている。また、ドイツの学校が「管理された学校 verwaltete Schule」となっていたのは
学校が⾃由と独⾃の責任を持ってこなかったからであり、この改正においてそれらが初めてドイ
ツの学校法の中に組み込まれることになる、とも⾔われている15。 
第 45 条（2）については、教員の教育活動は規則によってあらかじめ縛ることができないもの

であり、そこから由来する教員の教育上の⾃由は学校監督当局、校⻑、教員会議の不当な介⼊か
ら守られなければならないということが指摘されている。興味深いことに、そこでは既に「教員
の教育上の⾃由の限界」に関する⾔及があり、限界の決定は個別のケースごとに慎重になされな

 
13 教育制度への法治主義原理の導⼊という要求の背景には、教育固有の問題関⼼とは相対的に
区別可能な、ドイツにおける戦前来の特別権⼒関係論の克服という問題関⼼が存在する。参
照、結城忠（2019:16ff.）。 
14 Gesetz über die Unterhaltung und Verwaltung der öffentlichen Schulen und die Schulaufsicht. 
In: Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen. 1961, Nr.17. Aus: 
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/Gesta.web （ヘッセン州議会
議事録検索システム） 
15 Hessischer Landtag, IV. Wahlperiode, Drucksachen Abteilung I, Nr.976, S.2809. Aus: Ebd. こ
の表現が前述のヘッケルによる「管理された学校」批判を念頭に置いたものであることは明ら
かである。この時期、ヘッケルはヘッセン州⽂部省に勤務していた。参照、結城（2019:372）。 
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ければならないが、特に教員会議との関係においては単純に多数決で決することも、それぞれの
やり⽅に委ねることもあってはならないと述べられている16。この点、つまり個⼈としての教員
の教育上の⾃由と、教育活動の組織的単位としての「学校」ないし「教職員集団」の⾃由や責任
の衝突という論点がすでにこの時点から意識されていたことは、本論⽂の関⼼にとって重要であ
る。これについては本論⽂の第 4 章以下で扱う。 
上記の条⽂の規定及び提案理由からも明らかなように、ここで⾔われる「教員の教育上の⾃由」

は、いわゆる基本的⼈権としての⾃由権の⼀類型として理解されるべきものではなかった。この
ヘッセン州学校⾏政法に限らず、⼀般にドイツにおける「教員の教育上の⾃由」は次のように理
解されている。 
 

教育上の⾃由は、その根拠と内的正当性が教員の教育上の責務の中に⾒出される、その義務
と結びついた⾃由である。それは教員⾃⾝のためではなく、その職分、職務のために教員に
保障されている。それは個⼈的な⾃由ではなく、学校の⽬的、⽣徒の教育上の利益に関係す
る⾃由である。教育上の⾃由は、したがって、個々の教員の主体的権利 subjektives Rechtで
はない。（Avenarius/Füssel, 2010:663f.） 

 
このように、法学的な議論においては「教員の教育上の⾃由」は⼀義的には教員個⼈の「権利」

というよりは教員としての職責を果たすための専⾨的な裁量の権限であると⾔うべきものであ
る。この解釈⾃体は 1960 年代から通説として⼀貫して保持されている。各州の法的な規定の仕
⽅は区々であるが、ともあれ、こうした意味での「教員の教育上の⾃由」の法理の存在は⾃明視
されるに⾄る（Avenarius u.a., 2000:341f.; 結城、2019:373）。 
 
 
3 「学校制度の法制化」の試みとその破綻 
3.1 「学校監督の縮⼩」の理論 
 
前節でみたような状況に対して、より明確な改⾰の⽅向性を打ち出したのが 1973年のドイツ教

育審議会教育委員会勧告『教育制度の組織及び⾏政の改⾰について 第⼀部:学校の強化される⾃
律性と教員・⽣徒・親の参加』であった（Deutscher Bildungsrat, 1973）17。この勧告は制限つき
ながら各学校の⾃律性の強化と法的保障、教育制度への法治主義原理の⼀層の導⼊を勧告するも
のであった（Ebd., 18, 34ff.）。 
教員の教育活動に対する学校監督による介⼊の是⾮という論点に関わって重要なのは、視学官

による専⾨監督の位置づけである18。違法性が推定される教育活動に対して教育⾏政による介⼊
がなされること（法的監督）は原理的に容認されるのに対し、教育活動の具体的な妥当性に対す
る介⼊（専⾨監督）は学校の⾃律性や教員の教育上の⾃由と原理的に衝突するからである。 
興味深いことに、この勧告の本⽂は、ベッカーらによって批判されていた学校監督の役割につい

 
16 Drucksachen Abteilung I, Nr.976, a.a.O., S.2821. 
17この勧告の評価について、Vgl, Nevermann, 1982:271; Terhart, 1986; Hammer, 1988:33. なお
べッカーはこの時委員⻑代理として勧告の作成に携わっていた。 
18 ドイツの学校監督は専⾨監督、法的監督(法規監督)、服務監督に区別される。専⾨監督とは
教員の教育活動の合⽬的性に対する監督権限であり、視学官は専⾨的・⽅法的な⾒地からの指
導助⾔を基本とするが最終的には具体的な命令を発する権限を持つ。法的監督は、代表的な教
育法テキストによれば、州の教育⾏政当局による⾃治体の外的教育事務に関する教育⾏政の合
法性に対する監督である。そこでは教員の教育活動に対する法的監督という分野は想定されて
いない。Vgl., Avenarius/Füssel, 2010:183ff. 
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て、専⾨監督の範囲が縮⼩され法的監督に解消されるのかという点については明⾔を控えている。
つまり従来の専⾨監督は「助⾔」機能を中⼼に据えたものに変えられるべきであるとしながらも、
専⾨監督それ⾃体の機能を「助⾔」に限定して旧来の専⾨監督⾃体を排除しようとするものでは
なかった（藤枝、1984）。むしろ逆に、専⾨監督の法的監督への縮⼩は容認できないという⽴場の
委員からの反対意⾒が勧告には付記されている（Deutscher Bildungsrat, 1973:A141f.）。これらの
ことから理解されるのは、この勧告が少なくとも専⾨監督の縮⼩への⽅向性を意識させるもので
あったものの、それは⼗分な社会的正統性を獲得するには⾄っていなかったということである。 
以上のような観点からは「控え⽬」な提⾔とも⾔えるこの勧告は、しかし、常設⽂部⼤⾂会議

（KMK : Kultusministerkonferenz = Die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der 
Bundesrepublik Deutschland19 )の容れるところとならなかった（Vogel, 1977:149.）。そうした状
況において、1973 年勧告の⽰した⽅向で各州での教育⽴法措置をより積極的に促そうとしたの
がドイツ法律家会議(Deutscher Juristentag : DJT)であり（Stock, 1978）、そこに置かれた学校法
委員会によって作成された「州学校法試案」(1981年、以下DJT試案)であった20。 
このDJT試案の最⼤の特徴は、専⾨監督の法的監督への縮⼩を明確に規定していることである。

その第 73 条は⼆つの案が併記され21、それぞれ次のような規定を含んでいる（Deutscher 
Juristentag, 1981:102）。 
 

第 73条 州の学校⾏政 
第 1 案 

（1）州の学校⾏政は、円滑な教育活動の進⾏を保障する。州の学校⾏政は、監督と助⾔によ
って法令の遵守に、特に第 1条から第 6条に⽰される⽬的と原則並びに教育課程の遵守に努
める。 
（2）学務当局 Schulbehörde は、常に学校の事務に関する情報を求め、授業参観を⾏い、第
74条第 2項にしたがって各種の会議に参加することができる。学務当局は命令を発し、また
校⻑並びに教員に対して指⽰を与えることができる。学務当局は、各種の会議の決定に対し
て、校⻑が第 68 条第 1 項にかかる異議の申⽴てに関するその義務を果たさない場合には、
校⻑に代わって異議を申し⽴てることができる。教員の教育活動に対して、学務当局は、個
別の事案ごとに、またその教員が法令に違反した場合にのみ、介⼊してよい。 
（3）その他、州の学校⾏政は、服務に関する法令に従って、教員に対する服務監督を⾏う。 
（4）空欄〔各州ごとの個別の規定の挿⼊を想定:筆者〕 
 

第 2 案 
州の学校⾏政は、学校における教育活動を保障する。学務当局は、その職責を果たすために
命令を発し、また校⻑並びに教員に対して指⽰を与えることができる。教員の教育活動に対
して、学務当局は、個別の事案ごとに、またその教員が法令に違反した場合にのみ、介⼊し
てよい。 

 
19 KMKは狭義（本義）においては各州の⽂部⼤⾂の合議組織それ⾃体を指すが、広義には教育
政策全般に関わる連邦レベルのサービス官庁的な⾏政機構である常設⽂部⼤⾂会議事務局を指
す。KMKの業務については、Vgl., Sekretariat der Ständigen Konferenz der 
Kultusministerkonferenz der Länder in der Bundes Republik Deutschland (2018). 
20 DJT学校法委員会は 1978年に作業を開始したが、この時KMKはこの委員会の活動への関与
を拒否した。Vgl., Sewerin, 1983. この試案の邦訳としては、東京都⽴⼤学⽐較教育法研究会
(1981）、同（1982）がある。 
21 DJT試案は全体として単独の法律案としての構成を持っているが、各州の⽴法に対する参考
として作成されたものであるため、多くの条⽂について複数の案⽂が併記されている。 
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〔第 2項なし、第 3項以下は第 1 案にならう：筆者〕 
 
第 1 案において挙げられている第 68条 1項は学校会議等の決定に法令違反がある場合の校⻑に

よる異議申⽴てに関するものである（Ebd.:99）。第 1 案は第 2 案よりも学務当局（つまり視学官）
の権限をやや詳細に規定していると⾔える。いずれにせよ、両案ともに教員の教育活動に対する
学務当局（視学官）の介⼊については同じ⽂⾔が採⽤されている。要するに、教員の教育活動に
対する介⼊は法令違反があった場合に、個別事案ごとにのみ可能であると限定されている。 
視学官の具体的命令権が教員の違法な⾏為に対する事後的なものに限定されることによって教

員には法律の枠内での「教育上の⾃由」が認められることになる。そしてまた、そうした保障の
当然の前提として法的監督の規準となるべき「法令」による学校内の諸関係の規律、つまり学校
への法治主義原理の導⼊が要請されることになる。 
「法的監督への縮⼩」を中核として以上のように理解されるこの DJT試案は、べッカーやフュ
ルステナウの提起を制度論として具体化したものに他ならず、戦後ドイツの最も体系的な学校官
僚制克服の制度理論であるとみることができよう。事実、各州のその後の教育⽴法および教育裁
判の判旨の理論構成に対する DJT 試案のモデル的性格はしばしば強調されている（Fauser, 
1986:81ff; Ders.,1989）。しかし DJT 試案を取り巻く理論的状況は決して単純なものではなかっ
た22。 
 
3.2 DJT試案の背景的状況と「本質性理論」 
 
 1978年に活動を開始した DJT学校法委員会による州学校法試案は⻄ドイツの教育法学の発展
史の中で特徴的な位置を占めている（Fauser, 1989）。この時期、教育制度の規模⾃体が拡⼤を続
けると同時に質的な変容も社会的な課題となっていた。分岐型を保持して再スタートした戦後⻄
ドイツの前期中等教育の総合化の試み23は、それに積極的な州（社会⺠主党 SPDを中⼼とした政
権が存在する州）と消極的な州（キリスト教⺠主同盟CDU、キリスト教社会同盟CSUを中⼼と
した政権が存在する州）の間で意⾒の統⼀をみることが困難になり、暗礁に乗り上げたかたちと
なっていた。この問題を中⼼に、この時期、教育政策の「政治的分極化」（Ebd.）が進んだと⾔わ
れる。 
 本論⽂の関⼼にとって重要なのは、この時期に⻄ドイツの教育法学の発展において重要な判決
が相次いで出されたことである。P.ファウザーは次の 5つの判決を挙げている（Ebd.）。 
 

1972 ヌーメルス・クラウゼス判決24 
1972 促進段階判決 
1975 学校実験判決 
1975 キリスト教宗派共同学校判決 
1977 性教育判決 

 
裁判で争われている事例そのものはそれぞれに固有性を持つものであり、⼀括して特徴づける

ことはできない。重要な点は、これらの裁判を通じて教育⽴法に関する「本質性理論

 
22 たとえば、この時期の⻄ドイツ教育法学の第⼀⼈者と⾔ってよいヘッケルらは法的監督への
縮⼩に⼀貫して懐疑的であった。Vgl., Heckel u.a. (1986:178).  
23 学校制度の総合化をめぐる問題は本書第 3部で取り扱う。 
24 ⽇本における判決の解題として、宗派共同体学校判決について、結城忠（2019:120）、ヌ−メ
ルス・クラウゼス判決及び促進段階判決について、同（540）、性教育判決について同（762）以
下、参照。 
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Wesentlichkeitstheorie」と呼ばれる理論の形成がいわば判例法理的に進んだことである。 
本質性理論とは、端的に⾔えば「⽴法者は、法治国家原則および⺠主主義原則から、本質的決定

を⾃ら下し、⾏政に委ねてはならないよう義務つけられる」（⼤橋洋⼀、1993:1）25とする理論で
ある。これは古典的な租税法律主義や罪刑法定主義、⼀般的な法治国家原理と同義ではなく、よ
り現代的な⽂脈の中で新たに発展したものである26。つまり⼀⽅で国家の⾏政機能の拡⼤に対す
る⺠主的統制機能の再構築として、他⽅で過剰な法制化（「法律の洪⽔」）に対する⻭⽌めとして、
財産と⾃由に対する侵害についてのみ議会による同意を必要とした「侵害留保（法律の留保）」説
に代わるものとして、とりわけ学校法領域における上掲の⻄ドイツ憲法裁判所判例を通して発展
してきたものであるとされる（⼤橋、1993:14ff.）27。これは学校教育が侵害留保の枠外にあると
⾒られてきた「給付」に収まらず、侵害と給付の両⾯を合わせ持つ領域であるという認識が⽐較
的早期に形成されてきたことを反映していると考えられている28。 
⾏政法学者の⼤橋洋⼀は、学校法領域を主要な舞台として形成されてきたこの本質性理論の「保

守的な機能」について次のように述べている。 
 

ここで⼀つ指摘しておきたいことは、⼀連の学校改⾰が、国⺠の合意形成を図るのにふさわ
しい⼿続の対象となることなく、⾏政サイドで公開の要素を無視して⾏なわれたということ
である。このような⾏政運営が、本質性判例によってことごとく挫折したことは、⾏政の決
定・⼿続過程だけでは、多元的な社会的⾒解をもはや統合することができなくなったことを
明らかに⽰したように思われる。（⼤橋、1993:22） 

 
本質性理論は議会による決定が必要とされる要件として財産と⾃由に対する侵害ではなく「基

本権の実現にとって本質的であること」を掲げる。この基準によって、前述の通り、⽴法の洪⽔
と⾏政の肥⼤をともに抑⽌しようとするのである。もちろんこの「基本権の実現にとって本質的」
という基準は具体性を⽋き、曖昧、無内容であり、この点については批判がある。議会による法
律という形式を最重視することに対する批判もあるが、⼤橋は議会に期待される決定⼿続の肯定
的な性質として、古典的な⺠主的正当性のほかに公開性・世論喚起機能及び統合機能を挙げてい
る（同上、40）。この指摘に沿って考えるならば、問題は「どこで決定されるか」という権能の所
在如何に限られるわけではない。⼤橋が本質性理論を「保守的な機能」をもつと述べているのは、
世論を巻き込んで公開の場において⽴法を図る場合には、少数であっても強い反発が予想される
ような案件を具体化することが難しくなるからである。 
また、本質性理論には⺠主的正当性の確保といういわば「表⾯」の機能の他に、それとは逆に、

議会の負担を積極的に軽減するといういわば「裏⾯」の機能ももつという点が⾒逃されてはなら
ない。本質性理論は、基本権の実現にとって本質的ではない案件は議会において⽴法する必要は
ないということを含意するものであり、その限りでは⾏政⽴法に積極的な正当性を与えるもので
ある。しかし、繰り返しになるが、教育活動にとって「本質的なもの」は、具体的にはまったく
⾃明ではない。この観点からは、本質性理論は、それが適⽤される⽂脈によっては⾏政当局の権
限の強化にもつながり得る。 
DJT 試案は、以上のような背景的状況の中で教育分野において判例法理的に形成・確⽴されつ

つあった本質性理論を学校法の体系の中に組み込むことを時代的課題として与えられていたと

 
25 なお⻑⾕部恭男（2010）も参照。⻑⾕部は本質性理論の応⽤可能性や発展性を肯定的に紹介
している。 
26 以下の叙述は厳密な法解釈学的議論や判例評釈を意図したものではない。 
27 なお、飯⽥稔（2003）及び⻄原博史（2003）、渡辺康⾏（2008）、岸本太樹（2001）も参照。 
28 のち本質性理論は原⼦⼒関連法、放送関連法などの領域をはじめとして、⼀般理論として適
⽤範囲を広げている。⼤橋（1993）及び⻑⾕部（2010）、参照。 
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みることができ（Fauser, 1989）、実際、「専⾨監督の法的監督への縮⼩」という主題もまさにこの
ことに直接関連している。 
 
3.3 常設⽂部⼤⾂会議による「試案」の拒絶 
 
DJT 試案が公表されて間もない時期に、KMK はこれに対する否定的な決議を公表した

（Kultusministerkonferenz, 1982）。そこで次にこの KMKの論理を検討することによって「法的
監督への縮⼩」論のもつ問題性を明らかにしていきたい。 
KMKによれば、この試案は憲法秩序にのっとった法律の留保の原則を学校領域についても貫徹

すること(学校への法治主義原理の導⼊)、同時に法律の氾濫を抑制すること、の⼆点を意図しな
がら、結局そのどちらにも成功していないという（Ebd.）。そして①専⾨監督の法的監督への縮⼩、
②教員の教育上の⾃由、③カリキュラム編成の問題、の三点について⾃⾝の⾒解を⽰している。 
まず①について、KMK決議によると教育は法的・規範的に規律され得るものではなく、専⾨監

督は学校内の諸問題のうち、司法的解決になじまない・あるいはそれが不可能であるようなもの
を解決する⼿段である。憲法規範にそって学校制度の質の平等を維持するためには、助⾔的・修
正的に作⽤しながら最終的には命令権によって担保される専⾨監督が必要不可⽋だというので
ある。②については、法律や教員会議の決定に束縛されないという意味での教員の教育上の⾃由
は学校の実状にふさわしいものか、また全ての学校関係者の利益になるものか、という疑問を呈
し、現在与えられている以上の教育上の⾃由は⽣徒や親の負担においてのみ可能となる、と述べ
ている。また①と重なるが、全ての⼈が善意に⾏動したとしても学校の⽇常の中には必ず紛争が
⽣じるという経験的理解に基づいて、そうした紛争の解決のためには話し合いから学校監督の具
体的命令権にいたるまでの多様な⽅途が開かれているべきだも述べている。③については、DJT
試案はカリキュラムを合法性の監督の規準として、つまり法律として発布することを想定してい
るが（DJT試案第 7条）、それは教育活動の本質に照らして不適当だとするものである。 
さらに KMKは、翌 1983年には KMKの下部機関である学校法委員会が 1982年中にまとめて

いた報告（以下 KMK委報告）を採択したが、それは上に⾒た KMK決議の⽴場をより鮮明に⽰
している（Kultusministerkonferenz, 1983）29。この報告の内容についても重ねて検討しておきた
い。この報告では、DJT試案は教育制度に否定的影響を及ぼす「法制化」の問題に無感覚に学校
内諸関係の⽴法化を取り扱ったものとみなされている。KMK 委報告は、教育制度に関わる法律
の増加は基本法上の要請や政治的・社会的要因30により必然的な⾯もあるとしながら、反⾯で、
とにかく明確な規準を発布してもらい、それを忠実に履⾏すればよいという頽廃が教員の側に⽣
まれ、その結果本来的な教育活動の領域にまで規則が侵⼊するようになることへの危惧を表明し
ている。この KMK委報告の基本的な学校観は次のようなものである。つまり、学校は⽣徒・親
による「要求」と教員による「要求の保障」の単純な組合せ、あるいは単なる権利・義務の集積
として理解されてはならない31。学校は治外法権地帯ではないが、しかし学校で重要なのは単に
合法か否かではなく、教授・教育が成功しているかどうかである。教育者の裁量の余地を広げ、
状況に依存した教育活動の構成を可能にするためには教授・学習の細部が法律に留保されてはな
らないのである。こうした⾒地から、もっぱら⾏政⼿段によっていた教育管理を批判し、学校制

 
29 なお KMK学校法委員会とDJT学委員会の対抗的関係について、Vgl., Sewerin(1983). 
30 具体的には特別権⼒関係論の克服、機会均等の要求、教育の連邦主義と統⼀性のバランスの
調整、教育⽬的についてのコンセンサスの低下、⽣徒数の増⼤と学校制度の拡⼤、社会的不平
等の顕在化などが挙げられている。 
31 なお⼀般的な「法的思惟」の蔓延について、参照、Ｊ・Ｎ・シュクラー（2000）。そこで朱蒙
−によって論じられている「リーガリズム」は「法」の妥当範囲を過⼤視する法理論家のイデ
オロギーであり、それと結びついた社会的諸現象、⼈びとの⾏動基準である。 
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度にとって本質的に重要な問題は議会⽴法によって規律されるべきだとする連邦憲法裁判所等
の⾒解(教育⽴法の本質性理論)も、⾏政にかえて⽴法をおこうとする「規則万能主義的発想」に
⽴つ点でDJT試案と共通の⽋点を有するものと批判されることになる（Kultusministerkonferenz, 
1983）。 
DJT 試案に結晶した、専⾨監督の法的監督への縮⼩によって教員の教育上の⾃由の保障を求め

る議論は、このような批判の上、KMK の容れるところとはならなかった。学校制度の発展は明
⽂化された規則の増加を必然的にもたらし、この意味での学校の官僚制化が「学校」と本来の教
育との乖離を招くという問題意識が、原型としての学校官僚制論の中に存在していたことについ
ては既に繰り返し述べてきた。KMKによるDJT試案への批判は、この問題意識に通じるものと
⾒ることができる。専⾨監督の法的監督への縮⼩は、教員の教育上の⾃由の⼀層の拡⼤を求める
ように⾒えるが、実際は⼀層の官僚制化を招来するというのが批判の要点である。KMK の批判
の論理においては、学校制度の領域において⽴法形式の本質性理論は有効ではない。教員による
教育活動にとって最も本質的な部分つまり授業の構成や⽣徒に対する評価を具体的に⽴法する
ことは、繰り返しになるが、不可能だからである（Fauser, 1989）。そうした実質的な意味での「本
質性」を回避した上で教育活動の合法性を監督の対象とする場合、その規準は⼿続き要件の遵守
などの形式に求められざるをえないが、これは先にフュルステナウによって古典的官僚制組織の
特徴の⼀つとして指摘された職務遂⾏の「⼿続き志向性」と異なるものではない。そうであれば、
専⾨監督の法的監督への縮⼩は、本来の組織⽬的よりも業務遂⾏の⼿続きの遵守を優先する官僚
制的弊害を招来することになる。また、仮に⼿続き要件に即した審査ではなく、具体的な教育活
動の実質的な合法性といったものを審査することが可能であるとした場合、それは助⾔的に作⽤
しつつ最終的な介⼊・命令の権限を有するとされる専⾨監督以上に強⼒に教育活動に対して抑圧
的なものとなるであろう。この場合、専⾨監督を法的監督へ「縮⼩」することの意味は実質的に
失われることになる。 
こうして本質性理論を踏まえた DJT試案の「法的監督への縮⼩」論が「規則万能主義的発想」

へと論理的につながるものである以上、現代の学校の閉塞的状況を「法的監督への縮⼩」によっ
て克服しうると⾒るのは⼀⾯的であり、むしろ問題は尖鋭化せざるをえないであろう32。 
 
3.4 「法制化」の両義性 
 
KMK 委報告の⽤語によると、DJT 試案が依拠した⼿段は「学校制度の法制化」である

（Kultusministerkonferenz, 1983）。「法制化」とは⼀般に介⼊主義的な現代社会福祉国家における
成⽂法増⼤の傾向をさし、そうした過程において「法制化」の本来の⽬的であった⾃由保障が⾃
由剥脱に転化するという病理現象の問題性を指摘するのが「法制化の両義性」という概念である
33。社会理論的な位相におけるこうした「法制化」の問題性の指摘は、「法的監督への縮⼩」論に
対する KMKの批判の論理と完全に重なっている。そうした認識の⽔準においてみれば、前項で
みた対抗的な議論において、KMKの批判の側に相当の妥当性があったように思われる。 

 
32 フォーゲルはこの点をきわめて先駆的に指摘していた（Vogel, 1977:141ff.）。彼の指摘はDJT
試案の⽔準においても妥当する。またファウザーも同様のことを次のように指摘している。「要
するに、次のように⾔うことができる。リベラルな法治国家（または法律国家）という⼿段
が、〔DJTの：筆者〕学校法委員会の勧告及びそれに先⽴つ第 51回法律家会議における決議の
射程と限界を規定しているのである。これによって学校法委員会は、裁量範囲を確保し権限を
画定するためにこの法律という規制⼿段がどこまで学校の中に届くのか、それを測ったのであ
る。同時に明らかになったのは、こうした法律学的な合理性の形態は、教育に関する⽂化やそ
こでの問題解決にとっては様々な点で適当ではないということである。」（Fauser, 1989） 
33 参照、河上倫逸他編（1987:61ff）。 
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とはいえ、歴史的にみて学校制度の中で剥脱に値するほどの⾃由が法的に保障されてきたとい
えるだろうか。ドイツの教育史においては、学校制度の法的規律は特別権⼒関係論の克服と相俟
って 19 世紀以来の宿願とも⾔うべきものである。本質性理論もまた、特別権⼒関係論の否定を
ひとつのライトモチーフとするものである。そうした観点から⾒れば、学校制度の法制化は、い
わば緒についたばかりである。そうであってみれば、KMK の議論、つまり専⾨監督の法的監督
への縮⼩によってかえって教育活動の⾃由の領域が失われるという前項の議論の妥当性は、さら
に検討する余地がある。そこで次に、戦後の学校官僚制論議の端緒を開き、DJT試案の作成にも
携わったべッカーによって 1980 年代後半に⽰された法制化論を検討し、それとの⽐較において
改めて KMKの議論の妥当性を確かめておきたい。 
べッカーは、教育関係者の問には歴史的に法律に対する不安が培われてきているという（Becker, 

1988）34。法律は権威主義的・官僚制的な統制の⼿段であると感じられているのである。その意
味で、成⽂法の増⼤傾向としての「法制化」は教育関係者にとって⼀種のトラウマであるという
ことをベッカーは認める。それ故に、教育の分野における法律学の発展は、それが個々⼈に不利
益をもたらすことなく教育の役に⽴つことが明らかになるときにのみ可能となる。しかし法律と
教育現場の関係はそのようになってはいない。ベッカーは次のように述べている。 
 

法制化に異議を唱える者たちが往々にして法制化の原因を作っており、親も校⻑と同様に
未解決の問題を命令や法的原則によって処理するよう国家に依頼するものだということを
経験が教えている。〔中略〕実に数多くの事例が、校⻑は⼤⾂の決裁を仰ぐことによって厄介
な決断を喜んで忌避し、また親たちは⾃⾝の⾒解に照らしてわが⼦が不当に扱われていると
きにはきわめて迅速に裁判に訴え。個別的事例を普遍妥当的な形で規律する規則を求めるこ
とを証明している。（Ebd.） 

 
ここでべッカーが述べているのは⼀⾒明らかに法制化の両義性の問題つまり法的な規律の拡⼤

がかえって⾃由の剥奪を導くという逆説である。ところがべッカーは、法制化は法律化（⽴法化）・
司法化・官僚制化という三つの要素に区別されるとした上で、「最も重点的に取り扱われるべきは
法制化の第三の要素たる官僚制化である」として、⾏政当局による命令や指⽰の氾濫を法律によ
って抑制するという⽅向に論を進め、結局その筋でDJT試案の意義を強調している35。つまりべ
ッカーは法制化の両義性を法律化と官僚制化の衝突に由来するとみているのである。こうした⽅
向で議論をすすめる限り、この衝突を調停する解は、やはり教育⽴法の本質性理論に求められる
ことになるであろう。 
しかし法制化の両義性をそのように理解するのは、少なくともすでにこの 1980年代の時点にお

いて、適切ではなかったように思われる。つまり問題は議会⽴法か⾏政裁量かといったものでは
ない（Vgl., Höfling, 1988）。「特殊教育的な関係を法律化・形式化・官僚制化の対象とすることに
よって教育的なものの独⾃性が保障されると考えるのは不合理である」（Nevermann, 1982:269）
といった危惧こそ、今⽇の「法制化の両義性」論の出発点に置かれなければならない基本的な問
題意識なのである。ベッカーは「法制化が不必要な形式主義へと膨張していくことはありえない」
というが、そのための⻭⽌めとしてべッカーが明⽰するのは教育学者と法学者の継続的な共同作
業といったものに過ぎない。べッカー⾃⾝が指摘した「法制化」の今⽇的問題状況に対して、こ
の⻭⽌めはあまりに貧弱なものと⾔わざるをえない36。 

 
34 以下本節のべッカーの議論についてはこれによる。 
35 こうした区別は⼀般的なものである。ここで「官僚制化」はウェーバー的な意味ではなく、
⾏政官僚による統制の⽇常化をさしている。また法制化の病理はたとえば「学校参加」におい
て顕著に現れる。Vgl., Marz, F./Zubke, F. (Hg.)(1981). 
36 とはいえ、こうしたべッカーの楽観は教育改⾰の現実についての悲観の逆説的な表現だった
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このように⾒るならば、1980年代のべッカーにおいてもなお主要な課題は教育活動に対する⾏
政官僚的な介⼊を、法治主義原理の徹底によって排除するという点に置かれていたのであり、結
果的に法制化の両義性の構造とその帰趨を⾒誤っていた、ということができるであろう。 
 
 
4 補論 社会理論的枠組みにおける学校制度の「法制化」 
 
以上の検討から明らかになるのは、「専⾨監督の法的監督への縮⼩」というDJT試案のアイディ
アは、現代社会における「法制化の両義性」という論点において相当の困難を抱えていたと考え
られるということである。 
それにもかかわらず、なおも DJT試案が⽰した⽅向での学校制度の法制化を⽀持し得るとすれ

ば、それはどのような理路においてであろうか。ここでは社会理論的な枠組みにおける「法制化」
論を参照しつつ、この点を更に重ねて検討しておきたい。 
前項でも述べたように、「法制化」とは⼀般に介⼊主義的な現代社会福祉国家における成⽂法増
⼤の傾向をさし、そうした過程において「法制化」の本来の⽬的であった⾃由保障が⾃由剥脱に
転化するという病理現象の問題性を指摘するのが「法制化の両義性」という概念であった。 
この点に直接関連して興味深いのは、現代社会における「法制化」の問題を社会理論的に精⼒的

に論じた J・ハーバーマスが、このDJT試案に肯定的に⾔及していることである。このハーバー
マスによる⾔及の検討を⼿がかりにして DJT 試案の意義を改めて検討することは、有意義であ
ろう37。 
ハーバーマスは社会を「システム」と「⽣活世界」という⼆つの領域に区別する。「システム」

とは⾼度に分化した政治や経済のシステムを指している。それは具体的には「権⼒」を媒体とし
て⽤いる国家の官僚制機構や「貨幣」を媒体として⽤いる資本主義的経済機構によって形づくら
れる。他⽅、「⽣活世界」においては⼈々は「⾔語」を媒体とするコミュニケーション的⾏為によ
って互いに結びついている。⽣活世界における相互⾏為は、システムにおいて通⽤する⽬的合理
的な戦略的な⾏為とは異なり、真理性・妥当性・真実性を追求する「妥当性要求」を掲げて、不
断に合意の形成を志向しながら遂⾏される。 
後期資本主義社会においては、本来全く異質の原理で動いていた「システム」が「媒体としての

法」を⽤いて⽣活世界に属していた⾏為領域を「システム」の側に統合しようとする。この段階
において「顕著にみられる成⽂法の増加傾向」（（ハーバーマス、1987:360）が「法制化」と呼ば
れる事態である。このことによって⽣活世界は本来の機能と統合原理を失っていく。この事態が
「システムによる⽣活世界の植⺠地化」と呼ばれるものである。ここでの要点は、法制化を通じ
た⽣活世界の植⺠地化によって、真正のコミュニケーションを通じた合意の形成の機会が⽣活世
界から失われていくということである38。 
こうした理論枠組みの上で、ハーバーマスは特に「学校教育法や家族法」（ハーバーマス、1987: 

 
ようにも思われる。この時期、⻄ドイツでは⻑年の懸案であった学校制度の改⾰が頓挫したこ
とは明⽩な政治的事実であった。参照、天野正治（1984）、三島憲⼀（1991:199）。 
37 なおここでの考察はハーバーマスの社会理論そのものを批判的に検討しようとするものでは
ない。また以下のハーバーマスの概念枠組みの記述は、J・ハーバーマス（1987:358ff.）、⼩牧
治、村上隆夫（2001:163ff.）、及び岩倉正博（1987）による。 
38 なお⾺場健⼀（1996）は、「⼀般論として近代公教育の内部関係は市⺠社会とは異質な世界で
あるし、さらに⽇本の場合それははじめから徹底的に国家化されたものとしてあったといって
もよい。そもそもそこに植⺠地化される『⽣活世界』などなかったのである」と論じている。
この指摘は⽇本の学校社会史の現実という観点からみると、奇妙に思われる。⽇本の学校社会
史の現実については、⽊村元（2012）、参照。 
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374）の領域がシステムによる「植⺠地化」をめぐる争いの焦点となっていると⾒る。つまり、「学
校政策の根本的⽅向づけをめぐる現在の論争は、社会理論的にみれば、⽣活世界の植⺠地化をめ
ぐる攻防戦といえよう。」（同上、378）として、さらに次のように述べている。 

 
特殊な権⼒関係である学校が法治国家化すると、絶対主義的な国家権⼒の遺物は取り除か

れる。だがコミュニケイション的構造をとった学校という⾏為領域の法規範による変形は、
社会国家では⼲渉主義的な規制形式となって現れてくる。司法と⾏政とにコントロールされ
た学校はひそかに、社会福祉施設に姿を変え、そこでの学校教育は社会福祉事業と同じよう
に組織され、配分されているのだ。家族の場合と同様に学校についても、教育過程を司法と
は無縁なものにせよ、わけても脱官僚制化せよという⽴法政策上の要求が出されてくる。「国
家私法の正真正銘の公法への転換」を意味する、この法治国家的な学校制の枠組みに内実を
与えるのは、媒体としての法ではなく、対⽴を調整するコンセンサスに⽅向づけられた⼿続
き――「すなわち教育過程に参加する⼈びとが、⾃分たちの利害を代表し、⾃分たちに関わ
る要件を⾃ら規制するのに⼗分熟していると⾒なすことのできるような、意思決定の⼿続き」
――、でなくてはいけないだろう。 
家族、学校、社会政策といった領域の法制化がはらむ逆説的な構造を探ってゆく場合、判で
押したように出てくる、あの「司法とは無縁なものにせよ」「脱官僚制化せよ」という要求
――この要求が何を意味するかは、おのずから明らかであろう。価値や規範や了解過程に基
づく社会的統合に機能上必然的に依存している⽣活領域をどのように守るかという問題で
ある。何から守るのか――⾔うまでもなく、経済と⾏政という固有の⼒学で成⻑を続けるサ
ブシステムのシステム命令の⾔いなりにならないようにすること。制御媒体である法を通し
て、利益社会化の⽅向にスイッチを切り替えられ、機能障害を起こすことのないようにする
ことだ。（同上、380f.） 

 
ハーバーマスは上記の引⽤中の「すなわち教育過程に参加する⼈びとが、⾃分たちの利害を代表

し、⾃分たちに関わる要件を⾃ら規制するのに⼗分熟していると⾒なすことのできるような、意
思決定の⼿続き」に注をつけ、「『ドイツ法律家会議』の学校教育法委員会が提案した州の法令の
素案も同じ⽅向を⽬指している。」（同上、384）と述べている39。ここでハーバーマスが「同じ⽅
向」と記しているのは、組織的な意思決定の⼿続きにおける学校教育の過程に関わる各主体の参
加の拡充を意味していると考えるのが妥当であろう。DJT試案には確かに⽣徒・親の学校参加に
多くの条項をあてている40。 
上記の引⽤⽂中に⽰されているように、「参加」を重視するこのハーバーマスのコメントは「法」

の⼆重の性格の区別を前提にしている。つまり「法」は、「システム」の要求を貫徹するための媒
体である⼀⽅で、合理的な決定を導くための⼿続きを保障するものでもある（Thomas, 2001: 165）。 
こうした理解に⽴った場合、DJT 試案の意義を積極的に評価することは可能であろうか。つま

り、本章が論じてきた専⾨監督の法的監督への縮⼩の是⾮という論点を、⽣活世界内の存在であ
るべき学校をシステムによる植⺠地化から守るという社会理論的な展望の中で、肯定的に位置づ
けることは可能であろうか。たしかに専⾨監督が法的監督へと縮⼩された場合、以上のような社
会理論的な展望においては、それまで専⾨監督が存在していた領域において⽣じる諸問題は「実
質的な正当化」を求めて（岩倉、1987）、合意を志向した真正の議論に付されることになるべきも
のと考えられるかもしれない。しかし、DJT試案をそうした構図において積極的に評価すること
が適当かどうかという点については、疑わしいと⾔わざるを得ない。 

 
39 「ドイツ法律家会議」の学校教育法委員会の素案とは、DJT試案のことである。 
40 DJT試案第 84条から 94条は学校内、⾃治体、州の各レベルにおける⽣徒代表と⽗⺟代表に
ついて規定している。Deutscher Juristentag (1981:110ff.). 
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すでに述べたように、DJT 試案のひとつの要点は学校制度への法治主義原理の導⼊であり、ま
たこれと直接に結びつく教育⽴法における本質性理論の採⽤であった。ここで重要な点のひとつ
は、教育⽴法における本質性理論は社会理論的に展開された空間の中でシステムと区別される⽣
活世界の領域の確保につながるものとは考えられないということである。 
すでに述べた本質性理論の要点を改めて挙げれば、それは「本質的に重要性を持つ事柄は⾏政⽴

法に委ねられてはならず、国⺠代表によって法律として⽴法されなければならない」とする⽴法
施策上の指針であった。本質性理論は、⼀⾒すると⾏政⽴法の拡⼤つまり⾏政権ないし官僚の専
権の強まりを抑制し、国⺠代表による実質的な⽴法権の回復をもたらすものであるが、同時に、
議会で法律として制定されるべき事項を「本質的に重要性を持つ」ものに積極的に限定して他の
部分を⾏政⽴法に委ねるという議会⽴法抑制的なものでもある。これらのことを踏まえれば、本
質性理論はとりたてて法の機能の区別（システムからの要求の貫徹のための「媒体としての法」
と、より中⽴的な「⼿続きとしての法」の区別）に関わるものではなく、基本的に議会⽴法と⾏
政⽴法の権限の区分を提⽰するものに過ぎない。つまり、本質性理論の採⽤によって議会⽴法の
洪⽔を抑制したとしても、それは⾏政⽴法の拡⼤を当然に導くものであり、議会⽴法に含まれな
い領域がいわゆる「真正の議論」に委ねられることを予定するものではなく、したがって「⽣活
世界」に留保されるわけではない。 
⼀般的に考えて、合法・違法を判定する規準が存在しない領域において問題が⽣じた場合には当
⾯は合法の推定が働き、その後明確な規準の制定が求められることになり、このことによって、
学校の教育活動は「形式化」を余儀なくされる41。このように図式的に整理すれば、DJT 試案と
KMK による批判の間に存在する差異は、究極的には法制化の先にどのように具体的な教育活動
をめぐる合意形成のあり⽅を展望しているかという点についての違いだと⾔うことができるで
あろう42。 
 
 
5 ⼩括 
 
H.ベッカーによる「管理された学校」批判をいわば象徴的な画期として、⻄ドイツの学校監督と

教員の教育活動の関係は⼤きな変動を経験することとなった。権威主義的な学校監督は、学校制
度の⼀層の⺠主化と教員の教育上の⾃由の⼀層の拡⼤を求める法理論的な提起を受けて、法的監
督に縮減されるかと思われた。 
DJT 試案における専⾨監督の法的監督への縮⼩というこの提起は、教育⾏政・学校監督の権威

主義的な現状に対する批判として⼤きな意義を有していた。しかし KMKはこの提起をその本質
的な点において拒絶した。DJT試案の受容を拒んだ KMKの議論は、政治的⽂脈においては「法
制化と結びついた国家の学校監督の縮⼩に抵抗し、伝統的な監督概念を墨守した」（Stock, 1978）
ものとみなされることになろうが、しかしその内的論理に即して⾔えば、むしろきわめて現代的
な視点から「専⾨監督の法的監督への縮⼩」の理論が胚胎する⽭盾あるいは「両義性」への注意

 
41 たとえば学校管理下における児童⽣徒の事故としての学校事故は、個々の学校現場にとって
みれば、事故を予定した教育活動というものが想定できないという意味では常に想定外の出来
事である。しかしひとたび事故の可能性を考慮に⼊れるならば、安全の幅を⼗分に⾒込むと同
時に安全注意義務の履⾏を常に⼿続き的に確保することが求められることになる。 
42 学校監督（専⾨監督）が「教員の教育上の⾃由」を認めないものではなく、むしろそれを前
提とする法的概念であることは改めて留意されてよい。すでに述べたように（本章 3.1）、専⾨
監督は話し合いから具体的命令権にいたるまでの多様な働きかけの可能性を持つものであり、
その意味では「教員の教育上の⾃由」に対する「チェック&バランス」の機能を持つものであ
る。 
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を正当に喚起したものとして理解されるべきである。また社会理論的な議論を援⽤すれば、法的
監督への縮⼩というアイディアの受容をめぐる論争は、学校現場における合意形成のあり⽅に対
する展望を含めて解釈し直すこともできる。 
社会理論的な⽂脈を離れて教育⾏政学・教育制度論の固有の⽂脈に⽴ち戻れば、その後のドイツ

では、教員の教育上の⾃由のより⼀層の保障や専⾨監督の法的監督への縮⼩を求める議論は後退
ないしは停滞していくこととなったと⾔われている（Terhart, 1986; Leschinsky, 1992.）43。そう
した状況は連邦レべルでの社会⺠主党の退潮傾向に代表されるような全般的な政治的情勢の変
化によって説明することもできようし、また後の章で多少⾔及するように、学校教育が直⾯する
課題の多様化・複雑化に伴って、学校監督の機能⾃体が事後的な矯正という意味合いの強い「監
督」から、助⾔・⽀援的なものへと変容してきたことと関連させて理解することもできよう。 
序章で述べたような教育と社会の現実との制度的補完関係という観点を踏まえて更に⾔えば、

ここでより重要な点はひとつの制度改⾰のアイディア、つまり学校の教育活動に対する「専⾨監
督の法的監督への縮⼩」というアイディアが未発の契機にとどまった背景には、⼀定の社会的現
実が存在していたと考えることができるであろう。具体的にはドイツの教員の働き⽅そのものが、
専⾨監督の法的監督への縮⼩という改⾰に対してどのような制度的補完関係をもっていたのか
という点を検討することによってこの問題を更に追求していきたい。 
 
 

 
43 なおドイツにおける「教員の教育上の⾃由」という法的概念の近年の展開を検討したものと
して、辻野けんま（2009）、参照。 
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第２章 教員の業績評価の制度と実態 
 
はじめに：ドイツにおける「教員の業績」への関⼼ 
 
前章で検討したように、ドイツにおける「教員の教育上の⾃由」の法的保障は、その徹底を意味

する「専⾨監督の法的監督への縮⼩」にまで⾏き着くことはできなかった。そこには教員の教育
活動のあり⽅に関する何らかの制度的均衡点が存在していたということができるであろうし、そ
の制度的均衡点は他の制度との相互補完的な関係によって社会的に⽀えられていると考えるこ
とができるであろう。そうした意味での教員の教育活動を⽀える制度として、本章ではドイツに
おける教員の業績評価をとりあげる。学校監督における専⾨監督が教員に対する業績評価1ときわ
めて近いところに位置するものであることは容易に理解されるところであろう。本章の⽬的は、
教員の業績評価の制度と現実を検討することにより、「専⾨監督の法的監督への縮⼩」が最終的に
頓挫したことの意味を更に掘り下げて理解しようとすることである。 
本章の主題に関係する⽇本における先⾏研究は少ない。業績評価を含む教員の法的地位⼀般に

ついては天野正治らによる概説書が（天野正治、1998）、教員の業績評価そのものについては坂
野慎⼆による紹介がある（坂野慎⼆、1992）。また結城忠はいくつかの論考で教員の業績評価に
も⾔及している（結城忠、2019:457ff.）。また、藤内和公は、ドイツの⺠間労働者、⼀般公務員の
⼈事評価とともに教育公務員の⼈事評価を⽇本のそれとの⽐較も含めて検討している（藤内和公、
2017）。そこでは教員に対する業績評価の制度な特徴としては、①処遇への反映ではなく職能開
発が重視され、それ故に評価に伴う開⽰、⾯談の⼿続きが整備されていること、②評価の制度設
計にあたり職員団体との正式な交渉、協議がなされていること、が指摘されている。本論⽂は教
員以外の職に対する業績評価についてはまったく⾔及することができないから、その点で藤内の
研究は興味深い2。これらの研究は、⺠間および⼀般公務員に関する実態調査のデータ及び実地調
査を含む藤内の議論を除外すれば、業績評価ないし⼈事評価はもっぱら法制度のレベルで検討な
いし紹介されている。それに対して本章は、ドイツにおける教員の評価に関する法制度の特質を
改めて明⽰するとともに、その現実に関する⾔説の分析及び筆者が実施したインタビュー調査か
ら得られた知⾒も素材として、教員評価の現状とあり得べき改⾰の⽅向性を検討するものである。 
さて、ここで改めて教員の業績評価という主題⾃体に対する問題関⼼をまとめておきたい。ドイ

ツにおいては、近年、教員の能⼒や勤務実態に対する批判的な関⼼が強まり、関連して業績評価
への⾔及も増えている。教員の仕事ぶりに対するドイツ社会の関⼼の⾼まりの背景には、2000年
から実施され始めた PISA 調査（OECD＝経済協⼒開発機構による国際学⼒到達度調査）の結果
においてドイツの⽣徒たちの「低学⼒」の実態が改めて明らかになったという事情がある。ドイ
ツの教員は国際的な⽐較においてみると⼗分に⾼い⼊職前学歴⽔準を有しており、国内的にみた
給与⽔準を決して低くなく、社会的な威信も⼗分に⾼い3。それにも関わらずドイツの⽣徒たちの
学⼒が低いとしたら、実際の仕事ぶりになにか問題があるのではないかという疑念が⽣じるのは
当然であろう。学校制度の構造をめぐる問題（参照、本論⽂第 3部）とともに、教員の能⼒や勤
務実態も⼤きな関⼼を集めている。しかしそれは、単純に教員に対する管理監督の強化や業績主
義の徹底といった⽅向性だけを⽰しているわけではない。そこには教員の仕事の本質に照らして

 
1 後に具体的に⾒るように、本章では法的制度としての「業績評価」を内包し、更に「対話」
「承認」といった⾮・法制度的な⾏為を含む広い概念として「教員評価」を⽤いている。 
2 たとえば藤内によれば、ドイツではそもそも⼈事評価が実施されている⺠間労働者の⽐率は約
4割であり、それほど⾼くないと評価されている（藤内、2017: 171）。 
3 Vgl., GfK Verein (2018). ただし Global Teacher Index 2018 による国際⽐較では、ドイツの教
員の社会的地位は⽐較の対象となった国々の平均を下回っている。Cf., Dolton, P. and others 
(2018). 
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みたときに⽰唆的なコンセプトを⾒出すことができる。 
あらかじめ本章の結論を提⽰すれば、それは次の三点である。 

 
①ドイツの業績評価は教員の権利保護という観点から⾒た場合、きわめてよく整備されてい
る。被評定者に対する開⽰や評定への同意⼿続きなど、⽇本との差違も⼤きい。ただし、業
績評価の実質的な意義については批判的な議論もある。 
②基本的に学歴と職位、勤続年数によって決まる教員の給与について、「業績」を反映させて
格差をつける業績報償制を導⼊する動きがドイツにもある。それはいくつかの理由からあま
り拡⼤していない。 
③ドイツでも「学校の⾃律化」が進められ、従来以上に教員の「意欲」を引き出す学校づく
りの⽅法が模索されている。校⻑による「対話」と「承認」を、「業績評価」や「業績報償制」
とは異なる教員の業績評価のあり⽅を⽰す⽰唆的なコンセプトとして挙げることができる。 

 
以下第 1節では①を、第 2節では②を、第 3節では③を取り扱う。 

 
 
1 ドイツにおける教員の業績評価 
1.1 現⾏の⼀般的法制度 
 
以上のような学校管理の現実的基盤を念頭に置いた上で、教員の業績評価制度の概要を⾒てい

きたい。ドイツにおいて、教員の業績評価制度は法的によく整備されている。業績評価について
は各州⽂部省が省令によって定めており、そのため州ごとに相違がある。まず初めに、ほぼ共通
に確認できる要点を整理しておく4。 
教員の業績評価には⼆種類ある。定期評定と臨時評定である。定期評定は⼀定の期間ごとになさ

れる業績評価であり、臨時評定は特別な機会に定期評定とは別になされるものである。ここで⾔
う「特別な機会」とは、もっぱら管理職への応募をさしている。ドイツでは、ある学校で管理職
のポストが空いたときには「公募」によって補充されるのが通例である5。この公募は、従前は⽂
部省等によって編集発⾏される公報紙によって、近年ではもっぱらウェブサイトへの登載によっ
て、周知されることになる。それぞれの公募の条件を満たすと⾃認し、そのポストへ応募しよう
と思う者について、応募資料として提出するために担当官による臨時の評定が⾏われる。管理職
の公募に出願しない者については、この臨時評定は⾏われない。 
定期評定は、３年から５年に⼀度⾏われる業績評価である。つまり定期評定は毎年実施されるも

のではない。毎年評定を⾏わないのは、評定の担当者がそれだけの⼿間をかけることができない
という実際的理由のほか、評定するに値するほどの変化や成⻑をみるのには１年や２年では短す
ぎるという理由が挙げられる。定期評定の対象となる業績、勤務の実態はその評定期間内のもの
に限定されなければならず、それ以前の時期の業績や⾔動などに影響されてはならないとされて
いる。 
評定される内容は、連邦⼈事規則の規定が各州の規定によっても踏襲され、「職務上の業績」「能
⼒」「適性」の三要素である6。「職務上の業績」とは、当⼈の職務上のポストの要求に即した仕事
の結果の質と量である。つまりその「職場やポストの特質」に鑑みて、評価されることになる。

 
4 以下の整理は、Neubert, R. u.a. (2004)による。 
5 ドイツの場合、⼀般に⽇本のように職制としての管理職へ昇進した後に、任命権者によってそ
れぞれの学校へ配属されるということはない。 
6 ドイツ連邦共和国⼈事規則（Verordnung über die Laufbahnen der Bundesbeamtinnen und 
Bundesbeamten）、第 49条。 
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しかしこの「職務上の業績」の概念に対しては、職場やポストの要求する具体的な職務内容が事
前に特定される必要があるにもかかわらず、ほとんど明⽰されていないという批判がある7。「能
⼒」とは、職務の遂⾏のために⽤いられる、⽐較的永続的な当⼈の資質、関⼼、意欲その他の個
⼈的特性及び訓練や研修、実践、経験の蓄積によって獲得された知識と技術の総体である。以上
の⼆つの概念と、もう⼀つの「適性」の概念とは、業績評価の制度における位置づけが少々異な
る。「適性」は、業績と能⼒に即して判断されるべきものであるが、現在のポスト以外のポストへ
の異動、昇進や、特別な職掌の担当についての予測的判断を含むものとされているからである。
そうした予測的判断は、「⼈事所⾒」として、業績評価の中に書き込まれる。 
最終的な評定は、5 段階ないし 7 段階である。評定はいわゆる相対評価ではなく絶対評価であ

る。最下位の評価を得る教員はきわめて例外的である。たとえばバイエルン州の場合、評定は次
のような 7段階で⽰される。 
 
HQ (Hoch Qualifziert)：すべての点において傑出した質を備えた業績 
BG (Beosonders Gut)：要求⽔準を特によく満たした業績 
UB (Übersteigt)：要求⽔準を上回る業績 
VE (Voll Entspricht)：要求⽔準に⼗分に⾒合った業績 
HM (in Hohem Maße gerecht)：⼤部分の点で要求⽔準に達している業績 
MA (Mängel)：⽋陥のある業績 
IU (Insgesamt Unzureichend)：総合的に不⼗分な業績 
 

バイエルン州⽂部省の議会提出資料においては上位の 2 段階と下位の 2 段階をそれぞれひとつ
にまとめた 5段階で具体的な⽐率が⽰されているが、最下位（元の評定では下位の 2段階）に評
定された教員は 2014/15 学年度において「0％」であった（表 2-1）8。 
 

表2-1 教員の定期評定の評定分布（バイエルン州、2014/15学年度 
 HQ/BG UB VE HM MA/IU 
基礎学校及び中間学校 
Grund- und Mittelschulen 

10% 44% 39% 7% 0% 

ギムナジウム 19% 41% 35% 5% 0% 
 
州ごとの相違についても簡単にまとめておきたい9。ドイツ全 16州のうち、定期評定は 10州で

実施されているが、6 州では実施されていない。定期評定が実施されていない州においては、特
別な⼈事異動上の必要がない限り、正規の教員として⼊職した後は⼀切の業績評価を受けないこ
とになる。また実施している州においても 50 歳に達した教員については実施されない（テュー
リンゲン州のみ 55歳までの教員について実施）。昇任等に伴う臨時評定はすべての州で実施され
ている。評定者については、端的に「校⻑」と定めている州もあるが（3州）、多くの州は様々な
場合分けを伴いつつ、校⻑、学校監督ないし教育⾏政当局を評定者と定めている。教育⾏政当局
が権限者である場合には、評定の資料として対象となる教員に関する業績報告書が学校⻑から提

 
7 いわゆる職務内容分析の問題である。⽇本でも同様の問題があり、それは 1950年代の「勤
評」以来、今⽇でも未解決である。 
8 Aus: Bayerischer Landtag, DS 17/9412, 2016.3.31  
9 ドイツ教員組合（Die Gewerkschaft Erziehung und Wirtschaft：GEW）作成資料、
“Dienstliche Beurteilung Stand 2014” による。Aus: 
https://www.gew.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=21796&token=846e5ac10c3b1b1c393343
36b86efbf449e9ae07&sdownload=&n=Dienstliche_Beurteilung.pdf 
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出されることになる。 
実際の業績評価書の構成は、ノルトライン・ヴェストファーレン州（以下 NRW州）の例によっ

てみれば、次のようになっている 
。 

Ⅰ 基礎的情報：⽒名、経歴、職掌など 
Ⅱ 評価項⽬：（１）管理・調整活動（２）専⾨的知識（３）教員としての業績（４）服務 
Ⅲ その他特記事項 
Ⅳ 評定協⼒者の⽒名 
Ⅴ 総合評定 
Ⅵ ⼈事所⾒ 

 
業績評価の中⼼は「Ⅱ 評価項⽬」である。ここは⽂章による記述が求められる。「Ⅴ 総合評定」

は当⼈の職務上のポストが要求する職能を基準とした絶対評価であり、NRW 州の場合は 5 段階
程度の評⾔によって記載される（他州も同様のところが多い）。「Ⅵ ⼈事所⾒」は、先述の通り、
当⼈の今後の⼈事に関する評定者の所⾒を記す欄である。 
⽇本との⽐較において重要なのは、業績評価書の末尾に評定者と被評定者の署名欄があること

である。NRW 州の場合、署名欄には「私はこの評定について開⽰を受け、その写しを受領しま
した。この評定について、州官吏法 104条に基づいて異議申し⽴てが可能であることを知ってい
ます。」という確認項⽬がある。つまり業績評価書は当然に本⼈対して開⽰され、またその内容に
対する法的な異議申⽴てが可能となっていることがわかる。これらの点は他州でも例外なく制度
の当然の前提となっている。この開⽰・同意の原則は、仮に州の規則において明⽂化されていな
いとしても当然に妥当する法的要請とみなされている。 
なお本⼈への開⽰に関しては「聴聞」と「協議」の⼆つの⼿続きが区別される。「聴聞」は、業

績評価の中に当⼈にとって不利益に働きうる事柄が記載される場合、評定書の作成に先⽴って当
⼈にその旨が伝達されて開かれる話合いである。聴聞においてその事柄に対する正当な疑義が出
された場合は、その疑義が払拭されない限りその事柄を評定書に記載してはならないとされてい
る。「協議」は評定の全体的内容について評定書の作成の前後に実施される話合いであり、ここで
評定者と被評定者の間で事実の解釈や価値評価が調整される。この協議を経ない業績評価は違法
となるとされている。通説的判例によれば、この協議において業績評価書の記載の妥当性につい
て挙証責任を負うのは評定者の側であり、単に形式的な⾔明をするだけでは不⼗分で、評定の形
成された道筋が当⼈及び第三者にとって分かりやすく説明されなければならない、とされる。協
議の過程で当初の評定書の記載に修正が加えられた場合は、修正・同意済みのものだけが業績評
価書の正⽂として残されることになる。 
 
1.2 業績評価制度の問題点 
 
以上のように、教員の権利保護という観点からは⼗分によく整備されている10ドイツの業績評価

制度に対しては、いくつかの問題点も指摘されている。それをここでは⼆つに絞ってみておきた
い。第⼀に業績評価が３年間ないし 5年間にわたる教員の「業績」を表⾯的・⽪相的にしか評価
していないという点についての批判、第⼆に業績評価の「使途」についての議論である。 
⼀点⽬に挙げた業績評価の「⽪相性」とは、法的制度としてみた場合のいわば「精密性」が、現

実的な運⽤と⼤きくずれているという問題である。法的規定としては、評定権限者は適切に評価
 

10 この点、⽇本の教員評価制度については基本的な適正⼿続の保障という点ですでに課題があ
ると⾔える。堀尾輝久、浦野東洋⼀編著（2005）、参照。 
。 
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するに⼗分な情報に基づいてのみ業績評価を作成しなければならず、⾃⾝が⼗分な情報を直接保
持していない場合には周囲の関係者から適切な情報を収集することが業績評価の合法性を担保
するための必須の要件とされている。教育⾏政官が評定権限者である場合の、校⻑からの業績報
告は評定のための主要な資料である。しかし実際には評定の主要な材料が評定権限者による授業
参観とその後の授業協議会に限定される実態があり、その授業参観は⼀般に２回、最⼤で３回し
か実施されないと指摘されている（Neubert u.a., 2004:67）。ドイツにおいて、教員の仕事の中で
授業以外のものが占める⽐率は決して低くなく、むしろ授業以外の業務が６割程度を占めるとも
⾔われていることからすると、評定にあたって授業を偏重することは適切ではないと⾔うことが
できる。教員の側からすればその特定の⽇時の授業の印象を良くすることに注⼒せざるを得ない
ことになり、こうした参観授業の実態を揶揄して、「パフォーマンスの評価」「授業劇場」「教員の
ショータイム」などと⾔われることがある（Ebd.）。参観の回数の少なさに加えて、参観授業のそ
うした実情は業績評価の妥当性を著しく失わせるものであると⾔ってよいだろう。 
⼆点⽬に挙げた業績評価の「使途」に関しては、まず、業績評価規則の規定によれば、適切な⼈
材配置及び公募⼈事の際の選別の資料とすることであるとされている。しかし前述の通りドイツ
には⽇本のような定期的な⼈事異動がなく、定期評定については実際上は使い道がない。実際に
活⽤されるのは公募⼈事の際の資料としての臨時評定に限られることになる。そのため、ドイツ
においては教員の業績評価の制度は法的にはよく整備されているとみることができるものの、そ
れに⾒合った実質的機能を有しているかという点については疑わしい。 
教育制度論的に興味深いのは、こうした状況がドイツにおいては問題視されてこなかったとい

う点である。このことをドイツの教員の養成・⼊職事情との関連において検討しておきたい。ド
イツの教員養成は⼀般に「⼆段階養成」と⾔われる11。つまり⼤学ないし教員養成カレッジにお
いて所定のカリキュラムを履修した後に第⼀次国家試験を受け、合格した者が教員ゼミナールに
通いながら学校現場において試補勤務に従事し、2 年後に12第⼆次国家試験に合格した後に正規
の教員資格を取得するというものである13。この「必要な学修による基礎資格取得＋現場での実
践的なトレーニングの後、正規資格の取得」というパターンは他の多くの職種においても採⽤さ
れており、ドイツの職業訓練制度の⼀つの特徴となっている。この場合重要な点は、正規資格の
取得前の段階では業務のスキルやパフォーマンスについて有資格者から厳しく評価される⼀⽅
で、いったん正規資格を取得した後は独⽴して仕事を遂⾏することが公認されたと捉えられ（い
わゆる「⼀⼈前」）、もはや「上から」の厳しい評価の対象とすることはないと考えられてきたこ
とである。教員についても基本的にはこうした伝統的な「⼀⼈前」意識が存在している。 
問題は、業績評価が教員個⼈の職能成⻑のための資料ないし契機として、実質的な意味で何らか

の機能を果たしているか、ということである。この点について、ドイツにおいては教員を動機付
けたり反省に導くといった業績評価が職能成⻑に対して持ち得る効果は認められていない。つま
り業績評価を実施することが教員の職能成⻑に効果的に作⽤するとは想定されていないのであ
る（Neubert, 2004:24）。もちろんそうした効果が実際上も「ない」と断定することはできないで
あろうが、制度の実質的機能としてはそれが当然に存在するものとは想定されていない。 
学校管理職への応募に際して必要とされる臨時評定は制度として意味を持つと⾔えるものの、

公募⼈事に応募して昇任しようと考えない教員にとっては、定期評価は、拡張された制度概念を
 

11 ⼊職後の教員研修を含めて「三段階」と呼ぶ場合もある。なおドイツの⼤学におけるボロー
ニャ・プロセスに伴う教員養成の変化と揺れ戻しの現状について、鈴⽊篤、杉原薫（2011）、
A・ゲールマン（2018)、参照。 
12 試補勤務の期間については州ごと、学校段階ごとに違いがあるが、おおむね 1年半から 2年
間である。 
13 ボローニャ・プロセスの下では、第⼀次国家試験が修⼠学位の取得によって代替されること
になる。A・ゲールマン（2018）、参照。 
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⽤いて⾔えば、「制度」として定着していないと⾔ってよいであろう。 
 
1.3 補論：戦後⻄ドイツにおける学校管理の実際的基盤 
 
教員の業績評価に関係する補論として、戦後の⻄ドイツの学校管理の実際的な基盤をいくつか

の統計データによって確認しておきたい。 
表 2-2 は 1950年、1955年、1965年の⻄ドイツの国⺠学校14の学校数およびクラス編成の状態

を⽰したものである（Aus: Köhler, H./Lundgreen, P., 2014:33, 123)。この表の読み取りに際して
は、いくつか留意すべき点がある。表中に「1 学級制（mit 1 Klass）」と記した学校はいわゆる単
級学校であり、在籍している児童⽣徒の年齢や学年にかかわらずすべての児童⽣徒がひとつの学
習集団として編成されている学校を意味している。「２学級制」は、⼀般的には「上・下」の 2 つ
の学習集団として編成されている学校を意味している。「8 学級制」は、８つの学年に分かれて学
習集団が編成されている学校を意味するから、必ずしも学級の数が８であることを意味しない。
１学年で２学級に相当する児童⽣徒がいる場合には「各学年２学級×８学年」の 16 学級を持つ
場合も統計上ここに含まれる15。なお当時の国⺠学校は原則として 8 年制であったが、地域によ
っては任意に第 9 学年を置くことができた。「９学級制」はそうした学校である。表中のパーセン
テージの合計が 100 にならないのは、3 学級制から 7 学級制をとる学校についてのデータがない
ためである。 
この表から読み取ることができるのは、1950年代までの⻄ドイツの国⺠学校は、学校数を単位

としてみれば全体のほぼ半数が 1 学級ないし 2 学級編制だったということである16。1950年代を
通じて国⺠学校の総数が微増していくにつれて、1 学級編制の学校の⽐率が増えていることから、
これらは主に農村部における増加であったことがわかる。1965 年の時点においても国⺠学校総
数の約 4割は 1 学級ないし 2 学級編制である。こうしたかなり程度の強い複式学級制といってよ
い 1 学級ないし 2 学級編制の学校が解消されていくのは 1965年以後である。1972年段階では複
式学級制で学んでいる児童⽣徒は全体の 2.2％まで減少し（Ebd.）17、それに伴って国⺠学校の総
数⾃体も 19590 校まで減少した。 
 

 
 

14 ドイツの学校制度の概要については本論⽂第 6章参照。この時点での国⺠学校は原則 8年
制、多くの州で基本的に第 4 学年までは全員が通う初等教育の学校である。第 4 学年修了後に
⼀部の⽣徒は実科学校ないしギムナジウムへ進むため、第 5 学年以後は⽣徒数が減る。 
15 この意味では Klassを「学年」と訳出し、「8 学年制」と表記した⽅がよいとも⾔えるが、「1
学年制」「2 学年制」という表記にはまた別の意味で語弊が⽣じることから、ここでは Klassを
「学級」と訳出する。 
16 もちろん学んでいる児童⽣徒の数、勤務している教員の数で⽐較すれば、学年ごとに学級が
編成されている場合の⽅が多くなる。 
17 なお参照できたデータの都合上、1972年段階の 1 学級及び 2 学級の「学校数」の⽐率を⽰す
ことができない。 

表 2-2 戦後の⻄ドイツの国⺠学校の規模の推移 
 1 学級制（％） 2 学級制（％） 8 学級制（％） 9 学級制（％） 国⺠学校総数 
1950 19.4 25.5 14.3 0.3 28503 
1955 27.3 24.3 14.5 0.8 29491 
1965 21.4 22.0 13.1 6.2 29287 
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学校規模の現実的な状況は教員評価の制度に直接関わる。1 学級ないし 2 学級編制の国⺠学校
は、通常、⼀⼈の正教員によって運営される（Ebd., 32）。この場合、その学校には「校⻑―教員」
という最も基礎的な職制上の階層構造も存在しないことになる。したがって、そこには階層化さ
れた権限の配分を伴う学校管理は存在しなかったと⾔うことができる18。具体的には、1965年段
階のドイツの国⺠学校の総数の約 4割には組織化された学校管理はいまだ存在していなかったと
いうことになる。これらの学校に視座を置いてみれば、第 1 章でみた学校官僚制論の第 2 のモチ
ーフ、つまり組織化された学校の拡張という 19世紀後半からの主題19は、いまだそこへ向けて進
⾏中の課題であった。時代の趨勢が組織化された学校の拡張の⽅向へ向かっていたことは事実で
あるが、第 1 章で⾔及したベッカーによって 1954 年に公表された「管理された学校」論におけ
る農村単級学校の理想的な教育実践への回顧には、⼀定の現実的基礎が残存していたと⾔うこと
もできよう。 
単位としての学校が⼀⼈の教員によって運営されている場合には、学校組織運営上の課題とし

ての教員評価は存在しない。もちろんこの場合には、学校監督当局から時折巡回してくる担当者
（視学官）によって業績評価がなされることになる。しかしその場合の業績評価には⽇常的な基
盤がまったく⽋けることになる。 
また、第 1 章でみたように、⻄ドイツでは 1970年代までには「教員の教育上の⾃由」が法⽂上

の基礎をはっきりと得るか、少なくともそうした法理の存在が⾃明視されるに⾄っていたといっ
てよいが、単級学校的な組織においてはもとより「教員の教育上の⾃由」は⽇常的には意識され
ることすらなく、いわば⼟着的に、現代的な意味合いとは異なった形ですでに存在していたと⾔
うこともできよう。 
 
 
2 教員の「業績報償制」の提案をめぐって 
 
前節においてドイツの業績評価制度は法的にはよく整備されているものの、実際的な効⽤を⽋

いているとも⾔いうることを指摘したが、教員の業績評価に実質的な意味を付与するものとも⾒
られうる施策の提案もなされている。それは教員に対する「業績報償制」の導⼊である。ただし
この施策は必ずしもうまく進⾏していない。 
ドイツでも、公⽴学校の教員の給与は学歴と職位、勤続年数によってほぼ⼀律に決められてい

る。もちろん法規で定められたさまざまな⼿当てがあり、その部分は個⼈ごとに異なっているが、
要するに属性的な条件が同じであれば給与も同じである。 
こうした現状に対して、1990年代後半ごろから、いわゆる「業績を反映した格差づけ」を求め

る議論が提起されるようになってきた。業績給、業績割り増し⼿当て、業績勧奨⾦など種々の⽤
語で表現されているが、要するに⼀定期間の「業績」において「優れている」と評価された教員
に対して通常以上の⾦銭的給付を与えようとするものである。給付は⼀時⾦の場合もあるし、永
続的な加給、給与表上の昇給など種々のバリエーションがあり得る。 
「優れた業績」に対する報償は、必ずしも⾦銭であるとは限らず、勤務時間を軽減することで報
償とする場合もある。給与のほかに教員にとって重要な勤務条件として週当たりの担当授業時数
がある。ドイツではほぼすべての州で教員の勤務時間は職場（学校）に拘束される時間として決

 
18 なお 1955年（昭和 30年）の⽇本の⼩学校においては、2 学級以下の規模の学校は本校
22225 校中 1168 校（約 5%）、分校 4655 校中 3123 校（約 67%）であった。単純に加算すれば
約 16%の⼩学校経営が 2 学級以下であった。⽂部省（1956）、参照。 
19 19世紀後半にドイツの都市部で⾏政的に進められた単級学校中⼼の学校システムから組織化
された学年制を持つシステムへの発展については、前原健⼆（1995a）、参照。また都市部の学
校システムの発展に伴う校⻑職の発展については、Vgl., Nevermann, K. (1982:95ff.). 
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められるのではなく、週当たりの担当授業時数で決められている。学校の種類や段階によって多
少の幅があるが、おおむね 45分授業を 25コマ程度担当する。授業が終わると教員は基本的に学
校を離れる、つまり帰宅してしまう。この点が⼀般の公務員や被雇⽤者とは⼤きく違うため、問
題視されることもある。しかしそもそもドイツの⼀般的な学校には⽇本の職員室のような部屋も
教員ごとの机もなく、教員は授業の準備や教材研究、書類の整理などの仕事をすべて家へ持ち帰
るため、実際の労働時間は法定の 38.5 時間を上回り、少なくとも 41 時間 40 分になると推定さ
れている20。こうした実情の中で担当授業時数を数時間軽減することは、⾦銭的給付と同様の価
値を持つのである。もちろん軽減した分の授業の補填のためには追加的な⼈件費がかかるから、
こうした措置にともなう財政的負担は決してゼロではない。 
こうした業績主義的な給付つまり教員に対する業績報償制は、すでに⼀部の州で導⼊されてい

た。ドイツ⻄部のノルトライン・ヴェストファーレン州では 1999 年度から「業績」に応じて授
業時数を軽減する制度が設けられた。そのための財源は、俸給表の段階を少なくし、さらに昇給
期間を部分的に延⻑することによって⽣み出された。つまり全体としての給与を抑制し、⼀部の
すぐれた業績をあげた教員への給付にまわすということである。 
教員団体からの批判にもかかわらず導⼊されたノルトライン・ヴェストファーレン州のこの制

度は 2001年度には廃⽌された。朝令暮改といってもよいこの動きは、「優れた業績」を客観的に
判定することが難しいという理由（⾔うまでもなく、これ⾃体、あらかじめ明⽩な問題であった）
以上に、要するに軽減した分の授業を補填するための費⽤の⽀出を抑えたいという財政的理由に
起因する政策の変更であった。これに対して、業績報奨制の導⼊に際してなされた俸給表の改定
（⼀般的な教員サイドからみれば改悪）が元に戻されない以上、州政府のやり⽅は「詐欺」であ
ると、管⾒の限りでは州内のすべての教員団体が反発している。 
全体の給与⽔準を抑制することによって財源を⽣み出して⼀部の教員に報償を与えるという政
策提案はベルリンなど他の州でも⾒られるし、また『シュピーゲルDer Spiegel 』など⼀般誌で
も話題となっている21。ここで注意しなければならないのは、これらの政策提案が必ずしも教員
の仕事の特性に即して考えられたものではないという点である。1990 年代後半からの教員の業
績論議の背景には、実は⼀般の公務員の俸給制度の改⾰がある。従来は⼀般に公務員については
業績に対する報償は存在しなかったが、1997 年にドイツ連邦共和国俸給法が改正され,そうした
制度をおくことが認められた22。この制度改正の理由は、ひとつには⼀般に公務員の仕事ぶりに
対する批判、またひとつには財政緊縮を背景とする⼈件費削減の要請があるものと考えられる。
今⽇に⾄るまでの教員の業績に対する関⼼は、ひとつには確かにこの連邦俸給法改正をうけて、
公務員としての教員に波及して⽣じてきた⾯がある。そのため、そこには教員の仕事の特性に対
する認識が⽋けている。 
とはいえ、教員に関する業績報奨制に関する固有の⾔説もまた存在する。それらの⾔説における

教員の業績報償制をめぐる固有の論点は何か。現代ドイツを代表する教育学者の⼀⼈である J.エ
ルカースは、ある教育雑誌の対論において23、業績給の導⼊に全⾯的に賛成して⼤略次のように
述べている。 
 
・ドイツの教員給与制度においては、教育の成果に⼤きく影響する教員同⼠の差違が無視さ

 
20 GEWの委託による調査結果による。Hardwig, Th./Mußmann, F. (2018). なお「41時間 40
分」という数値は年間の総労働時間を学校の⻑期休業期間を含めて除した値であるため、授業
期間中の週あたり労働時間ははるかに⻑く、ほとんどの教員は⼟⽇も学校のための仕事をして
いることに注意しなければならないと強調されている。 
21 „Leistungsprämien sollen Motivation steigern.” In: Der Spiegel, 2001.5.4 
22 Bundesbesoldungsgesetz, Artikel 42a. 
23 Oelkers, J./Strittmatter, A. (2004). 
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れている。 
・アメリカの⼀部の州では業績評価の結果によって教員がランク分けされ、給与にも格差が
あるが、教員組合⾃⾝がそれを望んでいる。 
・今後、⼈事や財務も含めて学校の⾃律性を強化し、学校ごとの教員の能⼒評価と業績給与
制を導⼊して学校の改善を図るべきである。 

 
⼀⽅、同じ対論で業績報償制に反対する論陣をはった A.シュトリットマッターは⼤略次のよう

に述べている。 
 
・経済界、官公庁の業績報償の制度はほとんど所期の⽬的を達成しておらず、むしろ形骸化
して制度不信を⽣んでいる。 
・学校における教員の業績報償制は効果がないだけでなく、校⻑との、また同僚間の信頼関
係を崩すという逆効果がある。 
・業績評価がうまく機能するケースは確かにある。それは、評価される側に評価者の能⼒に
対する⼗分な信頼があり、組織の中で評価の透明性が共有されている場合であるが、学校に
おける業績評価は⼀般にそうした条件を満たしていない。 
・ 教員など専⾨職者の業績にふさわしい報償は、⾦銭ではなく「承認」である。 

 
業績に対する報償に賛成するエルカースの⽴論は、おそらく事実の指摘としては正しいと思わ

れる。確かに教員個々の⼒量の差は制度的には無視されているし、業績報償制を導⼊している国
はいくつもある。しかし問われなければならないのは、それが現実に学校教育の改善につながる
かどうかである。業績報償制の導⼊によって活性化される「べきである」といういわば「当為命
題」は、その命題の実現性をまったく保障しない。他⽅、業績報償制に反対するシュトリットマ
ッターの⽴論は、教員に対する業績報償制には反対しながら、業績評価そのものを否定するもの
ではないと⾒られる点でたいへん興味深いものである。そこには、教員の業績にランクを付して
⾦銭を給付するという⽅式ではない、学校組織にふさわしい業績評価のあり⽅に対する⽰唆が含
まれている。次節でさらにこの点を敷衍して論じたい24。 
 
 
3 教員評価の原理としての「対話」と「承認」 
3.1 業績報償制に対する学校管理職者の⾒解 
 
前節でドイツでは教員に対する業績評価を給与と結びつける施策は必ずしもうまく進⾏してお

らず、業績報償制への批判も含めて、学校組織にふさわしい評価のあり⽅が模索されている状況
もあることを述べた。本節ではまず、筆者が調査した範囲での業績報償制に対するドイツの学校
現場の反応を紹介しておきたい。 
2001 年の秋から翌春にかけて筆者はドイツの公⽴学校⻑ 30 ⼈ほどに学校管理の実際に関する

インタビュー調査25を⾏い、その中で業績報償制についてもたずねた。校⻑たちの答えは賛否さ
 

24 なおエルカースは別の論稿では公教育への市場主義の導⼊を批判的に検討している。そこで
は「教育的なもの」と「経済的なもの」の区別を重視しており、興味深い。Oelkers, J. 
(1995:135ff.). 
25 本章で参照するインタビュー調査は 2001年秋から 2002年春にかけて、ドイツ・ヘッセン州
フランクフルト市内の公⽴学校⻑に対して筆者が単独で実施したものである。対象者の選定は
特に基準を設けておらず、基礎学校、基幹学校、総合制学校、ギムナジウムの校⻑を含んでい
る。インタビュー調査の記録については、前原健⼆（2002）に収めている。 
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まざまであった。いくつか具体例を挙げてみよう。 
 

「どんな仕事をしても同じように給料が出るというのはよくありません。⾃分としては〔業
績報償制に〕賛成です。」 
「⼈間の仕事には、他者からの認知が必要です。それが賛成する最⼤の理由です。つまり業
績給はとても⼈間的な制度だと思います。」 
「業績給はばかげた考えだと思いますよ。学校の中には複数の教員でチームを組んでやるプ
ロジェクトがたくさんあります。どうやって⼀⼈⼀⼈の働きを⽐較して評定するのでしょう。
私には不可能だと思われます。」 
「業績給の考え⽅は、まるっきり間違っています。教員の業績を判定する基準がありません
し、⽣徒の成績で判断するとしたらまるでナンセンスです。本校のように問題を抱えた⼦ど
もが多い学校の教育は⼤変な仕事です。業績給は、教員の間にネガティブな効果しか⽣まな
いと思います。」 
「職場の空気を悪くするでしょう……けれど必要かもしれません。いい仕事をしてもらうた
めのサポートとして必要かもしれません。しかし教員の間に序列を作ることはよくありませ
ん。それぞれの仕事がそれぞれに違うのだから、⼀つの基準で⽐較できません。」 

 
こうしたさまざまな考え⽅は、もちろんそれぞれの校⻑の⼈間観や教育観の問題に⾏き着く⾯

もあるだろうが、勤務している学校の教育の困難度や教職員間の関係性の現状に影響されている
⾯もあるように思われる。この点は推測の域を出ない主観的な印象であるが、定期的な⼈事異動
のないドイツでは、学校組織の雰囲気や空気、⼈間関係は⽇本の公⽴学校の場合以上に重要であ
ろう。 
前節で取り上げたエルカースとシュトリットマッターの対論をこうした印象の上に置いてみる

と、業績報償制の導⼊によって学校の改善を図ることができるとするエルカースの⽴論はおよそ
学校組織の特殊性や個別の学校現場の具体的状況への⽬配りを⽋いたもののように思われる。確
かに、学校組織において教育⾏政官や校⻑は法規に定められた職務上の義務を果たすように教員
に命令することができるし、そのための道具として業績評価や業績報償制を⽤いることができる。
しかしそうしたやり⽅では教育活動そのものが受動的でおざなりなものになることを防げない。
定型化された作業に還元できず、個⼈の裁量の余地がきわめて⼤きい教育活動の質の向上のため
には、権威的構造の強化は有効ではなく、教員たちの積極的な協⼒体制と学校への帰属意識を⾼
めることの⽅が有効であると考える⽅が妥当であるように思われる26。 
 
3.2 教員評価のあり⽅の模索 
 
こうした意味での学校組織の特殊性と学校現場の固有性に注⽬して教員の勤務に対する評価の

あり⽅をとらえなおそうとする議論はシュトリットマッターだけのものではなく、むしろ⼤きな
流れとなっているとも⾔える。それは直接に業績評価のあり⽅を再検討するという⽂脈から出て
いるのではなく、「学校の⾃律性」に基礎を置いた「学校づくり」論の中の、校⻑の役割の再検討
という⽂脈から出てきている。 
改めて第４章以下で取り上げるが、ドイツでも近年「学校の⾃律化」のスローガンの下、学校単

位の裁量の余地を広げる施策が進められている。これによって学校へ権限が委譲され、それを担
うための学校の責任が法的に整備されることになる。しかし⾔うまでもなく、そうした制度改⾰
が⾃動的に学校の教育活動の改善を保証するわけではない。裁量の余地が拡⼤されたからといっ
て、多くの学校がただちにその⾃由をつかいこなせるわけでもない。むしろ学校単位の裁量の拡

 
26 Bartz, A./Eikenbusch, G. (2004). 
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⼤は、学校ごとの成功・不成功の度合いを表⾯化させることにもつながっている。現実には、学
校の⾃律化が学校運営の形式主義化、つまりとりあえず法規の定めにしたがって⼿続きを踏んで
校内で決定をくだすものの、それが⼗分な⾃律性と創造性を伴わないような状況も⽣まれている
という指摘もある27。⾃律的な学校を率いる責任者である校⻑には、これまで以上の実質的な責
任が課せられることになる。こうした⽂脈の中で、教員たちの「やる気」を引き出すという校⻑
の役割が重要性を持ってきているのである。 
ここにおいて重要なキーワードの⼀つが「同僚対話」（Mitarbeitergespräch）である28。前述の通

り校⻑は「管理者」「評定者」としての役割において、業績評価や業績報告書の作成に際してその
内容に関する「協議」を法的に義務づけられている。そうしたいわば法制度的なコミュニケーシ
ョンに替えて、⽇常的な「対話」のパートナーとしての役割をよりいっそう重視しようという⽅
向性を⽰すのが「同僚対話」という表現である。業績評価は、⼈事の資料となるにせよ、業績報
償制の資料となるにせよ、競争的な性格を免れない。したがって⾃分の教育活動の悩みや問題が
率直に語られるべき機会とはなりえない。⾃律的な学校経営を担う校⻑にとっては、学校の管理
者、職務上の上司でありながら、⼀⼈の同僚として「対話」的関係をつくることによって教員た
ちの「やる気」、学校への帰属意識と職務への献⾝を引き出すことが成功の鍵となる。 
もう⼀つの重要なキーワードとして、「承認」（Anerkennung）が挙げられる。シュトリットマッ
ターも指摘していたように、専⾨職にとっての報償は必ずしも⾦銭とは限らない。むしろ⾃分の
⽇々の仕事ぶりが周囲によってその価値を「認められる」ことが⼤きな報償となることがある。
ある実証的研究によれば、教員の「やる気」は⽣徒への授業、同僚との共同作業、そして校⻑に
よる「承認」によって規定されているという29。こうした意味での「承認」もまた、競争的な性格
をもつ業績評価とはまったく異なる場においてのみ適切に⽣まれ出るものであろう。 
学校組織の特殊性と学校現場の固有性は「学校の⾃律化」を必要とし、「学校の⾃律化」は校⻑

の果たすべき役割として「対話」と「承認」を求めている。とはいえ、「対話」も「承認」も安直
な制度化にはなじまない。再び筆者が実施したインタビュー調査の中から具体例を挙げれば、た
とえば校内の教員ひとりひとりと、電話の取次ぎも急な⾯会も謝絶して最低⼀時間の⼆⼈だけの
「対話」を確保することに努める校⻑や、常に校⻑室のドアを開放してケーキとコーヒーを⽤意
して、「対話」の機会を狙う校⻑も珍しくない30。そこでの「対話」は、たとえば業績評価の⼿続
きにおいて求められるような法制度上の概念における⾯談とは異なるものであるだろう。「承認」
も、⽇付⼊りの署名によって確認される業績評価への合意とは異なる、⾮・法制度的な概念であ
ると⾔うべきであろう31。「対話」も「承認」も定型的・定量的に把握することはできないが、し
かしその存在は当事者の間では確実に了解され、明⽇からの教育活動を励ます⾮定型的な⼀種の
相互作⽤であると⾔えるであろう。 
以上のようにみるならば、ドイツの学校現場の校⻑による「対話」と「承認」は、業績評価と業

 
27 Pullig, K.-K. (2004). 
28 同様の関⼼を持つ研究として、参照、辻野けんま（2009）。 
29 Huber, S./Niederhuber, S. (2004). 
30 これは誇張ではない。筆者が校⻑室を訪問して実施したインタビューの途中でケーキを振舞
われることは⼀再ならずあったが、それは決して筆者の訪問を⾒越して⽤意されたものではな
かった。 
31 ドイツにおける「承認Anerkennung」は、しばしば社会哲学的な⽂脈においても固有の重要
な意味を与えられているが、学校管理ないし教員評価の分野への影響については本論⽂では⾔
及することができなかった。ドイツにおける「承認」の社会哲学、特に近年注⽬される A・ホ
ネットの議論については、参照、⽇暮雅夫（2008）、藤野寛（2016）。なおホネットの承認論と
教員評価の関連付けについては⼩野裕太⽒（2020年度東京⼤学教育学部 3年⽣）からとても有
益なコメントをいただいた。記して感謝したい。 
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績報償制に代表されるようなやり⽅とは異なる教員評価の⼀つの⽅向を⽰すものと⾔えるであ
ろう。 
 
 
4 ⼩括 
 
最後に、前章で取り上げた「専⾨監督の法的監督への縮⼩」という主題との関わりも含めて、ド

イツの教員評価の特質について論じておきたい。 
まず、ドイツの教員の業績評価の法制度はきわめてよく整備されたもののように思われる。本⼈

開⽰と異議申し⽴て⼿続きの法的整備は、それ⾃体として⽇本の法制度へも導⼊が検討されてよ
いもののように思われる。 
とはいえ、ドイツの教員の業績評価制度は著しく形骸化しているということもできるものであ

った。その形骸化は、実証的な根拠を⽰すことはできないが 1 学級ないし 2 学級で編制される学
校組織が戦後もかなり⻑い間⼀般的だったこと、それ故当然に⽇常的な教員の教育活動に対する
業績評価は存在する余地がなかったこととある程度の関係があるように思われる。⼀⼈で授業を
⾏い学校の管理運営の全てを担当する「⼀⼈前」の教員を外部から評価することはできない。 
教員の業績評価制度の形骸化に対して、業績評価を業績報償制と結びつけることによって実質
化を図るべきであるとする議論はドイツにも存在しており、⼀部その具体化も試みられている。
⼀般的に考えれば業績報償制は職務能率の向上に影響を与える可能性があるとしても、その普遍
的な効果は⼀般的にも教職固有の⽂脈においても⼗分に実証されているわけではなく、多くの課
題が指摘されている（⾼橋伸夫、2004、中村洋介、2006、苅⾕剛彦、⾦⼦真理⼦編著、2010）。
客観的な評価基準の作成と評価指標の収集が難しい教員の職務についてはとりわけ評価の不確
実性に対する疑問は容易に払拭できない。このことを前提とした場合、業績報償制が教員の積極
的な意欲を引き出す効果があると信じる理由はいよいよ少なくなると思われる。 
そうしたことも踏まえて、本章における検討を通じて明らかになった教員の仕事の特性にふさ

わしい評価のためのキーワードとして「対話」と「承認」を挙げることができる。それは法制度
上の概念として理解されるべきものではない。つまり法制度上の⼿続きとは無関係に個々の学校
の具体的⽂脈の上に⾏われ、実質的に教員評価に求められる機能を果たしている。拡張された制
度概念を踏まえて、ドイツにおける教員評価は法制度上の定期評価の現状としてよりも⽇常的な
「対話」と「承認」のプロセスのあり⽅として理解されるべきものであると⾔い直すこともでき
よう。32 
この認識の上に改めて問われなければならないのは、前章の主題であった「専⾨監督の法的監督

への縮⼩」と教員評価のあり⽅との間にはどのような制度論的な関係性を⾒出すことができるか
という点である。「法的監督への縮⼩」論においては教員の教育活動を究極的に合法・不法という
軸で判定することが想定されていた。これに対して KMKからの批判の論理において⽰されてい
たように、学校管理職者や視学官と教員の協議が、仮に暗黙的にであれ、合法・不法という軸に
焦点化されることになれば、そこには教育活動上の悩みや課題の⾃⼰開⽰を含むであろう「対話」
も、抽象化されない具体的⼈格のあいだでこそ有意味に遂⾏されるであろう「承認」も、存在す
る余地がない。 
本章で⽰してきたように、ドイツの教員の業績評価は被評価者の権利保護のような側⾯では厳

 
32 ここで取り上げた「対話」と「承認」は、現実的な背景は異なると思われるものの、経営学
分野における「コーチング」に近いものと考えられる。⼈間的な信頼感を基盤におく⼀対⼀の
対話を通じた省察⽀援としてのコーチングは、学校経営実践の中の⾮制度的な営みとして⽇本
においても今後の発展が⾒込まれるように思われる。コーチングについては、さしあたり、播
磨早苗（2008）、P・ホーキンズ（2012）、J・オコナー（2012）、参照。 
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格に制度化されていると⾔えるが、定期評定は数年に⼀度の実施、ないし実施しない州もある点
や実際上の使途がない点などの側⾯ではとても緩やかに制度化されている。そうした法制度上の
業績評価とは別に、学校の現実的な⽂脈に即した教員評価の形として「対話」と「承認」の⾔説
を⽣み出してきたのがドイツの学校の現実であるとする本章の⾒⽴てが妥当であるならば、そう
した学校の現実が「専⾨監督の法的監督への縮⼩」というアイディアによっては改善されないと
考えることもまた穏当なものであると⾔えるであろう。 
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第 3 章 ドイツにおける学校改善⽀援策としての教員研修改⾰の動向 
 
1 本章の課題と先⾏研究 
1.1 本章の課題 
 
本章ではドイツにおける現職教員研修をめぐる改⾰動向を検討する。まず現職教員研修とその

研究の重要性を確認した上で、「２」ではドイツで近年教員研修への注⽬が⽣じてきた事情を整
理、分析する。「３」では近年の最も意欲的な教員研修改⾰の試みとしてニーダーザクセン州の事
例を整理し、「４」では議会資料に即して、また「５」では筆者が実施した現地でのインタビュー
調査に即して、教員研修改⾰の現状を分析する。最後に⽇本との⽐較を踏まえて教員研修のあり
⽅に関する若⼲の議論を提⽰しながら、前章までの議論との関連について論じる。 
現職教員研修の重要性は改めて確認するまでもない。法規レベルで⾒れば教育基本法、教育公務

員特例法以下、研修の権利と義務は様々なレベルで規定されている。近年、中教審答申以後、改
めて「学び続ける教員」を旗印に現職教員研修の重要性は強調されている。とはいえ、現職教員
研修に対する研究的関⼼は、⼊職前教育つまり⼤学における教員養成の歴史や現状、改⾰動向に
対するそれと⽐較して低い。これは⽇本だけの特殊状況ではないように思われる。研修は、各県・
政令市の教育センター（教育研究所）等を中⼼に組織され、そこでは実践的な⾒地からの研究と
改善が⾏われているが、研修の重要性と投⼊されている資源の量に鑑みれば、「研修研究」の⼀層
の拡充が求められると⾔ってよいように思われる。 
なお、戦後⽇本の⼊職前の教員養成の先進性と停滞についての佐藤学の議論は現職教員研修に

ついて考える場合にも有益と思われるので、簡単にふり返っておく。佐藤は戦後教育改⾰の中で
つくられた「⼤学における教員養成」の原則は同時代的にはきわめて先進的なものであった。そ
の後、20 世紀の後半には多くの国で教員養成教育の⾼度化が進み、いわゆる先進諸国においては
修⼠レベルまでの養成教育が標準化しつつある。それに⽐して、⽇本の教員養成教育は半世紀以
上停滞を続け、今⽇ではかつての先進性を喪失している（したがって何らかの形で修⼠レベルの
養成教育の導⼊が喫緊の課題である、ということになる）。 
戦後の⽇本においては現職教員研修も法的によく整備され、⾏政的に、また⾃主研修（⺠間研修）

として、精⼒的に展開されたと⾔ってよい。戦後における現職教員研修の必要性は、当時の学校
教員のほぼ全員が戦前・戦中期に教員としてのキャリアを開始した⼈々であったという⼀事をも
ってしても明⽩である。 
その後、現職教員研修は質量ともに充実を続けてきたと⾔ってよいように思われるが、⼀⽅で研

修に参加する教員の側の「研修疲れ」や「受動的姿勢」、「校内研修の形骸化」といった問題も指
摘されている。教育⾏政組織の⾯から⾒ると、研修企画担当者の専⾨性が蓄積されやすいとは⾔
えない⼈事制度、また個別の学校経営の⾯から⾒ると「組織体としての学校」のイメージと定期
的⼈事異動の齟齬も課題となり得る。具体的なデータはないが⾃主研修（⺠間研修）の衰微感は
⽐較的広く体感されているように思われる。 
 こうした状況下においてはもはや研修は単純には学校⽀援のための企画とは⾔えないことに
なる。上記の佐藤の⾒⽴てを借りて⽐較制度論的な仮説を述べれば、⽇本の現職教員研修はかつ
て有していた先進性が失われているかもしれない。ここに他の諸国の新しい現職教員研修の企画
に学ぶべき理由がある。 
 
1.2 先⾏研究について 
 
本章において具体的に⾔及するように、ドイツ（⻄ドイツ）において⼀般に教員研修は低調であ

り、専⾨的な研究の対象となることも少なかった。教員研修が教育学研究のポピュラーな対象と
なったのは⽐較的近年のことである。そうした中で基本的と思われるいくつかの先⾏研究の内容
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を瞥⾒しておきたい。まず、R.ミラーは 1995 年に実践的な⾒地からの研修の⼿引を執筆してい
るが（Miller, R. 1995）、そこではドイツでは校内研修の前提となるべき教員相互の授業参観が基
本的に⾏われていないという事実が指摘されている。また K.バーゾルトによる歴史研究では
（Basold, K. 2010）、ニーダーザクセン州の教員研修のうちの「集合研修⽇ Klausurtagung」の主
題の移り変わりが歴史的に分析されている。「集合研修⽇」とは、8 ⽉ないし 9 ⽉の新学年度の開
始の直前の⼀⽇か⼆⽇を使って学校ごとに実施されることのある校内研修企画のことである。⽇
本の教員研修事情と⽐べた場合にきわめて興味深いのは、そこにおいてはこの「集合研修⽇」が
年度を通した唯⼀の校内研修の機会として把握され分析の対象となっていることである。 
教員研修に関する近年の最も包括的な研究の⼀つとみられる F.H.ミュラーらのドイツにおける

教員研修を扱った編著書（Müller, F. H., u.a.(Hg.) 2010）は、TALIS2008にも⾔及しつつ、教員
養成の第⼀段階としての⼤学における学修、第⼆段階としての試補勤務に続く「第三段階の教員
養成教育」としての現職教員研修の重要性を、次のような理由を挙げて強調している。第⼀に教
員としての職業⽣活は⼊職前の養成教育の期間よりもはるかに⻑期間にわたって続くこと、第⼆
に職業的専⾨知の獲得は⼊職前の数年間で完了するものではあり得ないこと、そして第三に社会
の変化発展、教育制度の発展が常に新しい能⼒の獲得と更新を教員に求めていることである。こ
うした⼀⾒当然の研究関⼼の表明は、ドイツにおいて教員研修が教育⾏政研究の主題としてほぼ
等閑視されてきたことの反映とみることができる1。 
また、ドイツの代表的な⽉刊教育誌である“Pädagogik”（『教育』）は 2020 年 7/8 ⽉号で「ドイ

ツの教員研修」を特集しているが、そこにおいても基本的な論調は同様であり、ドイツでは教員
養成の第⼀段階（⼤学）と第⼆段階（試補勤務）は重視され、また充実も図られているが、第三
段階（現職研修）はほとんど注⽬されてこなかった状況が指摘されている2。 
 

 
2 教員研修への注⽬ 
2.1 教員研修の法制度 
 
ドイツの教員は法的には研修義務を負っている。どの州でもほぼ同様であるが、たとえばノルト
ライン・ヴェストファーレン州では次のように法定されている。 
 
ノルトライン・ヴェストファーレン州学校法第 57条 3項 
「教員は、⾃⾝の知識及び能⼒の保持と向上のために⾃ら研修を⾏い、また職務としての研
修にも授業のない時間に参加する義務を負う。授業のある時間における研修の許可について
は、⼀般に、授業の代理あるいは事前または事後の実施が保証される、または他の⽅法によ
り授業の⽋落が回避されるという条件が満たされるものとする。」 

 
こうした規定の特徴は、⼀般的な研修義務は定められているものの、それが「授業のない時間」

または「授業の⽋落の回避」という条件の下に置かれていることである。これはドイツの教員の
勤務が⼀般に「勤務時間」によってではなく「週当たりの授業の持ちコマ数」によって規定され
ていることに直接関係している。たとえば週当たり 23 コマの授業担当が法定されている場合、
「授業の⽋落の回避」は実際上困難であるため、研修はこの「23コマ」の授業以外の時間に、し
たがって⼀種の無報酬の超過勤務として⾏うということになる。逆に研修を⾏わないことによる
制裁もない。つまり上記のような⼀般的な研修義務の規定にもかかわらず、要するにドイツにお

 
1 同様に「第三段階」の現職教員研修の機能不全と改善を指摘するものとして、Vgl., Brenner, 
P.J. (2009:131ff.). 
2 Daschner, P. (2020). 
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ける現職教員研修は「任意」「時間外」という枠組みの中に存在している。 
「任意」「時間外」という枠組みの中にありながら、研修による職能成⻑を図ろうとする教員のた
めのプログラムは多彩に提供されている。⼀般には州⽴教育研究所（または同様の教育⾏政機構
の⼀部局）が研修の企画を⽤意して各学校宛に周知し、教員は参加したい企画に⾃由に申し込む
ことになる。⽇本の状況と⽐較した場合に⼤変興味深いことに、こうした公的に企画される研修
の中には有料のものも少なくない。教員は研修に参加するための交通費および有料の場合の費⽤
を私的に負担することもあるが、勤務校の会計から⽀弁されることもある。 
 
2.2 教員研修への注⽬ 
 
2010年にドイツの代表的週刊紙3「ツァイトDie Zeit」オンライン版に掲載されている「教員は

学びたがっている Lehrer wollen lernen」という記事はドイツの教員研修をめぐる⽐較的新しい
問題状況を紹介している4。まずこの記事の内容を参照することによって教員研修の⼀般的イメー
ジを確認したい。 
この記事の中ではまず、ドイツの学校教員には⼊職後の研修が基本的に存在しないという「事

実」が指摘されている。上述のように、法的な制度としては教員には研修の義務が課されており、
公的な研修の機会も提供されているから、「研修が存在しない」という指摘は不正確であるという
ことはできる。しかし、これも後に具体的に⽰す教員の勤務の実態に即して⾒た場合には、換⾔
すれば拡張された制度概念の下では、「研修が存在しない」という認識は誤りではない。 
同記事においては、ドイツの教員は正規の教員として任⽤された後、「期せずして孤独な戦⼠と

なる Einzelkämpfer」であると述べられている。これは体系的な初任者研修のようなものが存在
せず、教員としての職業⼈⽣を独⼒で切り拓いていかなければならないという状況を表現したも
のである。同記事では続けて、いくつかの州では従来の慣⾏を覆して教員の研修が強化され始め
ている例が挙げられている。たとえばハンブルク都市州では 2003 年から「ようこそ教職へ 
Willkommen an Bord」と題する新任教員に対する⼊職導⼊⾏事が開催され、それが勤務外の扱い
であったにも関わらず好評だったことから、2011 年度からは必須化されることなどが紹介され
ている。 
そうした事例の紹介の後、同記事は教育学者 J.エルカースの教員研修改⾰に関する 2009 年 11
⽉の講演を断⽚的に引⽤して、ドイツの教員研修の課題を提⽰している。以下、このエルカース
の講演⾃体に即してドイツの教員研修の課題を確認しておきたい（Oelkers, J. 2009）。 
エルカースによれば、ドイツにおいて教員研修が低調である理由は教員養成のシステムとの関

連において理解されなければならない。⼤学における養成教育と⻑期間の試補勤務によって構成
されるいわゆる「⼆段階教員養成」は、正規の教員として勤めるに⼗分な能⼒の獲得を⽬標とし
ている。教員免許はそうした過程の末に授与されるのであるから、もし教員としての⼊職後に改
めて研修が必要とされるとしたら⼀体何のために⼆段階教員養成が⾏われているのかわからな
くなる。ドイツの教員養成は国際⽐較的にみると多くの時間とコストをかけており、⼊職後の教
員の⾝分保障は固い5。もし⼊職後の研修が実際に必須化されるとすると、それはそうしたドイツ
の教員養成の歴史的現在に対する「宣戦布告」になるとエルカースは述べている。 
このように教員養成教育と教員研修の本質的な背反的関係を指摘するエルカースは、しかし、教

 
3 “Die Zeit”は週刊であるがその体裁から雑誌ではなく新聞に分類される。中道左派寄りの⾼級
紙とみなされている。 
4 https://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2010-07/lehrer-fortbildung/komplettansicht (Zustand: 
2020.01.06)  
5 前章でみたようにドイツでは法的な意味での教員評価は機能しておらず、また教員免許の更新
制もない。 
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員研修の改⾰と充実に反対しているわけではない。むしろ教員研修の本質を個⼈本位のものから
組織本位のものへと切り替えることを提⾔して教員研修の充実を求めている（Ebd.）。教員の教育
活動を与えられた責任の範囲内における個⼈としての教員の⼈格的⾃由の発現とみなし、学校の
教育活動はそれが集積したものとみなす場合、教員研修の成果もまた個⼈としての教員の中に⼀
種の「財」のように蓄積されるとみなされることになる。これが教員研修の個⼈本位の理解であ
る。それに対して組織としての学校の教育活動を出発点に置く場合（エルカースはこれを教育の
企業的理解と呼んでいる）、個々の教員の教育活動は個⼈の⼈格的⾃由の範囲内で完結するもの
ではなく、組織としての学校の⽬標に即して、変化し続ける具体的環境の中で不断の調整を必要
とすることになる。このように⾒るならば、伝統的な⼆段階教員養成がどれほど素晴らしいもの
であるとしても、それは⼊職後の教員研修の必要性を減じるものではないことになる。 
エルカースはさらに、PISA2000以後顕著になった学校教育のスタンダード化や⽬標管理の傾向

にも触れて教員の研修の需要は上述のような教員個々⼈の必要から⽣じるとともに組織として
の学校の必要からも⽣じるという点を指摘している。学校の現状と改善の⽬標があり、そこから
教職員集団全体としての研修の需要が⽣まれる。教員は⼆段階教員養成によって⼀定の資質を保
証されているが、それはすべての場⾯における「有能さ」を保証しているわけではない。⼊職段
階から継続されるべき研修は、養成段階で獲得された資質と関わりを持ちつつ、上限を定めるこ
となく⾏われるべきものである。こうして改⾰されるべき教員研修においては、学校管理職者に
よる研修の需要の⾒極めと調整が重要になる。また特定の主題に関する単発的な講座として提供
され、教員の⾃由意志によって選択されるという教員研修の⼀般的な供給のスタイルも改めて構
造化されなければならない。 
以上のような提⾔は、ドイツの教員研修の現状と課題をきわめて的確に⽰しているように思わ

れる。とはいえ、エルカースのこの提⾔は教員研修に関する歴史上最初の議論だというわけでは
ない。実のところ、教員研修の改善はそれまでにも多くの州で取り組まれてきた。次節以降、教
員研修の⼀般的な法制度的枠組みを整理し、さらに近年最も⼤胆な教員研修制度の改⾰に取り組
んでいるニーダーザクセン州の事例を詳細に検討する。この作業によって教員の教育活動を取り
巻く制度的補完関係の構造をさらに深く分析することが可能となるであろう。 
 
 
3 ニーダーザクセンにおける現職教員研修改⾰ 
3.1 教員研修改⾰の前史 
 
上述の通り、ドイツでは教員研修は⼀般に低調であると⾔われてきた（Buhren, C. G., 2012:1ff.）。

ドイツの教員養成は⾼等教育レベルの⽬的養成による学修に加えて⻑期間の試補勤務という⼆
段階で構成されており、事実上早い時期から「修⼠レベル」を達成してきた。したがって、制度
論的には教員研修の低調は⼊職前教育の充実によって埋め合わされているということができる。
しかし試補勤務までは授業を精査指導されるものの、正規の教員免許を取得して就職した後は基
本的に授業を第三者から評価されることがなく、半数以上の教員は就職後に同僚の授業を⼀度も
⾒たことがないという指摘もある（Ebd.）。社会環境の変化の激しい時代において、そうした勤務
状況は維持し難い。実際、1990年代から、特に「学校の⾃律性」重視の流れの中で教員研修の重
要性が注⽬されるようになってきている（Bildungskommission NRW, 1995:316ff.）。その後、PISA
調査や移⺠・難⺠問題、インクルーシブ教育の展開などの影響もあり、多くの州が教員研修の改
⾰に多かれ少なかれ取り組んできている。本章はニーダーザクセン州（以下 NI 州）を取り上げ
るが、同州は 2012 年から教員研修を⼤学へ移管するという斬新な改⾰にドイツ国内で唯⼀取り
組んできたことが考察の対象とした理由である6。 

 
6 ⽇本においてドイツの教員研修に関する先⾏研究は少ない。たとえば⽥中圭治郞（2009）は「フ
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以下、NI州の教員研修改⾰の展開を公的資料とインタビュー調査に基づいて提⽰し、現時点で
の評価を⽰した上で、教員研修の⽐較教育制度論的な枠組みを仮設して若⼲の議論を提⽰する。 
ドイツの教員研修が全体的に低調であったと⾔われる根本的な理由は学校法制上の研修の位置
づけにある。NI州学校法第 51条２は「教員は、教育能⼒の維持のための研修を、授業のない期
間に⾏う義務を負う」と定めている。⼀⽅で教員の勤務⾃体は週あたりの担当授業数で決められ
ており、その授業の時間以外は正規の労働時間外であるとみなされている。ドイツでは授業を⾃
習等にして教員が研修に出かけることは原則として認められず、したがって教員の研修は正規の
労働時間外に、任意に⾏うものということになるのである。こうした状況は他州もほぼ同様であ
る。 
研修の低調ぶりを⽰す典型的な評価として、NI 州教員養成・学校改善局が 2006 年に作成した

資料では「講座の選択がほとんど個⼈の趣味関⼼によっていて学校の必要や当座の授業状況に即
していない」「提供される講座の内容に学校の多⾯的な教育的必要が反映されていない」「研修の
成果が学校での仕事に応⽤されたり、同僚に広められたりすることがほとんどない」といった点
が挙げられている7。 
こうした低評価にいたるまでに州の教育⾏政が無策だったわけではない。NI州では、州の下の

４つの県政庁区域を更にいくつかに区切って提供されていた教員研修の区割りと担当職員配置
の⾒直しが 1990 年代から数度にわたって⾏われてきていた。しかしそうした変更によって制度
が安定することはなく、2005 年に県政庁区域が廃⽌され地⽅⾏政⾃体が三層制から⼆層制に転
換した後は更に教員研修の実務上の基盤は弱体化していた（Ostfriesische Landschaft, o.J:50; 
Bogumil, J./Kottmann, S., 2006:14ff.; 宇野⼆朗、2011）。 
このような全州的状況とは別に、1993 年以来、州北⻄部のオストフリース特別地区及び州⻄部

の古都オルデンブルクを中⼼とする⼀帯に教員研修について独⽴した権限を与えるという、後の
分権的改⾰に連なる企画が開始されていた。前者は同地⽅が固有の⾔語・⽂化を保持してきた歴
史的経緯に鑑みて教育と⽂化・社会教育の領域について限定的な⾃治権を与えられてきたことに
関連して教員研修も移管されたものである（Ostfriesische Landschaft, o.J:50）。後者についてはオ
ルデンブルク⼤学に「教員研修センター」が設置され、教員研修のプログラムを実験的に提供す
ることとされたものである。これらの例外的な仕組みは上述の教員研修の区割りの⾒直しを越え
て維持され、本稿の主題である 2012年の改⾰の直接的前史となった。 
 
3.2 2012年の研修制度改⾰：⼤学への移管 
 
NI州では 2011 年 12 ⽉に⽂部省、学術省、州内の教員養成コースを持つ８⼤学、３つの成⼈

教育施設そしてオストフリース特別地区の間で締結された協定により8、教員研修は 12の組織ご
 

ランスとドイツでは、教員養成に⼒を⼊れているが現職教員研修はあまり重視されていない」と
概括しているが、これは本⽂に記したような⼀般的印象を⽰すに留まっている。具体的な検討と
して、榊原禎宏、辻野けんま（2014）はバイエルン州の教員研修実態の解明に取り組んでいる。
ただしバイエルン州は伝統的なドイツの教員研修制度を維持していると⾒られ、したがってここ
では新たな改⾰動向は扱われていない。管⾒の限りでは本稿が取り上げる NI 州の教員研修改⾰
についてドイツにおける先⾏研究はみられない。 
7 Niedersächsisches Landesamt für Lehrerbildung und Schulentwicklung: Lehrerfortbildung in 
Niedersachsen vor und nach UbS. Aus: http://innovelle-
bs.lernnetz.de/Downloads/fortbildung/referat_ubs_ni.pdf. (Zustand:2018.05.10.) なおこの時点
での教員研修制度の概要について、Vgl., Bellenberg, B./Thierack, A. (2000:213f.). 
8 Niedersächsisches Kultusministerium: Neuorganisation der regionalen Lehrerfortbildung. 
Erlass des MK vom 20.11.2011. Aus: https://www.landesschulbehoerde-
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とに置かれる教員職能センター（Kompetenzzentrum für die Lehrerfortbildung、以下センタ
ー）に移管された（図 3-1参照）9。教員研修の中央統括機関としての役割を持っていた州学校
品質保証センター（NLQ: Das Niedersächsische Landesinstitut für schulische 
Qualitätsentwicklung）10には管理職研修など⼀部が残された他、⼀般の教員研修は各センター
がプログラムを編成し、実施することとなった。この協定は 2012年１⽉１⽇から実施に移され
た。 
この改⾰の狙いは２つあった。ひとつは教員研修の「地
域化」である。地域化とは、地域の特性や学校のニーズに
応じた研修プログラムの編成を可能にすることである。
各センターは教育⾏政によって指定される特定の主題に
関する研修（「⼤綱 Rahmenkonzept 指定研修」11と⾔われ
る）の提供について配慮する他は独⾃の責任と権限でプ
ログラムを編成する。実際には、センターの担当者はおよ
そ半年単位で様々な主題の研修プログラムを組み、ウェ
ブサイト及び冊⼦によって管轄地域内の学校へ告知を⾏
う。センターの担当者は、⼀般に⾃⾝で研修講座を担当す
ることはなく、講座は様々な「研修講師」が請け負って実
施される。この研修講師は現職元職の教員であることも
あるが、⼼理・発達、芸術やビジネス、ソーシャルワーク、
社会問題などの分野の⼈も少なくない。センターの担当
者には、地域の学校関係者のニーズに⽬配りしつつ多彩
な講座を企画しその研修講師を調達する企画⼒が必要になる。研修講師の側からの「持ち込み」
の企画もあり、この場合センターの担当者が持ち込みの研修企画の採否を判断することになる。
研修講座への参加を希望する教員はウェブから申し込みを⾏う。「⼤綱指定研修」の講座は無料で
あるが、その他は⼀般に参加費がかかる。この参加費は講師⼿当及び開催にかかる実費を参加⾒
込数で除した額が標準とされる。すでに 1990 年代の改⾰以後、各学校には教員研修のための費
⽤が裁量可能な学校予算として配分されてきており、研修講座への参加を希望する教員は校⻑と
協議の上、この予算から参加費の⽀弁を受ける。校⻑にとっては学校運営の⽬標を踏まえた⼒量
向上に資する研修への参加を適切に促すことが従来以上に重要な課題となってきていると⾔え
る。 
2012年の改⾰のもうひとつの狙いは教員研修の「学術化」であった。学術化とは、⼤学の最新

の研究的知⾒を教員研修に活かしていくことを意味している。⼤学にセンターを置くことで、研
修講座の内容に最新の研究成果が反映されやすくなることが期待されたのである。協定に参加し
た⼤学学⻑や⽂部省・学術省の⼤⾂からは「⼤学における養成教育」「学校現場における試補勤務」
の⼆段階の教員養成に続く第三段階として教員研修を位置づけ、⼤学がこの三つの段階のすべて
に関わっていくという展望が語られていた。ただし実際には⼤学組織の中のセンターの位置づけ

 
niedersachsen.de/themen/lehrkraefte/fortbildung/neuorganisation-der-regionalen-
lehrerfortbildung.pdf (Zustand: 2018.05.10) 
9 成⼈教育施設であるルートヴィヒ・ヴィントホルスト・ハウスと歴史・エコロジー教育施設は
フェヒタ⼤学と⼀種のパートナー協定を結んでいるため、統計上はこの 3 組織が⼀つにまとめ
られる（つまり全体では 12組織ではなく 10組織となる）ことがある。 
10 旧・州⽴学校教育研究所が数度の組織改編を経て 2011 年からこの名称となった。 
11 「⼤綱 Rahmenkonzept」は様々な主題について⽂部省が発するガイドライン的⽂書である。
教員研修に関する「指定」は具体的には移⺠・難⺠の受け⼊れに関する研修及び障害者のイン
クルーシブ教育に関する研修について⾏われている。 
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⽅は統⼀されておらず、⼤学ごとに違いが⾒られる12。センター担当者の属性にも違いがみられ、
この点は具体的に後述する。 
こうして 2012年１⽉から開始された改⾰は 2016年末までの５年間の期限を付されていたが、
2016年中に更新が決定された13。途中、2013 年の州議会選挙の結果、連⽴政権の枠組みが変わっ
たが、この時の連⽴政権合意では新教員研修システムの継続が明記された。この点で、この教員
研修改⾰は政党間の対⽴案件ではなかったと⾔える。 
 
 
4 議会資料からみた改⾰の成果と課題 
 
本節では参照し得た公的資料に即して NI州の現職研修改⾰の成果及び問題点をみていく。2012

年以後、州議会の議事審議において教員研修改⾰が議論の争点となった形跡はない。この改⾰が
法改正を必要としない範囲のものであったこと、また前記した通り政党間の対⽴案件ではなかっ
たことによるものと思われる。ただし書⾯ベースで⾏われる「質疑」において教員研修改⾰は何
度か話題になっている。まず 2014 年１⽉には社会⺠主党所属議員から教員研修改⾰の有効性に
関する「質疑書」が提出され、同年 2 ⽉に州⽂部省から回答が出されているが、そこでは①研修
関係の予算は改⾰後に増額されてきていること、②各センターの業務は概ね順調に進⾏してきて
いること、が⽰されるなど、肯定的な内容となっている。ただし③「学術化」の実質をなすはず
の⼤学教授の教員研修への関わりについては法制上のすり合わせが進んでいない（⼤学での講義
演習以外の業務を本務として担当することが想定されていない）ためほとんど進展がないと回答
されている14。 
2016年 10 ⽉にはキリスト教⺠主同盟所属の議員から、教員研修の将来展望に関する「質疑書」

が出されている。ここでは 2015 年度の州会計検査院年次報告書において「教員研修の地域化は
⼗分に達成されていない」という評価が提⽰されたことを踏まえて15、改⾰後の教員研修の全体
状況が問われている。これに対する回答に付されたデータは、改⾰後の NI 州の研修の状況を最
も具体的に⽰すものと考えられる16。表 3-1 は、同質疑への⽂部省による回答及び 2015 年度州会
計検査院年次報告書に基いて教員研修講座に関する管轄地域ごとのデータを整理してまとめた
ものである。 
この表からは次のようなことが読み取れる。 

 
12 独⽴した学内組織として⽴てられたもの、教員養成担当部局の⼀部に位置づけられたもの、
社会⼈向け⽣涯学習部局の⼀つとして位置づけられたものがある。 
13 なおこの 2017年からの新しい協定は「無期限」とされている。Vgl., Niedersächsisches 
Kultusministerium, „Zukunft der Kompetenzzentren für die regionale Lehrkräftefortbildung in 
Niedersachsen gesichert: Land, Universitäten, Ostfriesische Landschaft und Partner aus der 
Erwachsenenbildung unterzeichnen Verwaltungsvereinbarung“. Aus: 
http://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/zukunft-der-
kompetenzzentren-fuer-die-regionale-lehrkraeftefortbildung-in-niedersachsen-gesichert-land-
universitaeten-ostfriesische-landschaft-und-partner-aus-der-erwachsenenbildung-unterzeichnen-
verwaltungsvereinbarung-150379.html (Zustand: 2018.05.10) 
14 Landtag des Niedersachsens, DS 17/1268. 
15 Jahresbericht des Niedersächsischen Landesrechnungshofs 2015 zur Haushalts- und 
Wirtschaftsführung. ただしこの州会計検査院報告が扱っているのは 2013 年までの状況であ
り、改⾰が 2012年 1⽉から始まったことを踏まえれば改⾰の達成度の不⼗分さについては若⼲
割り引いて解釈する必要があると⾔える。 
16 Landtag des Niedersachsens, DS 17/6996. 
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・開講講座数は年を追って増加する傾向にある。 
・研修参加率（⼀度でも何らかの講座に参加した教員の⽐率）は増加傾向にある。ただし約
４割の教員は⼀度も参加していない。 
・「学術化」に関わる指標としての⼤学⼈によって担当される講座は約３割ある。ただし当該
センターの置かれている⼤学の教員によって担当されたものかどうかは不明である。その他
の講座は学校教員、⺠間の専⾨家、研修事業者などが担当しているものとみられる。 
・全体的に⾒れば、約半数の講座は教育⾏政の「⼤綱」指定に沿った移⺠難⺠関連を含むイ
ンクルーシブ教育関連のものである。逆に⾔えば、センター独⾃の企画が約半数である。こ
れは「地域化」に関わる指標である。 
・インクルーシブ教育に関する校内研修17⽀援のための講座の開催は少ない。 
・表に⽰したすべての項⽬について、センターごとの差異が⼤きい。 
 

 
 
17 項⽬に及ぶ質疑に対する回答では担当職員のポストの充⾜状況などの細かな点も⽰されてい

るが、総括的に強調されているのは「個々のセンターは割り当てられた資源を⽤いてきわめて多
彩なモデルを展開している」「センターはそれぞれの地域の学校との関係を構築し、そのニーズを
⾒出してきた」ということである18。ここにはデータとして⽰される数値の違いをネガティブに
捉えるのではなく、むしろ「地域化」の趣旨に沿ったものとして積極的に評価しようとする姿勢

 
17 SchiLF (=Schulinterne Lehrerfortbildung)と称されるドイツの校内研修は⼀般に⽇本のように
主題を設定して通年で企画されるものではなく、前述の通り、新学期開始直前の⼀⽇などを使
って⾏われる全員協議会のような企画である。Vgl., Basold, K., a.a.O. 
18 Landtag des Niedersachsens, DS_17/6996. 
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を読み込むことができる。 
 

 
5 インタビュー調査からみた改⾰の成果と課題 
5.1 ⼤学ごとの違い 
 
⽂部省の公式評価が以上のようなものだとしても、それは必ずしもセンターの実態を表現するも
のではない。特に「地域化」の積極⾯として評価されているセンターごとの違いが何に由来する
かという点については具体的な検討が求められる。そこでこの節では筆者が 2012年から 2016年
にかけて実施したセンター等の担当者に対する訪問インタビューから得られた知⾒に即して「地
域化」の現状の⼀端を⽰したい。19 
まず、それまで教員研修の担い⼿であった NLQ の担当者は筆者の訪問インタビューに対して

「オルデンブルク⼤学以外はもともと乗り気だったわけではない」と答えていたことを記してお
きたい。オルデンブルク⼤学は教員養成⼤学を前⾝とする⽐較的新しい総合⼤学であり、すでに
⾒たように 1993 年以来、特例的に周辺地域の教員研修を受託してきた。NLQ担当者のこの発⾔
は、2012 年の⼤学への移管をそれまでのオルデンブルク⼤学の経験の拡張とみる⾒⽅を補強す
るものと⾔えるし、また⼤学ごとに相当の差が当初から存在していた状況を⽰唆するものである
と⾔えるだろう。 
⼤学ごとの違いとして具体的に指摘できるのは、センターの担当者の「属性」に基本的な違いが

あることである。ゲッティンゲン⼤学のセンターでは同⼤学の教育学の正教授及び学術助⼿がい
わばスライドして担当者となっている。これは 12 のセンターの中で唯⼀のケースであり、また
彼らは学校現場での経験は持っていない。ブラウンシュヴァイク⼯科⼤学センターの担当者（２
名）はそれまでの NLQ主導の教員研修の担当者であり、教員・校⻑としての経験も持っている。
またフェヒタ⼤学の担当者（１名）は学術研究者としての養成を受けて博⼠号を取得した学術助
⼿相当の⼈物であり、学校現場の経験も⼤学教授の経験も持っていない。こうした差異に関連し
て、ゲッティンゲン⼤学の担当者は次のように述べていた。 
 

「ここ〔ゲッティンゲン⼤学〕とブラウンシュヴァイクのセンターの間にはかなりの違いが
あります。」 
「私たちは学者Wissenschaftlerですが、他の⼈たちは古い学校システムの所属です。」 
「歴史が問題です。ゲッティンゲン⼤学は学術⼤学です。この道を外れることはできません。
他の⼤学はそうする必要はありません。」 
「私たちは相対的に独⽴して仕事をすることができ、他の何かを考慮しなければならないと
いうことなく⾃分たちの特徴をつくることができます。そうした独⽴した仕事ができるとい
うことが、このセンターがこの⼤学に置かれたことの魅⼒です。そうでなければ、古いシス
テムの仕事を他の組織が引き受けただけのことになると思います。それは私たちの望むとこ
ろではありません。」 

 
ここで⾔われている「古いシステム」とは、改⾰以前の教員研修の仕組みを指している。⾔及さ

 
19 筆者は NLQの他、８⼤学中の３⼤学、４つの成⼈教育施設のうち３つについて次のように
訪問インタビュー調査を⾏った。①NLQ：2012年 3⽉ 21 ⽇、②ブラウンシュヴァイク⼯科⼤
センター：2013 年 2 ⽉ 28⽇、③ゲッティンゲン⼤学センター：2013 年 3⽉ 4⽇、④フェヒタ
⼤学センター：2015 年 3⽉ 16⽇、⑤LWHセンター：2016年 2 ⽉ 11 ⽇。⑥オストフリース特
別地区センター：2016年 2 ⽉ 16⽇、⑦HÖBセンター：2016年 2 ⽉ 20⽇。インタビューはド
イツ語で実施し、内容を⽇本語による学術論⽂においてのみ利⽤する許諾を得た。 
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れているブラウンシュヴァイクのセンターでは、逆の⽅向から同じ趣旨の発⾔を聞くことができ
た。 
 

「ゲッティンゲンは、こことは違う研修の考え⽅、基準を持っています。より⾰新的です。
より少なく伝統的で、新しい考え⽅を実現しようとしています。成功するかどうかはともか
く、⾃分たちの考えで伝統を置き換えたいと⾔っています。」 

 
ゲッティンゲン⼤学センターの⾰新的な基準とは何か。再びゲッティンゲンでのインタビュー

に戻れば、そこでは次のように新しい教員研修の展望が語られていた。 
 

「私たちは同僚的学習に基づく組織改善という重点を確⽴したいと思います。」 
「〔センターへ来て受講するタイプの〕個⼈的なプログラムの提供は当然あります。しかし私
たちにとっての重点は別の⽅、学校と協⼒した学校改善です。」 
 

実際、前掲の表 3-1 からはゲッティンゲン⼤学センターは提供している講座数は少ないが、その
うちに占める「インクルージョンに関する校内研修⽀援」の⽐率は突出して多いことがわかる。 
他⽅、フェヒタ⼤学センターの専任担当者は、元々アカデミックなキャリアを通ってきたが、セ
ンターのポストに現職教員研修の⼤学への移管の協定の年限に合わせて 5 年間の任期付きで雇⽤
されている。この担当者からは、センター職員としての⾃⾝の属性に関してややネガティブとも
⾔える所感が語られた。 

 
「センターのこのポストは本来教員経験のある⼈が就くべきものですが私は教員経験があ
りません。しかし⼤学から来ている私には⼤学とのコンタクトは教員経験者よりも容易で、
これはメリットです。しかし学校で働いたことがないので学校の内側について知らない、こ
のことはデメリットです。」 
「ポストが２つあって、学校現場と⼤学から⼀⼈ずつ来ている場合、よいコンビネーション
だと⾔えると思います。」 

 
また、先掲の表 3-１はフェヒタ⼤学センターの提供している講座は⼤学⼈によるものの⽐率が
⾼く、また「⼤綱指定研修」の⽐率が⾼いことを⽰している。これを担当者の上述のような特性
に由来している可能性がある。 
以上のように筆者が実施した調査の結果からは、⼤学に置かれたセンターの担当者の属性には

「⼤学正教授」「学校現場経験者」「学術キャリア途上からの転⾝」といった違いがあり、その違
いはある程度センターの実際の活動内容に反映されている可能性があるように思われる。 
 
5.2 成⼈教育施設の特殊性 
 
筆者は⼤学以外の機関に置かれたセンターについて 4 つのうち３ヵ所を訪問し、インタビュー

調査を⾏った。1993 年以来特例的に教員研修を提供しているオストフリース特別地区のセンタ
ー、ルートヴィヒ・ヴィントホルスト・ハウス（Ludwig Windthorst Haus : LWH）、歴史・エコ
ロジー教育施設（Historisch-Ökologische Bildungsstätte : HÖB）である。LWHは NI州内で最⼤
の、HÖB は⼆番⽬の規模を持つ成⼈教育施設である。両者ともに⼀度に 100 ⼈以上の宿泊が可
能であり、年間を通じて多くの成⼈教育講座を開催している。 
注⽬すべき点は、これらの成⼈教育施設に置かれたセンターでは「⼤綱指定研修」の⽐率が⼩さ
く（前掲、表 3-1参照）、また（資料の制約から 2012年のデータになり、LWHと HÖBはフェ
ヒタ⼤学センターとの合算になるが）管轄地域内の教員の研修参加率が顕著に⾼いことである
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（表 3-２）。最低のハノーファーではわずかに 17％であるのに対し、オストフリース特別地区で
は 79％、フェヒタ（LWH、HÖBを含む）では 67％に及んでいる。これらのことは、素直に解釈
するならば、成⼈教育の蓄積のあるこれらのセンターは研修企画⼒において他に優り、それ故に
「⼤綱指定研修」以外の講座を多く⽤意して多くの教員の学習意欲を引き出している可能性を⽰
していると⾔える20。 
インタビューにおいて、成⼈教育施設に置かれた３つのセンターの担当者は全員教員としての
経験を持っていることを知ることができた。彼らは皆、この職を希望し⾃発的にセンターの教員
研修プログラム担当者として転職してきていた。また勤務場所の性格上、⽇常的に成⼈教育講座
の担当者と交流しながらセンターの職に従事していた。つまりこれらのセンターでは教員研修は
成⼈教育に有機的に包含統合されていると⾔うことができる。たとえば HÖBにおけるインタビ
ューでは、教員を対象とする講座⾃体は成⼈教育の講座の⼀種として 2012 年以前から開講され
ており、その経験が「⼤綱」関連以外の独⾃講座の豊富さに反映されていること、教員研修の地
域化によって当地の研修事情は「完全によくなった」ことが語られた。 
以上のことから考えると、少なくとも成⼈教育施設に置かれたセンターと（オルデンブルク⼤学

以外の）⼤学に置かれたセンターの教員研修企画⼒については違いを⽣み出す実体的な根拠が存
在し、またそれが地域の教員の研修意欲につながっているという仮説的推論に⼀定の妥当性が認
められるように思われる。 
 

 
 
6 ⼩括 
 
以上のような 2012年以来の NI州の教員研修制度改⾰の特徴は現時点において次のようにまと

 
20 なおバート・ベダーケーザ地域を管轄する成⼈教育施設である福⾳派教育センターの研修参
加率は 14％にとどまっているが、ここでは当初業務の進⾏が滞り、緩やかなパートナーとされ
たリューネブルク⼤学との関係もうまく組織されていなかったことが州会計検査院報告書にお
いて指摘されている。 
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められる。第⼀に、州の教育⾏政から組織的に独⽴したセンターを特定の管轄地域ごとに設置す
るという教員研修の「地域化」は、研修参加率の緩やかな上昇という点において評価するならば、
現状では成功している。当初５年間の協定期間が 2017 年から延⻑されたことは、政策的にこの
改⾰が評価されていることを⽰唆している。ただしこのことは、すべての地域が同じように成功
していることを意味しない。むしろ地域間の差はかなり⼤きい。州の教育⾏政の観点からすると
こうした差の存在は望ましいものではないとも考えられるが、この「地域化」の改⾰が約 20 年
に及ぶ⼆つの地域での実験的な取り組みを拡⼤したものと位置づけられることを踏まえれば、地
域間の差があることがただちに問題とはされず、研修参加率の全体的な向上の⾒込みが評価され
ているものと思われる。 
第⼆に、「⼤綱」として⽂部省から⽰される特定の主題の研修については受講を無料とし、それ

以外の各センターの企画による研修は原則として有料とするという仕組みは、州全体としての教
育⾏政・政策上の必要と地域ごとの必要やセンターの創意のバランスをとる⽅策として有効性を
持つものと評価できる21。 
第三に、教員研修を管轄するセンターを⼤学に置くという「学術化」は、⼊⼿できたデータに即

して考えれば現状において成功しているとは⾔えない。当初の改⾰の意図として語られた教員研
修への⼤学の学術的知⾒の応⽤は、ゲッティンゲン⼤学の端緒的な例の他は、⽬に⾒えるような
形では表れていない。⼤学⼈の積極的関与という意味での「学術化」の推進には⼤学教授職の職
務に関する法規定の⾒直しが必要だとすれば、この⾯での直接的な改善は当⾯期待できないと⾔
うべきであろう。 
第四に、NI州の教員研修改⾰が成⼈教育施設によっても担われていることには⼤きな意義があ

る。成⼈教育や職能成⻑のための学びは、それが「⼤⼈の学び」であるという点で「⼦ども」の
ための学校教育と決定的に異なると考えられる（三輪建⼆、2012）。客観性を⽋く印象になるが、
インタビュー調査の過程において筆者は、ドイツの成⼈教育の伝統と蓄積を教員研修の組織化や
内容に活かすという⽅向性に⼤きな可能性を感じることができた。 
以上のまとめを踏まえて、教員研修の⽐較教育制度論的な枠組みの中で NI州の改⾰がもつ含意

について考察しておきたい。⽐較教育制度論的にみた場合、教員研修制度の態様は「免許の上進・
更新等のインセンティブ」と「研修プログラムの主な提供者」を軸として図 3-2のように類型化
することができる22。アメリカ、オーストラリアなどは免許の上進・更新等のインセンティブと
研修が関連付けられ、研修プログラムは⼤学を中⼼に提供されている（図 3-2、象限Ａ）。⾏政の
提供する研修の受講によって免許の上進等が認められるならばＢに位置づく。⽇本の場合、主に
⼤学での講習受講が想定されている免許更新制はＡに位置づけられるが、通常の研修体系はＣに
位置づけられる。ドイツの⼀般的な教員研修は⽇本と同様に主にＣに位置づけられる。つまり免
許の上進制や更新制が存在せず、研修は主に教育⾏政によって提供されてきた。免許の上進制等
の客観的インセンティブが存在しない場合（Ｃ及びＤ）、教員研修に⾃発的に参加するモチベーシ
ョンは⾼まりにくい。「顧客」（＝研修受講者）が得にくければＤにおける供給が期待できず、⾏
政が主な供給者となるＣがひとつの制度的解となる。 
この枠組を踏まえると、本稿が扱った NI州の改⾰は研修の提供を教育⾏政から⼤学及び成⼈教

育施設へ移管することによってＣからＤへ移⾏しようとしているものとみることができるが、免
許の上進制等の導⼊は予定されていないため顧客は保証されない。したがってここで注⽬すべき

 
21 ゲッティンゲン⼤学センターの正教授であるH.ファイトは、NI州の教員研修改⾰の現状と展
望を主題としたシンポジウムの講演（2014年 11⽉ 17⽇）において、将来的に教員研修が「規
制された市場 regulierter Markt」における「企業モデル」に移⾏する可能性について述べてお
り、興味深い。Vgl., Veith, H. (2014). この講演原稿の⼊⼿についてはドレスデン⼯科⼤学 A.ゲ
ールマン教授に尽⼒いただいた。記して感謝したい。 
22 OECD（2001）、名須川知⼦、渡邉隆信編（2014）等を参照の上、筆者作成。 
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点は、どのようにして顧客の調達、ひいては教員の職能成⻑の実現を⽀える要因がこの改⾰の中
に埋め込まれているかということである。本稿が仮説的に明らかにできた範囲では、それは地域
の学校の具体的な研修ニーズの反映（地域化）と、伝統に裏打ちされた成⼈教育施設の企画⼒で
あった。 

 
これらの知⾒を直接的に⽇本の状況にあてはめるならば、教育⾏政とは独⽴に⼤学が教員研修

に積極的に関わる場合には、学校や教員の具体的な研修ニーズにどのように対応するか、また⼤
学の主たる顧客である「⼤学⽣」とは異なるであろう教員たちの「⼤⼈の学び」への配慮をどの
ように具体化するか、が重要な観点となる。また⽇本の教員研修の歴史的⽂脈に照らせば⾃主研
修や⺠間教育研究団体の活動は理念型的な類型としてのＤに位置づくと考えられる。この点につ
いて、NI州の事例において各センターが「持ち込み」の研修企画を採⽤する仕組みは⽇本におけ
る職務専念義務免除研修のあり⽅や⺠間教育研究団体の研修活動への参加の公的認証の可能性
を考える際に⼤いに参考になるものと思われる23。 
最後に、本章が明らかにしてきたドイツの教員研修の現状と改⾰の動向を、前章までの議論と重
ねておく必要がある。 
まず、ドイツにおける⼀般的な教員研修の低調な現実は、前章で触れた「⼀⼈前」意識をベース

とした職業⽂化と整合的である。要するに「⼀⼈前」と認められて仕事をしている職業⼈には、
強制的な職能成⻑は必要ないという意識がここにも存在する。法制度的には、教員には研修の義
務が課されているが、実際の教員の勤務の実態は、その研修義務を適切に果たせるようには設計
されていない。その限りでは、教員研修の低調さこそが（拡張された意味において）制度化され
た教員の働き⽅の現実に⾒合ったものだと⾔うことができる。本章で具体的に検討したのはニー
ダーザクセン州における教員研修改⾰である。その最⼤のポイントは、教育⾏政機関が州内の各
所に出先機関を置いて提供してきた教員研修を⼤学に移管したことである。当初の狙いの⼀つで
ある「研修の学術化」は現実化されておらず、その点に関しては今後も積極的な展望は⾒通し難
いように思われる。またもう⼀つの狙いである「地域化」は⼀定程度現実化されているものの、
各⼤学の教員研修センターの企画がすべて同じようにうまく動いているわけではない。とはいえ
ここにもまた、教員の実情や学校現場の必要に近いところでこそ教員の職能成⻑に資する研修の
提供が可能になるという構造を看取することができるように思われる。いくつかの成⼈教育施設
の意欲的な取り組みもまた、⾃らの⽣活の必要や⾃発的な意欲、関⼼によってのみ学ぶ、それに
対する何の義務も持たない⼤⼈たちの学びこそが成⼈教育であることに思いを致すならば、法制
度化されない形での教員の研修の可能性を⽰すもののように思われる。 
ニーダーザクセン州の改⾰は今のところドイツの教員研修の⼀般的な趨勢を⽰すものとは⾔え

 
23 教員研修の近未来像を展望する際には、勤務時間やワーク・ライフ・バランスの観点が考慮
されなければならない。本論⽂は、単純に勤務時間外の⾃主研修を奨励しそれに公的認証を与
えるという展望を主張するものではない。 

図 3-2 教員研修制度の類型モデル 
免許上進・更新等との関連あり 

免許上進・更新等との関連なし 

教育⾏政による提供中⼼ ⼤学・専⾨職団体による提供中⼼ 

Ｄ Ｃ 

Ｂ Ａ 
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ない。その意味ではここでの叙述は特異な⼀例に基づく仮説の域を出るものではない。しかし教
員を取り巻く現実に整合した形で職能成⻑の必要性に応えようとしているものとしてその動機
を理解することができるならば、そこには教員の現実と教員研修との間の制度的補完関係の典型
的モデルを⾒ることが許されよう。 
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第 2 部 学校の⾃律化の理論と政策 
 
 第 2 部では「学校の⾃律化」をめぐる制度改⾰の理念と現実を考察の対象とする。第 1 部でみ
たように、ドイツにおいて⼀般的に実定法上認められるに⾄った「教育上の⾃由」は、原理的に
は組織体としての学校の教育活動の⼀体性との間に齟齬をきたす可能性を持っている。個⼈とし
ての教員の教育活動と組織としての学校教育活動の間には制度的補完性があると⾔うこともで
きる。そうであれば、教員の教育活動の改⾰のあり⽅を理解するには、組織としての学校教育活
動の改⾰のあり⽅を併せて検討する必要がある。「学校の⾃律化」は、まさしくそうした組織とし
ての学校教育活動の改⾰のキーワードである。 
個々の学校を単位とした教育の質の改善への注⽬は各国に共通の動向であると⾔ってよい。⽇

本においても、1998 年 9 ⽉の中央教育審議会答申「今後の地⽅教育⾏政の在り⽅について」をう
けて、教育委員会及び学校の⾃主性・⾃律性についての議論が活発化している。ドイツにおいて
もすでに 1990 年頃から「⾃律」をキーワードとした教育改⾰論讓が盛んになってきていた。第
２部の各章は、そうしたドイツにおける「学校の⾃律 Schulautonomie, Autonomie der Schule」
論議を検討するものである。 
⽇本では、⽐較制度論的な観点から、特に「学校の⾃律化」において先例的な位置を占めるイギ

リス・アメリカの状況に即して、「学校の⾃律化」は教育の機会均等原則の根本的な破壊を招来す
ることが⼤いにあり得ることを指摘する議論もあるが（⿊崎勲、1994:56ff.、同、2000:11ff, 95ff.）、
全体としては「学校の⾃律上」はそれ⾃体好ましい、既定の⽅針として広く受け⼊れられている
ように思われる。こうした状況は、ドイツときわめて類似していると⾒ることができる。ドイツ
においてもイギリスの先例的ケースがもたらしている現況に即して、それがドイツの学校管理制
度の改⾰のモデル⾜りうるか否かが論じられる⼀⽅で（v. Friedeburg, L., 2000）、すでに少なか
らぬ州で法改正を伴う「学校の⾃律化」が積極的に進めめられている。そうした意味では、ドイ
ツの「学校の⾃律化」は⽇本と同じ⽅向を向きながら数歩前を進むものとみることができる。そ
れ故、また伝統的に中央集権的な⾊彩の強い学校管理制度の類似性という⾯からも、ドイツでの
議論からは多くの検討されるべき論点を学ぶことができると思われる。 
 
第 2 部は三つの章から構成される。 
第 4 章では「学校の⾃律化」という改⾰のコンセプトが登場してきた社会的背景、そのコンセプ
トの内容およびそれをめぐる議論を検討の対象とする。そこにおいては、複雑性の度を増し続け
る学校教育環境の中でややもすると⼀意的に望ましく響く「学校の⾃律化」が多くの構造的な論
点を含む主題であることを明らかにする。 
第５章では、「学校の⾃律化」の実定法上の保障の進展について、ヘッセン州を事例として整理

し、そこに⾒られる時期的な特質を検討する。そこでは特に 1990 年代半ば以降に学校の⾃律な
いし⾃⽴の意義に関する転換があったことが剔抉される。 
第６章では、「学校の⾃律化」が政策として実装された後の時点において、⾃律化された主体で

ある学校にとってそれがどのような現実的意義を持つものであるかという問題を、学校管理者
（校⻑）に対して筆者がドイツ・ヘッセン州において実施した質問紙調査のデータを⽤いて実証
的に検討する。 
この時点までのドイツの「学校の⾃律」論議についてはすでに南部初世（1999）、同（ 2001）、
坂野慎⼆（2000）、遠藤孝夫（2000）などの先⾏研究がある。本稿の設定する視⾓から⾒るなら
ば、これらの研究はそれぞれに異なる素材に即しつつも、いずれもドイツにおける論争的状況に
ついての考察は含んでいない。それ故、結論的に「学校の⾃律」の拡⼤はいわば⾃明の⽅向性と
して描き出されている。本稿はそれらの研究が明らかにしてきた事実を踏まえつつも、主に制度
理論的な視⾓からの批判的考察を試みるところにその独⾃性を主張するものと位置づけること
ができよう。 
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第４章 「学校の⾃律」の教育学的検討 
 
本章の課題は、ドイツにおける「学校の⾃律」を⽀える様々な⾔説の内容を、その対抗的な関係

に注⽬しながら検討することである。この作業によって、「学校の⾃律」は必ずしも単純に望まし
い⽅向への発展として捉えられるものではないことを⽰すことができる。 
本章ではまず第⼀に、ドイツにおいて「学校の⾃律」が学校運営改⾰の主題となってきた経緯に

ついて分析する（第 1 節）。次に「学校の⾃律」論議のひとつの到達点と考えられる 1995 年のノ
ルトライン・ヴェストファーレン州(以下 NRW 州)「教育の未来―未来の学校委員会」報告書の
意義を抽出し（第 2 節）、続けてその内容を批判的に吟味する（第 3 節）。第 4 節では「学校の⾃
律」の進展に対して、それを様々な観点から問い直す⾔説を取り上げる。 
 
 
1 学校制度論の主題としての「学校の⾃律」 
1.1 外在的主題としての「学校の⾃律」 
 
1990 年代に⼊っていわゆる「学校の⾃律に関する研究論⽂は急増した1。雑誌の特集、研究書な

ども枚挙にいとまがない状況といってよい。⻑い歴史を持つ⽉間の教育雑誌 “Pädagogik”）「教育」）
は、近年、学校を単位とした教育改⾰に関する特集を繰り返し組んでいる。「学校の⾃律：1993
年 11 ⽉号」「学校をみずから創る：1995 年 2 ⽉号」「⾃律 ― 具体的に：1996 年 1 ⽉号」「学校
の教育的成⻑：授業改⾰から各学校単位の成⻑へ：2/97」「評価、学校はその実践を検証する：
5/97」「学校の未來、未来の学校：1997 年 6 ⽉号」。またドイツ教育学会の機関誌 “Zeitschrift für 
Pädagogik” （「教育学雑誌」）も「学校の⾃律」（1995 年 1 ⽉号)、「学校の⾃律化」（1997 年 1 ⽉
号）を特集している。これらを瞥⾒する中で理解されるのは、ほぼ 1990 年以降、教育制度論議
のレベルでも、教育政策のレベルでも、各学校単位の⾃律性が⼀つの焦点となっているというこ
とである。こうした関⼼を端的に形容して、S.ベーツは「希望の星Hoffnungsträger」と表現して
いる（Beetz, S., 1997）。 
こうしたドイツにおける「学校の⾃律」論議の隆盛を導いた⽂脈を、教育外在的なものと教育内

在的なものに分けて概観しておきたい。本項では前者を、次項で後者を扱う。 
まず政治⼒学的な⽂脈である。イギリスのサッチャー改⾰のような⼤きな制度改⾰は⾒られな

かったものの、学校を独⽴した単位とみなす英⽶などの学校経営管理改⾰の動向はドイツの教育
改⾰⽴法にも間接的に影響を与えたと考えられる2。ただしこれら英⽶の教育改⾰はおおむね「新
⾃由主義的」と称され、政治的には保守的な勢⼒を主な担い⼿としていたが、ドイツにおける「学
校の⾃律化」はそう⾔い切ることはできず、むしろドイツの保守的な政治勢⼒は「学校の⾃律化」
に必ずしも好意的であるとは⾔えず、緑の党の台頭、社会⺠主党の党勢拡⼤などが「学校の⾃律
化」の推進⼒となっているように⾒える点に違いがある。英⽶の学校経営管理改⾰の動向とドイ
ツのそれを⽐較した場合、政治的な担い⼿という点ではある種のねじれがあるように思われる。
つまり政治⼒学的な説明をドイツの「学校の⾃律」の隆盛にあてはめることは難しい。 
次に財政⼒学的な⽂脈である。旧東ドイツとの再統⼀にともなう国家財政の逼迫に加えて 80 年

代後半からは旧⻄ドイツ各州で⼦どもの出⽣数が増加に転じたこともあり、教育財政も相当の危
磯に瀕することになるとの⾒込みが 90 年前後にはしばしば語られていた。「学校の⾃律化」は、
そうした⽂脈においては、個々の学校に経費節減の責任を課すことによって教育予算の切り詰め

 
1 ドイツの⽂献データべースに基づく„Schulautonomie“ 関連論⽂の激増を⽰すものとして、
Vgl., Magotsiu-Schweizerhof, E. (2000). 
2 今のところ現実化を⽀持する勢⼒は現れていないものの、フリードマン以降今⽇に⾄るアメリ
カのヴァウチャー制度論議などはドイツでも紹介されている。Vgl., Maurer, M. (l998). 
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と効率的な運⽤を図るための施策として理解されることになる。⼀部には、ドイツにおける「学
校の⾃律化」の要求は、こうした財政⼒学的な観点が議論の表舞台に登場するはるか以前から存
在していたものであるが故に、90 年代の「学校の⾃律化」は必ずしも教育予算削減を⽬的とした
ものではないのだ、ということを強調する論者もいるが（Frommelt, B., 1995）3、この財政⼒学
的な背景なしに 90 年代の「学校の⾃律化」論議を理解するのは正確な把握とは⾔い難い。教育
予算が「むだ遣い」されないことはそれ⾃体価値のあることであり、政策は、それが予算の節減
に役⽴つということをもって⾮難されるべきではないというのは⾃明のことであろう（Daschner, 
P., 1995）。 
以上のような政治⼒学的、財政⼒学的な⽂脈は、端的には「新⾃由主義的」と表現することがで

きるようにも思われる。しかしこの点については若⼲の留意が必要である。このことは、教育分
野に限定されないドイツにおける新⾃由主義的ないし NPM 型4の⾏財政改⾰のインパクトをど
の程度に⾒積もるべきかという問いに直接関連している。 
1990 年代からのドイツの⾏政改⾰の展開を検討した武⽥公⼦は、「NSMがアングロサクソン諸
国における NPMと様相を異にしているのは、後者の急進的な市場志向への反発を基調とし、む
しろ⾃治体の公共的な政策諸領域に対する制御能⼒を維持・改善する点に重点を置く点にあった」
（武⽥、2004）と述べている。武⽥は 1990 年代半ばから 2000 年代前半のドイツの⾏財政改⾰は
そもそもの理念においてアングロサクソン諸国の NPM型改⾰とは相当に異なる⾯があり、実施
過程においてはさらに導⼊当初の理念からの乖離が⾒られると指摘している。その指摘によれば、
財政健全化は⾏財政改⾰の理由の⼀つではあったが成果は挙がらず、重視されることもなかった。
⾏政サービス分野における⾏政の透明化、権限・責任の分権化と制御、顧客志向といった当初の
理念は維持しつつも擬似的競争システムの導⼊も浸透せず、むしろ市⺠参加の重視への転換が⾒
られるというのである。こうした認識に依拠すれば、1990 年代からの「学校の⾃律」の教育政策
を政治⼒学及び財政⼒学に基本的に影響されたものと⾒る必要性は⾼くないと⾔ってよいよう
に思われる。また、すぐ後に⾒るように、「学校の⾃律」に関わるいくつかの重要な法制度が 2000
年代半ば以降に多くの州で導⼊されることになるが、それらは時期的には⾏財政改⾰における
NSMモデルに対する「⼀時的な熱狂」（同上）が過ぎ去った後に位置づくことにも留意しておき
たい。 
 

1.2 内在的主題としての「学校の⾃律」 
 
1990 年代のドイツにおける「学校の⾃律」論議の隆盛はドイツに固有の教育思想史的、教育政
策史的な⽂脈において理解することもできる。そこではとりわけ、19世紀末から 20世紀初頭の
「改⾰教育学（新教育）」の展開との関わりが重視される。 
改⾰教育学の研究者である H.レッターは、改⾰教育学における「学校の⾃律」というアイディ
アについて次のように説明している（Retter, H., 2019）。改⾰教育学の勃興期には、左派的、右派
的な（と後の区分では評価されることになる）様々な教育実践が試みられたが、それらは共通し
て国家の⼲渉や介⼊に対する「学校の⾃律」を要求していた。そこでは「学校の⾃律」は「⼦ど
もの⾃⽴」を教育実践の⾄⾼原理とするが故に求められるものであった。こうした教育の理念は
およそ 1970 年代以降の解放的・批判的教育学5の学校論の中にやや形を変えて6、再建されること

 
3 この時点でのフロメルトの肩書きはヘッセン州⽂部省局⻑である. 
4 NPM（ニュー・パブリック・マネジメント）型はドイツにおいては⼀般に NSMモデル
（Neue Steuerungsmodell：新制御モデル）と表現される。参照、武⽥公⼦（2004）、南部初世
（2010）。 
5 参照、宮崎俊明（1984）。 
6 レッターの議論に従えば、それは改⾰教育学の時代の「Erziehung に基づく学校の⾃律」から
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になる。 
これに続く時期にあたる 1970 年代から近年までの「学校の⾃律」論議の推移を論じた M.リュ

ールプによれば、およそ 10 年ごとにドイツにおける「学校の⾃律」の重点は変遷してきた（Rürup, 
M., 2019）。1970 年代には「学校の⾃律」は「学校の⺠主化」として要求され、多くの⾯で実定
法上の保障を得た。具体的には個々の学校を単位とした⽗⺟、⽣徒の学校参加及び共同決定権や
「教員の教育上の⾃由」である7。1980 年代には「構造論議」の破綻8を受け、教育活動の基礎単
位としての「個々の学校」に対する注⽬が強まる。いわば法律上の諸権限の配分の仕組みとは関
わりなく、学校は否応なしに独⽴した「⾵⼟ Schullandschaft」を持つ存在であることが認識され
ることになる9。1990 年代には、学校改⾰論議の中に「経営学的思考」が導⼊される。組織開発
（Organisationsentwicklung : OE）や費⽤対効果分析といった⽤語が⼀般化していくことになる。
こうした「ビジネス・マネジメント・モデル」においては改善の主体は個々の学校であり、改⾰
が⽬指す学校像は個々の学校に委ねられ⾯があった。つまり 1980 年代から 90 年代に掛けての
「学校の⾃律」論議は、⽅法的な洗練（経営学的⼿法の⼀般化）はあったとしても、⽬的におい
ては⼀貫性が保持されていた10。 
2000 年代に⼊ると、PISA2000 を直接的な契機として、ドイツの「学校の⾃律」論議は⼤きく⽅

向を転じることになる。リュールプは、PISA2000 以降、「学校の質」が要するにテストの成績で
測定できるものに⼀元化され、その⽬的のために経営学的な⼿法を⽤いた⾃律的な学校運営が求
められるようになり、その⽂脈において学校の裁量権の拡⼤も進んでいると述べている（Rürup, 
M., 2019）。こうした⽅向での「学校の⾃律」の意味付けは、教育政策のレベルではもはや異論の
余地のない合意事項となっており、その限りではもはや「学校の⾃律」は学校改⾰の論点ではな
い、ということになる。 
興味深いことに、リュールプは 2010 年代には学校教育に求める「質」の多元化が進みつつあり、

そのことが「学校の⾃律」の意味付けにも影響する可能性があることを指摘している（Ebd.）。つ
まりテストの成績に還元できない学校教育の価値的な⽬標（端的には⺠主主義と社会統合）に対
する再評価が⽣じる⼀⽅で、必須化されている全国⽐較のためのテスト11をとりやめる動きも⾏
政的に⽣じているとされている。 
以上のようにドイツにおける多⾯的な⽂脈を踏まえた上で、次節以降では特に 1990 年代以降の

「学校の⾃律」という教育の理念の具体的内容と、社会的正統性をめぐる議論を検討していく。 
 
2 「学校の⾃律」化の教育学的契機 
2.1 ノルトライン・ヴェストファーレン州「教育の未来―未来の学校」委員会の概要 
 
バスティアンによれば（Bastian, J., 1996）、すでに 1990 年代半ばの時点で旧⻄ドイツ地域の 11

 
「Bildung に基づく学校の⾃律」への変化である。本論⽂はこの点に⽴ち⼊ることができない。 
7 第 1 章、参照。 
8 第 7 章及び第 8章、参照。 
9 同旨、Vgl., Rolff, H.-G. (1996). ロルフはここで 60 年代から 90 年代までの学校改⾰の主導的
パラダイムの転換をまとめ、代表的論者としてフェント(Fend, H.)、ヘーニッシュ(Haenisch, 
H.)、シュテフェンス(Steffens, U.)、アウリン(Aurin, K.)、ティルマン(Tilimann, K.-J.)を挙げて
いる。 
10 1980 年代から 90 年代にかけての「⾃律」論議の同様の理解については、参照、南部初世
（1999）、同（2001）。 
11 VERA8及び VERA3 と呼ばれる学⼒調査。第 3 学年と第 8学年⽤に開発、実施されている。
VERAは Vergleichsarbeiten（⽐較調査）の略語であり、⽂字通り⼀⼈ひとりの⽣徒の得点の⽐
較を⼤規模に可能にするものである。 
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州の内の 6 州において政策レベルで各学校単位の裁量権の拡⼤が議論され、あるいはすでに実現
されている。こうした政策動向の端緒を開いたのは、1989 年にはじめて緑の党からベルリンの⽂
部⼤⾂に就任したフォルクホルツであり、彼⼥の教育政策のスローガンは「管理に代えて、創造
を」であったという。その後、ヘッセン州、ノルトライン・ヴェストファーレン州、シュレスヴ
ィヒ・ホルシュタイン州、ブレーメン都市州、ハンブルク都市州などが各学校単位の独⾃の裁量
権の拡⼤を基本とする改⾰に着⼿しているというのである。 
これらの中で、管⾒の限りでしばしば⾔及されるのはブレーメンの「学校の⾃律」プロジェクト

のための専⾨家委員会の活動とハンブルクの新しい学校教育⽴法の動向である（Beetz, S., 1997; 
Maritzen, N., 1996; Roeder, P. M., 1997）。しかし本報告では、特にノルトライン・ヴェストファ
ーレン州(以下 NRW 州)の⽂部省に置かれた「教育の未来―未来の学校」委員会（以下 NRW 州
委員会）の報告書（Bildungskommission NRW, 1995）に対象を限定して、現代ドイツの「学校の
⾃律」問題を考察していきたい。 
この限定は、次のような理由による。第⼀に、この委員会は単に NRW 州の教育政策の⽅向を論

議するために置かれたものではなかった。委員会のメンバーであったクラフキの述べるところに
よれば（Klafki, W., 1996）、1975 年にドイツ教育審議会が解散して以来、ドイツには中期的な展
望において教育制度の課題について議論し、提案をする機関は存在しなかったが、この NRW 州
委員会はいわばそれに匹敵するような刺激をドイツ全体に対して与えることが期待され、NRW
州⾸相ヨハネス・ラウ12によって招集されたものであった。メンバーは特定の政党や団体の代表
としてではなく個⼈として選任され、議論すべき課題は委員会⾃体に委ねられた。第⼆に、以下
において詳細に触れるが、この報告書はその内容においてきわめて興味深いものである。教育改
⾰の歴史、学校制度の現状を踏まえた上で、委員会としての学習観・学校観を「学び舎（まなび
や）としての学校」として、またそれと不可分の関わりを持つ学校のあり⽅を「部分⾃律的な学
校」として提起するこの報告書は、350 ページ以上に及ぶそのポリュームもさることながら、ド
イツの学校改⾰論議の特徴を考察する上で⼤変⽰唆に富むものである。そして第三に、この NRW
州委員会の報告書は実際に少なからぬ反響を引き起こし、現代ドイツの学校制度を論じる上での
必読⽂献の⼀つとなったように思われるのである13。 
以下において、まずこの NRW 州委員会報告書の概要を紹介し、ついでいくつかの教育制度論的

な視点からその学校改⾰の構想の意義を検討する。 
  
2.2 教育改⾰の総括と学校制度の現状 
 
報告書では過去の教育改⾰の経験と課題が次のように総括されている（Bildungskommission 

NRW, 1995:13ff.）。60 年代半ばから開始された教育改⾰の基本理念は 4 点にまとめられる。①教
育機会の不平等の克服、②⺠主化・関係者の協働の強化、③科学化、学習の個性化・分化を意識
した授業の改⾰、④教育的関係の⼀層の⼈間化、である。 
ドイツの教育改⾰論議における制度上の最⼤の争点は改めて⾔うまでもなく総合制学校に焦点
化される「統合原則」であった。70 年代にはこの争点をめぐる議論の「分極化」がはっきりと露
呈し、学校制度の構造改⾰についての合意は達成不能とみなされるようになった。70 年代中期か
ら 80 年代は学校の内的編成、カリキュラム改⾰や授業改⾰が優先とされた。制度的な改⾰は各
州においてそれぞれの状況に即して総合制学校の拡⼤や、新しい⼣イプの学校の試⾏など（NRW
州のコレークシューレなど）が図られたが、それは⼤きな流れとはならなかった。80 年代の後半

 
12 ヨハネス・ラウは 1978年から 98年まで NRW 州⾸相（社会⺠主党）、1999 年から 2004 年
までドイツ連邦共和国⼤統領を務めた。 
13 Vgl, Pädagogik, 6/1997. ここでは„Zukunft der Schule ‒ Schule der Zukunft”というテーマの
下、6 本の論稿が特集されている。  
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からはそれまでの課題に加えて、学校の課程の地域的供給構造の改善、学校制度の効率性にかか
わる教育経済的問題が浮上してきた、という。そして 90 年代には学校の教育⼒の向上の要求に
つながる新しい課題が浮上してきている。たとえば教育的に効果のある学校とは何か、学校での
学びの⽬的は何か、有意義な⼀般教育の構造、職業教育の編成や⼀般教育との関係、などである。 
報告書は、このように 60 年代からの戦後ドイツの教育改⾰の歴史を総括した上で、90 年代にお

ける学校制度の現状を次のように把握している。第 5 学年次からの学校種の分岐、第 10 学年次
からの⼀般教育と職業教育の分離という構造は種々の偏差を含みながらも基本的に維持されて
いる。⾼等教育への道程は拡張されより⾼級な教育資格への需要が⾼まり、伝統的な三分岐型の
中等教育制度は危機に瀕している。半⽇学校原則は基本的に維持されている。カリキュラムの⾯
では地域、学枕個⼈を単位とする分化が進み、カリキュラムの同質性ではなく等価性が意識され
るようになった。とはいえ地域レべル、学校レべルでの様々な取り組みはしばしば柔軟でないシ
ステムの限界に衝突する結果を招いている。監督、財政の⾯では基本的構造はほとんど変化しな
かった。共同決定的な要素が導⼊されたとはいっても現実には⼤きな意味を有するに⾄っていな
い。要するに様々な⾯で変化はあったものの、各学校は現伏において包括的な創造権、決定潅を
持ってはいない。 
 

2.3 未来への⼆つの戦略 
 
こうした現状把握の上に報告書が描く未来への戦略は、いかなるものであるか。報告書は、まず

学校教育の将来について⼆つの相対する展望、つまり「学校縮⼩論」と「学校拡⼤論」がありう
ることを指摘している。「学校縮⼩論」とは、メディアの発達や学習要求の変化によって学校とい
う特定の場所の必要性が薄れていく、とみるものである。対して「拡⼤論」とは、必要とされる
知識や技能の⽔準の向上がより多くの学習の場を必要とすることになり、学校はその中⼼であり
続けるとみるものである。報告書によればこれらはいずれもそのままでは単純すぎる展望である。
つまり来るべき社会においても学校が果たすべき固有の役割は存在し続けるが、そこでは学較教
育の概念が従来とは異なるものにならざるを得ず、しかもそれは単純に社会や経済の要求に合致
するものでも、逆にそれから完全に独⽴したものでもないというのである。こうした意味での「未
来の学校」のイメージは具体的にはどのようなものであり、今⽇の学校とどのように異なるので
あろうか。 
この新たなる「未来の学校」のイメージを端的に表現するのが「学び舎 Haus des Lernens と 

しての学校」と「部分⾃律的な学校 teilautonome Schule 」の⼆つの概念に他ならない。報告書
はこの⼆つの概念を柱として記述されている。次にこれらの概念の内容を簡単にみておきたい。 
まず「学び舎」の概念についてである。「学び舎としての学校」においては伝統的な学習観の根本
的な転換が図られる。つまり「知識の伝達」を中⼼におく「学習学校」のスタイルを克服し、「学
ぶことを学ぶ」ことが⽬標となる。そこにおける教員はもはや優越的な⽴場に⽴つ「知の伝達者」
ではなく、学びの経験者=熟達した学びの先達として位置づけられ、他の学び⼿、つまり⼦ども
たちをその学ぶ能⼒の形成と発展において援助する。こうした教員の⽴場は、スポーツ活動等に
おける「コーチング」に例えられるものである。活動の主体はあくまでもプレイヤー、つまりは
学び⼿としての⼦ども達である。こうしてこの未来の学校としての「学び舎」は「学び」に焦点
を置く、アンデンティティの発⾒と社会的経験の場となる。 
こうした「学び舎」としての学校は、同時に部分⾃律的な学校でなければならない。「学び舎」

として学校を組織し、地域の実情に即した創造的な教育を実現するためには各レべルにおける権
利や義務、相互の関係の変更が必要になる。特に学校には、国に留保される教育課程や資格基準、
財務などに関する⼤綱的な基準の枠内で、広い裁量の⾃由が与えられなければならない。学校は
この裁量の枠内でそれぞれに創造的な「学校プログラム」を作成し、この実施によって各学校が
独⾃の個性(プロフィール)を持つことになる。国の学校監督や学校維持団体、⽗⺟や校⻑なども
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それぞれに新しい役割と権限を与えられることになる。「部分⾃律的な学校」とは、こうして現状
以上に⼤きな裁量権を持つ学校を中⼼とした、新しい学校の管理運営のスタイルを⽰す概念とし
て提起されているのである。 
この報告書の最⼤の特徴は、以上のように「未来の学校」にふさわしい学習観の検討の上に、そ

れに必然的に付随すべき学校観を打ちだしている点である（Klafki, W., 1996）。ベッカーによる
「管理された学校」批判以来の学校制度の⺠主化を図ろうとする議論（第 1 章参照）は基本的に
法制度論として展開され、その結果、実現されるべき教育の姿については⼗分な考察を⽋くか、
あるいは予定調和的なイメ⼀ジを描くにとどまっていたように思われる。この報告書に⽰された
「学び舎（まなびや）としての学校」のイメージは、決して牧歌的・抽象的な教育理念ではなく、
具体的で実現可能な学校の⽇常の姿を描き出そうとしたものである。「部分⾃律的な学校」は教育
実践に対していわば「中⽴的」な制度理念ではなく、特定の学習観を実現するための、いわば⼿
段的な制度理念として提起されているのである。もちろんこうした学習と学校の未来像はただち
に容易に実現可能であるとは⾔えないが、それでも⼗分に⽰唆的であり説得⼒を有しているよう
に思われる14。 
このように学習観との必然的な関連において学校観を捉え直す認識は、委員会の主要メンバー

の⼀⼈と⽬されるロルフが 70 年代末から進めてきた「学校組織開発」のプロジェクトによって
準備されてきたものと考えられる。ロルフは、「部分⾃律的な学校」の概念は、類似した⽅向性を
持ってはいるものの学校の窮乏化と不平等の顕在化を招いているイギリス・モデルとは異なるも
のであり、委員会の讓論はまず新しい学習観のすり合わせから開始されたこと、「部分⾃律的な学
校」の概念はそこで得られた「学び舎」の学習観から導かれたものであることを明らかにしてい 
る（Rolff, H.-G., 1997）。 
もう⼀点、本稿の関⼼に照らして興味深いのが、報告書においていわゆる中等教育の構造論議の

「相対化」が図られている点である。中等教育の構造論議とは、分岐型の中等学校制度の改⾰な
いし統⼀化をめぐる議論である。報告書が学校制度の構造について触れているのはただ⼀点、四
年制の基礎学校の六年制への完全な移⾏だけである。報告書が構造論議の実質つまり分岐型中等
学校制度の改⾰・統⼀化の是⾮という問題に触れないのは、現状を変更するいかなる制度改⾰に
ついても当⾯の政治的合意が困難であるとの認識によるものであるが、そうした外在的・消極的
な理由のみによるのではない。もうひとつのより積極的な理由がある。それは構造論議の社会的
な実質に関わっている。つまり選択肢としての基幹学校の魅⼒の喪失、10 学年修了によって取得
できる中級修了の事実上の標準資格化、ギムナジウム志向の⾼まりとアビトゥア取得者の進路の
流動化15という社会的実態の下では、学校種の相違と取得可能な資格の格差との結びつきを前提
とする従来の構造論議の問題構成そのものが妥当性を失っているというのである。「部分⾃律的
な学校」が実現されるならば、そこにおいては中等教育段階の各学校の教育活動は第⼀義的に学
校種によって区別されるのではなく、その学校のプログラムとプロフィールの独⾃性によって区
別されることになるであろうというのが報告書の描く中等学校の制度構造の未来なのである。こ
うして、この報告書の描く未来においては、学校種を単位とした従来の構造論議は相対化され、
議論の舞台は各学校を単位とした多様性へと移されることになる。 
 

 
3 NRW 州報告書の批判的検討 
3.1 学校プログラムへの疑義 

 
14 なおこの「学び舎（まなびや）としての学校」のイメージは，佐伯胖、佐藤学らのいう「学
びの共同体」のイメージに極めて近いものに思われる。なお佐藤学の学校論の⽇本での議論に
即した位置づけについて、前原健⼆（2000）においてその共同体論的特質を論じている。 
15 参照、坂野慎⼆（2000:281ff.）。 
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報告書の公表された 95 年以降ドイツでは「学び舎」を標題に掲げる論⽂・書籍がしばしば⾒か

けられるようになった（Krawitz, R. (Hrsg.), 1997; Winkel, R., 1997）。「学び舎」の理念もまた新
しい「モード＝流⾏」となりつつあるかのようである。とはいえ、現代ドイツの「学校の⾃律」
論議を、単純に「学び舎」であることと「部分⾃律的」であることとの相即性の中でドイツの学
校はその未来を開こうとしている、といったようにまとめることはできない。「学校の⾃律性」が
教育の機会均等をそこない格差の拡⼤を推し進め、ひいては公教育の公共性を破壊するものでは
ないか、という点について単純に⽚づけることのできない深刻な疑義が提⽰されているからであ
る16。 
まず第⼀に、学校を創造する⾃由の具体的な⼿続きとして報告書が提⽰している「学校ブログラ
ム」の概念について検討しておきたい。それは委員会のメンバーであるロルフとダーリンらによ
って定式化されてきたものであった（Dalin, P. u.a., 1996）17。 
ロルフらは、70 年代末から校⻑を主体とする学校改善のための研修ブログラムの作成に取り組

んできた。学校組織開発Organisationsentwicklung : OE と呼称されたそのコンセプトは、 その
後、学校改善を⽀援するプログラムへと発展させられた。今⽇ではOEは組織としての学校の内
側からの継続的発展を⽬的とした包括的なコンセブトを表現する⽤語として⽤いられている
（Dalin, P. u.a., 1996）。 
制度的学校開発ブログラム Institutionelle Schulentwicklungsprogramme：ISP は OE としばし
ば代替的に、あるいは学校改善の継続性を強調するために⽤いられる⽤語である。Programmに
かえて Prozeß が⽤いられることもあるが、これも学校改善の主体性や継続性を強調するための
ものである。 
ロルフらによれば（Rolff, H.-G., 1995）、学校を変える⼒は学校⾃⾝の中にしかない。しかし現

実には多くの学校は⼀貫した戦略を⽋き、教員集団は緩やかで偶然的な協⼒関係しかもってはい
ない。学校プログラムは各学校の環境や⼈的物的条件などを考慮しながら学校の教育⼒を⾼めて
いくための暫定的な⽅針である。学校プログラムは⼀定の期間（報告書においては 2 年間）ごと
に評価・総括され、改訂される。そうした不断のサイクルの上に、各学校の独⾃のブロフィール
が形成されるというわけである。その際、ISP はすべての学校にとってオーダーメイドの発展の
契機となるべきものである。 
ロルフらが報告書に先⽴って展開していた議論に対しては、たとえば産業社会学的ないし経営

学的な⾊彩に対する不信、改⾰主体の積極性に対する疑問、親・⽣徒の位置づけ⽅、⽇常的な授
業実践の改善に関する有効性、学校外の専⾨家との関わり⽅などの批判が存在していた。そうし
た批判は、したがって報告書に対しても当然に向けられることになるだろう。 
 
3.2 学校の⾃由のチェック&バランス 
 
上に述べた批判のうち、最も重要なのは改⾰主体の積極性に対する疑問という論点だと思われ

る。学校に最⼤限の創造の⾃由が与えられたとして、教員が何もしなかったらどうなるのか？ 
報告書はこの点について、基本的には楽観的であるように思われる。報告書は（報告書に先⽴つ
ロルフらのオリジナルな議論の中でそうであったと同様に）現在の制度的制約の下にあっても意

 
16 報告書及びロルフらの「学校組織開発」の議論に対しては、そのモチーフにおいては意欲的
な学校に対して「形成的⾃由」を保障し改⾰を励ます「下から」の改⾰に連なるものであった
としても、法制化が図られれば必然的に改⾰と競争を強いる「上から」の改⾰となるだろう、
といった批判があり得る。「法制化」の両義的性格については第 1 章、参照。 
17 ロルフらは、学校現場向けの学校プログラム編成の⼿引書を数多く公刊している。Vgl., Philipp, 
E./Rolff, H.-G. (2006). 
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欲的な⼯夫が試みられていることを指摘している。 
制度論的には、報告書は学校改⾰の原動⼒を教員集団の専⾨的意欲に求めた上で、多元的なチェ
ック&バランスの仕組みを⽤意することでその正統性を確保しようとしているように思われる。
特に従来の学校会議に代わる学校協議会については、それが学校の外の意⾒を強く反映しすぎる
という危惧があったが、委員会での多数決によって報告書に採⽤されたものであり（Klafki, W., 
1996）、重要である。報告書は学校管理者、学校協働組織、学校協議会、教育委員会（学校委員
会)、学校維持者、学務局などの間に創造の⾃由と報告の義務、発議権と決定権、⼈事上の選任権
と三侯補制発議権、内部評価と外部評価といった⼀種の対抗的関係を予定している。親・⽣徒に
は学校を選ぶ権利がある。こうした多元的な権限の配当には、国の定める⼤綱的な基準にはした
がうことを前提として、創造的な教育活動が独善的なものとならないための⼯夫をみることがで
きる。 
 

3.3 法制化 
 
報告書の現状認識によれば、これまで伝統的な学校監督の体制にはほとんど変化はなかった。
個々の教員に教育上の⾃由が認められていることは確かだが、専⾨監督が法的監督へと縮⼩され
たわけではなく（第１章参照）、むしろ学校監督官が多忙すぎて専⾨監督を⼗分に⾏えないことが
問題になるという状況すら存在する。 
具体的な教育活動に関して、その合法性を合⽬的性・教育的妥当性と明確に区別することは難し

い。この点、報告書は専⾨監督的業務から⼀切の命令権を涂し、純粋な助⾔権に限定しており、
理念的には明快である。とはいえ助⾔活動によっては矯正しがたい重⼤な⽋陥については服務・
法的監督当局へ伝達するとされており（Bildungkommission NRW, 1995:201）、問題が解消された
わけではない。重⼤な⽋陥の要件は明確に限定されなければならず、そのためには教育活動の判
定の基準としては必ずしもふさわしくない抽象化・形式化の論理が⼊り込まざるを得ないと思わ
れるからである。同様の問題が、国に留保される⼤綱的な基準についても指摘できるだろう。 
こうした法制化ないし合理化の傾向と教育活動の本質との⽭盾の解決は、制度理論的には困難

である。ただしこれを実践的に教育の側から⾒るならば、学校監督をめぐる論点はここにはない、
と⾔うことができよう。論点は「助⾔活動によっては矯正しがたい重⼤な⽋陥」の矯正がどのよ
うして可能であるか、あるいは予防されうるか、というところに置かれるべきではなく、むしろ
よりよい教育の実現が⼀般の教員、学校の⾃然な願いであることを前提に、それをいかにして励
まし⽀援することができるか、というところに基本的に置かれるべきであろう。こうした「制度
的オプティミズム」に⽴たない限り、教育活動の不可⽋の主体である教師によって⾃ら⽀えられ
る教育改⾰は展望できないように思われる。 
 
3.4 プロフィールによる分化 
 
先に触れたように、報告書は中等学校の構造論議を直接取り上げることなく、学校種と教育修了
資格との対応関係を流動化することでこの問題に現実的に答えようとしていると思われる。これ
はある程度、中等学校制度の構造をめぐる近年の議論に共通した⽅向である18。すでにドイツの
中等学校では提供するカリキュラムや重点領域の違いによって学校ごとの教育活動には相当の
差異がある。今後そうした差異のパリエ⼀ションは⼀層広がり、それぞれの学校がそのプロフィ
ール=個性によって、それぞれに個性的な親や⽣徒の教育的要求にこたえていくような⽅向が、
分岐型の中等学校制度を保持し続けてきたドイツにおいては模索されている。 
こうした⽅向が制度的にどのような決着を⾒るかはいまだ明らかではない。学校の⾃律性が叫

 
18 第 3部参照。 
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ばれ、独⾃のブロフィ⼀ルの形成がもてはやされる̶⽅で、従来は各学校単位に⾏われていた修
了資格の認定にかえて統̶試験を導⼊する動きもある19。これが全⾯的に実現するならば、学校
のブロフィ⼀ルは統⼀試験へ向けての効率性を競うだけのものになりかねない。端的に⾔ってそ
れは、⼊試の存在によって画⼀化を余儀なくされている⽈本の中学校、そして普通科⾼校の姿と
重なるものであろう。 
 
 
4 機会均等の原則と学校の⾃律性の相克 
4.1 「学校の⾃律」の憲法的限界 ― アフェナリウスによる憲法学的批判 
 

「ヨーロッパを⼀匹の妖怪うろついている ― 」 
 
『共産党宣⾔』冒頭のこの⼀節を注記なしに⽤いて、現代ドイツの教育法研究の第⼀⼈者、ヘル
マン・アフェナリウスは 90 年代の「学校の⾃律」論議の隆盛ぶりを評している（Avenarius, H., 
1995）。「学校の⾃律」を「共産主義」になぞらえるこうした引⽤が、単なる修辞学的趣味による
ものとは思われない。はたして「学校の⾃律」はどのような意味において「妖怪」と形容される
にふさわしいというのか。このアフェナリウスの議論に即して、「学校の⾃律」論の法制論的な問
題性を検討したい。 
アフェナリウスはまず、「⾃律 Autonomie」という⽤語は公法・⾏政法上の概念としては独⽴法
⼈による内部的法規の制定権を伴うものであるから公⽴学校に対して⽤いるのは不適当である
として、むしろ伝統的な学校⾃治、⾃⼰責任、⾃⼰管理などを⽤いるべきだということを強調す
る。こうした指摘の中には、実は単なる⽤語法へのこだわり以上の意味を⾒いだすことができる
が、この点は後述する。 
アフェナリウスによれば、90 年代の「学校の⾃律」論のモチーフの中には、現代社会における
全体的な価値と規範のコンセンサスの喪失を根拠として、価値と規範を共有するより⼩さな集団
がそれを実現するための個性的な学校を求めるというものがある。そうした学校を私⽴学校とし
て設⽴する権利、またその私⽴学校へ就学させる権利は基本法上当然に保障されている。問題は
そこにではなく、国家がみずからそうした意味での学校の多様性を準備するべきであるか、そう
した独⾃のプロフィールを⾃⼰責任において作る権限を公⽴学校に認めるべきか、そしてそれら
が基本法上許容されるのかというところにある、というのがアフェナリウスの議論の⼀義的設定
である。 
基本法の通説的解釈によれば、すべての学校制度は当然に国家の学校監督に服するが、この学校
監督に対する⼀定の制約が基本法⾃⾝において予定されている。前述した私学の⾃由、これを含
みさらに広い範囲にわたる親と⽣徒の基本権そして教員の教育上の⾃由である。また教育内在的
な制約として、教育の政治的・宗派的・世界観的な中⽴性と寛容の要請がある。これらの制約を
踏まえた上で、公⽴学校に関する本質的に重要な決定は⺠主主義的に組織される議会においてな
されなければならないという現在の法的状況の中で20、学校が⾃律的に裁量すべき領域を新たに
設定することが憲法上可能であるのか。アフェナリウスによれば、国家の責任を縮⼩することで
必要な統⼀性や画⼀性が損なわれるほどの⾃律的な裁量は当然許容されない。それは教育の機会
均等の原則の放棄に他ならない。 
「機会均等」の「原則性」について、たとえば過去においても未来においても決して教育の機会

 
19 最近の状況について、Das Deutsche Portal, (2009). „Das Deutsche Portal“はドイツの教育関
連ニュースのポータルサイトである。そこでの記述によれば、現時点での政治的論点は「州に
おける統⼀試験」を超えて、「全ドイツ統⼀試験」の是⾮に移りつつある。 
20 本質性理論の意義については第 1 章で触れた。 
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均等は実在しえないし、現に多くの公⽴学校はそれぞれに⼤きな偏差を有しているというそれ⾃
体は正当な指摘があり得るだろう。しかし実在の不可能性が憲法規範の無効性を証明することは
ありえず、むしろ規範が実現していない状況こそが憲法規範の価値を証拠⽴てる、というのがア
フェナリウスの⾒解である。 
アフェナリウスは公⽴学校がそれぞれに教育的なプロフィールを持つことを拒絶するものでは

ない。むしろそれは各州の実定法によって保障されているという。つまりアフェナリウスにおい
ては、いま「学校の⾃律」論者が求めている「学校の⾃律性」のうちで、基本法上許容されるべ
き部分はすでに実定法上の保障を受けており、実定法上の保障を受けていないが憲法上許容され
る余地といったものを想定することはできないということなのである。このことは、解釈の現実
場⾯に即して換⾔するならば、実定法によって保障される様々な「学校の⾃律」つまり裁量権の
拡⼤は、常にその限界を基本法解釈によって与えられるのであって、逆に「学校の⾃律」のため
の必要性を理由として基本法解釈の変更を図ることがあってはならないということを含意する
ものであると⾔えるだろう21。アフェナリウスの所論にならうならば、価値と規範を共有する集
団が「学校の⾃律性」の名の下に個性的な公⽴学校を作り排他的にそこへ就学するような状況は、
仮に新たな実定法によって認められたものだとしても、基本法違反の誹りを免れるものではない、
ということになるであろう。 
このように⾒てくるならば、アフェナリウスの所論は 90 年代の「学校の⾃律」論を何か新しい
パラダイムの登場としてではなく、80 年代までの漸進的改⾰の⾃然な延⻑線上において、別⾔す
れば拡張された意味における既成の学校制度の枠内において整合的に理解しようとするものと
⾔えるだろう。そうした意味では、アフェナリウスが好んで「学校の⾃治 Selbstverwaltung der 
Schule」を⽤いているのもまた⾃然なことのように思われる。 
しかし、仮にこうした理解が正しいとしたら、確かに教育の機会均等に代表されるような憲法的

価値を着実に実現する過程として教育改⾰の流れを捉えること⾃体は法制論的に正当だとして
も、そこにはやはり 90 年代に新しく⽣じてきた問題、たとえば新⾃由主義的な政治思想の台頭
などへの感受性が⽋けている、という批判は成り⽴つように思われる。 
 

4.2 「反改⾰」としての「学校の⾃律」 ― ラトケとロルフによる批判 
 
アフェナリウスの把握とは全く異なる⾒地から「学校の⾃律」を批判して、ラトケは、それを 80

年代までの改⾰に対する「反改⾰ Gegenreform」と呼んでいる（Radtke., F.-O., 2000）。ラトケ
によれば、90 年代の「学校の⾃律」がそれまで中等学校段階の選別性を弱める改⾰を先導してき
た州(ハンブルク都市州、ブレーメン都市州、ヘッセン州、NRW 州など)でもっぱら進められてい
ることは偶然ではない。それは、政治的に制御困難で財政的に保障不能になってしまった教育要
求を、学校に対してはプロフィール形成と⽣徒選別の⾃由を、⽗⺟に対しては学校選択の⾃由を
与えることで市場主義的にコントロールし再び選別を強めようとするものだというのである。ラ
トケはそれを教育の機会均等の原則の廃棄、社会国家の原則の放棄につながる、と批判する。 
実はこうした批判はかつて 80 年代の「学校の質」研究に対して向けられていたものとほとんど
重なっている。たとえば先に「教育の未来―未来の学校」委員会の主要メンバーとして名を挙げ
たロルフは⾃らの教育調査が明らかにした教育機会の不平等の分析に関連して、「学校の質」研究
は問題関⼼を個々の学校の内部に向けることによって教育機会の不平等を⽣み出す学校制度の
構造の問題性を等閑視する傾向があることを指摘していた（Rolff, H.-G., 1990）。 

 
21 南部はこうした解釈上の疑義の存在に触れながら、実定法上の規定の実効性を確保するため
に基本法解釈の変更が求められているかのような図式で事柄を整理しているが（南部 1999）、そ
れは法解釈論の基本的な⼿続きに照らして⾒た場合、転倒した図式のように思われる。坂野
（2000c）もこの点について南部を肯定的に引証しているように⾒える。 



第 4 章 

 79 

ここで興味深い点は、「学校の質」研究とそこから導かれる政策的含意(中等学校制度の統⼀化の
放棄)を批判したロルフは、今⽇の時点では最も精⼒的な「⾃律論者」の⼀⼈とみなされていると
いうことである。96 年に公刊された論⽂でロルフは「全体システムから個々の学校へ」の問題関
⼼の移⾏について述べているから（Ebd.）、あるいはここに教育の不平等問題の放棄の⼀例を読み
取ることもできるかもしれない。しかし、むしろ「学校の⾃律」論は「学校の質」研究をいわば
批判的に継承したものであり、それなりに教育の不平等問題に対する関⼼を含むものとみること
もできるように思われる。NRW 州報告書が描く「構造論議の相対化」の展望は、そうした関⼼
の存在を⽰唆するものと考えられる。 
 
4.3 「学校の質」から公教育の理念へ ―フェントによる批判と議論の再定位 
 
現代ドイツの最良の「学校の⾃律」論と⾔ってよいロルフの議論の中に「教育の不平等」の存在

に対する⼀定の認識が含まれるとしても、しかしそのことによって「反改⾰」の「嫌疑」は⼗分
に晴らされたとは⾔えない。本章第 1 節でも触れたように、⽣徒の学習達成を規定する最も基底
的な要因として「個々の学校」をあげる「学校の質」研究の潮流は「学校の⾃律」論に強い影響
を与えている。80 年代までにドイツにおいて最も精⼒的にこの「学校の質」研究に取り組んでき
た論者の⼀⼈であり、この意味では「学校の⾃律」論の源泉に位置づけられる22ヘルムート・フェ
ントは、2000 年の論⽂において⾃⾝の研究を振り返り、また NRW 州報告書が掲げる「学び舎」
のコンセプトを肯定的に参照しながら、しかし同時に「学校の⾃律化」の⽅向については⾮常に
慎重な姿勢を⽰している（Fend, H., 2000）。彼の懐疑の内容を検討することによって、いま⼀度、
「学校の⾃律」論の問題性を明らかにすることができる。 
フェントは「問題のある学校」によく⾒られる特徴として①過剰な規制による硬直化、②⾒通し

の⽋如、無関⼼と混沌、の⼆つを挙げる。これに対して「よい学校」の特徴として①集中⼒とモ
チべーション、学校教育に対する⾼い期待を持ち⼗分な⽀援を受ける教員集団と、②それに⾒合
った⽣徒・家庭の存在を挙げる23。これは決して⼗分条件ではない。これらに加えて、質の⾼い教
育にとって中⼼的な課題となる教育内容について、教員ないし学校に⼗分な裁量と決定の余地が
なければならない。それでは、果たしてどのようにして「問題のある学校」は「よい学校」に⽣
まれ変わることができるというのか。「よい学校」に存在する客観的諸条件をそのまま「問題のあ
る学校」に持ち込んだとしても、おそらく「よい学校」は⽣まれない。フェントの⾔をかりるな
らば、⽇常的な教育活動の中では、教育の質は、提供される学習の内容とその利⽤可能性との「適
合の問題」として現れることになる。学校は独⽴して操作可能な諸要因からなるシステムなので
はなく、それ⾃体としてひとつの「関係性」だというのである。 
さて、それでは「よい学校」「悪い学校」を⽣み出す要因は何であるのか。フェントによれば、

ドイツにおいては拘束的な基準の設定が学校間の差違を最⼩化してきた。拘束的な基準の撤廃、
規繊緩和が進めば、学校間の差違は⼤きくなり、また学校内での教師間の差違も⼤きくなる。つ
まり裁量の拡⼤によって、成功するものはより成功しやすく、失敗するものはより失敗しやすく
なる、というのであろう。これはある意味では当然すぎる結論であろう。 
拘束的な規制の撤廃、当事者における裁量の拡⼤、選択と競争の市場メカニズムによる全体的な
パフォーマンスの向上といったシナリオは果たして現実的なものであるのか。フェントはこう述
べている。「それぞれの地域で教授と学習の調和的共同体が⽣まれるだろうと期待して外的な規
制を安直に廃棄することなど、我々の研究成果からみれば、ほとんど考えられない。それは予算
の縮⼩を伴う外的規制の⼀層の強化がそれぞれの地域で新しい教育的な活動を⽣み出すだろう
という期待と似たようなものである。」（Fend, 2000） 

 
22 この点については第 7 章で改めて論じる。 
23 なおより具体的な「よい学校」「悪い学校」の描写として、Vgl., Fend, H. (1994). 
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単純な⾃律化が⾃然に「よい学校」を⽣み出すのではなく、むしろ逆に各学校の質の低下を招く
ことが⼤いに有り得る、というのが「学校の⾃律化」に対するフェントの基本的判断なのである。 
とはいえ、「学校の⾃律」を批判して従来の学校管理運営のスタイルを墨守するというのがフェ

ントの描く展望ではない。伝統的な管理運営のスタイルの克服と、その「現代的モデル」への転
換は、もはや不可避の社会的要請なのである。となると課題は、その社会的要請に応えつつ、「学
校の⾃律」の問題性を最⼩化することである。フェントは四つの論点を挙げている。 
第⼀に、市場主義的な競争の限界をどこに設定するか、という問題である。「よい学校」として
市場で認知されるための基礎的条件は、明らかに、「問題のある⼦ども」を排除することである。
「できのよい⼦ども」「できの悪い⼦ども」がそれぞれ特定の学校へ集中する事態が⽣じたとして
も、⼀般に「できの悪い⼦ども」の親たちは教育に対する発⾔⼒が弱く、世論に対する影響⼒が
⼩さいと考えられるから、そうした事態が問題となりにくい。こうして教育が完全に市場主義的
に再編されるならば、教育の公共性は完全に破壊されることになる。 
第⼆に、学校に与えられる裁量権を誰がどのようにコントロールするか、という問題である。「⾃

律」論者は、教育を提供する学校にとっては「市場」からの退出への恐怖がサンクションとなり、
各学校は裁量権を適切に⾏使することを強いられる、とみる。しかしそうした理解は、各学校な
いし教員の市場志向性を前提としている。実際には裁量権が顧客本位にではなく、⾃⼰本位に⾏
使される可能性が⼤いにある。この点を考慮すると、再び強固な基準に基づいて統制することが
望ましいということになってしまう。 
第三に、学校をある種の企業体 Betrieb として理解し、管理することは妥当か、という問題であ

る。学校と企業体のアナロジーはしばしば無批判に濫⽤されるが、しかしフェントによればうこ
のアナロジーには問題が多い。顧客の個⼈的利害とは必ずしも⼀致しない組織⽬的の重要性(政
治的・⽂化的・統合的機能)、学校教育の効果の相互作⽤的性質、学校教育における「技術」の「曖
昧さ」、などに照らして考えるとき、企業体のアナロジーはほとんど成り⽴たなくなる。 
そして第四に、教育の機会均等の保障に象徴されるような福祉国家的課題と市場原理的なイン
センティブを結びつけることが可能か、という問題である。⼀⽅で教育の国家独占の弊害は顧客
志向性によって緩和されるべきであり、そのために規制は弱められるべきであるが、他⽅それが
教育の機会均等、教育の公共性を損なうほどのものであってはならない。そうした意味で、参加
や協働、選択の拡⼤といった従来⼀般に論じられてきたレべルを越えて、新たに顧客たる⽣徒・
親の評価に対して責任を負うことのできる、また何らかのインセンティブを制度的に獲得できる、
そうした「公共的市場」「福祉国家的市場」が公共財としての教育のために構想される必要がある
というのである。 
これらの論点に照らしてみるとき、おそらくドイツで進められつつある「学校の⾃律化」の改⾰

は「学校の⾃律の素朴な理解」（Ebd.）との批判を受けることになるだろう。あるいは「学校の⾃
律」論者はこれらの論点は先験的に解決されうるものではなく、実践の中での運⽤によって対処
されるものだと主張するかもしれない。しかし、個々の学校の教育実践の固有性を重視してきた
フェントが、今⽇の時点で「教育の公共性」を保障する制度的枠組みの必要性を訴えていること
の意味は重く受けとめられるべきであろう。「学校の⾃律」はここにおいても異論の余地のない万
能の処⽅菱などではありえない。 
 
 
5 ⼩括 
 
本章で検討してきた「学校の⾃律」論は、「教員の教育上の⾃由」の単なる算術和のようなもの

ではなく、学校を教育活動の統⼀的な主体とみなす、その意味では新しい学校教育のあり⽅に関
する展望を含んだものであった。それは 1990 年代に広く教育学的な議論の焦点となった時点に
おいてすでに論争的な内容を持つものであった。 
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この時期のドイツにおける「学校の⾃律」に関する教育学的議論の中⼼にあった NRW 州委員会
報告書は、学習のあり⽅に関する理論（「学び舎」としての学校）と学校の管理運営に関する理論
（「部分⾃律的」な学校）を⽰し、それぞれの学校が創造的な「学校プログラム」を編成すること
によって独⾃の個性（プロフィール）を発展させるという「未来の学校」を展望していた。 
そうした展望に対しては、ある種の経営学的⾊彩の強さや学校の主たる担い⼿である教職員集
団の積極性に対する疑念などが向けられていた。「学校の⾃律」に対する疑念のうち、教育制度論
的な⾒地から最も本質的な問いは、学校ごとの裁量の拡⼤によって有利な条件の多い学校はより
成功しやすく、不利な条件の多い学校はより失敗しやすくなるのではないか、というものであろ
う。学校の⾃律化にはいろいろな背景がある。端的には、国家の財政危機や政治思想の変化を背
景にした、「末端」の「⾃由」を解放し、それと同時に「競争」を導⼊することによって、⼀定の
⽐率で「敗者」や「切り捨て」が⽣じることを織り込んで社会の改⾰を進めようとする「⾃律」
が存在する⼀⽅で、中央からの集権的なコントロールを緩め「現場」における専⾨的な裁量を強
めることで、多様化、複雑化する社会課題への対応⼒を強めようとする「⾃律」が存在する。学
校の⾃律化というモチーフはどちらの背景とも整合しうる。ドイツの「学校の⾃律」が「素朴な
理解」を越えてどのような現実的機能を与えられているのかを明らかにするためには、実際にど
のような論理と構造において「学校の⾃律」の施策が導⼊されているのかを検討する必要がある。 
次の第 5 章及び第 6 章では、より現実的、具体的な材料に即して、学校の⾃律化をめぐるドイ

ツの教育改⾰の進展の動態を検討していく。 
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第５章 ドイツにおける「学校の⾃律」の法的保障 
 
1 ドイツにおける「学校の⾃律」法制の時期区分 
 
前章で、レッター及びリュールプの研究に沿って 1970 年代以降のドイツの「学校の⾃律」⾔説

の⼤まかな推移を⽰したが、そこでは具体的な施策や実定法上の展開は⽰されていない。ドイツ
における「学校の⾃律」の実定法上の進展については結城忠によって⼤まかな整理がなされてい
る。まず結城の整理に従ってこの間の流れを確認しておく。 
結城によれば、戦後のドイツ（⻄ドイツ）の「学校の⾃律」に関わる実定法上の進展はいくつか

の時期に分けて理解することができる（結城忠、2019:361ff, 373ff.）。第⼀の時期は 1950 年代後
半からおよそ 1970 年代までである。この時期には戦前の歴史的遺産を継承、発展させるかたち
で「学校⾃治」を確⽴、強化する⽴法が各州で⾏われた。具体的には学校の意思決定機関として
の学校会議の設置、⽗⺟代表及び⽣徒代表の参加制度の整備が進められた。 
第⼆の時期はおおむね 1990 年代後半以後である。この時期、個々の学校の教育活動上の裁量を

拡⼤するための⽴法上、⾏政上の施策が各州で進められた。この時期の施策のポイントは個々の
学校に対する「学校プログラム」編成の義務付けと学校財務における学校ごとの裁量の拡⼤であ
った。後に改めて詳しく検討するが、⼀般に学校プログラムには学校の基本的な教育⽅針、年間
の学校教育活動の⼤要などが記述され、学校会議での議決を経て教育⾏政当局へ提出される。学
校財務においては物件費等の⽀出内訳や⼩規模な対外的契約などが学校の裁量に委ねられるこ
ととなった。学校財務に関連して、個々の学校は⼀定の範囲で外部の企業等からの「スポンサリ
ング」による収⼊の獲得が可能になった。また、それに継続する時期には PISA 調査の結果への
対応も含めて教育政策は新しい段階に⼊り、ニュー・パブリック・マネジメント（NPM）の思想
に影響を受けた「⽬標・成果協定」の仕組みが学校管理の中に導⼊される。さらに⽣徒の教育達
成の客観的基準としての「教育スタンダード」の作成、学校の教育達成に対する評価という意味
での「教育評価」が連邦と州の共同の課題として連邦基本法上に位置づけられていく（2006 年）。 
学校会議及び学校プログラムについては、州によってその名称や構成、位置づけ⽅にに差異はあ

るものの「格別に重要」（同上、388）であり「中核的な地位」（同上、410）を与えられている。
次節では以上の点を具体的に確認していきたい。 
 

 
2 「学校の⾃律」の実定法的進展：ヘッセン州を事例に 
2.1 ⽗⺟参加の憲法上の保障 
 
本節ではヘッセン州を事例として、「学校の⾃律」1の実定法上の保障の進展を具体的に跡付けて

おきたい2。「学校の⾃律」に関する実定法の進展について、ヘッセン州は「先駆けとなった」と
評価されている（南部、2001）。 
すでに 1946 年制定のヘッセン州憲法には、次のように教育権者の教育制度の共同決定の権利が

規定されていた 
 

教育権者は、第 2 項から第 5 項の諸原則に反しない限りにおいて、教育制度の形成に関わ
る権利を有する。3 

 
1 本章の叙述では、基本的に Autonomieの訳語として「⾃律」を、Selbständigkeitの訳語とし
て「⾃⽴」をあてるが、概念としては Autonomieと Selbständigkeitを区別しない。 
2 この時期までのドイツ各州の「学校の⾃律化」政策について、Vgl, Munín, H. (2001). 
3 第 56条第 2項から第 5項は次の内容を定めている。第 2項：宗派と世界観に関わりない共通
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教育権者〔⼀般的には⽗⺟〕のこの憲法上の権利は、1958 年に「教育権者の共同決定及び州⽗

⺟協議会に関する法律Das Gesetz über die Mitbestimmung der Erziehungsberechtigten und den 
Landesschulbeirat」（「共同決定法」）によって実定法上の保障を受けるに⾄っていた（結城、
2019:381）。この共同決定法は学級、学校、地⽅⾃治体の各層に⽗⺟参加のための「⽗⺟協議会」
を置くことを内容とするものであるが、学校運営との関わりについては次のような規定を置いて
いた4。 
 

第 8条 
（1〕学校⽗⺟協議会は学校に対する共同決定権を有する。 
（2）次の事柄については学校⽗⺟協議会の同意が必要とされる。 

1. ⼀般的な学校規則に枠内における学校規則の決定 
2. 実験的に⼀般的な⽅針から外れる教育制度の形成 
3. 法律ないし⾏政上の⼿続きにより同意が求められている事項 

（3）学校⽣活にとって⼀般的な重要性を有する事項についての措置を取るに先⽴って、学
校⻑は学校⽗⺟協議会の意⾒を聴取するものとする。 
 
第 9条 
（1）同意の必要な事柄については、その理解を深めることを⽬的として、学校⽗⺟協議会

において議論が⾏われるものとする。この⽬的のために、学校⻑の求めに応じて、学校⽗⺟
協議会は⼀週間の猶予をもって招集されなければならない。 
（2）学校⽗⺟協議会が同意を拒む場合には、学校⻑は、教員会議の了解を得て、決定を学

校監督当局に委ねることができる。 
（3）学校監督当局は、学校⽗⺟協議会に意⾒陳述の機会を与えた後、最終的な決定を⾏な
う。緊急の場合には、学校監督当局は暫定的な執⾏を命じることができる。 

 
ここで⽰されているのは、学校が独⾃に決定することのできる⼀定の領域があり、それに対する
同意や意⾒聴取の権限が⽗⺟協議会に与えられているということである。この時点までの学校⽴
法においては学校が独⾃に決定することのできる領域についての包括的な規程はなされていな
いが、学校の教育活動について事実上の⼀定の裁量が存在したことが窺われる。 
 
2.2 1961 年学校維持監督法における教員会議の法制化 
 
1961 年の「公⽴学校の維持、管理及び学校監督に関する法律（Gesetez über die Unterhaltung 
und Verwaltung der öffentlichen Schulen und die Schulaufsicht. Vom 28. Juni 1961）」（学校維持監
督法）には「学校の教育上の独⾃責任」と題する条項が置かれている。ここでは教員会議という
組織が法制上明確な地位を与えられ相当の権限を有することが明⽂で⽰されている5。 

 
の教育、第 3項：授業における寛容と客観性、第 4 項：道徳的⼈格、職業的成熟、政治的責任
を備えた⼈間の形成、第 5項：真正な歴史教育、⺠主的国家の原則に悖ることのない歴史解
釈。 
4 以下本章のヘッセン州法の参照は以下による。Aus: Hessischer Landtag, 
Landtagsinformationssystem. 
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/Gesta.web 
5 この第 38条については第 1 章でも参照した。なおこの学校維持監督法の前⾝に当たる法律は
1953 年の学校⾏政法 Schulverwaltungsgesetz. Vom 10. Juli 1953 であるが、そこには学校の独⾃
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第 38条 学校の教育上の独⾃責任 
（1）学校監督当局の権利及び学校維持者の⾏政上の権限とは別に、学校は法的諸規定の枠

内でその教育上の事項を⾃ら教員会議及び学校管理者を通じて決定する。 
（2）教員会議及び学校管理者は、教員及び⽣徒をひとつの教育的共同体へ結び付ける任務、

及び授業と教育の⽀援ならびに学校の中の秩序を確⽴するためのすべての措置を実⾏しな
ければならない。 
（3）教材と図書 Büchern の選定にあたっては、学校にはそのために割り当てられた予算

の枠内において相当の⾃由裁量が与えられる。設備品 Einrichtungsgegenständen の購⼊に
際しては、事前に学校⻑からの意⾒聴取が⾏われる。 
 
第 39条 教員会議 
（1）教員会議はすべての教員の全体会議として、または学級、学年、教科会の部分的な会

議として、授業と教育に必要な措置について、それが学校⻑の権限に帰属していない限りに
おいて、協議し、決定する。 
（2）任務、構成、⼿続きについての詳細は、⽂部⼤⾂が発布する会議規則において定めら

れる。 
 
2.3 ヘッセン州学校法における学校プログラム制度の導⼊の概要 
 
ヘッセン州法制においては学校に対する⽗⺟の参加・共同決定と学校の管理・⾏政はそれぞれの

法律において並⾏して規定されていた。これらの法律においては⽣徒参加の強化などを含む数度
の改正があり、1992 年にヘッセン州学校法 Hessisches Schulgesetzにおいて単⼀の法律に統合さ
れた6。このときの改正は、1991 年州議会選挙の結果をうけて CDU・FDP 連⽴政権にかわって
SPD・90 年連合/緑の党連⽴政権が誕⽣したことに伴うものであった。 
すぐ後に具体的に⾒るように、1992 年改正においては「学校の⾃⽴」性の拡⼤が⾔われ、さら

に 1997 年の学校法改正によって「学校プログラム」政策が導⼊された。⼀般に学校プログラム
政策とは、公⽴学校に教育活動に関わる⼀定の裁量権を与えると同時に、その全容を「学校プロ
グラム」という冊⼦に編成して教育⾏政機関に提出することを法的に義務づけ、これによって学
校監督による画⼀的・官僚制的な統制によるのとは異なる道筋で学校教育の質の向上を図る施策
のことである7。1997 年当時野党であった CDUと FDPは学校の⾃⽴性の拡⼤⾃体には反対して
いなかったが、学校プログラムの法制化には強く反対した8。しかし CDU、FDPは 1999 年の州

 
責任や教員会議に関する規定は置かれていない。なお同法第 24 条は「学校が、⼀⼈よりも多く
の教員を任⽤している場合、学校監督当局は学校⻑およびその⼀般的代理者を任⽤する。学校
に勤務している教員が⼆⼈である場合、学校監督当局が別に定めない限り、勤務期間の⻑い教
員が学校⻑となる。」と定めている。これは 1950 年代当時の公⽴学校において単級学校及び 2
学級学校が珍しくなった事情を表現している。 
6 ヘッセン州学校法はそれまでの 8 つの主要な学校法を統合した総合的教育法規である。 
7 学校プログラムにはそれぞれの学校の教育の理念や教育上の重点が書き込まれる。たとえば基
礎学校段階の場合、「科⽬横断型の授業」「学年統合型の授業」「モンテッソーリ教育実践」「障
害のある⽣徒の積極的受け⼊れ」「個別学習重視」「プロジェクト学習重視」などが教育上の重
点の例として挙げられる。 
8 主な反対理由として、これが教育の国家⽀配の新たな⽅法である、ギムナジウムの総合制学校
化を企図するものである、などが挙げられていた。 
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議会選挙での勝利によって政権に戻ると繰り返し学校法の改正を⾏い、その過程では学校プログ
ラム制度は外⾒的には保持されたものの、それは学校の⾃由な創造性を媒介するためのものでは
なく、国の定める基準の枠内での各学校の教育活動を管理するものとして、その性格を変更され
ることになった。議会審議の過程で学校種ごとの州内統⼀試験の導⼊が予告されたことは、こう
した性格の変更を端的に⽰している。州内統⼀試験は学校間の成績の⽐較を可能にし、その結果
として学校を主体とした競争を強化するものであり、CDU などによれば、新たなる学校プログ
ラム政策はこの点において SPD 主導の学校プログラム政策とは峻別される9。つまり SPD 主導
によって導⼊された「学校の⾃⽴化」の具体化としての学校プログラム政策とは異なり、その後
のヘッセン州の学校プログラム政策は学校を所与の尺度についての競争の主体として位置づけ
る志向性を明確に持つものということができる。この志向性はその後 2020 年時点までの数度の
学校法改正においても継承されている（表 5-1 参照）。次項ではこのことを具体的に跡付けていき
たい。 
 

 
 
 
2.4 1992 年学校法改正及び 1997 年改正による学校プログラム制度の導⼊ 
 
多くの学校教育関係法規を統合した 1992 年学校法は第 101条以下で⽗⺟の参加・共同決定につ

いて規定し、第 127条以下では「学校の⾃治 Selbstverwaltung der Schule」と題して学校の裁量
に関する⼀連の規定を置いている。 
 

1992 年 ヘッセン州学校法 
第 10 部 学校の構成原理 Schulverfassung 
第 1 章 学校の⾃治 
第 127条 諸原則 
（1）この法律における学校は、教員及び⽣徒の⼊れ替わりとは独⽴に⼀般教育ないし職業

教育が計画的に多くの分野において⽣徒の過半に対して提供され、教育の⽬的が追求される、
半永久的に存在する教育施設である。第 1⽂は、⾃由な担い⼿による学校についても適⽤さ
れる。 
（2）公⽴学校は、法的権利能⼒を有しない公の営造物である。 
（3）学校は、州の責任と法規の定の枠内において、授業の計画と実施及びその独⾃の事務

の管理において⾃⽴的である。 

 
9 PlPr, 15/8, S.464. (ヘッセン州議会議事録、第 15 会期第 8⽇) 
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（4）学校が⾏なう決定は、以下の諸規定に従って、各会議ないし校⻑によって⾏われる。
各決定の限界は、⼈的、物的、予算的に与えられた諸条件によって定められる。 
（5）州及び学校維持者は、学校に対して、⼀年間の最⼤額の枠内で、学習条件の改善のた

めに指定された予算の使途の決定権を与えることができる。 
 
第 2 章 学校会議 
第 128条 任務 
（1）学校会議は、教員、親並びに⽣徒（学校共同体）が協働するための共同の協議と決定

の機関である。学校会議は、学校のすべての重要な事項を協議し、多様な意⾒の調整を⾏う。 
（2）学校会議は、他の会議に対して勧告を⾏なうことができる。この勧告はそれらの会議

の直近の会合において協議されなければならない。 
（3）この法律の第 8 章による⽗⺟協議会の権利、第 9 章による⽣徒代表の権利、職員代表

法による職員代表の権利は、留保される。 
 
第 129条 決定の権利 
学校会議は次の事項について決定する。 
1. 学校 6⽇制に代わる学校 5⽇制の導⼊（第 9条第 4 項） 
2. 学校独⾃のプロフィールの展開のための標準的な時間配当からの逸脱（第 9条第 4 項） 
（以下、表 5-2 参照。） 

 
表 5-2 ヘッセン州学校法における学校会議の権限規定の変化 

（1992 年法と 1997 年改正法の⽐較） 
第 129条 1992 年法 1997 年改正法 

第 1項 学校５⽇制 学校プログラム 
第 2項 標準授業時数からの逸脱 標準授業時数からの逸脱 
第 3項 任意の教育上の企画 教科の統合 
第 4 項 教科の統合 任意の教育上の企画 
第 5項 宿題に関する原則 外国語の導⼊ 
第 6項 外国語の導⼊ 成績評価法 
第 7項 成績評価法 能⼒別コース分化 
第 8項 能⼒別コース分化 宿題に関する原則 
第 9項 授業等への親の協⼒の原則 実験学校への転換 

第 10項 経常的でない資⾦の使途 授業等への親の協⼒の原則 
第 11項 特別な学校⾏事 他校及び学校外の組織との協⼒の原則 
第 12項 学校パートナー協定 ガイドラインの枠内での学校独⾃予算 
第 13項 他校及び学校外の組織との協⼒の原則 学校５⽇制 
第 14 項 クラス旅⾏の原則 学校施設の利⽤規則 
第 15項 学校施設の利⽤規則 苦情等に対する回答 
第 16項 苦情等に対する回答 校⻑選考委員会のメンバー決定 
第 17項 校⻑選考委員会のメンバー決定 基幹学校の第 10 学年の設置 
第 18項 基幹学校の第 10 学年の設置 職業学校における重点設定 

第 19項 特別⽀援学校における基礎学校第 5 学
年の設置 

特別⽀援学校における基礎学校第 5 学
年の設置 

＊各項の内容は実際の法⽂に沿って筆者が付けた⾒出しである。 
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このヘッセン州学校法は 1996 年から翌年にかけての議会審議を経て改正された。改正の内容は
多岐にわたるが、本章との関連においていえば、1992 年法における学校の⾃律性の保障の要点を
「教育上、⾏政上、財政上の独⾃責任の付与」にあったと押さえた上で、「学校プログラム」とい
う新しい制度を導⼊してさらにその流れを発展させることを⽬的とするものであった10。関係す
る改正後の当該条⽂を挙げておく。 
 
 

1997 年 ヘッセン州学校法 
 
第 127条 学校の概念 
（1）この法律における学校は、教員及び⽣徒の⼊れ替わりとは独⽴に⼀般教育ないし職業

教育が計画的に多くの分野において⽣徒の過半に対して提供され、教育の⽬的が追求される、
半永久的に存在する教育施設である。 
（2）第 1項は、⾃由な担い⼿による学校についても適⽤される。 
 
第 127条 a ⾃治の諸原則 
（1）学校は、州の責任と法規の定の枠内において、授業の計画と実施及びその独⾃の事務

の管理において⾃⽴的である。 
（2）公⽴学校は法的権利能⼒を有しない公の営造物である。ただし、公⽴学校は、⼀般的

に、または具体的に付与された権限に基づいて、また権限として与えられた予算の枠内にお
いて、権限を有する権利主体（第 137条）に代わって法律上の契約⾏為をなし、それにかか
る諸義務を果たすことができる。法律上の契約の締結にあたっては、校⻑が権利主体を代位
する。この法律上の契約は学校の教育責務の達成に資するものでなければあらない。教育上
の業務の委任を伴う契約は、具体的かつ期限の定めのある教育活動ないしプロジェクトにつ
いてのみ締結することができ、原則として延⻑されてはならない。 
（3）学校維持者は⽇常的な管理保守のための予算及び学習条件の改善のための予算を学校

の独⾃の予算として学校に提供し、またそれぞれの具体的なガイドラインに従ってその使途
を決定する権限を学校に与えるものとする。学校は、使途の決定権限を与えられた予算の会
計を、財政法上の条件が満たされる限りにおいて、委任されることができる。これについて
は予算の適正な管理と監査が保証されるべき適切な⼿続きが定められなければならない。第
1項及び第 2項は学校に与えられる州の予算についても適⽤される。予算は全体会議の提案
に基づいて学校会議が決定する。 
（4）学校の諸決定は、校⻑及び各会議によって、この法律の定めるところにより⾏われる。
諸決定の限界は、⼈的、物的、予算的に与えられた諸条件によって定められる。 
 
第 127条 b 教育上の独⾃責任及び学校プログラム 
（1）授業、学校⽣活を⾃⽴的に計画し実⾏する学校の権限（第 127条 a）は、法規の諸規

定および学校監督の命令によって不必要ないし不当に unzumutbar 制約されてはならない。 
（2）学校は、学校プログラムによって、学校が教育活動の独⾃の展開と品質の保証に関す

るその教育上の責任を果たすための概要を⽰す。学校は、授業、カウンセリング Beratung、
ケア Betreuung における学校の活動の⽬標を、学校の⼀般的な教育活動の任務及びその実
現のための諸原則を踏まえて（本法第 2 条、第 3 条）、この⽬的を達成するための本質的な
⼿段及び必要とされる教員の協働の形式を学校プログラムに記述する。学校プログラムには、
学校の組織開発及び⼈材開発のための助⾔と研修の必要が記述される。学校は、授業組織上

 
10 改正案に関する政府提案理由による。Vgl., Hessischer Landtag, DS 14/2476, 3. Dez.1996. 
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の、また内容上の重点と独⾃の教育上のプロフィールの形成のための裁量権をに基づいて、
特に環境の必要性に鑑みて（本法第 16条）、特別な責務を設定することができる。 
（3）学校は、共に協⼒する学校（本法第 11 条第 4 項（1））との合意の上に、また学校プ

ログラムがそのための資源をを必要とする場合には学校維持者との合意の上に、そのプログ
ラムを編成する。学校は、ヘッセン州⽴教育研究所、学校監督当局ないしその他の適切な助
⾔機関の助⾔を求めるものとする。学校は、定期的に適切な形式においてプログラムの構成
及びその活動の質を点検する（内部評価）。プログラムは、特にその構成の前提条件が変わっ
た場合ないし学校が教育上の⽬標を新たに設定しようとする場合において、改訂されなけれ
ばならない。プログラム及びその改訂については学校会議が全体会議の提案に基づいて決定
する。 
（4）プログラム及びその改訂は、州の学務局の同意を必要とする。この同意は、次の場合

には与えられない： 
1. プログラムが本法第 2条及び第 3条に合致していない場合 
2. 授業及びケアの提供において学校の提供する内容の等価性が保証されない場合、特にカ

リキュラムの⽔準が必要なスタンダードを確保できない場合 
3. プログラムが第 2項の要請に合致せず、第 3項第 1⽂に合致しない場合 
（5）学校のプログラムの構成及び他の学校と⽐較した場合及びカリキュラムの⽔準におい

て測定される活動の質の外部評価の形式は、よりよく改善されるものとする。この⼿続は、
専⾨監督（本法第 92条第 2項及び第 93条）の提供による学校監督当局の参加によって保証
される。 
（6）学校は、特に⾃らのプログラムを考慮した公募を通じて、⼈材開発に協⼒する。 
 
（128条は 1992 年法から変更なし） 
 
第 129条 決定の権限 
学校会議は、次の事項を決定する。 
1. 学校プログラム（第 127条 a） 
2. 標準的な授業時数からの逸脱（第 9条第 4 項） 

（以下、本章末に表 5-2 として別記する。） 
 

 
1997 年改正法においては 1992 年法の第 127条が⼀部分割され、新設された第 127条 a及び第

127条 bによって「学校プログラム」及び「学校独⾃予算」の仕組みが導⼊された。学校独⾃予
算については 1992 年法にも規定されているが、1992 年法においては「可能規定」（表現として
は können、第 127 条第 5 項）であったが、1997 年改正法においては「原則規定」（表現として
は sollen、第 127条 a第 3項）とされた点に違いがある。関連して、やや煩雑になるが、⼤きく
変更された学校会議の権限（第 129条）の内容についても簡潔に整理しておく（表 5-2）。1992 年
法においても 1997 年改正法においても第 129 条において 19 項⽬が列挙されているが、内容は
若⼲の違いがある。上述の通り、重要なのは 1997 年改正法における第 1 項（学校プログラム）
と第 12項（学校独⾃予算）である。 
 
2.5 2005 年学校法における「⽬標協定」制度の導⼊ 
 
先にも触れた通り 1999 年州議会選挙の結果、8 年間続いた SPD・90 年連合/緑の党の連⽴政権

に代わって CDU・FDP連⽴政権が誕⽣した。この CDU連⽴政権は「質の保証」を掲げていく
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つかの点で学校法の改正を⾏ったが11、学校プログラムに関する条項はそのまま保持し、外⾒上
は学校プログラム政策を継承した。 
この CDU・FDP連⽴政権は、さらに 2005 年に「学校の⾃律」を⼀層強化する法改正を⾏った。

2005 年法では第 127条 b(5)において学校プログラムが学校と州学務局との「⽬標協定」の基盤
となることが定められ、また学校の「⾃治」の⼀層の発展をうたう第 127条 cが新設された。 
 

第 127条 b （（1）から（4）及び（6）は変更なし） 
（5）州の学務局によって同意された学校プログラムは、品質と組織の改善に関する州の学

務局と学校との間の⽬標協定の基盤である。 
 
第 127条 c ⾃治の⼀層の発展 
（1）学校制度の⼀層の発展及び拡張された⾃治と独⾃責任制並びに法的⾃⽴性のモデルの

検証のために、学校は、学校と州の学務局及び必要な限りにおいて学校維持者との協⼒協定
に基づいて、教員の募集、⼈事管理、物品管理並びに授業の組織及び授業の内容構成に関す
る現⾏の法的諸規定から逸脱して⾃⽴的な決定を⾏うことができる。授業の組織及び構成に
関する逸脱は、特に学習集団の形成、外的分化の形態、能⼒基準の設定並びにカリキュラム
及び授業時数の設定について、当該学校種の教育の⽔準が保持される限りにおいて、許容さ
れる。 
（2）このモデルにおいては、拡張される⾃⽴性に適した学校管理の新しい形式、教員、親、

⽣徒並びに第三者の協⼒の新しい形式及び法的な⾃⽴性の新しい形式が検証される。学校は、
本法第 2条を越える任務を、特に研修の領域において、それが学校の⽬的に合致するもので
あり学校の財政を損なわない場合には、引き受けることができる。 
（3）このモデルは、その学校の修了資格の⽔準が他の学校のそれと遜⾊なく、ドイツ各州

による修了資格の認定を損なわないことを保証しなければならない。また、他の管理構造や
法的な⾃⽴性の形態の検証のためのモデルについては、第 92条及び第 93条の要請に沿った
州の学校監督が保証されなければならない。 
（4）⽂部省は、学校の申請に応じて、このモデルの検証を⾏なう。申請にあたっては、学

校会議は、学校の⼈的、物的及び授業組織上の可能性に基づいて、⼗分な検討の上に決定を
⾏う。 

 
この 2005 年改正のポイントは、各学校が作成して届け出る学校プログラムが「⽬標協定」制度

の基盤となることが定められたこと、及び⼀般的な規定から外れてより広い範囲の⾃⽴性を持つ
学校運営のモデル校の設定が規定されたことである。 
この⼆つのポイントのうち⽬標協定制度は、州の定める「戦略的⽬標」を踏まえて、地域ごとの

州学務局と各学校がそれぞれの具体的状況に即して協定を結ぶというものである。州が戦略的⽬
標として挙げていたのは次の 4 点である12。 

 
1 基礎学校第 2 学年修了時において、すべての⽣徒が内容を理解しながら年齢相当の⽂章

を読むことができる。 
 

11 99 年改正の要点を⼆つ挙げれば、カリキュラムの基準性の強化、親の進学校決定権の制約な
どによる分岐型中等学校制度の再編強化、各学校レベルでの教員・⽗⺟・⽣徒代表による学校会
議の権限の相当部分を教員のみによる全体会議へ移すことによる「⺠主主義の過剰」の矯正、で
ある。これは SPD政権が推進してきた「総合制学校の強化」と「⽗⺟・⽣徒参加の拡⼤」に対向
するものと⾔える。 
12 Hessischer Landtag, DS 16/3515 
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2 基幹学校修了証を取得せずに学校を去る⽣徒の⽐率を現在から 1/3減少させる。 
3 PISA-E 調査において定義されている危機グループの⽐率（ヘッセン州：27％）を現状

から 1/3減少させ、中等教育段階Ⅰの⽣徒の読解⼒を向上させる。 
4 指定された 15 の職種のデュアルシステムの修了者について、職業資格試験の理論分野

の合格率を現状から 1/3引き上げる。 
 
これらの戦略的⽬標の達成のために、「プロジェクトマネジメントの⽅法や技法」が⽤いられる

とされ、⽬標協定制度はこのプロジェクトマネジメントの⽅法・技法であるとされている13。 
またより広い範囲の⾃⽴性を持つ学校運営モデル校に関連しては、2005 年改正に先⽴つ時期か

らのものも含めて、「独⾃責任制の学校 "Eigenverantwortliche Schule"」「⾃⼰責任プラス 
Selbstverantwortung Plus」、「共に学校を作るモデルプロジェクト Modellprojekte "Schule 
gemeinsam verbessern"」などの企画が実施されていた。これらは総じて⾔えば⼈事及び学校財務、
クラス編成についての学校の裁量権を拡⼤を内容とするものである。2005 年改正はこれらの企
画により強固な法的基礎を与えるものであった。 
2005 年改正の州議会審議において、⽬標協定制度及びより広い範囲の⾃⽴性を持つ学校運営モ
デルの導⼊は争点となっていない14。改正法施⾏後の 2006 年には野党会派（SPD、90 年連合/緑
の党、FDP）から出された「⾃⼰責任プラス」プロジェクトに関する提案が与党CDUとの統⼀
提案に改められ、全会⼀致で可決されている15。この時期、⽬標協定制度と学校運営の⾃⽴性の
拡⼤はヘッセン州議会レベルにおいては基本的に望ましい政策とみなされていたと⾔ってよい。 
 

2.6 2011 年改正における学校の⾃⽴性の強化 
 
2008 年及び 2009 年の州議会選挙を経て16、2011 年に州議会に提出された学校法改正案にはい

くつかの柱が含まれるが17、本章の関⼼に照らして興味深いのは 2005 年改正において争点となっ
ていなかった学校運営モデルが対⽴的な争点となっていることである。 
この 2011 年改正では、第 127条第 4 項で学校は「拡張された⾃治、及び、独⾃責任、並びに法

的な⾃⽴性のモデルを検証することができる。また第 127条 dにより、⾃⽴的な学校に転換する
ことができる。」とされた。これは、州議会の第⼀読会審議における与党議員の⽤語法にしたがえ
ば、学校により⼀層の「⾃⽴」と「選択の⾃由」を与えるものである18。PISA 調査の結果は、好
成績を⽰している国において「学校の⾃⽴性」の度合いが⾼い傾向にあることを⽰しており、ヘ
ッセン州においても学校の⾃⽴性の度合いを⾼めることによって学⼒状況の改善が進むことが
期待されているのである。上記の 2005 年法において特別な「協⼒協定」に基づく「検証のため
のモデル」という位置づけで認められていたいくつかの案件に関する裁量権限（教員の募集、⼈

 
13 Ebd. 
14 Hessischer Landtag, PlPr 16/39 (2004年 6⽉ 16⽇、本会議第⼀読会) 
15 Hessischer Landtag, DS 16/6565, 6697, 6791. 学校の「⾃⼰責任プラス」プロジェクトについ
てはその後も全会⼀致で州議会提案が可決されている（DS 16/8203 2007 年 11⽉ 13⽇）。 
16 任期満了に伴う 2008 年のヘッセン州議会選挙ではともに過半数を獲得できなかった CDUと
SPDがそれぞれ連⽴政権協議を進めたものの合意に⾄らず、正式な政権が発⾜しないままに 1
年後に再度州議会選挙が実施された。この 2009 年州議会選挙において SPDが⼤きく議席を減
らし、CDUは FDPと連⽴政権を発⾜させることになった。 
17 ⽂部⼤⾂による提案理由説明によれば、①教育スタンダードへの対応、②インクルージョン
の推進、③学校の⾃⽴性の拡充、④中等学校制度の再編、が主要な柱であった。Hessischer 
Landtag, PlPr 18/65（2011 年 2⽉ 2⽇）） 
18 Ebd. 
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事管理、物品管理、学習集団の形成、外的分化の形態、能⼒基準の設定並びにカリキュラム及び
授業時数の設定）を常態として与えられる学校が「⾃⽴的学校」という新しいカテゴリーとして
設定され、すべての学校は学校会議の決定に基づいてこの「⾃⽴的学校」への転換を申請できる
こととされた。この転換の申請は、州の学務局の裁定に基づいて⽂部⼤⾂が認可する（第 127条
d）。「⾃⽴的学校」に転換した学校は、「毎年、その基本⽅針と学校プログラムに基づいて、品質
マネジメントシステム（Qualitätsmanagementsystems）を⽤いて、⾃らの活動を検証し評価する。」
（第 127条 d（11））とされた点である。なお「⾃⽴的学校」への転換は、それぞれの学校の任意
とされていたため、⼈事、財務、教育活動上の編成における裁量の拡⼤を望まない学校について
は従前の状態が継続されることになる。 
ここで⾔われている品質マネジメントシステムとは、州が作成する「品質基準ガイドライン」を

参照しながら学校⾃らが作成する品質の保証と改善のための計画に基づく PDCA サイクルを意
味している（図 5-1）（Hessisches Kultusministerium, 2016:3）。 
 
 

 
 
また州の定めた「品質基準ガイドライン」においては図 5-2 のように、評価される品質の領域が
例⽰されている（Hessisches Kultusministerium und Institut für Qualitätsentwicklung, 2011:4）。
ⅠからⅦの各領域はさらに⼆つないし五つの⼩領域に分けられている。各学校はこれらの基準を
念頭に置きながら学校プログラムを作成し、⾃⼰評価を⾏い、外部評価を受けることになる。こ
れらは端的にいえば学校の裁量の拡⼤を品質の保障、改善をセットにし、事後的な評価による管
理を徹底しようとする仕組みであると⾔える。 
この 2011 年改正における「⾃⽴的学校」と品質マネジメントの徹底の提案は、主要野党から批
判を受けることとなった。前述の通り 2005 年改正においては⽬標協定制度及び⾃⽴的な学校運
営モデルの導⼊は争点となっていなかったとすれば、2011 年改正における争点化の具体的内容
が抽出される必要がある。 
州議会議事録からわかる各政党の主張から⾒る限りでは、「⾃⽴的学校」と品質マネジメントの
徹底は、そのアイディアや⽅法⾃体が批判されていたわけではない19。SPDと 90 年連合/緑の党

 
19 本論⽂では⽴ち⼊らないが、この 2011 年改正ではドイツ学校法制史上初めて、公⽴学校に独
⽴した法的権利能⼒を与える仕組みが盛り込まれ、まず公⽴職業学校について先⾏実施される
こととなった。SPDは、このアイディアは先に SPDが党の教育政策として掲げていたものを
CDU政権が取り⼊れたものであるとして、それを積極的に評価している。こうした点からも、
教育管理政策の基本的な⽅向に⼤きな差異はなかったと⾔ってよい。Vgl., Hessischer Landtag, 

図 5-1品質マネジメとシステムとしての PDCAサイクルの例⽰ 
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が批判していたのは⼈事、財務、教育活動上の編成の⾃由の拡張が教育予算全体の切り詰めとセ
ットになって提案されていた点である。批判する側の主張によれば、裁量の拡⼤と品質マネジメ
ントシステムの導⼊は、予算の切り詰めによって多少なりとも苦しい状況に追い込まれる学校教
育活動の責任を個々の学校に負わせようとする欺瞞であるというのである。教育予算全体の切り
詰めという指摘について、与党側はそれを事実の誤認として退けているから、計算の筋道におい
ていくつかの解釈が可能な余地があったものと⾒るのが妥当であろう。いずれにせよ、学校の裁
量の拡⼤とそれによる学校教育の質の改善という展望⾃体はこの時点でも争われることのない、
いわば学校管理運営改⾰の「公理」であったと⾔ってよいであろう。20 
 
 

 
 
3 ⼩括 
 
本章では、先⾏研究によりながら 1990 年代を学校の⾃⽴（⾃律）に関する実定法上の規定の画

期と押さえた上で、ヘッセン州を事例として具体的に実定法上の展開を確認してきた。本章が明
らかにしたのは次のような点である。1990 年代半ばまでの学校の⾃⽴に関する実定法上の保障
の発展は、学校教育活動の質的改善、特に⽣徒の学⼒の保証を直接的な⽬的とするものではなか
った。⽗⺟参加や⽣徒参加の保障及び学校の意思決定機関としての学校会議の位置付けは学校教
育活動の質的改善と結び付けて語られ、導⼊されたものではない。それらは⽗⺟（教育権者）や
⽣徒⾃⾝の権利から、また具体的な環境において州（国）の教育責務の具体化を担うべき学校の
教育活動の本質に即して確⽴が図られてきたものである。この流れは、学校の⾃⽴性に関する規
範的なオプティミズムに基づくものと特徴づけることができよう。なぜならば、それは教育の結

 
PlPr 18/65.  
20 ヘッセン州では 2017 年州議会選挙における SPD及び FDPの退潮と 90 年連合/緑の党の躍
進をうけて、初の CDUと 90 年連合/緑の党の連⽴政権が誕⽣した。この連⽴政権はさらに学校
法の改正に着⼿し、2018 年改正においてそれまでの「⾃⽴的な学校」というカテゴリーに加え
て、「教育上⾃⽴的な学校 pädagogisch selbstständige Schule」という新しいカテゴリーが設けら
れた。これもまたすべての学校が⼀律にそう位置づけられるのではなく、各学校の希望によっ
て転換できるものとされている。「教育上⾃⽴的な学校」への転換は 2020/21 学年度から始まる
予定である。本論⽂はこれについては論及しない。Vgl., Hessisches Kultusministerium (2019).  

図 5-2 学校品質ガイドラインにおける品質領域の例⽰ 
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果に対する効⽤と結び付けられていないという意味で規範的と呼ぶことができ、また学校教育活
動に及ぼす影響についての評価を想定していないという点でオプティミズムと呼ぶことができ
ると考えられるからである。 
これに対して 1997 年改正以後のヘッセン州学校法の中には、学校の⾃律ないし⾃⽴に関するそ
うしたオプティミズムを読み取ることはできない。むしろそこに⾒られるのは、端的には PISA
調査の結果（成績上位国は「学校の⾃⽴性」の度合いが⾼い傾向があるという点）への⾔及に⾒
られるように、裁量の拡⼤を「結果責任」や「評価」と結びつけてその効率性を問う姿勢である。
ヘッセン州における「⾃⽴的な学校」は拡⼤された裁量権を⽤いて州学務局との協定に⾒合った
成果を挙げなければならず、また 2011 年改正法の定めるところに従って「品質マネジメントシ
ステム」を⽤いた学校教育活動の点検と評価を⾏わなければならない。ここにおいて学校の裁量
の拡⼤は、それを学校教育活動が本来的に必要とするが故に与えられるものではなく、⼀定の基
準から測定可能な成果を上げるためのツールとして与えられるものとなっているのである。概念
的対⽐を強調して特徴づけるならば、この時期の学校の⾃⽴の法的保障の強化は、功利主義的な
プラグマティズムによるものと呼ぶことができよう21。 
1990 年代後半以後のこうした流れは、ドイツにおける NPMモデルの地⽅⾏政改⾰との関連の

検討の必要性を感じさせるものである。前章でもみたように、ドイツの地⽅⾏政における NPM
モデルの導⼊について、1990 年代後半の「ブーム」を経て、すでに 2000 年代には⾏政サービス
分野における⾏政の透明化、権限・責任の分権化と制御、顧客志向といった当初の理念は維持し
ながら、むしろ市⺠参加の重視への転換が⾒られるという武⽥公⼦による指摘がある（（武⽥公
⼦、2004））。こうした指摘を念頭に置くならば、1990 年代後半からの学校管理運営改⾰の流れを
功利主義的なプラグマティズムとする⾒⽅には⼀定の留保が必要かもしれない。特に、「学校の⾃
律」政策においてテスト学⼒以外の価値的な⽬標への再注⽬が⽣まれつつあるというリュールプ
の指摘（Rürup, 2019）を踏まえるならば、地⽅⾏政⼀般と教育⾏政はいわば跛⾏的に、つまりタ
イミングにおいては相当の偏差を持ちながら、⼀時的な功利主義的プラグマティズム（企業経済
モデル）への傾倒を経て、基調としての規範的オプティミズムへの回帰を⽰しつつあると⾒るこ
ともできよう。 
ともあれ、本論⽂全体の関⼼に引き戻して⾔えば、そうした政策的な改⾰の意図や法制化が学校
現場においてどのように受け⽌められ、現実化されているかという点こそが重要である。次章で
はこの点を検討する。 
 

 
21 リュールプの表現を借りれば、「学校の⾃律」の「企業経済モデル betriebswirtschaftlicher 
Modell」である。Vgl., Rürup (2019). 
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第 6 章 校⻑意識調査を素材とした「学校の⾃律」の実態の分析 
 
1 はじめに 
 
ドイツの教育改⾰論議においても「市場 Markt」はキーワードのひとつとなっている（Weiss, 

2001）。それは公⽴学校制度のなかに市場的競争の要素を導⼊することによって学校改⾰を促そ
うとする志向性に関わっている。この⽂脈においては、1990 年代以降ドイツの諸州で進められて
いる「学校の⾃律化」を標榜した制度改正は、市場的競争に参加する「主体」としての学校の性
格を鮮明化するものと⾒えることになる。 
前章までに述べたように、「学校の⾃律化」への関⼼は多くの要素と関わって⽣じているもので

あり（Richter, I., 1994; Mitter, W., 1997）、市場的競争の観点からのみ「学校の⾃律化」を捉える
ことは適当でないだろう。しかし 1970 年代の「学校の独⽴性の強化」をめぐる議論との対⽐に
おいてみると1、この市場的競争という観点こそがこの時期の「学校の⾃律化」をめぐる議論を強
く特徴づけるものであることも疑いない。このことを踏まえるならば、市場的競争と「学校の⾃
律化」の関わりを競争主体としての学校に注⽬して検討するという視点は、ドイツにおける「学
校の⾃律化」の意義と可能性を追究するうえで必要不可⽋である2。 
近年⽇本でも⼤都市部および周辺部において学区制の緩和・弾⼒化と公⽴学校の選択制度が急

速に広がっている。学校制度の基本的構造や学校に向けられる社会の視線、学校制度が抱える問
題状況などにおいて相当に異なる⾯はあるが、競争原理の導⼊による公⽴学校の管理運営の改⾰
への期待3において彼我のあいだには共通点があると思われる。現代ドイツの状況に定位した本章
の議論は、⽇本の学校管理運営の改⾰を分析・構想する際にも⼀つの切り⼝を⽰し得るものとし
て、その存在意義を主張することが許されよう。 
はたして公⽴学校は「学校の⾃律化」によって市場的競争の主体となることができるのか、また

競争を通じて学校の改⾰が促されるという展望は現実的基盤を持っているのか。本章は、こうし
た課題に具体的かつ限定的な素材に基づいて接近しようとするものである。検討の対象としては
ドイツ・ヘッセン州の中等学校段階を取り上げ、素材としては筆者が実施した中等学校⻑対象の
質問紙調査の結果を主に⽤いる。こうした対象と素材の限定については、いくつかの説明が必要
であろう。 
第⼀に、ヘッセン州への注⽬はとくに次の理由による。前章で具体的に⾒たように、ヘッセン州

は「学校の⾃律化」を⽐較的早くから推進してきたが（南部初世、2001）、1990 年代の 2 度の政
権交代による教育政策の転換のなかで学校の⾃律性の意味づけも⼤きく変わり、州議会において
もこれに直接関わる議論が展開されてきた。この間の事情は前章で検討したところであるが、こ
こでも改めて簡單にまとめておきたい。まず 1992 年に、この年政権に復帰した社会⺠主党(SPD)・
90 年連合/緑の党によって州学校法の⼤改正がおこなわれ、そこにおいて「学校の⾃律性」の拡
⼤が⾔われたが、さらに 1997 年の学校法改正によって初めて「学校プログラム」政策が導⼊さ
れた。⼀般に学校プログラム政策とは、公⽴学校に教育活動に関わる⼀定の裁量権を与えると同
時に、その全容を「学校プログラム」という冊⼦に編成して教育⾏政機関に提出することを法的

 
1 遠藤孝夫（2001）は 70 年代からのドイツの学校改⾰を全体としてみた場合の基本的⽅向の連
続性を強調しているが、その遠藤によっても 90 年代以降の市場原理・競争原理の台頭の問題性
⾃体は意識されている。 
2 ドイツにおける「学校の⾃律化」を取り上げた研究として、坂野慎⼆（2000）、遠藤孝夫
（2000）、榊原禎宏（2000）、柳澤良明（2003）など参照。なお研究論⽂ではないが、本章と同
様の課題意識にたった記事として、前原健⼆（2003）がある。 
3 参照、堤清⼆、橋⽖⼤三郎編（1999:27）。また市場原理による学校改⾰をめぐる議論として、
参照、⿊崎勲（2000）、藤⽥英典（2000:87ff.）。 
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に義務づけ、これによって学校監督による画⼀的・官僚制的な統制によるのとは異なる道筋で学
校教育の質の向上を図る施策のことである。1997 年当時野党であったキリスト教⺠主同盟
(CDU)および⾃由⺠主党(FDP)は学校プログラムの法制化に対しては強く反対した4。しかし
CDU、FDPは 1999 年の州議会選挙での勝利によって政権につくと、学校教育の「質の保証」を
掲げて学校法を改正したものの、学校プログラムに関する条項はそのまま保持し、外⾒上は学校
プログラム政策を継承した5。ただしこのとき、学校プログラムは学校の⾃由な創造性を媒介する
ためのものではなく、国の定める基準の枠内での各学校の教育活動を管理するものとして、その
性格を変更されることになった。CDU などによれば、学校種ごとの州内統⼀試験の導⼊によっ
て学校プログラム政策は新たな性格を与えられることになり、この点において SPD 主導の学校
プログラム政策とは峻別される6。つまり SPD主導によって導⼊された「学校の⾃律化」の具体
化としての学校プログラム政策とは異なり、現在のヘッセン州の学校プログラム政策は学校を所
与の尺度についての競争の主体として位置づける志向性を明確に持つものということができる。
それゆえヘッセン州の事例は本論⽂の課題にとって最適の対象となる。 
第⼆に、公⽴中等学校⻑を対象とした質問紙調査(意識調査)に基づいて分析を進めるという⽅法

的限定についてである。本章は学校プログラム政策下の校⻑の「意識」を分析の対象とするもの
であり、学校教育をめぐる市場的競争の「実態」を捉えたものとは⾔えない。しかし競争と学校
改⾰の関係を問う構図においては教職員集団の主体性は重要な要素であり、それは学校の「供給
者⾏動Anbieterverhalten」（Weiss, M. 1998）を規定する。ドイツの校⻑は今⽇でも例外なしに授
業担当義務を負い、いわゆる管理業務よりも教職員の「話し相⼿」となることに職務の重点を⾒
出す傾向があるなど7、校⻑は教職員集団のなかでもっとも意欲的なリーダーとして位置づけられ
る。こうした意味で、学校プログラム政策の現状を校⻑の意識を通じて捉えるアプローチには相
当の有効性があると考えられる8。 
本調査は中等教育段階の校⻑を対象としており、初等教育併設型の中等学校（基礎・基幹学校、

基礎・基幹・実科学校）を含んでいるが、初等教育だけの学校（基礎学校）は含んでいない。こ
の限定は、中等学校は親・⽣徒によって「選択される」学校であり、それゆえ、基礎学校とは異
なり、⾃律化と競争による学校改⾰というアイディアの影響を直接に受けることになると考えら
れたことによるものである。 
本章で分析する質問紙調査は「学校の⾃律化」政策の下での学校管理運営に関する校⻑の意識を
さまざまな⾓度から問うものであり、ここで扱うのはそのうちの学校運営の現状、学校間の競争
及び学校改⾰に関わる質問部分である。調査はヘッセン州の全公⽴学校の最初の学校プログラム
の編成期限とされた 2002 年 7⽉末の直前にあたる 2002 年 5⽉から 6⽉にかけて実施された。
したがって学校プログラムの編成作業が相当進⾏した段階における校⻑の意識を反映したもの
であり、1999 年の学校法改正を学校プログラム政策の実質的な転換点と捉えるならば、前章の結
論として述べた総括的な表現を⽤いれば功利主義的なプラグマティズムに基づく学校プログラ

 
4 主な反対理由として、これが教育の国家⽀配の新たな⽅法である、ギムナジウムの総合制学校
化を企図するものである、などが挙げられていた。 
5 多岐にわたる 99 年改正の要点を⼆つ挙げれば、カリキュラムの基準性の強化、親の進学校決
定権の制約なドによる分岐型中等学校制度の再編強化、各学校レベルでの教員・⽗⺟・⽣徒代
表による学校会議の権限の相当部分を教員のみによる全体会議へ移すことによる「⺠主主義の
過剰」の矯正、である。これは SPD政権が推進してきた「総合制学校の強化」と「⽗⺟・⽣徒
参加の拡⼤」に対向するものと⾔える。 
6 Hessische Landtag, PlPr 15/8, S.464. 
7 参照、前原健⼆（2002）。 
8 付⾔すれば、⼀般の教員、⽗⺟・⽣徒を対象とした質問紙調査は、個⼈情報保護法制との関係
できわめてむずかしい。 
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ム政策が開始された時期に実施されたものである。9 
 
表 6-1 アンケート回答者の内訳   
    
学校種の分類 回答数 内訳  

ギムナジウム 67   
  Gymnasium 52 
  Gymnasiale Oberstufe 15 
総合制学校 138   
  Integrierte Gesamtschule 53 
  Kooperative Gesamtschule 85 
基礎学校・基幹学校・実科学校 101   
  Hauptschule 3 

  Realschule und Haupt- und Realschule 37 
  Grund- und Hauptschule 23 

  Grund-, Haupt- und Realschule 38 
記⼊なし・不明 3 （学校種別の集計からは除外） 
総計 309  
 
質問紙調査の概要は次のとおりである10。調査は州⽂部省の許可を得て、2002 年 5⽉から 6⽉

にかけて郵送法により実施した。対象は州内の全公⽴普通中等学校の校⻑である。対象数は 538、
実回収数は 309、回収率 57.4%であった（表 6-1 参照）。 
 
 
2 校⻑意識調査の全体的分析 
2.1 学校運営の現状 
 
まず本節では校⻑たちの⽬に映る現在の「⾃律化」した学校運営の状況をいくつかの項⽬に即し

て⾒ておく（表 6-2）。回答した校⻑の 8割弱が「本校は、⽴地、親・⽣徒に関してよい社会的条
件を持っている」という命題を肯定している。ほぼ同様に、「教育の質について、本校は世間から
⾼く評価されている」という命題も 8 割強の校⻑によって肯定されている。「校内の教職員との
問に⼗分な信頼関係がある」という命題は実に 94％の校⻑が、さらに「本校の教職員は⼀緒によ
い学校をつくっていくに⼗分な意欲と能⼒を持っている」という命題も 93％が肯定している。ヘ
ッセン州の校⻑たちは⾃校の教育活動について⼤変強い⾃負を持っているといってよいように
思われる。 

 
9 ⾔うまでもなく本章のデータは今⽇的な状況を⽰したものではない。特に 2000 年に開始され
た PISA調査以後の教育改⾰の進展は、本章が以下に⽰す状況を⼤きく変えた可能性がある。そ
の点において、本章の議論には限界がある。 
10 質問紙の作成にあたっては、ハイデルベルク⼤学メッツラー博⼠に多くの協⼒を得た。⽂部
省の許可を得るにあたっては、ドイツ国際教育研究所フォン・コップ博⼠に尽⼒いただいた
（所属は質問紙調査実施当時のもの）。記して深謝したい。 
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ただし、「いわゆる『教員の教育上の⾃由』は学校内で創造的に機能している」という命題11につ

いては、肯定した校⻑は 77％にとどまっている。この⽐率は⼀般に教育上の⾃由が創造的に機能
していることを⽰すと⾒てよいであろうが、それに対する満⾜度は上述の教員集団に対する満⾜
度ほどには⾼くない。これは⾃由で創造的な教育活動そのものに対する不信感や反感ではなく、
複数の教員が「チーム」を組んで教育活動に取り組む必要性が⾼まっていることと関わっている
ように思われる（Rolff, H.-G., l996）。この観点からは、「教員の教育上の⾃由」の概念は「個⼈主
義」に傾斜したものとみなされることになるからである。 
 
2.2 学校現場への「⾃律化」の影響 
 
表 6-3は学校の⾃律化・学校プログラム政策の効果・影響についてたずねた結果である。ここか

らわかることとして、第⼀に、校⻑の⼤多数は学校の⾃律化政策に伴う学校プログラムの編成の
ために労働量が増えたと感じている。学校の⾃律化に伴って進められるべき事務の簡素化と規制
緩和については、それが進んだと感じているのは約 30％に過ぎない。学校現場への裁量権の委譲
を意味するはずの政策が、むしろ従来以上の事務処理を課すものと感じられているということで
ある。 
第⼆に、学校予算の裁量権の拡⼤が予算の効果的な使⽤を可能にするとみている校⻑は 90％を 
越えている。⾃律化・学校プログラム政策は、この点についてはきわめて有効な施策と⾒られて
いるといえるだろう12。裏返せば⼀般的な学校予算処理の⽅法は学校現場の必要と⼤きく乖離し
たものであるとも考えられよう。 

 
11 第 1 章でも触れたとおり、「教員の教育上の⾃由」はドイツのすべての州で実定法上ないしは
事実上保障されている。Vgl., Avenarius, H .u.a. (2000:341f.). ヘッセン州においても州学校法第
86条がこれを明⽂で保障している。 
12 この点は、ドイツにおける教育経済学の第⼀⼈者であるヴァイスの指摘とも⼀致している。
Weiss, M. (1998). 

0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

いわゆる『教員の教育上の⾃由』は学校内で

創造的に機能している

本校の教職員は⼀緒によい学校をつくってい

くに⼗分な意欲と能⼒を持っている

校内の教職員との問に⼗分な信頼関係がある

教育の質について、本校は世間から⾼く評価

されている

本校は、⽴地、親・⽣徒に関してよい社会的

条件を持っている

表6-2 学校運営の現状

あてはまる あてはまらない わからない・無回答



第６章 

 99 

 
 

 
 
創造的な教育活動の実現については、校⻑たちの評価は⼤きく分かれ、政策の効果を認める校⻑

は 55％にとどまっている。これを学校種別に区分してみたのが表 6-4 である。創造的な教育活動
への影響についての評価には学校種問に統計的に有意な差がある（p < 0.01〉。つまり創造的な教
育活動の余地が広がったと感じている校⻑は総合制学校において⽐較的多く、ギムナジウムにお
いて⽐較的少ない。基幹・実科学校はその中間に位置つく。こうした差異についてはいくつかの
解釈が可能である。ギムナジウムの側から⾒れば、ヘッセン州においてはギムナジウムはアビト
ゥア(⼤学⼊学資格)を提供する唯⼀の学校種として明確な⽬的を有しているという点が重要であ
る。アビトゥアを通じた⼀定の⽔準・内容への「拘束」はギムナジウムにとってはいわば制度的
与件であるから、それぞれの教員による授業⽅法の⼯夫という⾯ではともかく、学校教育活動全
体のプログラムの編成という⾯では制約がかかりやすいと考えられる。この点を念頭において解
釈すれば、ギムナジウムは創造的な教育活動の余地を強く必要としていない、あるいはすでに必
要な限りでそれを⼗分に享受していると感じている校⻑が多いということが考えられるだろう。
また総合制学校の側からみれば総合制学校が元来実験的・創造的な学校づくりを志向しているた
め、政策によって与えられた可能性を最⼤限に活⽤しようとしているということが考えられる。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

学校の⾃律化によって、学校は創造的な教育活動の余地

を与えられた

割り当てられる予算の学校裁量権を拡⼤することによっ

て予算の効果的な使⽤が可能になる

学校の⾃律化によって事務の簡素化と規制緩和が進んだ

学校の⾃律化に伴う学校プログラムの編成のために労働

量が増えた

表6-3 学校プログラム政策の効果

あてはまる あてはまらない わからない・無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ギムナジウム

総合制学校

Gr/H/R

表6-4 「創造的な教育活動の余地の拡⼤」 の学校種別⽐較

肯定 否定 わからない・無回答
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もちろん政策には様々な政治的意図が含みこまれているが、⾃律化・学校プログラム政策は各学
校に⾃⼰責任に基づく何らかの創造的な教育活動の余地を与えることを本質的な要素とする。こ
の調査結果は、その本質的な要素が総合制学校においてより強く受容されつつあることを⽰して
いると解釈することができる。 
 
2.3 教育⾏政による管理と⽀援 
 
表 6-5 は教育⾏政による学校現場への管理と⽀援に関わる回答結果である。ここで⽰されてい

るのは、かつてドイツの学校管理に関してしばしば語られたような「管理された学校」のイメ
ージは今⽇ではまったく当てはまらないということである。学校の教育活動が画⼀的に強⼒な
統制を受けていると感じている校⻑はもはや例外的少数である。また、管理の不在は⽀援の⽋
如でもある。「学校の問題の解決のための⼗分な⽀援」が提供されていると感じている校⻑は半
数に満たない。これら⼆つの点からすると、今⽇のドイツ・ヘッセン州の状況においては「管
理」の⾯でも「⽀援」の⾯でも教育⾏政(学務局)と学校現場の関係は希薄であるといえるだろ
う。 
 

 
 
ただし、国(州)の教育⾏政機関としての学務局はそれ⾃体として忌避されているわけではな

く、学校プログラム編成に関して学務局による⽀援を求める校⻑は 80％以上にのぼっている。
学務局は、たとえば反官僚主義といったような理由で、それ⾃体として疎まれているわけでは
ないと考えられる。「外部評価」に対しては、賛成する校⻑は全体の 3分の 2ほどである。外部
評価は、制度上の位置づけとしては学校の⾃律化の⽀援策の⼀つであるが、学校種別にみてみ
ると統計的に有意な興味深い差異があることがわかる(表 6-6、p < 0.01)。 
ギムナジウム群では外部評価は肯定的に受けとめられているが、総合制学校群ではやや否定的

な意識が強まり、基礎・基幹・実科学校群ではほぼ半数が外部評価を否定する意識を持ってい
る。これは、ひとつには学区制をとる基礎学校としての性格が、またひとつには親・⽣徒のア
ビトゥア志向が強まる中で不利な地位を占めざるを得ない中等学校種としての性格が、外部評
価に対する意識に関連しているのではないかと考えられる。つまり地域的・制度的な与件に規

0% 50% 100%

学校プログラムは外部の専⾨家および教育⾏政の評価を受け

るべきである

何らかの統⼀試験は、学校の質を評価するために必要である

国の機関である学務局は学校ごとの学校プログラムの編成を

⼗分に⽀援するべきである

国の機関である学務局は、⽇常的な学校の問題の解決のため

に⼗分な⽀援を提供している

学校の教育活動は国の機関である学務局によって画⼀的に強

⼒な統制を受けている

表6-5 学校現場への管理と⽀援

肯定 否定 わからない・無回答
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定されて有利な評価材料を揃えることの難しい学校の校⻑は、外部評価に対して不可避的に⼀
種の警戒感を持たざるを得ないのではないかということである。 
 

 
 
次に表 6-5 の中の、学校ごとの試験に代えて州単位で共通の試験によって修了資格の認定をす

るという「統⼀試験」の導⼊について⾒ると、全体をまとめてみた場合の校⻑の評価ははっき
りと分裂している。これをさらに学校種別に⾒ると(表 6-7)、総合制学校群においては肯定する
⽐率がかなり低く、他の学校種との間に有意な差がある(p < 0.01)。総合制学校は、その設⽴の
理念においては、伝統的な修了資格による学校の類型化に対抗し、中等教育の「総合化」と
「個別化」を促進するべきものであった。このことを踏まえれば、総合制学校の校⻑たちの統
⼀試験に対する肯定的意識の低さは、20世紀初頭の新教育運動以来の学校改⾰の歴史に棹差
し、今⽇でもなお教育改⾰の「前衛的機能」を期待されている総合制学校の基本的性格（Vgl., 
Hurrelmann, K., 1988; Holtzapfel, H., 1996）から説明できるであろう。他⽅、伝統的中等学校
種(ギムナジウム、実科学校、基幹学校)の校⻑たちにおいては統⼀試験に対する肯定的意識が⽐
較的⾼いのは、現⾏の分岐型中等学校制度が学校種ごとの修了資格によって定義されていると
いうことからしても当然に予測されるところであろう。むしろ逆に、これらの学校種において
もなお 3分の 1 以上の校⻑が統⼀試験の導⼊に賛成していないということの⽅が興味深いとも
⾔えよう。 

 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ギムナジウム

総合制学校

Gr/H/R

表6-6「外部評価」に対する意識の学校種別⽐較

肯定 否定 わからない・無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ギムナジウム

総合制学校

Gr/H/R

表6-7 「統⼀試験」に対する意識の学校種別⽐較

肯定 否定 わからない・無回答
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2.4 本節のまとめ 
 
以上の分析・検討から明らかになったドイツ・ヘッセン州の学校運営・管理の状況に即して、若
⼲の議論を提⽰しておきたい。 
学校運営・管理の現状についていえば、校⻑たちは⾃校の教育活動が画⼀的に拘束されていると

はほとんど感じておらず、また⼗分に意欲と能⼒のある教員集団を抱えていると感じている。こ
のことは、学校の独⽴性・⾃律性を強化する⽅向での改⾰が成果を挙げるための基本的な条件が
存在していることを⽰すものであろう。 
とはいえ、学校のプロフィール（個性）の具体的表現である学校プログラムの編成に直接関係す

る条件は厳しいようである。調査の結果が⽰唆するのは、求めているほどの⽀援は与えられず、
事務の簡素化も進まないままに多忙感が増しているという状況である。予算の効率的な使⽤につ
いては評価が⾼いものの、⾃律化・学校プログラム政策が創造的な教育活動を励ますものとなっ
ているかという点については校⻑たちの評価は分かれている。政策を補完するものと位置づけら
れる統⼀試験に対しても同様に評価が分かれている。これらの点からすると、現時点で⾃律化・
学校プログラム政策が学校現場の⽀持を⼗分に得ているとは⾔えない。 
こうした状況は、どのように解釈されるべきだろうか。近年、多くの国で展開されている「学校

の⾃⽴（⾃律）」を標榜する改⾰を、学校の教育活動の⾃由と創造性を解放するものとみるよりは、
むしろ「放任」されてきた「⾃由」を巧妙に統御する新しい教育管理の戦略とみるべきだとする
議論がある（⿊崎勲、2000:11ff.）。ドイツにおいても、学校の⾃律化を「学校の独⽴性の強化」
「親・⽣徒による選択」「国(州)レべルの統⼀試験」という三つの要素によって学校教育の「質の
保証」を図る「新⾃由主義的」政策とみる議論がある13。本稿の調査結果が⽰唆するのは、これら
の議論に⼀定の現実的根拠が存在し、なおかつ政策の戦略的企図が容易には貫徹しないであろう
ということである14。こうした結論は、学校の独⽴性・⾃律性の強化を無批判に礼賛する⾒⽅に
再検討を迫るものであろう。 
また、いくつかの項⽬については学校の種別によって校⻑の意識に差異があることが明らかに

なったが、特に注⽬されるのは総合制学校の特異性である。先述の通り、総合制学校は改⾰志向
性の強い学校であるし、また存続するためにそうであらざるを得ない。それゆえ学校プログラム
政策は、総合制学校においてこそ、おそらく本来の政策的企図をも超える⼤きな可能性を持ち、
また同時に⼤きな⽭盾を抱え込むことになるだろう。 
 
 
3 「学校プログラム」政策下の学校間の競争 
3.1 学校選択に対する宣伝効果 
 
学校プログラムの編成と競争に関わる質問項⽬に対する回答の分布を表 6-８に⽰した。これら

について、学校種別の分析も加えながら検討していきたい。学校選択が学校改⾰と有機的に連動
していくためには適切な情報公開が必要不可⽋である。しかしヘッセン州の校⻑たちの意識にお
いてはそうした前提は満たされているとは⾔えない。「たいていの学校は、校内の諸問題を外部に
わざわざ公表しようとはしない」という命題について、90パーセント以上の校⻑が肯定している
からである。ここから考えれば、ほとんどすべての学校は親・⽣徒の学校選択に影響を与えかね

 
13 ムニンは⼀般財政の危機に起因し、30 から 40％程度のカリキュラム編成の⾃由を与えた上で
予算の削減と教育的達成の向上の⼆つの⽬標を狙う「学校の⾃律化」政策を「新⾃由主義的教
育政策」とまとめているが、ドイツのそれは「社会国家的新⾃由主義」によるバリエーション
とされている。Vgl., Munín (2000). 
14 教育改⾰の意図せざる帰結の実例として、D・ラバリー（2018:71ff.）、参照。 
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ない問題について適切な情報を与えない可能性が⾼いと⾔えよう。 
 

 
 
また「宣伝のうまい学校は、実際にはそれほどの成果をあげていないとしても、多くの進学希望

を集めることがある」という命題に対しては、60パーセント強の校⻑が肯定している。実態以上
に学校をよく⾒せる宣伝をすることが効果的であると感じられているならば、競争的状況が学校
に対して改⾰を促すと単純に考えることはできないだろう。 
ここで興味深いのは、この「宣伝効果」については学校種間にやや弱いが有意な差が⾒られるこ

とである(表 6-9、p < 0.05)。学校種ごとにみた場合、ギムナジウム群においては「宣伝効果」を
肯定する校⻑はほぼ半数に過ぎないが、総合制学校群では約 60 パーセント、基幹・実科学校群
では 70 パーセント強に達している。つまり、学校種の選択において⼀般に不利な地位にあると
される学校種ほど、「宣伝効果」を肯定する校⻑の⽐率が⾼くなっているということである。ギム
ナジウムへの進学率、志望率の⾼さに照らせば、ギムナジウムが⽣徒の獲得において「苦戦」す
ることは⽐較的少ないと考えられる。そうした状況においては特段の「宣伝」は必要性が薄く、
ギムナジウムの校⻑において「宣伝効果」意識が⽐較的低いのは当然と⾔える。⼀⽅、基幹・実
科学校群においては分岐型の中等学校制度のなかでその占める位置⾃体が魅⼒を失いつつある
とみられ、⽣徒の獲得のためにはなんらかの積極的な働きかけが必要とされる⼟壌があると考え
られるから、「宣伝効果」を意識する⽐率が⽐較的⾼くなるのはその意味でやはり当然である。こ
のことが「実際以上によく⾒せる誇⼤な宣伝」を意識的に実施している学校がすでにあるという
実態を⽰すものであるかどうかは本調査のデータからは判断できないが、そうした「宣伝効果」
は個別の競争主体＝学校によってその有効性が「推認」されるならば、そのことによってすでに

20% 40% 60% 80% 100%

学校の⾃律化が進み、親・⽣徒が今以上に積極的に

学校を選ぶようになると、現時点で有利な地位を占

める学校はさらに有利に、現時点で不利な地位を占

める学校は更に不利な地位を持つことになる

本校は、なるべく多くの⽣徒に進学を希望してもら

えるように、近隣の学校よりもよい学校プログラム

を作るべく努⼒している

本校は、近隣の学校と協⼒・協働関係を持っている

宣伝のうまい学校は、実際にはそれほど効果をあげ

ていないとしても、多くの進学希望を集めることが

ある

たいていの学校は、校内の諸問題をわざわざ公表し

ようとはしない

表6-8 学校プログラム編成に関わる校⻑の意識

肯定 否定 わからない・無回答
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公正な競争を阻害すると考えられるだろう。 
 

 
 
学校の情報の公開と実情に即した公正な宣伝は⽣徒の獲得をめぐる適切な市場的競争にとって
重要な前提的条件であるが、ここで取り上げた校⻑の「意識」によってみる限りは、そうした競
争の前提的条件を否定する校⻑が相当数存在し、またそうした意識の⼀部は学校の置かれている
社会的位置と関連しているということが⽰唆される。 
 
3.2 「近隣校との協⼒」と「競争のための差異化」 
 
次に学校プログラムの編成における校⻑の意識をみていく。前掲の表 6-８の中の「本校は、近
隣の学校と協⼒・協動関係を持っている」という項⽬について、80パーセント強の校⻑はこれを
肯定している。学校間の協⼒関係はヘッセン州の中等学校において⼀般的なものと⾔ってよい。 
⼀⽅、「本校は、なるべく多くの⽣徒に進学を希望してもらえるように、近隣の学校よりもよい

学校プログラムを作るべく努⼒している」という質問については校⻑たちの意識は⼤きく分かれ
ており、肯定した校⻑は半数強にとどまっている。学校プログラム政策に含み込まれている多様
な政策意図のうち、学校間の市場的競争による改⾰の促進という点に限定してみれば、この⽐率
は政策意図を⼗分に満たすものとは⾔えない。こうした結果が⽰唆しているのは⼀般に近隣の学
校は進学してくる⽣徒を奪い合う競争相⼿であ、る以上に協⼒のパートナーであるということで
あり、また他校との⽐較のなかで顧客=⽣徒を獲得する意欲があまり⾼くないという意味で競争
的でない校⻑も少なくないということである。 
学校プログラムの編成における競争的な意識の存否を直接問うこの質問においてさらに重要な

ことは、学校種間に有意な差がみられるということである(表 6-10、p < 0.01)。つまり、ギムナ
ジウム・実科学校・基幹学校という伝統的中等学校においては競争的な意識を否定する校⻑が過
半数を占めるのに対して、総合制学校においては逆に競争的な意識を肯定する校⻑の⽐率が顕著
に⾼い（実数:肯定 91⼈、否定 44⼈）。 
ドイツの中等教育段階において総合制学校は特異な地位を占めている。他の中等学校種が固有

の教育修了資格と結びついた⾃明の存在理由を持ってきたのに対して、総合制学校は 1960 年代
に中等教育段階における教育機会の不平等の是正や教育⽅法の改⾰などを狙いとして実験的に
導⼊されて以来、その後の教育政策の展開のなかで常に激しい論議の的となってきたという歴史
を持つ（Gudjons, H. u.a. (Hg.), 1996）。それゆえ、現時点でも州ごとに普及の度合いにきわめて
⼤きな相違がある。この総合制学校は教育思想史的には 20 世紀初頭以来の統⼀学校運動や新教
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ギムナジウム 総合制学校 Gr/H/R

表6-9 学校選択に対する宣伝効果意識・学校種別集計

肯定 否定 わからない・無回答
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育運動の流れを継承するものであり、改⾰志向性を本来の特徴としている、近年、基幹学校と実
科学校を制度上完全に統合し、中等教育段階の学校をアビトゥアにつながるギムナジウムと、そ
れ以外のものの⼆つに再編・類型化する州が出てきているが15、ギムナジウムと並⽴する中等学
校が「総合制学校」の名に値するかどうかは、単に進路の多様性を保障しているという意味で総
合的であるということによってではなく、その学校の理念と実践の実験的・改⾰志向的な質によ
るものとする⾒⽅もある（Hurrelmann, K., 1988b）。こうした⾒⽅をとれば、学校プログラムの
編成において総合制学校の校⻑が競争的な意識を強く持つことは当然であるといえる。教育上の
特⾊によって親・⽣徒に積極的に選ばれない限りは伝統的な中等学校種に対抗して⽣き残ること
ができないがゆえに、総合制学校は他の中等学校よりも競争的であらざるを得ず、その意味では
市場的競争を通じた学校改⾰というアイディアをもっともよく体現しつつあると考えることが
できるだろう。 
 

 
 

 
3.3 学校間の格差の固定・拡⼤ 
 
学校の⾃律化は各学校に相当の裁量権を与え、⾃⼰責任による競争と改⾰を促すという⾯を持

つ。しかし各学校は均⼀な条件からこの競争を開始するわけではなく、すでにそれぞれに有利な
条件、不利な条件を抱えている。そのため、競争によって結果的に学校間の既存の格差が固定・
拡⼤されるのではないかという危惧が指摘されうる。この点を端的にたずねた表 6-8の中の質問
「学校の⾃律化が進み、親・⽣徒が今以上に積極的に⽣徒を選ぶようになると、現時点で有利な
位置を占める学校はさらに有利に、不利な位置を占める学校はさらに不利な位置を占めることに
なる」について、校⻑たちの 70 パーセント以上がこれを肯定している。初期条件の違いが競争
の進⾏に決定的に影響すると意識されているのであれば、競争を通じた改⾰は実現されにくいだ
ろう。⾃⼰責任による競争を通じた学校改⾰というアイディアは、親・⽣徒の学校選択⾏動が学
校の主体的改⾰によって影響されうるという制度論理を前提としていると考えられるが、この結
果からみる限り、校⻑たちはそうした制度論理をあまり共有していないと⾔える。もちろんこう
した結果は学校プログラム⾃体がまだ編成段階であり、校⻑たちがそうしたアイディアになじん
でいないという点、また分岐型中等学校制度の下ではギムナジウム・実科学校・基幹学校という

 
15 これについては第 3部で論じている。 
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表6-10 学校プログラム作成に際しての競争意識・学校種別集計

肯定 否定 わからない・無回答



第６章 

 106 

事実上の序列構造は動かし難く、いわゆるギムナジウム志向の強まりも不可逆的な傾向だと考え
られているという現実が本質問への回答に⼀定の影響を与えているという点とも関連している
であろう。ともあれ、学校プログラムの編成とその実施・改訂のサイクルを通じて学校の改⾰を
進め、そのことによってより多くの進学希望者を集め、ひいては⾃分の学校が占めている地位を
上昇させるといった考え⽅は⼗分な現実性があるとは⾔えず、少なくとも現在の時点では、ヘッ
セン州の中等学校⻑たちの多くは競争のもたらす結果への期待感が薄いという意味で⾮競争的
であるとみることができる。 
 
 
4 ⼩括 
 
公⽴中等学校は市場的競争の主体となることができるのか、また競争を通じて学校の改⾰が促
されるという展望は現実的基盤を持っているのか。本章は、質問紙調査による校⻑意識調査の分
析という限定的な⽅法によってこの問題を検討してきた。最後に、以上に明らかにしてきた点に
即して若⼲の議論を提⽰し、あわせて今後の課題を⽰してまとめとしたい。 
第⼀に、ヘッセン州の中等学校⻑たちは⼀般に市場的競争による改⾰という制度論理を⼗分に

共有しているとは⾔えないことが明らかになった。この点では、少なくとも 1999 年以後の競争
的な学校プログラム政策の政策意図は学校現場によく浸透しているとは⾔えない。このような⾮
競争的な現状の意味を、筆者が校⻑などを対象に実施したインタビュー調査16で得た多義的なエ
ピソードの解釈によって仮説的に敷衍しておこう。たとえば、州内でも有数の伝統を持つギムナ
ジウムの校⻑は学校間の競争というアイディアをはっきりと否定し、中等学校種の多様性は⼦ど
もたちの「適性」に対応したものであるし、また各ギムナジウムもそれぞれに多様で個性的なカ
リキュラムを提供しているのであって、他のギムナジウムとの競争という考え⽅をとることはな
いと明⾔していた。また、ある基幹学校の校⻑は、駅前地区にあって⾮ドイツ語家庭の⽣徒が多
い「この学校」が他校と競争しながら改⾰されるというアイディアは完全に⾮現実的であると否
定したうえで、それでも困難な問題を抱えて進学してくる「この学校」の⽣徒たちのために精⼀
杯努⼒している「この学校」の教職員集団を誇りに思うと強調していた。質問紙調査の結果に依
拠するならば⼀⾒正反対のこれらのエピソードは、⽣徒の教育的必要の多様性とそれに対応する
ための多様な学校ないし学校種の必要性の認識、そしてそれゆえにまた必然的な格差の固定化の
認識という点で通底していると解釈することができるのではないだろうか。 
第⼆に、総合制学校の校⻑はいくつかの点で他の中等学校種の校⻑たちと異なる意識を持って

いることが明らかになった。この知⾒に依拠して、再びインタビュー調査で得られた多義的なエ
ピソードをみてみよう。⽐較的落ち着いた住宅街のなかに位置するある総合制学校の副校⻑は、
⾃分が赴任してきてからの 8年間の経験を、定員を下回る進学希望者しかいなかった学校から定
員以上の希望者を断るほどに⼈気のある学校に変えてきた改⾰の連続として語っていた。彼⼥に
よれば、親による学校選択は学校間の競争の重要な指標であり、総合制学校としての特徴を知っ
てもらうために毎年秋から冬にかけて市内の基礎学校を数多く訪ねるのだという。学校としての
教育理念を確⽴し献⾝してもらうために教員たちとも議論を重ね、その結果、50⼈強の教員のほ
ぼ半数がこの 8年間で⼊れ替わったが、これは学校の理念に賛同・献⾝できない教員には他校へ
の転出をはっきりと促した結果であるという17。こうしたエピソードは、理念を掲げ、その承認

 
16 本章で参照するインタビュー調査は、第 2 章で参照したものと同じ 2001 年秋から 2002 年春
にかけてドイツ・ヘッセン州フランクフルト市内の公⽴学校⻑に対して筆者が単独で実施した
ものである。インタビュー調査の記録については、前原健⼆（2002）に収められている。 
17 第 2 章でも触れたようにドイツには⼀般に定期的な⼈事異動がなく、こうした異動は例外的
な事例として語られたものである。 
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を求めて競争し続ける学校という質問紙調査の分析が⽰唆する総合制学校の姿を端的に表現す
るものと解釈することができるだろう。 
本章冒頭に記した課題意識に沿って本章の考察の教育制度論的な意義をまとめれば、次のよう

に⾔うことができよう。教育活動に関する各学校の独⽴性を拡⼤し、進学希望者の獲得をめぐる
競争を通じて学校改⾰を促進しようとするアイディアは、ヘッセン州の現状において単純に実現
するものとは思われない。そこには競争と学校改⾰を結びつける意識が⼗分に存在するとは⾔え
ないからであり、こうしたことの背景には競争を成⽴させないほどの学校(種)の「個性」の多様
性が存在する⼀⽅で、総合制学校についてはおそらくその本来的な改⾰志向性に規定されて、伝
統的な中等学校種よりは相対的に強く、競争的な意識を認めることができた。伝統的な中等学校
種との差違ないしは⾃らの優位性を親・⽣徒による選択を通じて実証することをいわば歴史的要
請として引き受けるべき総合制学校についてのこうした知⾒は、競争における対抗的な教育理念
の重要性を⽰唆するものと思われる。 
総じて⾔って、「学校の⾃⽴（⾃律）」はヘッセン州の学校現実において学校教育の質を⾼める効
果を持ち得るであろうか。本章で⽰した限定的な材料に即して⾔うならば、おそらくその効果は
学校種によって異なる可能性が⾼いと考えられ、その差異は⽣徒にとっても学校にとっても市場
的競争環境が存在する状況において現にその学校が与えられている地位ないし位置に関連して
いると思われる。つまり「学校の⾃⽴（⾃律）」は有利なものをより有利に、不利なものをより不
利に導く可能性があると考えられるのではないか、ということである。この点で、「学校の⾃⽴
（⾃律）」は不利な地位にある学校に対する⼿厚い⽀援を必要としている。 
また、現状の有利不利とは別に、学校⾃⾝が持つ改⾰志向的な教育の理念とその現実化を図る学

校運営の実践は、「学校の⾃⽴（⾃律）」と積極的な関わりを持ち得ることも明らかとなった。第
4 章で「学校の⾃⽴（⾃律）」は中等教育の統合化を進める流れに対する「反改⾰」であり得る可
能性を指摘したが、この「反改⾰」の嫌疑に対しては、本章の⽰したデータは両義的であるとい
うことになる。「学校の⾃⽴（⾃律）」が有利なものをより有利に、不利なものをより不利に導く
ならば、ギムナジウムはよりギムナジウムらしく（つまり優秀な⽣徒に充実した学習環境を提供
する学校にふさわしい⽅向へ）、基幹学校をより基幹学校らしく（つまり困難の多い⽣徒に混沌と
した学習環境しか提供できない学校へ）、変えていく可能性がある⼀⽅で、改⾰志向の教育の理念
を掲げる総合制学校の意欲的な実践を励ます可能性があることもまた同様に明らかだからであ
る。 
最後に以上のことを州の教育政策のレベルでの「学校の⾃⽴（⾃律）」の位置づけの転換という

前章の議論と関連させて論じておきたい。前章ではヘッセン州の実定法レベルでの「学校の⾃⽴
（⾃律）」の意味を「規範的なオプティミズム」から「功利主義的なプラグマティズム」への転換
として特徴づけた。公⽴中等学校の校⻑の意識という限られた視⾓からではあるが学校の現実に
定位して「学校の⾃⽴（⾃律）」の意義を検討してきた本章の上述の結論が⽰唆しているのは、こ
れらの特徴づけは、それ⾃体としては学校現場の校⻑の意識には必ずしも当てはまるとはいえな
いということである。「学校の⾃⽴（⾃律）」の規範性、つまり改めて正当化を必要としない性質
については当然に承認されるとしても、それが当然に学校によい結果をもたらすと信じられてい
るわけではない。しかし他⽅で、「学校の⾃⽴（⾃律）」は州内統⼀試験への効率的な対策を導く
プラグマティックなツールとして⼀様に受容されているわけでもない。規範的なオプティミズム
は今⽇的な「学校の⾃⽴（⾃律）」を⽀える理念ではあり得ず、功利主義的なプラグマティズムは
学校現場の現実を、その困難性において、また同時に改⾰への意欲においても矮⼩化するもので
あると⾔うことができよう。 
本章の議論は限られた対象に関する特定の時点でのデータに基づくものであるが、以上の検討

から、少なくとも「学校の⾃⽴（⾃律）」を単純に学校改⾰の「希望の星」とみなすことには慎重
でなければならないと結論することが許されよう。 
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第 3 部 ドイツにおける学校制度改⾰の理論と動態 
 
第 1 部では教員の教育活動をめぐる様々な改⾰の動向に、第 2 部では組織としての学校の⾃律

化の動向に焦点をあてた。「制度的補完性」の概念を改めて振り返るまでもなく、教員の教育活動
は組織としての学校の教育活動のありようと密接に関連し、また学校の教育活動のありようは学
校制度の編成と密接に関連する。「学校の⾃⽴（⾃律）」は決して「中⽴」な学校改⾰の理念では
なく、分岐型の学校制度の下で、また地域の教育機会の供給構造の中で、それぞれの学校が有し
ている構造的位置に規定されて異なった機能を持ちうるものであり、その意味では「学校の⾃⽴
（⾃律）」は単純に「希望の星」とみなされるものではなかった。 
第 3 部では PISA2000 以前のドイツにおける学校制度改⾰の様々な局⾯を取り上げて考察する。

戦後のドイツ（⻄ドイツ）の学校制度改⾰は、緩慢な⼀進⼀退を繰り返してきたようにみえる。
それは時々の政治状況によってそれなりに説明することができ、そうした説明はそれとして意味
のあるものである。とはいえこの第３部の各章においても重視したいと思うのは、学校制度の動
揺に対して⽰される新しい教育についての考え⽅、「教育の理念」の提案の諸相である。後の論点
を先取りして⾔えば、およそ 1980 年代から 2000 年までの時期は中等学校制度をめぐる課題が
いよいよ顕在化すると同時に改⾰の⾒込みが政治的に⾒出し難いという相克の中で、学校制度の
編成の基本的な考え⽅に関する新しい提案が⽣まれている。それらの新しい「教育の理念」の提
案は、2000 年代以降急激に現実化していくドイツの学校制度改⾰の流れに、やや形を変えて影響
を与えていくことになる。そのとき、学校制度の変動・変容が、教員の教育活動のあり⽅、学校
運営のあり⽅の変動・変容とどのように関わるのか、それらの変動・変容がどのような⾔説によ
って表現され、社会的な正統性の調達に成功し、あるいは失敗していくのか。第 3 部の各章はこ
うした問題関⼼を追究する。 
第 7 章では戦後の⻄ドイツにおける学校制度改⾰がどのように構想され、また破綻していった

のかという問題を歴史的に跡付ける。⼀般に、⻄ドイツの学校制度の改⾰は保守勢⼒の抵抗、東
ドイツの学校制度改⾰に対する対抗といった要因によって説明される。しかし、そうした説明と
は別に、⼀種の「教育の理念」と⾒ることができる「才能理論」や⼀時的に強⼒な世論の喚起⼒
を持ったと⾒られる「機会均等」の理論もまた、⻄ドイツの学校制度改⾰の動向に⼤きな影響を
与えたと考えられる。また、保守政党としての CDU の教育政策は必ずしも終始⼀貫したもので
はなく、部分的には改⾰の可能性があり得た点、全⾯的な導⼊に⾄らなかった総合制学校は政治
的対⽴によるのみならず教育学的な理由によって政策的に失敗したと⾒られる点も検討する。 
第 8 章では 2000 年の PISA 調査以後、急速に活性化することとなった学校制度論議の構造を理

論的に検討する。ドイツの学校制度にとって PISA の結果が持つ意味は、OECD 諸国との⽐較に
おいていわば低学⼒を証明されたことそれ⾃体よりも、むしろ学⼒獲得の「階層的格差」がきわ
めて⼤きいということであった。この階層的格差は、学校制度の形態と関係している。いくつか
の概念装置を⽤いて学校制度の形態と学⼒獲得の階層的格差の関係を検討し、ドイツの分岐型学
校制度が⽣徒の発達の制約条件となっているという点について議論する。もちろん、学校制度の
形態はそれ単独で存⽴しているわけではない。分岐型学校制度の中で教育を⾏う教員たちが有し
ている「均質性」神話」とも⾔うべき教育活動の効果に関する信念の存在が注⽬されなければな
らない。これらの点を議論した上で、分岐型学校制度の改⾰のために必要な「教育の理念」の可
能性についても検討する。 
第 9 章はおおむね 2000 年代半ばから現実的な政治課題となった中等学校制度改⾰の動態を、い

くつかの州の政策過程に即して具体的に検討する。そこで明らかになるのは、すでにドイツの中
東学校制度は三分岐型と呼ぶことはできず、「ギムナジウム＋1種」の⼆分岐型と⾒るべきもので
あることである。その⼆分岐型の内実は州によって多様であり、特に中等教育を有意義に編成す
るための「教育の理念」の扱い⽅に注⽬して分析することによって重要な差異を抽出することが
できる。 
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第 9 章までの分析において、ギムナジウムはほとんど登場しない。このことは、⼀般⼤学⼊学資
格を授与することのできるギムナジウムは戦後から今⽇に⾄るまで常に学校制度改⾰の無⾵の
局外に存在しているような印象を与えるかもしれない。しかし実際は、ギムナジウムは世紀転換
期以後、ギムナジウムに固有の⼤きな改⾰の波の中でいわば翻弄されてきた。第 10 章はその問
題、つまりギムナジウムの年限短縮と再延⻑の政策過程を検討する。ここにおいても注⽬される
べき点は、政治的ないし党派的な対⽴とは異なる位相において「教育の理念」が問い直され、そ
の「教育の理念」の社会的正統性こそが制度の動揺と安定を⽣み出していると考えられるという
点である。 
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第 7 章 ドイツにおける分岐型学校制度改⾰の破綻要因の検討 
 
1 戦後ドイツの学校制度改⾰ 
 
ドイツの学校制度はしばしば「三分岐型」と表現されてきた。後の章で具体的に⽰すように、今

⽇の時点ではもはやこの「三分岐型」という表現は学校制度の形態という点では適切ではない。
そのことを前提とした上で、本章では戦後の⻄ドイツにおける三分岐型の学校制度の成⽴と、お
よそ 1970 年代までのその制度の動態について検討する。本章の基本的な論点は、なぜ⻄ドイツ
では多くの⻄ヨーロッパ諸国とは相違して初等教育以後に強く分岐するタイプの学校制度が存
続してきたのか、ということである。 
 

1.1 前史 
 
はじめに今⽇につながる学校制度の形成を簡単に整理しておく。ドイツの近代的な学校制度は

19 世紀を通じて徐々に形成された。⼀⽅には⼤学へつながるエリート教育の道が、他⽅には上級
学校との接続が制度的に確保されない⺠衆教育の道が存在した。前者は 3 年制の予備校 
Vorschule から 9 年制のギムナジウム1へ続く課程がいわば正系として制度化され、その周辺に多
様な学校がいわば傍系として簇⽣しては再制度化されるプロセスが繰り返された。⺠衆教育の学
校は地域的に多様な発展過程を経て、おおむね 20 世紀初頭には 8 年制の公⽴学校制度が成⽴し
た。とはいえ、特に⼈⼝の少ない農村部では学年ごとのクラス編制をとらない単級学校も多く存
在し、そうした状況は第⼆次⼤戦後も構造的に存続した。 
⼀般に三分岐型と⾔われる学校制度の形態がほぼ確⽴されたのはワイマール期においてである。

いわゆるワイマール共和制の成⽴の後、学校制度も根本的な再編が企図された2。公選による親代
表を学校運営に参加させる⽗⺟協議会制度の創設のようなラディカルな改⾰とともに3、特に重要
なのは 3 年制の予備校が廃⽌され、4年制の基礎学校がすべての⼦どもが⾝分等に関わりなく共
通に学ぶ唯⼀の初等教育機関として制度化されたことである4。このことは、字義通りに「4年制
の唯⼀の共通教育機関」が成⽴したことを意味すると同時に、「6年制」ないし「8 年制」の共通

 
1 19 世紀初頭のプロイセン改⾰の中で、⼆つの古典語を教授し明確に⼤学準備教育を⾏う学校
が正系の「ギムナジウム」という呼称の下に統⼀的に制度化された。これらの学校の⽣徒はア
ビトゥアを経て⼤学へ進学する権利を有することとなった。19 世紀の後半にかけて、ギムナジ
ウムに類する学校が増えてくる。それらは⼤学へ進学する予定はないが初等教育以上の教育を
望む層のための中級レベルの学校であった。この時点で、機能的にみれば初等教育、中級の学
校、ギムナジウムという三つの類型を措定できる。ただしこれが今⽇に繋がる三分岐型の起源
ではない点は注意されてよい。正系ギムナジウム未満の中級レベルの学校は「⾼等実科学校」
「実科ギムナジウム」などと称し、そこには「実科 Real」という単語が⼊っているが、当時の
実科は「近代語」（英語、フランス語）「⾃然科学」「地理」などを意味していた。これらの学校
は戦後の実科学校の前⾝ではなく、20 世紀初頭にはギムナジウムと同格化されることになる。
戦後の実科学校の源流となる学校種は 19 世紀の終盤以降、改めて興隆してきたものである。参
照、P・ルントグレーン（1995:61ff.）。 
2 ただしその試みは⼗分に実現されず、実質的に「⾻抜き」になった、と評価されている(⻑尾
⼗三⼆、1991:262）。 
3 ワイマール期の⽗⺟協議会制度については、参照、前原健⼆（1990）。 
4 ただし 3 年制の予備校は即時廃⽌されたわけではなく、1930 年までは存続し、また「能⼒の
⾼い」⽣徒については基礎学校第 3 学年修了後にギムナジウムへ進学するという特例も認めら
れていた。参照、⻑尾⼗三⼆（1991:262）、Herrlitz, H-G, u.a.(Hg.) (1986:110f.). 
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教育機関の制度化は退けられたこと、また「4 年制」の課程の修了後の進学経路の分化が改めて
制度化されたことを意味していた。これらの改⾰は、制度論理的には⼤きな意義を有していたと
⾔えるが、量的に⾒るとそれほど⼤きな意味を持っていたとは⾔えない。この頃のギムナジウム
への進学率は 10％以下、⼤学進学率は数％であったと推計されているからである（ルントグレー
ン、1995:214ff, 254ff.）。 
1939 年以後のナチス期の教育政策については本論⽂では扱わない。すべての⻘少年のために学

校外教育機関としてヒトラー・ユーゲントの設⽴など⼤きな変更もあったが、学校制度について
はギムナジウムの種類が簡素化され、また年限が 8 年に短縮されるなどの変更はあったものの、
⼤きな制度改⾰は実施されなかった。 
 

1.2 戦後ドイツにおける学校制度の再建 
 
戦後のドイツは⼤きく⼆つの地域に分割され、それぞれの地域で政治制度、法制度と並んで学校

制度も改⾰されることとなった。 
いわゆるソ連占領地区、のちの東ドイツにおいては、学校制度はソ連を標準として、完全単線型

が導⼊された。すでに 1946 年には 8 年制までの統⼀学校が導⼊され、この時点で初等教育の修
了後に強く分岐する学校制度は廃棄された5。これは後の東ドイツの学校制度として定着していき、
さらに 1965年には原則として 12 年間の「単線型」の「統⼀的社会主義教育制度」（三枝孝弘ほ
か、1966:168）が確⽴される。⼀⽅、いわゆる⾃由主義国家占領地区、後の⻄ドイツでは若⼲の
曲折の末、基本的にはワイマール期の学校制度への「回帰」が⽬指されることとなった6。 
⻄ドイツにおいては連邦憲法としての性格をもつ、いわゆるボン基本法において学校制度に関

して次の点が規定された。 
 

第 7条 [学校制度] 
(1) すべての学校制度は、国家の監督のもとに置かれる。 
(2) 教育権者は、⼦供の宗教教育への参加を決定する権利を有する。 
(3) 宗教教育は、公⽴学校においては、⾮宗教的学校を除き、正規の教科⽬とする。宗教教
育は、宗教団体の教義に従って⾏うが、国の監督権を妨げてはならない。いかなる教員も、
その意思に反して宗教教育を⾏う義務を負わされてはならない。 
(4) 私⽴学校を設置する権利は、これを保障する。公⽴学校の代⽤たる私⽴学校は、国の認
可を要し、かつラントの法律に従うことを要する。この認可は、その私⽴学校の⽬的および
設備ならびにその教員の学問的教養が公⽴学校に劣ることなく、かつ⽣徒を両親の資産によ
って差別するものでないときに、与えられる。教員の経済上、法律上の地位が⼗分に保障さ
れないときは、この認可は与えられない。 
(5) 私⽴の国⺠学校は、教育⾏政庁が特別の教育上の利益を認める場合、または、親権者が
申請に基づいて、宗派混合学校または宗教的もしくは世界観的学校としてそれを設⽴しょう
とする場合で、かつ、当該市町村内にこの種の公⽴国⺠学校が設けられていない場合に限っ
て、設置することができる。 

 
5 終戦直後から 1950 年代前半の東ドイツ地域を含む各州における多様な学校制度改⾰の流れに
ついては、Vgl., v. Friedeburg, L. (1992:281ff.)。主な論点は義務性の共通の初等教育の年限、中
等教育制度、宗派別の公⽴学校制度の扱い及びこれと直接関連する教員養成制度などであっ
た。戦後数年間のドイツにおける学校改⾰の動向に関する⽇本語による著作としては、三枝孝
弘ほか（1966）が多くの改⾰案を紹介、検討している。 
6 ⻄ドイツ地域の⼀部ではいったん単線型制度の導⼊が始まっていたものの、1950 年代前半ま
でにそれが撤回された（v. Friedeburg, L., 1992:281ff.)。 



第７章 

 113 

(6) 予備学校は、引き続き廃⽌されたままとする。 
 
ここで⾔われている「国」「国家」は連邦ではなく州 Land を意味している。ここで⽰されたい

わゆる各州の教育⾼権に基づいて、各州ではそれぞれに憲法ないし学校法において学校制度の形
態が規定された。各州がそれぞれの政治的情勢や占領当局の意向との兼ね合いなどに左右された
結果として、この時点での⻄ドイツ地域の学校制度は全体として「カオス」（v. Friedeburg, L., 1992 
321）の様相を呈していた。学歴資格の共通化・州間の相互認証の必要などを背景に 1955年に各
州の⽂部省による合意である「デュッセルドルフ協定」7において、国⺠学校（下級 4年、上級 4
年）、中間学校、ギムナジウムという三分岐型の学校制度が確定された。初等教育段階には国⺠学
校のみが置かれ、全員が 4年間通学し、その後は三種類の学校に分かれて進学することになる8。
こうして、通説的に使⽤されることの多い「三分岐型学校制度」が成⽴した。 
 

図 7-1 三分岐型学校制度（デュッセルドルフ協定、1955年） 

 
＊各ブロックの横幅は進学者の⽐率を表すものではない。 

 
とはいえ、この時点でこの制度に三分岐の名に値するだけの選択肢としての実質があったかど

うかは疑わしい。というのも 1960 年時点で⾒ても⻄ドイツ全体で約 85％が「国⺠学校」の 8 年
間で普通教育の就学を修了し、10％がギムナジウムへ進学、中間学校（実科学校）進学者は約 5％
であり、地域的には通学可能な範囲に三種類の中等学校が揃っていない場合も⼤いにあったから
である（v. Friedeburg, L., 1992:336.）9。 
 
1.3 「三分岐」の才能理論 
 
中等教育の三分岐制の理念は、典型的には次のように⼦どもたちの⽣得的才能の類型と、社会

的・職業的類型の対応関係を主張するものである（Klafki, W., 1985; Kubesch, B., 2007）。 
 

7 ただしフリーデブルクによれば（v. Friedeburg, L., 1992:321f.）、デュッセルドルフ協定は本来
想定されていた学校制度の最低限の共通公分⺟の設定からはほど遠いものであった。 
8 その後 1964年から、国⺠学校 Volksschule という名称は公式には廃⽌され、最初の 4年間を
基礎学校 Grundschule、続く 4年間を基幹学校 Hauptschule と呼ぶことになった。実⽣活上
は、Volksschule という呼び⽅は残っている。 
9 また、第 2 章でも述べたように、この時期、国⺠学校の 5 割は複式学級編制（つまり⼀つのク
ラスに⼆つ以上の学年の⽣徒がいて⼀緒に学ぶ状態）、農村部に限ると 7〜8割が「単級学校」
（つまり 4学年の⽣徒が⼀つの教室で学ぶ状態）であった。この点に即して⾔えば、学校制度
改⾰の課題は中等教育ではなく初等教育の近代化であったと⾔うこともできる。Vgl., Köhler, H. 
u.a. (2014:32f.). 
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・「⼿の労働 Handarbeit」10に向いた⼈間 → 国⺠学校 8 年制を終えてから職業訓練を経

て、ブルーカラー労働へ11 
・「頭の労働 Kopfarbeit」に向いた⼈間 → 実科学校で 10 年制まで学び中級修了を取得、
職業訓練を経て、公務・事務・サービス等のホワイトカラー労働へ 
・「アカデミック akademisch」な⼈間 → ギムナジウムで 13 年制まで学びアビトゥアを
取得、⼤学を経て、専⾨職、管理職へ 

 
⼀般に「才能理論 Begabungstheorie」と呼ばれる、このように⼦どもたちの才能、能⼒、適性

を 4年間の初等教育以後進学すべき中等学校の種類と結びつける議論は、しばしば実証的なデー
タに基づくものとして⼼理学者らによって主張され、三分岐型の学校制度を正当化する論拠とし
て使われる。W.クラフキによれば、才能理論は 1950 年代の⻄ドイツでは⼼理学者、社会⼈類学
者などによって学術的根拠をもつものとして主張され、受容されていた。教育⼼理学者からは才
能理論に対する批判もあったが、⼀般に教育学者たちにとっては学校制度問題よりも学校の「内
的改⾰」つまり教育の内容や⽅法の⽅が重要だったため、教育学者は才能理論をめぐる議論に対
して学術的にも実務的にも関⼼を⽰していなかったというのである（Klafki, W., 1985）。 
「能⼒」の⽣得的固定性それ⾃体はすでに 1960 年代半ばには学術的通⽤性を失っていたと考え

られるが（Ewers, M., 1978:6）、それにも関わらず⻄ドイツでは 1970 年代においてむしろ社会的
にはその影響⼒が強まっていると⾔われている（Ebd.）。1950 年⽣まれの教育学者 A.グルーシュ
カは、⾃らの世代にとっては「社会の必要と⼈間の才能の調和を図る」ものとして三つの才能、
具体的には「機械を動かす⼈、修繕し改善する⼈、そして機械を発明し設計する⼈」という才能
理論が「現役の理論」であったと述べている（Gruschka, A., 2016）12。 
こうした才能理論の残存ないし復権は、すぐ後に述べる 1960 年代からの教育政策状況に対する

「反作⽤」として説明できる。総合制学校の全⾯的導⼊は実現されなかったが、学校制度改⾰の
提起によって、保守派の⼈びと、特にギムナジウムにとっては⾃⼰の存在の正統性を根拠付ける
イデオロギーの必要性が⾼まることとなったからである（Ewers, M., 1978:3, 97ff.）。 
今⽇的にはそのように類型化された能⼒や適性、才能の実在⾃体が疑われ、仮にそうした類型の
実在を承認したとしても 10 歳の⼦どもたち⼀⼈ひとりの能⼒等を評価し振り分けることも、そ
うした能⼒等の持ち主をそれにふさわしく教育するようなカリキュラムを編成することも困難
を極めると考えられよう。しかしドイツでは才能理論は⽇常⽣活の中に浸透している13。B.クー
ベッシュによれば、才能理論は「マタイ効果（マシュー効果）」によって事後的に「正しさ」を獲
得する。マタイ効果とは、「持っている⼈は与えられて、いよいよ豊かになるが、持っていない⼈

 
10 「⼿・頭・アカデミック」という表現以外にも「実際的・応⽤的・発⾒的」など様々な形容
があるが、その形容に⾒合って区分が変わるわけではない。 
11 ⻄ドイツでは普通教育の就学義務修了後にギムナジウム等における就学を継続しない場合、満
18歳までの「職業教育就学義務」が法定されている。これに対応して、職業団体（商⼯会議所な
ど）が国と⼀緒に職業訓練のカリキュラムや資格認定試験に携わっている。ここでいう「⼿の労
働」「頭の労働」についても職業訓練（いわゆるデュアル・システム）を経て公的な職業資格を取
得することが必須とされている。 
12 グルーシュカが⾔及している「機械を動かす三つの才能論」はH.ヴァインシュトック
（Weinstock, H.）のものである。ヴァインシュトックの「機械を動かす 3 つの才能論」につい
ては、Vgl., Jungmann, Ch. (2008:36)。 
13 筆者⾃⾝、ドイツ・ヘッセン州で公⽴学校⻑に対するインタビュー調査の中で確信をもって
才能理論の有効性を語る基礎学校校⻑の話を聞いた経験がある。このインタビュー調査の概要
については第 2 章で述べている。 
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は、持っているものまでも取り上げられるであろう」という『マタイによる福⾳書』の表現に由
来するものであり、典型的には、多少の基礎知識を持った上で学ぶ機会を与えられた者がその機
会にふさわしく学習して成⻑し、そうした基礎知識を持たないものは学ぶ機会を適切に活かすこ
とができず結果的に成⻑しないという事態を意味する（Kubesch, 2007）。三分岐型の学校制度は
10歳の時点で学習の機会を振り分けるものであるから、基幹学校へ進んだ⽣徒がギムナジウムで
提供されるようなアカデミックは⾼等教育のための基礎教養を⾝につけることはない。したがっ
て、基幹学校へ振り分けられたのはアカデミックな才能を⽋いていたからだという⾔明は、事後
的には必ず⽴証される。才能理論は、このようにして、三分岐型の学校制度の存在⾃体によって
⼈々に刷り込まれ、そのことによって三分岐型の学校制度を⽀持する世論が強化されるという相
互規定的な関係を⽣み出し、いわば「神話」となる。「神話」としての才能理論は、三分岐型の学
校制度を社会的に正統化しながら存在し続けていると⾔うことができる。 
 
 
2 中等教育の統⼀化をめぐる政治社会学 
2.1 統⼀化の模索 
 
簡単に前述した通り、第⼆次⼤戦後、⽶英仏による⻄側占領地域においては⼀時、総合制学校シ

ステムの導⼊が模索されていたが（ゲールマン、2018、三枝孝弘ほか、1966:30ff.）、それが貫徹
されることはなかった。戦後の混乱がある程度収束して国内の政治経済権⼒の再建が進むにつれ
て各州では多彩な改⾰の芽が⽣じていく。1952 年までには、ブレーメン都市州を例外として、⻄
側の州及び⻄ベルリンでは 4年制（⻄ベルリンでは 6年制）の国⺠学校下級段階（基礎学校）の
後に分岐するスタイルが確⽴される。こうした動向は、細かく⾒れば相違点もあるが、「ワイマー
ルへの回帰」と概括されている（Heidenheimer, A. J., 2014）。前述のボン基本法は各州に⽂化⾼
権に基づく学校制度の編成が属することのみを定めるものであったが、この後 1960 年代の前半
まで学校制度の三分岐型は直接的な改⾰論議の対象となることなくそのまま維持された（ゲール
マン、2018）14。この時期、⻄ドイツには学校制度改⾰を求める社会的な需要も、その必要性も
存在しなかったと⾔われている（v. Friedeburg, 1992:333）。この時期の⻄ドイツの教育政策の重
点は近代的で効率的な⼈材育成を保障することであった。ナチス期の制約的教育政策の影響もあ
って停滞していた教育⽔準の回復が、⼯業⽣産の近代化と関連して⼤きな主題となっていたので
ある（Ebd., 334f.）15。 
1960 年代に⼊って、ドイツの学校制度の他のヨーロッパ諸国と同様に改⾰の季節を迎える。そ

こで焦点になるのは、分岐型の中等教育制度が⺠主主義国家にふさわしくない階層的不平等を保
持しているという問題である。しばしば引照されるように、この時期この問題意識を端的に提⽰
したのは R.ダーレンドルフであった。ダーレンドルフは「⽥舎のカトリックの農家の娘」という
刺激的な定式化によって、⻄ドイツの学校制度の中で教育機会を適切に保障されていない社会的
集団の存在を指摘し、改⾰の必要を訴えたのである（Dahrendorf, R., 1965; Peisert, H., 1967）。 
また、教育機会の不平等という論点を直接指摘するものではないが、G.ピヒトによる「ドイツの

教育の破滅」という指摘も⼤きな社会的インパクトを与えた（Picht, G., 1964）。ピヒトによれば、
1964 年時点の出⽣数に即して考えると 1970 年代に教員の絶対数が不⾜することは明らかであ
り、新規学卒者のみで教員需要をまかなうとしたら⻄ドイツでアビトゥアを取得する若者全員が

 
14 また三枝孝弘ほか（1966:40）は、⻄側占領権⼒内にはドイツの教育の問題は学校制度改⾰で
はなく教育内容改⾰にあるとする⾒⽅が早い時期からあったことを指摘している。 
15 このことを端的に表現しているのがドイツ教育委員会による通称「ラーメン・プラン」（1959
年）である。「ラーメン・プラン」は教育経済学的な発想をベースにした教育の量的拡⼤の展望
を描いたものであると評価されている。Vgl., Messinger, S. (2013:54f.). 
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教職に就かなければならない。もちろんそれが望ましいと主張されているわけではない。ピヒト
が主張しているのはギムナジウムと⾼等教育の拡⼤（たとえば 10 年間でギムナジウムへの進学
者を 2倍に増やすなど）が急務だということであり、要するに社会の必要に応じて学校制度が変
⾰されなければならないということである。 
1965 年に連邦レベルに設置されたドイツ教育審議会 Deutscher Bildungsrat は、⻄ドイツの中
⻑期的な学校制度改⾰の⽅向を議論する場であったが16、1969 年に出された「総合制学校に関す
る学校実験の開始」報告書によって前期中等教育段階までの学校制度の統⼀化への議論を公式に
スタートさせた。各州には、明確な法的基礎を持つ新しい学校種としてではなく、「学校実験 
Schulversuch」という枠組みの中で総合制学校 Gesamtschule を設置することが認められること
となった。 
 

表 7−1 総合制学校の州別設置数 1976年〜1990 年 
 1976 1980 1985 1990 

⻄ドイツ全体 217 1) 255 2) 314 3) 335 4) 
シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州 5 5 6 11 

ハンブルク都市州 12 28 33 31 

ニーダーザクセン州 18 20 24 15 
ブレーメン都市州 6 6 6 5 
ノルトライン・ヴェストファーレン州 36 46 84 151 

ヘッセン州 68 75 76 72 

ラインラント・プファルツ州 2 5 6 4 
バーデン・ヴュルテンベルク州 33 28 33 4 
バイエルン州 9 8 11 3 

ザールラント州 2 3 4 11 

ベルリン都市州 26 31 31 28 
Aus : Statistisches Bundesamt, Bildung und Kultur, Fachserie 11, Reihe 1, Allgemeinbildende Schule, 

1976, 1980, 1985, 1990. 

1) ⾃由ヴァルドルフ学校を内数として含む。数値は原資料に記載なし。2) ⾃由ヴァルドルフ学校 63

校を含む。州ごとの数値は原資料に記載なし。3) ⾃由ヴァルドルフ学校 89 校を含む。州ごとの数値

は原資料に記載なし。4) ⾃由ヴァルドルフ学校を含まない。1986 年版から⾃由ヴァルドルフ学校は

総合制学校のカウントから除外された。 

 

 
16 ドイツ教育審議会は学識経験者、労組代表、教育関係団体代表など 18名から成る「教育委員
会 Bildungskommission」と各層の政府代表者から成る「政府委員会Regierungskommission」の
⼆部編成をとっていたが、後者は実質的な権限を持たなかった。審議会の任務は①⽂化的・経
済的・社会的⽣活に必要性に合致し、また教育を受けた⼈間の将来の需要を考慮したドイツの
教育制度の需要と発展の計画を⽴てること、②教育制度の構造についての提案を作成し、財政
需要を⾒積もること、③教育制度の各段階における⻑期的な計画についての勧告をまとめるこ
と、の 3 つであった。なおこれらの任務は当時の連邦⾸相エアハルト（CDU）によって承認さ
れたものであった。参照、ゲールマン（2018）。 
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1970 年から 1990 年までの⻄ドイツ各州の総合制学校の設置状況は表 7-1 の通りである17。端的
に⾔って、CDU（キリスト教⺠主同盟）・CSU（キリスト教社会同盟）が強い州ではこの学校実
験の枠組みによる総合制学校の設置はほとんど進まなかった。最終的に、1982 年に「教育計画と
研究⽀援に関する連邦・州委員会」（BLK）が学校実験に関する最終報告書「総合制学校のモデル
実験」を公表し、常設⽂部⼤⾂会議において⻄ドイツ各州における総合制学校修了資格の相互認
証に関する合意が締結されたことによって総合制学校をめぐる⻄ドイツの学校実験は終了した。
1960 年代から 70 年代にかけて、前期中等教育段階までの学校制度の統⼀化ないし総合化が多く
の国で進められたが、⻄ドイツにおいてはそれは達成されなかった。 
 
2.2 学校制度改⾰における CDUの位置 
 
⻄ドイツで分岐型学校制度の改⾰が進まなかった理由として、最も単純には CDU/CSUの否定

的対応が挙げられる18。しかし改⾰の頓挫の理由は、⼀般に保守政党として括られる CDU/CSU
の名を挙げるだけでは必ずしも⼗分ではなく、なぜ CDU/CSU が分岐型学校制度の改⾰に反対
したのかをより具体的に説明する必要がある。このことは、次章以降で検討する近年の学校制度
改⾰における CDU/CSUの動向を理解する上でも不可⽋である。 
政党政治研究を専⾨とする S.メッシンガー（Messinger, S., 2013）19によれば、第⼆次⼤戦後に
創設された CDU（Christlich-Demokratische Union Deutschlands：キリスト教⺠主同盟）の主要
な前⾝政党のひとつはカトリック中央党であるが、カトリック以外のプロテスタントの⼈びと、
リベラルな傾向の⼈びと、いわゆる学歴エリート層といってよい教養市⺠層の⼈々も参画して⾮
宗派的な包括政党として出発した20。 
そうした構成を反映して、CDU の教育政策には⼆つの根本的理念が存在していた（Ebd.）。第

⼀に、宗派学校原則である。ナチス期以前のドイツの公⽴学校は基本的に宗派別に置かれており、
宗派を問わない公⽴学校は圧倒的少数派であった。ナチスドイツは宗派を問わない学校への転換
を進めたから、宗派学校原則はナチス期以前への回帰をも意味していた。CDU に参画した⼈び
とのうち、カトリック系の⼈びとにとっては宗派学校は譲ることのできない原則であり、また少
なくとも戦後のある時期までの地⽅農村部の⼩規模な国⺠学校の現実にも合致していた。もう⼀
つの根本的理念はギムナジウムの堅持である。19 世紀初頭以来の⼈⽂主義的な⼈間形成の理念を
体現するギムナジウムはドイツ的な国家・社会の精神的⽀柱であって絶対に⽋くことができない
というこの理念は、CDU の中の⽐較的リベラルな層、教養市⺠層、プロテスタント系ないし世
俗的な⼈びとによって⽀持されていた。このように、公⽴宗派学校とギムナジウムの堅持という
⼆つの根本的理念は CDUの中の異なる層の⼈々によって主張されるものであり、また相互に構

 
17 なおドイツの教育統計においては⾃由ヴァルドルフ学校（シュタイナー学校）は総合制学校
にカウントされることがある。教育制度論的な意味での総合制学校の数量的把握に際してはこ
の点に留意する必要がある。表 7-1 でバーデン・ヴュルテンベルク州の総合制学校数が 1985年
から 1990 年にかけて⼤幅に減少しているが、これは統計上、1986年から⾃由ヴァルドルフ学
校が総合制学校とは別にカウントされるようになったことによる。 
18 ⼀例として、Ch・フュール（1996:151ff.）。 
19 本項の CDUに関する記述は、別に記さない限り、Messinger, S. (2013)に拠っている。 
20 なお CSU（Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.：キリスト教社会同盟）はバイエルン州に
活動範囲を限定した地域政党である。CDUはバイエルン州内では活動しておらず、連邦レベル
ではひとつの会派として活動するため、事実上 CDUの地域⽀部のようにみなされることもあ
る。教育政策に関しては連邦主義との関連で単純に地域⽀部とは⾔えない動きを取ることがあ
る。本章では CSUの⼀般的な政治的独⾃性については⾔及しない。 
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造的な関係性を持っていなかったという点が重要である21。 
CDUのこの⼆つの根本的理念が三分岐型の学校制度への⽀持を意味するものとなるのは、SPD

を中⼼とする、この時期の⾰新的な教育改⾰の要求（v. Friedeburg, L., 1992:284ff.）との対抗関
係においてである。⽶英仏及びソ連による分割統治が進められていた時期には、ソ連占領地域で
は⾮宗派的統⼀学校制度が導⼊されたが、他のほとんどの地域では「地域の伝統と住⺠の意向に
沿う」という原則の下（Ebd., 66）、基本的には宗派学校原則の上に三分岐型の学校制度が再建さ
れていった。しかしこの間、⼀部の地域では SPD が強⼒に⾮宗派的な統⼀学校による改⾰を要
求することになる。少なくとも第 8 学年までの共通の学校制度を意味する統⼀学校と公⽴学校の
⾮宗派性は、SPD においては構造的に結びついた不可分のものである。メッシンガーによれば、
こうした SPDとの政治的対抗関係の中で、1950 年前後 CDUは公⽴宗派学校と伝統的ギムナジ
ウム堅持を党としての教育政策的アイデンティティとするに⾄る（Messinger, S., 2013）。 
実際的には、ボン基本法によって学校制度は各州の固有の権限に属するとされたことから、CDU

の学校政策は各州ごとに様々な濃淡をもって進められた。国⺠学校の宗派別の編成の度合いは地
域性（カトリック住⺠の⽐率、都市化の度合い、戦後の移住者の増加による流動性など）によっ
て異なるものの、共通の 4年間（⻄ベルリンでは 6年間）の初等教育の後に三つの中等学校種へ
分岐して進学する仕組みが定着し、それをこの時点において暫定的に確認したのが前述のデュッ
セルドルフ協定（1955年）であった。 
その後、1950 年代末にかけて CDU の内部において宗派学校問題は急速に重要性を失っていっ

た。カトリック中央党の流れを汲む層にとっては依然として学校の宗派性が内政上の最重要課題
であったとしても、CDU 全体としては学校の宗派性へのこだわりは「時代遅れ」なものと⾒な
されるようになり、党内のカトリックとプロテスタント及び世俗派との対⽴の顕在化を意味する
ものでもあり得ることから、当時の連邦⾸相・CDU 党⾸のアデナウアーによって教育政策は連
邦議会選挙の主要なアジェンダから除外されることとなった（v. Friedeburg, L., 1992:66）。こう
して、いわば CDUは宗派学校問題については⾃覚的にそれぞれの州に委ねることによって宗派
学校原則をめぐる党内の軋轢を当⾯回避することとなった。 
このこと、つまり学校教育が州の権限であるという意味での学校制度の連邦主義22は、連邦政府

が学校教育をめぐる政策に対する関与を放棄したということを意味するわけではない。実際、
1959 年に「ラーメン・プラン」を提出したドイツ教育制度委員会は「教育政策のカオスに対する
連邦の影響⼒を強めるため」に置かれたものであったし（Messinger, S., 2013:54）、連邦 CDUは
⻄ドイツ地域全体の教育政策について党内で議論する機会を有していた（Vgl., v. Friedeburg, L., 
1992:348f; Messinger, S., 2013:68）。 
学校制度の構造改⾰について、1960 年代の CDU には⼀定の積極性が存在していたことをメッ
シンガーは指摘している（Messinger, S., 2013:68ff）。公⽴宗派学校をアピールすることが政治的
有効性を失い、またギムナジウム教員団体（Philologenverband : PV）のようにエリート教育機関
としての⼈⽂主義的ギムナジウムの価値を訴えるだけでは学校教育に対する今⽇的需要に応え
ることができないという認識が CDU の中にも⽣まれており、1966 年から 1969 年の SPD との
連邦レベルの「⼤連⽴」の時期には、1969 年のドイツ教育審議会「総合制学校に関する学校実験
の開始」報告書を経て、少なくとも総合制学校の導⼊に関するデータを得ることを⽬的とした学

 
21 ただしフォン・フリーデブルクは宗派学校原則は教員養成のシステムを介してギムナジウ
ム・⼤学を別建てとする分岐型学校制度と構造的につながっていると指摘している。国⺠学校
教員は⾮宗派的なギムナジウム・⼤学を経由せず、宗派的な教員養成機関で養成されていたか
らである。Vgl., v. Friedeburg , L. (1992:283f.). 
22 この表現は連邦主体の教育政策を想起させることもあり、ややミスリーディングであるが、
ドイツ教育研究においては連邦主義 Föderalismus は州ごとの独⽴性の承認を意味する。本論⽂
もこの慣⽤に従う。 
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校実験の開始には同意していたのである。それ故に、「他党とのバランスの中では最も保守的な位
置にあったことは変わらないものの、それでもこの僅かな時期、CDUが SPDとともに同じ⽅向
を向いて教育改⾰に取り組むことが可能になっていた」（Ebd., 70）と評価することもできる。 
1969 年までの⼤連⽴の後、連邦レベルでは SPDと FDPの連⽴政権が誕⽣し、CDUは初めて
野党の⽴場に⽴つこととなった。これ以後、また⼀部の州レベルではすでにこれに先⾏する時期
から、このいわば協調的な教育改⾰の可能性は失われていくことになる。戦後直後の CDUの「公
⽴宗派学校＋ギムナジウム堅持」という原則からの、少なくとも連邦レベルでの社会的現実を踏
まえて⽣じていた協調的な⽅向への緩やかな転換からの「再転換」が、1960 年代の SPDの勢⼒
の拡⼤に対する反作⽤として⽣じてくるのである。 
改めて 1960 年代以降の⻄ドイツの政治状況を整理しておけば、連邦レベルでは 1960 年代は
SPDの⾼揚期であった。連邦議会選挙における得票率をみると、1953 年 28.8％、1957 年 31.8%、
1961 年 36.2%、1965年 39.3％、1969 年 42.7％と上昇を続け、1972 年には 45.8％を得て第⼀党
となった。この間、1966年から CDU/CSUの連⽴政権パートナーとなり、1969 年から 1982 年
までは FDPをパートナーとして政権を担った。また州レベルで⾒ると、1960 年代には⻄ベルリ
ンと NRW州（最も⼈⼝の多い州であり、当時の⾸都ボンが所在する）において CDUは政権を
失った。こうした状況の中で CDUは SPDとの政治的対決姿勢を従来以上に強めることとなり、
その際重視されたのが教育政策であった（Ebd., 78ff）。SPDが推す総合制学校に対して、戦後直
後の「公⽴宗派学校＋伝統的ギムナジウム堅持」という必ずしも構造化されているとは⾔えない
時代遅れのコンセプトに代えて、⼀⾒現代的な装いを持った「才能理論」に基づく三分岐型の学
校制度の有効性が主張されると同時に、総合制学校に対してはそれを東ドイツの統⼀学校と同⼀
視して批判する戦略が取られることになった。前述の通り、学術的な意味での才能理論はすでに
1960 年代までに通⽤性を失っていたと⾒られるが、政治⾔説の⽂脈においてはむしろ 1970 年代
以降に通⽤性を⾼めていくことになるという逆説をみることができる。 
1970 年代には、1960 年代とは対照的に、SPD はそれまで強かったニーダーザクセン州とヘッ

セン州で 1974年に、⻄ベルリンでは 1975年に、第⼀党の地位を失っている。いずれの選挙戦に
おいても総合制学校の導⼊と拡⼤が争点の⼀つであったことから、州議会選挙は決して単⼀争
点選挙ではないものの、「州議会選挙で総合制学校を争点にした社会⺠主党は選挙で負ける」と
いう世評を⽣むことになった。 
 

2.3 学校制度改⾰の頓挫：政治経済学的説明 
 
以上のような CDU の協調から差別化への再転換が⻄ドイツにおける学校制度改⾰の頓挫の主

たる原因であると考えられるが、ここでは更に４つの具体的な政治経済学的ないし社会学的説明
を挙げておく23。 
第⼀に、ギムナジウム教員による組織的抵抗が挙げられる。10歳以後の学校制度を統⼀すると、

ギムナジウムの教員は基本的に他の学校種の教員と同格化されることになる。ギムナジウムの教
員団体（PV）はこれを嫌い、強⼒なロビー活動を⾏ったとされる。現実問題として、ギムナジウ
ムの教員は労働条件も待遇も違い、教員免許を取得する課程も他の校種とは異なっていた。これ
に応じて社会的威信の度合いも異なっていた。ギムナジウム教員の総数は少ないから、数的にの
み⾒れば⼤きな政治的影響⼒を持たない。しかし政治家をはじめとする各界の上層部はその多く
がギムナジウムを経て⼤学を修了した社会的エリートであることから、ギムナジウム教員たちの
ロビー活動は数的規模をはるかに上回る政治的影響⼒を持つことになる。ドイツ社会史ないし教
育史の⽤語を⽤いれば、ギムナジウムの存⽴基盤としての「教養市⺠層 Bildungsbürgertum」の

 
23 以下の四点は次の⽂献によっている。Heidenheimer, A. J. (1974); Herrlitz, H-G, u.a. 
(1989:168f.). 
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社会的⾃⼰保存の問題ということもできよう。 
第⼆に、政治資源の配分という観点を挙げることができる。上述の通り、もともとは学校制度の

単⼀化を推していた社会⺠主党は 1960 年代に党勢を拡⼤し、連邦レベルでは 1966年からのCDU
との「⼤連⽴」を経て、1969 年には SPD党⾸ヴィリー・ブラントが連邦⾸相に就いた。州レベ
ルでは SPD が政権を担った地域では総合制学校の実験的な開設が積極的に進められた。しかし
それらの州においても従来の分岐型学校制度を単線型に置き換える全⾯的な制度改⾰を断⾏す
ることはできなかった。この時期、SPD 党⾸として連邦⾸相になったブラントの最⼤の関⼼は
「東⽅外交」（緊張緩和＝デタント）及びイスラエルとの関係改善であった、とされる。しかしこ
の東⽅外交・東⻄緊張緩和政策は保守派から激しい批判を受けることになった。そうした政治状
況の中で、本来は学校制度改⾰にも関⼼が強かったとされるブラントの政治資源は東⽅外交の推
進に重点的に注がれざるを得なかった。前項で指摘したアデナウアーの例のように、連邦⾸相の
政治的リーダーシップにはそれなりの重みがあることから、学校制度改⾰へ振り向けられる政治
資源の不⾜もひとつの理由となり得る。 
第三に、職業教育システム及び労働市場との関係を挙げることができる。ドイツの三分岐型の学

校制度は職業資格制度と直接関係している。3 つの中等学校種の間には修了資格の違いがあり、
それはその後に進むことのできる職業訓練の種類に関わる。三分岐型の学校制度の変⾰は、それ
を前提にして動いている職業訓練制度の機能不全を引き起こす可能性がある。この時期までにす
でに⻄ドイツの職業教育は社会的な評価を確⽴していた。産業構造や労働市場の状況にマッチし
て適切に機能している分岐型の学校制度を変えることは、ドイツ経済にとって⾃殺⾏為となる、
という判断が学校制度改⾰を押しとどめたというのである。 
第四に、東ドイツ問題の影響を挙げることができる。1961 年の「ベルリンの壁」の建設に象徴

されるように、60 年代には東⻄ドイツの対⽴は先鋭化していた。東ドイツはすでにソ連型の完全
な単⼀学校制度を実現していたから、⻄ドイツで学校制度の統⼀を語ることは、⻄ドイツの学校
制度を東ドイツ的なものへ改めることを意味することとなった。政治的に、そうした施策を導⼊
することはきわめて困難であると判断されたというのである。 
これらが⻄ドイツにおいて総合制学校改⾰が頓挫した理由についての通説的理解である。これ

らはそれぞれに独⽴しているものではなく、いくつかの理由の複合ないし組み合わせによって説
明されるものである。 
なお、最近の⽐較政治史的な教育研究においては、分岐型の学校制度の廃棄と総合制学校制度の
導⼊を進めることに成功したヨーロッパの他の国との⽐較においてドイツが有していた特徴が
注⽬されている。上述の４点のうち、たとえば第⼀点については他国でも同様の特権的中等教育
を介したエリート層の⾃⼰保存の要求は存在していたのであり、それにも関わらず学校制度の改
⾰に成功した国と失敗した国がある。つまり第⼀点の説明には⼗分な説得⼒がないということに
なる。これらの⽐較政治史的な研究では、前期中等教育段階までの共通教育（総合制学校）の導
⼊の成否は主に⼀国内の社会⺠主主義政党の性格、⽀持基盤、特にリベラルな陣営との連携戦略
と関連させて論じられている（Wiborg, S., 2010; Sass, K., 2015）。 
 
 
3 学校制度改⾰の頓挫の教育学的根拠 
3.1 総合制学校の教育学的正当化 
 
以上のような政治経済学的な説明とは別に、この時期の統⼀化の破綻は教育学的な理由によっ

て説明することもでき、本論⽂の関⼼にとってはむしろこの点の⽅が重要である。ここではまず、
統⼀化の制度的表現形態である総合制学校の教育学的な擁護論を概観しておきたい。 
1960 年代、⻄ドイツの各州はそれぞれに数校から数⼗校の総合制学校を開設した。そこで⾏わ

れる教育活動は「学校実験」として調査研究の対象とされ、多くの研究が実施された。この学校
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実験は、（少なくとも建前としては）その結果を教育政策の決定に活かすことを⽬的として⾏われ
るものである。 
学校実験に先⽴って、他の欧⽶諸国の総合制学校に関する多くの研究を総括した、当時既にドイ

ツ教育学界の中⼼的な研究者であった W.クラフキは、総合制学校について次のようにその望ま
しさを説明している（Klafki, W., 1968）。 
 
総合制学校は伝統的な学校種への早期の固定的な選別を回避して、数年間にわたる成熟や
可能性を踏まえて個別的な、または分化した機会を提供する、これによって上昇のチャンス
を原理的に開放する。 
 
⺠主的な社会においては、すべての市⺠が社会的、経済的、政治的、学問的、芸術的に協⼒

し批判する中で議論し計画し、決定し実践できる状態にある⽅がよい。そのためにあらゆる
階層、能⼒、関⼼を持った⼈が学校で⼀緒に学び、議論し、社会的関係を実践し反省するこ
とが望ましい。 
 
ドイツの教育学の中に⻑い間存在し、今⽇もなお残る原理的な区別、いわゆる「本質的に異

なる」区別のある学校種ごとの授業の⽬標設定は、特に第 10 学年までは、のちの職業訓練
の要請を踏まえてもなお、⺠主的な社会においてはもはや⽀持できず、実⽤的でもない。 
 
総合制学校の⽬標は、しばしば「社会的共学」「社会的統合」と⾔われる。社会的出⾃、能
⼒、関⼼などの異なる⽣徒たちがひとつの学習領域の中で、重要な社会的関係の中で、より
⻑く⼀緒に学ぶことについては様々に評価できる。社会的意識の障壁、社会的偏⾒を徐々に
なくしていくことができる。そういう意識の発⽣を防ぐことができる。従来分割されていた
学校の統合は、親たちの、また世論の中の偏⾒や学校に関する権威主義的な考え⽅をある程
度なくすことができる。 
 
社会経済的条件を考慮するならば、今⽇、そして将来、より多くの⼈が従来より⾼い学歴を
必要とする。総合制学校は従来の学校システムよりもよくこの要請に応えるものである。 

 
クラフキは、10 歳の時点での進路の決定が原理的に不可能であること、社会経済的不平等が看

過できないレベルで存在することなども挙げ、前期中等教育段階までの学校制度の統⼀化が不可
避であると主張している。また、より具体的には、すでに実験的に⾏われていた総合制学校のカ
リキュラムや教育⽅法の⼯夫にも⾔及し、総括的に次のように述べている。 
 

これまでの実践が明らかにしていること、それは特定の職業訓練の先取り要素が問題なの
ではなく、「実際的な能⼒に恵まれた⽣徒 praktisch begabte Schüler」の規律の問題でもない。
経済的・技術的な教育をすべての⼦どもたちの現代的な基礎教養の要素とすること、この科
⽬の理論的構成要素を明確に構成すること、「理論的な教育」を「実際的な教育」に対置する
のではなく、理論と実際を相互規定的に連関させた学習過程が「経済的・技術的教育」の特
徴となるということが問題なのである。 

 
要するにクラフキによれば、⽣徒の学習意欲という点でも、社会集団の⺠主的な形成という点で

も、総合制学校的な教育実践は肯定的な結果を出していることが多くの調査研究によって⽰され
ている、⻄ドイツの学校改⾰も当然にその道を進むべきであった。 
 

3.2 総合制学校のシステム的優位性の否定 
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こうしたいわば「総合制学校優位」説は、しかし、1980 年代には⼤きく後退する。総合制学校

の優位性を検証するべく実施された 1969 年以後の学校実験をリードしたH.フェントは、総合制
学校の⽣徒の学習成績や⺠主的意識の成⻑の度合いを既存の中等学校種の⽣徒の成績と⽐較し、
その結果として総合制学校の優位性を⽴証することはできない、と結論づけた。こうした学術的
な知⾒が、⻄ドイツにおける総合制学校論議の停滞に決定的に影響を与えた（マックス・プラン
ク教育研究所研究者グループ、2006:323）。 
 

要するにここで確かめられたのは、伝統的な学校種及び総合制学校のそれぞれの学校の間の
成績の平均の差はとても⼤きく、学校システムの間の平均の差をはるかに上回っているとい
うことである。この結果が意味しているのは、個々の学校、個々の学級に固有の学習条件の
研究が⼀層進められる必要があるということである。（Fend, H., 1982:289）24 

 
ここで⾔われていることは、伝統的な三分岐型の「学校システム」に属する学校で学んでいる⽣
徒たちの成績の平均と、総合制学校という新しい「学校システム」の学校で学んでいる⽣徒たち
の平均の差はとても⼩さく、⼀⽅でたとえばギムナジウムというグループの中では平均的な成績
の良いギムナジウムと成績の悪いギムナジウムとの間の差はとても⼤きいということである。こ
のことは同様に実科学校、基幹学校、総合制学校にもあてはまる。こうした結論をふまえて、フ
ェントは、研究の重点を「構造改⾰ Strukturreform」から「教育的活動統⼀体（pädagogische 
Handlungseinheit）」25としての個々の学校へ移すことを提案しているのである  
フェントのこの総括的な結論と研究の⽅向性の提⾔において重要な点は、「個々の学校」に注⽬

する研究の先には、「学校制度」の改⾰は展望されないということである。総合制学校の導⼊とい
う学校制度改⾰を対象として開始されたフェントの研究は、学校制度に関する研究の関⼼を「構
造改⾰」から引きはがし「個別学校」へ向けさせるという役割を果たしたものと位置づけられて
いる（Rolff, H. -G., 1991; Feldhoff, T. u.a., 2019; ゲールマン、2018）。こうして、⻄ドイツにお
ける学校制度の統⼀化・総合化を⽬指す改⾰は、いわば⼗分な教育学的根拠をもって、頓挫した。 
このことの持つ歴史的意義をやや敷衍すれば、1960 年代から 70 年代に⻄ドイツにおいて実施

された学校教育に関する多くの実証的研究は基本的に「学校システム」に学校と授業の質の改善
の要因を求めるものであった（Wurster, S/Feldhoff, T., 2019）。こうした研究の⽅向性は、アメリ
カのコールマン・レポートのようなシステムに焦点化した実証的な研究の影響を強く受けたもの
であったと指摘されている（Ebd.）26。コールマン・レポートがアメリカに固有の⽂脈の中で⼈種
的に分離された公⽴学校間に客観的な条件という点ではほとんど差がないことを⽰してその後
の学校⽂化研究への途を開いたことはよく知られている27。政策課題と⽂脈は全く異なるが、⻄
ドイツにおいてもシステムに焦点化した実証的な研究が結果的にシステムではなく個々の学校
への注⽬を促すものであったという点には共通性があると⾔える。 
ともあれ、1982 年には総合制学校に関する学校実験は終了したが、総合制学校は廃⽌されず、
常設⽂部⼤⾂会議による総合制学校の教育修了資格の相互承認に関する決議を経て、多くはその
まま法律上の正規の学校としての地位を得て残された。その結果、表 7-2 に⾒られるように、統
合型総合制学校に通う⽣徒の⽐率は州ごとに⼤きく異なる状況が⽣み出されることとなり、⻄ド

 
24 なお同旨、Fend, H. (1998:217). 
25 訳語は遠藤孝夫（2004:91）に従う。 
26 なおヴルスターらの論⽂（Wurster, 2019）では、コールマン・レポートの要点のひとつは
「重要なのは学校ではない schools do not matter」というものであったと紹介されている。 
27 コールマン・レポートを含むアメリカの「教育の機会均等」論争とその後の展開について
は、参照、⿊崎勲（1989）。 
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イツ全体でみると例外的な中等学校種として、またいくつかの州においては従来のギムナジウム、
実科学校、基幹学校から成る「三分岐型」に対する「第四の中等学校種」として存在し続けるこ
ととなった28。 
 
表 7-2 中等教育段階Ⅰの⽣徒中の統合型総合制学校の⽣徒の⽐率（1990 年） 
 ⽐率   ⽐率 

⻄ドイツ全体 6.3%  ヘッセン州 15.4% 

シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州 2.1%  ラインラント・プファルツ州 1.8% 

ハンブルク都市州 21.4%  バーデン・ヴュルテンベルク州 0.7% 

ニーダーザクセン州 3.0%  バイエルン州 0.5% 

ブレーメン都市州 7.1%  ザールラント州 11.6% 

ノルトライン・ヴェストファーレン州 10.4%  ベルリン都市州（⻄ベルリン） 18.2% 
Statistisches Bundesamt, Bildung und Kultur, Fachserie 11, Reihe 1, Allgemeinbildende Schule, 
1990, Tabelle 1.4に基づいて算出。 

 
 
4 戦後⻄ドイツにおける「教育の機会」⾔説 
 
本節では、本章第 2 節で取り上げた CDU の教育政策のコンセプトの転換を補⾜するものとし

て、先⾏研究に拠りながら⻄ドイツにおける「教育の機会均等」の⾔説史を検討しておきたい。
それは現代ドイツにおける教育機会と学校制度論議が関係する⽂脈を把握する上でも有益であ
る。 
主要政党間の対抗関係を軸に教育政策の⾔説史を整理したハーンの研究によれば、戦後の⻄ド

イツの教育政策⾔説の⼤きな軸は「エリート形成」と「機会均等」をめぐって形作られている29。
まず、1950 年代の教育⾔説の中⼼は「エリート」「才能」「選別」「タレント開発」などであった
。たとえば 1950 年に社会⺠主党（SPD）はデュッセルドルフ党⼤会において「才能選別の制度
化」を議論し、⾃由⺠主党（FDP）も同年「才能のある⽣徒の選別と助成」を要求している。新
聞メディアでも「エリート」「選別」「才能助成」「才能開発」を求める論調は少なからず⾒られた
が、それは戦後復興のための専⾨労働者、いわゆるハイタレントの確保を意味するポジティブ
な語感のものであった。 
1959 年のいわゆる「ラーメン・プラン」は、結論的には中等教育段階における三分岐制の堅持

を主張しているが、そこでは確かに 19 世紀以来の職業⾝分制社会の伝統に由来する三分岐型 の
克服の必要性もうたわれ、また初等教育以後の分化を緩やかにするための促進段階 Förderstufe 
の導⼊が提案されるなど、いわば「⾝分制的論理から機能的論理への転換」（Loeber, H.-D/Scholz, 
W.-D., 2003）も提唱されていた。そこにはこの時期の政策の教育経済学的または⼈的資本論的な
性格が反映されている。確かに「機会均等」への⾔及もみらるが、それは国内の⼦どもたちの「
才能」を⼗全に引き出す必要があるという教育経済学的な⽂脈からのものであった。その⼀⽅で
、少数のエリートの発⾒と育成は社会発展の必須の要素と⾒なされていた。 
とはいえ、1950 年代を通じてドイツ社会において「エリート」は次第にネガティブな語感をも

 
28 なお 1990 年以後、東ドイツとの再統⼀に伴って教育統計上は全ドイツにおける総合制学校の
⽣徒の⽐率は⾼まって⾒えることになった。 
29 以下本節の記述はHahn, S. (1995)による。 
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与えられるようにもなっていた。たとえば⺠主主義を真に欲するならエリート形成よりも全体
の引き上げが優先されなければならず、社会の広い基盤なしにエリート形成を論じることは危
険なものでありうること、⺠主的エリート形成と伝統的特権階級の優遇とを峻別しない限り社
会的出⾃による機会の不平等が問題化することなどが議論されていた（Hahn, 1995）。 
1960 年代のドイツにおいては、教育改⾰の最⼤のキーワードは「機会均等 Chancengleichheit

」であった。すでに前節でみたように、G.ピヒトや R.ダーレンドルフの所説は同⼀のメッセージ
を発するものとして受け取られた。つまり、⻄ドイツの学校制度は教育機会の拡⼤のために改
⾰されなければならない、ということである（Ebd.）。 

「我々の学校制度は⾝分制社会の過去を抱え込んでおり、機会均等の実現への流れはまだ⽣
まれていない」30と⾔われるとき、「機会均等」は「⽥舎のカトリックの農家の娘」と概括される
ような教育機会の属性的な不平等の現実への批判であると同時に、ハイタレント確保の裾野を
広げるための⽅便でもあった。こうした意味で、この時期の「機会均等」は国⺠各層・各グルー
プに受け容れられる「善意の⽤語」（Ebd.）でありえた。しかしこの後、⻄ドイツにおける「教育
の機会均等」⾔説の含意は拡散し始める。 
のちに連邦⾸相となるブラントは 1966 年のドルトムントにおける SPD 党⼤会において「等し

い機会、とりわけ等しい教育の機会、そして⺠主化のために必要なすべてのこと」の実現を求め
、こののち「教育の機会均等」は SPD の綱領的主張の⼀つとなった31。1970 年のザールブリュ
ッケンにおける党⼤会では「教育の機会は不公正に配分されている」として、SPDは「⺠主的教
育制度のモデルを⽬指して前進する」ことが決議されている。この間、1969 年には連邦レベル
で SPD と⾃由⺠主党（FDP）による連⽴政権が誕⽣したが、そこでも憲法的原則である教育の
機会均等を教育政策において現実化することがひとつの⽬標とされていた。 
この時期、SPD の教育⾔説における「等しい教育の機会」は、具体的には中等教育段階の総合

化・単線化を意味していた。1969 年には常設⽂部⼤⾂会議での合意を経て「総合制学校」に関す
る学校実験が開始され、1970 年には「機会均等の保障」を⽬指した学校制度の構造改⾰を提案す
るドイツ教育審議会の報告書『教育制度に関する構造計画』が出された。「教育の機会均等」は
教育⾔説の最⼤の焦点、⼀種の「流⾏語 Modeausdruck」（Ebd.）となっていった。 
「均等な教育の機会」⾔説に対して、連邦レベルの「⼤連⽴」（1966-69 年）解消後、野党とな
った CDU が 70 年代前半に⾃覚的に打ち出した対抗⾔説が「機会の公正 Chancengerechtigkeit
」である。彼らによれば、社会⺠主主義者たちは機会の均等（Gleichheit）の美名の下に「無差別
主義（Gleichmacherlei）」を持ち込もうとしている。つまり「⾃然の才能」や「多様な気質」を「
ひとつの型」に強制的にあてはめようとしているのであり、要するに社会⺠主主義者の「教育の
機会均等」の内実は等しからざるものを等しく処遇しようとする不当なものだというのである。
CDU のこうした論法は「等しい教育の機会」⾔説がそれまで持っていたニュートラルな⾊彩を
はぎとろうとするものであり、実際に⼀定の訴求⼒を持っていた（Hahn, S., 1995）。 
「機会の均等」⾔説の中⽴性に対する異議申し⽴てからスタートした「機会の公正」⾔説は、
CDUの教育政策綱領に取り⼊れられる過程でさらに具体的内容を獲得していく。1978 年の基本
綱領では、「機会の公正」について、次のように述べられている。 
 
機会の公正は、権利の平等の必然的な補完物である。それは等しい⾃由の中で、すべての
⼈々にその個⼈的特性に応じて様々に発達する可能性を与えるものである。ここには、前
提条件の不利を調整した上で、あらゆる教育施設へ等しく⼊学する権利を有するというこ
とも含まれる。（中略）機会の公正は、⼈間存在をそれ⾃体として平等化する試みを認めな
い。そうした平等化を望む者は、機会について語ることはできないだろう。なぜなら機会

 
30 „Handels Blatt“, 1964年 8⽉ 2 ⽇付け。Zit. aus : Hahn., S. (1995). 
31 この時期の SPDの党綱領における教育政策は、⽥⼝康明（1995）が詳細に紹介している。 
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とは、常に⼈々の多様な個⼈的資質に応じて利⽤されるものだからである。平等化を望む
者は結果の平等を約束しなければならず、また⼈間が完全にコントロール可能であるとい
う前提に⽴たねばならないであろう。平等化を望む者は、⼈間の⾃由な⾃⼰決定をなす責
任主体としての存在を否定しているのである。（Ebd.） 

 
端的に⾔って、ここに⾒られる CDUの「機会の公正」は「すべての⼈に、等しいチャンスを与

える」理念ではなく、「すべての⼈に、等しく彼／彼⼥のチャンスを与える」理念であり、また
「公正とは、多様性を無視した平等な処遇ではなく、個々の違いに応じて発達するチャンスを
すべての⼈間が持つこと」であった。 
こうした「機会の公正」⾔説に対して、SPDは次のような反論を⽰した。CDUの議論は⾔語的

に完全に破綻している、なぜなら「すべての⼈に等しいチャンスを与える」ことが否定されるべ
き機会の均等として定義され、「機会の公正」が「すべての⼈に彼/彼⼥の⼈⽣のチャンスを与え
る」ものであるとして、⼈⽣の成功の可能性は平等化されるべきものではないとしたら、個⼈へ
の機会の配分においてどのような基準を⽰そうとしているのかがまったく理解できない。つま
り CDUの掲げる「機会の公正」は、現在の状況を保持すること以外には何も意味しておらず、
われわれの社会に存在する様々な不平等の廃棄を求める努⼒に対する⼀種の防衛機能を果たし
ているに過ぎない、と（Ebd.）。 
またこの時期にはほぼ⼀貫して SPDのパートナーであった FDPは、「均等（SPD）」か「公正
（CDU）」かという問題については「均等」を⽀持するとして、次のような⾒解を表明していた
。「機会の均等」の対語としての「機会の公正」が⾔語的に意味を持つとしたら、チャンスの配
分の⽅法についての「公正さ」は、不平等を許容するだけでなく、むしろ不平等を⾃覚的に⾃⼰
の原則とせざるを得ない。「機会の公正」は、事後的な矯正や多様な初期条件の調整を、ともか
くも出⼝の時点では平等を⽣み出すという⽬的をもって⽀持するという意味での「機会の均等」
とは対照的なものであり、平等への志向性を拒絶して社会的な機会の配分の基準を現状のまま
保持することに資するものである。FDPはそうした⽴場には⽴つものではない、と（Ebd.）。こ
うして FDPは、少なくともこの時点においては、SPDとともに、「教育の機会の均等」を⽀持
するとしたのであった。 
CDUの「機会の公正」⾔説に対しては、当初から CDU⾃体の中にも批判的な議論が存在した

。それはそこで表現されている公正の概念は「なぜ社会的諸過程の中で不平等が存在するのかを
問題にしていない」ものであるとして、「（むしろ SPDの）機会均等の概念こそは、階層や様々
な不平等を、その意味、その正当性においてより強く吟味し問い直すことを求めるものである」
（Ebd.）というものであった。このようにみてくるならば、CDU の「機会の公正」の概念は、
⼗分に理論的に準備されたものであるというよりは、機会均等を相対化するための⼿軽な対抗
⾔説というべきものだったと⾒ることができよう。 
注意しなければならないのは、この時点での⻄ドイツにおける「均等」や「公正」の⾔説は学校

制度の構成つまり総合制学校の導⼊と直接に関連していたということである。つまり諸々の⾔
説は、４年間の初等教育の後、10歳の時点での「能⼒」や「適性」に応じて学校を分岐させて将
来の進路（特に⾼等教育への進学）に制約を付すことの妥当性や正当性につながるものであった
。前節でみたように、1969 年以降、州ごとに⼤きな偏差を含みつつも実験的に導⼊された総合
制学校については、それが単純に教育機会の不平等の解消に結びつくものではないことが明ら
かになるにつれて⼀種の「幻滅」が広がっていった。教育制度の「改⾰ Reform」は 1970 年代半
ばにはその福⾳的性格をほぼ完全に失っていく。「改⾰病」「改⾰依存症」「改⾰過多」「改⾰ぐる
い」などといった表現によって教育改⾰を通じた社会改⾰の⾮現実性が揶揄と批判の対象となり
始める（天野正治、1985）。政治的に⾒れば、こうした動きは CDU による SPD 教育政策への
批判に連なるものであり、また経済的に⾒れば⽯油危機を契機とする景気の失速、失業の増⼤
という状況の中で、労働市場の構造と密接に結びついて考えられることの多い教育制度の改⾰
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の⽅向性が⾒通しづらいものとなったことを反映していた（Loeber, H.-D/Scholz, W.-D., 2003）
。改⾰の季節が過ぎ去り、教育論議の重点が「外的改⾰から内的改⾰へ」と移動していくのに伴
い、総合制学校問題も沈静化、膠着化していく。1970 年代には⼀種の「流⾏語」であった「機会
均等」⾔説は、もはや⼈々の⽿⽬をとらえる惹句ではなくなっていくこととなった。 
教育機会の階層的格差の解消のために「教育の機会均等」をライト・モチーフとして中等学校制

度の統合を進めようとする SPDに対して、確かに CDUの「機会の公正」⾔説はほとんど何も⾔
っていないに等しい。しかしそれは完全単線型の学校制度を樹⽴した東ドイツに対する反発や
懐疑を呼び起こす「画⼀」「無差別平等」というイメージを総合制学校に対して付与することに成
功したのである（Hahn, 1995）。こうして「均等な教育の機会」⾔説は、その「善意の⽤語」と
しての地位、いわば初発の理念的正統性を失っていった。機会の均等あるいは公正をめぐる議
論は、その後 2000 年代に⾄るまで、ほぼ社会的なインパクトを持つことがなかった。 
 
 
5 進学⾏動の変容 
 
以上のような総合制学校をめぐる政策の展開や「教育の機会」をめぐる⾔説状況とは別に、拡張

された制度概念においてみた場合の⻄ドイツの学校制度は 1960 年代から 1980 年代にかけて⼤
きく変容した（表 7-3参照）。 
表 7-3 が最も強く⽰しているのは、1960 年時点での第 8 学年在籍者（標準的には 14 歳、ほぼ

1945年出⽣）から 1990 年時点での第 8 学年在籍者（ほぼ 1975年出⽣）に⾄る⼀世代の間に基
幹学校の在籍者の⽐率が 3 分の 2 から 3 分の 1 に減少しているということである。1970 年代に
は基幹学校に対する「残りものの学校 Restschule」という呼び⽅が登場した。積極的な選択肢と
してではなく、ギムナジウムと実科学校へ進むことのできない⽣徒が消極的に進む学校だとい
う意味である。 
 
表 7-3 第 8 学年⽣徒の在籍⽐率の変化（％） 
 基幹学校 実科学校 ギムナジウム 総合制学校 特別⽀援学校 

1955 69.3 11.7 16.4 - 2.7 

1960 67.9 12.8 16.1 - 3.2 

1965 63.1 15.2 18.0 - 3.8 

1970 53.7 20.2 21.3 - 4.7 

1975 43.8 23.0 24.9 3.2 5.1 

1980 38.6 26.9 26.0 3.8 4.6 
1985 36.8 27.9 26.2 4.6 4.4 
1990 32.7 27.5 29.2 6.5 4.1 
Aus: Köhler, H. u.a. (2014:288f) (Tab. 2.161) 
なお、1990 年には東ドイツ地域の数値は含まれていない。 

 
進学者⽐率の点でもっとも伸びたのは実科学校である。実科学校進学者の増加は⼆つの⾯から
説明される。⼀つは基幹学校よりも⻑い第 10 学年までの修学によって取得できる「実科学校修
了資格」（中級修了資格）によっていわゆるホワイトカラー的な多くの事務労働職への道を希望す
る⼈々が増加したことであり、もう⼀つはもともと中級修了を希望しながら実科学校が近隣に
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存在しなかったためにギムナジウムへ通うという選択をし、ギムナジウムにおいて第 10 学年修
了とともに中級修了資格を取得して退学していたような⼈々が、新設された実科学校に進むよ
うになったということである。 
ギムナジウムは、以上のような事情によって実科学校に⼀定の層の⽣徒を譲り渡しながらも着
実に拡⼤を続けたということができる。とはいえ、これはギムナジウムそのものにとっては望
ましいことであったと考えることはできない。進学者⽐率の増加は社会的エリートの教育機関
という性質を失わせるからである（マックス・プランク教育研究所研究者グループ、2006:290ff）
32。 
表 7-3 は、結果的に、1990 年時点では基幹学校、実科学校、ギムナジウムがそれぞれ約 30%の

⽣徒を受け⼊れるという典型的な「三分岐」のイメージを提供しているが、その後、東ドイツの
学校制度との統合とも相俟って、このイメージは崩れていく。2000 年代においてはドイツの学校
制度を「共通の基礎学校＋三分岐型の中等学校」としてイメージすることは、実態にそぐわなく
なる。この点については第 9 章で具体的に論じる。 
こうして、⼤きく⾒れば 3 分の 1 ずつの⽣徒を抱える三つの学校種プラス例外的な総合制学校

という「ドイツの分岐型中等学校制度」のイメージが成⽴したが、これはきわめて不安定であっ
た。基幹学校は明⽩に減少し続け、ギムナジウムはアイデンティティの危機にさらされ、総合
制学校は政治的膠着の中に放置されることとなった。 
 
 
6 ⼩括 
 
本章の第 1 節においては戦後のドイツの学校制度の構造を歴史的経緯も踏まえて概観した。と

りわけ重要な点は、⻄ドイツの三分岐型の中等学校制度の社会的正統性は、具体的な社会的事実
との対応関係によって調達されていたわけではなく、根拠は曖昧であるが単純な⼀貫性を備えて
いるという意味で「イデオロギー」的効果をもつ「才能理論」によって⽀えられていたと考えら
れることであった。「才能理論」は分岐型学校制度に内在された「マタイ効果」によって事後的に
⽴証され、「神話」となる。このことによって分岐型学校制度は⾃らの社会的正統性を強化するこ
とができる。 
第 2節では 1960 年代に⻄ドイツにおいて分岐型学校制度の持つ問題性が広く意識され、総合制

学校が学校実験として導⼊された経緯及びこの時期まで⼀貫して政治的な中⼼であった CDUの
基本的な政策の内容について検討した。そこにおいては三分岐型の学校制度は CDUにとって必
ずしも構造的に構成された基底的な政策とは⾔い難いこと、1960 年代の⼤連⽴期においてはあ
る程度の学校制度の構造改⾰の可能性が存在していたと考えられることが⽰された。ただしこの
可能性は連邦レベルで CDUが野党に転じて以後、失われていくことになる。また、学校制度の
構造改⾰が実現されなかった根拠について、CDU の政策転換以外のいくつかの政治社会学的な
論点についても検討した。 
第 3 節では、まず学校制度の構造改⾰を求める教育学的な根拠を⽰した上で、総合制学校の導
⼊が頓挫したのは CDUの政策転換を始めとした政治経済学的な理由のみによるのではなく、そ
こには確かに学校制度の構造改⾰の道を閉ざす教育学的根拠が存在していたことを確認した。 
第４節では、CDUと SPDの教育政策の対⽴の⼀つの側⾯を⽰すものとして、1960 年代以降の

⻄ドイツにおける「機会の均等」⾔説を検討した。そこでは特に SPDによって提起された「機会
の均等」⾔説が、実質的には無意味とも⾔い得る CDUの「機会の公正」⾔説によって相対化さ

 
32 とはいえ、Ch・フュールによれば、1988 年の時点において「ギムナジウムは今なおドイツ
の教育制度における⼈⽂主義的伝統を具体化したものとみなされている」（フュール、
1996:150）。 
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れ、その結果として分岐型学校制度の改⾰の社会的正統性が確保されなかったという説明を提⽰
した。 
第５節では、1960 年代以降、三分岐型の学校制度は現実の進学⾏動という⾯から⾒るとその内
実において⼤きく変容してきたことを⽰した。学術的な通⽤性を失った後に、「神話」として逆説
的な復権を遂げたようにも⾒える「才能理論」を具現する三分岐型の学校制度は、実態的な進学
⾏動においては社会的正統性を失いつつあったと⾔える。 
学校制度の構造改⾰が実現されなかった理由について、本章が提⽰した様々な議論のいずれか
ひとつが決定的な⼒を持つものだと考えることは適当ではないだろう。制度の変動・変容は多く
の構造的要因や偶発的な契機の絡み合いの結果として⽣じる。主要政党の⼀つである CDUが学
校制度の構造改⾰に否定的であったという点は確かに決定的であったように⾒える。とはいえ、
本論⽂の関⼼からとりわけ興味深く思われるのは、この時期の「才能理論」や教育の機会の均等
に関する⾔説のあり⽅もまた学校制度改⾰の進展と強く結びついていると考えられるという点
である。このあとの章でみるように、こうしていったん沈静化した学校制度改⾰論議の再開と活
性化をリードするのは、学校教育のあり⽅に関する新しい「⾔説」を提⽰して改⾰の社会的正統
性を調達しようとする新たな「教育の理念」であるからである。 
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第 8 章 2000 年代における学校制度改⾰論議の再構築 
 
はじめに 
 
本章では、いわゆる PISA ショック以後のドイツにおける教育改⾰の動態を、学⼒問題から学校

制度論議への展開という⽂脈に焦点をあてて検討する。この時期のドイツにおける PISA ショッ
ク、つまり国際⽐較の中での順位の低さがもたらした衝撃やそれに対する政策的対応などについ
てはすでにすぐれた論考がある（柳澤良明、2004）。改めて確認すれば、PISA2000 では読解⼒に
おいて⽇本の第 8 位に対してドイツ第 21 位、数学的リテラシーは⽇本の第 1 位に対して第 20
位、科学的リテラシーは⽇本の第 2 位に対して第 20 位で、全体の平均を下回っていた（国⽴教
育政策研究所編、2002:5ff.）。そうした全体的な順位のほかに、ドイツでは成績の分散の⼤きさや
「レベル 1 ⽣徒」の⽐率の⾼さが「ショック」の要因としてしばしば引き合いに出される。「レベ
ル 1 ⽣徒」(レベル１以下を含めて)は読解⼒において 23%にも達していた。通常の社会⽣活、職
業⽣活の遂⾏が危ぶまれるそうしたレベルの⽣徒は「危機的グループ」と呼ばれる。全体的な学
⼒の⽔準の向上を図りながら、学⼒分布の分散を⼩さくし、「危機的グループ」の⽐率を縮⼩する
ことは、まさにドイツの教育政策の喫緊の課題となっている。しかしここで重要なことは、こう
した課題がどのような「問題」として対象化されるか、という点である。 
第１に、ドイツにおける論点は⼀⽅でドイツの⽣徒たちの低成績であったが、他⽅でドイツの学

校の「社会的選別性」の強さであった。⽇本においてもドイツの PISA2000 への反応はその直後
からある程度紹介されてきているが、そこでの関⼼は主にその「低成績」の事実とそれへの政策
的対応を対象としているように思われる。後に詳しく⾒るように、実際は低成績それ⾃体だけで
はなく、低成績と社会的選別性の強さの関係構造もまた⼤きな論点となっている。こうした意味
では、今⽇もっとも「機会不平等（Chancenungleichheit）」が問われている国の⼀つがドイツで
あると⾔うことができる。 
第⼆に、先進諸国の中ではほとんど例外的に分岐型（中等教育からの複線型）の学校制度を保持

してきたドイツにおける学校制度論議はそれ⾃体として興味深く、⽇本において根強く存在する
複線型への志向性に照らした場合にその検討は基本的に重要な課題であると⾔える。こうした⼀
般的関⼼に加えて、さらに次のように⾔うことができる。分岐型学校制度の下では教育の不平等
問題は何よりもまず「学校制度」の問題として位置づけられる。このことは、教育の不平等問題
を学校制度の形態の問題として検討することのなかった、少なくとも戦後の 6・3・3・4 制の下
ではそれを検討する実際的必要性がなかったと⾔ってよい⽇本の学校制度論議にとっては、学校
制度の形態を検討することの意義を改めて確認させる主題として、ドイツの事例は⼤きな研究的
意義がある。 
 
 

1 教育の不平等研究の構図 
1.1 教育機会の定義 
 
まず、教育の不平等問題を学校制度の形態の問題として検討するという視⾓について説明して

おきたい。 
学校制度と教育の不平等をめぐるもっとも広く流布した⾔説は、いわゆる「近代化」仮説である。

これは⼀国の学校制度の拡⼤充実にともなって教育機会の不平等は徐々に縮⼩していく、あるい
はすでに事実として縮⼩しているとするものである。教育機会への物理的な接近そのものが制約
されていた時代から、量的に⼗分な学校施設が整備される時代、授業料の無償制や奨学制度の拡
⼤、公費教育の整備によって経済的な制約が相当程度まで排除される時代、社会的経済的な必要
性からより多くの⼈々に、より⻑期の教育が要求される時代、そして社会⼼理的にも学校を離れ
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実社会へ移⾏する時期をなるベく遅くすることが容認され、また積極的に求められる時代へとい
う変容が「近代化」の内実である。近代化仮説によれば、こぅした変容はそれまで教育の機会に
恵まれていなかった層に対してより強く裨益するから、機会の拡⼤は機会の不平等の縮⼩につな
がるといぅことになる1。 
しかしアメリカ、イギリス、フランス、オランダ、スウェーデン、ドイツ、⽇本など 13カ国を

⽐較したシャビとブロスフェルトらの⽐較研究によれば、この近代化仮説は実証的には⽀持され
ない（Shabit, T./Blossfeld, H.-P. (ed.), 1993）。つまり教育機会の拡⼤が教育機会の不平等の縮⼩
をもたらしていると⾔うことはできず、むしろ教育機会の爆発的な拡⼤にもかかわらず、教育機
会の不平等が縮⼩していないという事実こそが注⽬され、説明されなければならない。 
彼らの研究によれば、確かに教育機会の拡⼤と平等化が同時に進んだように⾒える国もあるが

（スウェーデン、オランダ）、しかしこれは教育機会拡⼤の効果ではなく、むしろそれらの国では
社会経済的な⾯での全体的な平等化が進⾏したことの結果とみなされるべきである。⽇本、アメ
リカ、ドイツを含むその他の 11 ヵ国では教育機会の拡⼤はあったが、教育機会の平等化が進ん
だとは⾔えない。この中には、機会の不平等の構造がほとんど不変である国と、機会の不平等の
構造がある意味で変化した国がある。ここでの変化とは、教育制度のある部分では不平等が緩和
され、別の部分では強化され、また別の部分では変化がないなど、全体としては不平等の構造が
保持されているということである。 
また、この教育機会の不平等を⽣み出す各個⼈の社会的出⾃の効果は学校制度の下級の段階で

より強く、上級へ進むにつれてより弱くなる。つまり後期中等教育から⾼等教育への進学に際し
ての社会的出⾃の影響は、それ以前の進学に際しての社会的出⾃の影響よりも⼩さい。より具体
的に⾔えば、進学に必要な知的能⼒が等しいと仮定すれば、実際の進学の決定に対する社会的出
⾃の持つ影響⼒は、学費負担能⼒を含めて考えても、学校制度の上級段階へ進むほど⼩さくなる
ということである。 
シャビとブロスフェルトらの⽰した論点は多岐にわたるが、先進諸国の教育機会の不平等に関

する基本的な結論は上記の⼆つ、つまり①教育機会の拡⼤は機会不平等の縮⼩をもたらしていな
い、そして②社会的出⾃の影響は学校制度の下級段階でより強く、上級段階でより弱い、という
ことである。こうした結論は、それが意外なものと受け⽌められるにせよ、当然なものと受け⽌
められるにせよ、ぁる種の曖味さを感じさせるものであることをシャビとブロスフェルトは指摘
し、それは要するに「教育の機会」という概念が⼀般に暖昧に理解されていることに起因すると
している。近代化論者が就学率の上昇によって教育機会の不平等か傾向的に減少していくと論じ
ているのは、要するに教育の機会の概念を曖昧に理解した上で不平等を計測していることによる
というのである。 
シャビとブロスフェルトらの共同研究における「教育の機会」の概念は、⼀定の教育段階を修了

した者が次の教育段階へ進学する、ないしはそれを修了する⽐率として定義されている。したが
って教育機会の不平等はこの⽐率に対する社会的出⾃の影響⼒の強さによって把握されること
になる。この定義は、例えば平均在学年数に対する社会的出⾃の影響、あるいは特定の学歴保持
者の社会階層別の構成⽐（ないし⼈⼝構成⽐に対するオッズ）などによる定義を排除するもので
ある。それらは学校制度⾃体の披⼤の影響⼒を排除できないが故に、不適切であるとされる。前
述の⼆つの結論は、こうした認識の上に、学校制度⾃体の拡⼤の影響を排除して統計的に導き出
されたものである。 

 
1 近代化仮説の変種として「飽和」仮説がある。これによれば、ある教育機会（たとえば後期中
等教育）が上層にとって「飽和状態」となって後、初めてその機会がひとつ下の階層に対して
開放される。この場合、教育機会拡⼤の効果は飽和点の前後において⼤きく異なることにな
る。教育機会の拡⼤のスピードがある程度速ければ、近代化仮説と飽和仮説は結果的に⼀致す
る。 
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1.2 教育の機会と学校制度の構造 
 
教育の機会のこうした定義は、メアーに由来する（Mare, R. D., 1980, 1981）。そのメアーの議論

を参照しつつ、教育機会の不平等に関する⼆つの論点の論理構造を整理すれば次のようになる。 
第⼀に、なぜ教育機会の拡⼤が機会の不平等の縮⼩につながらないのか。教育機会が制限されて

いる時点においては、より上級の段階へ進む⽣徒たちはその都度厳しい選別を経てくるが、その
過程で測定可能な社会的出⾃要因以外の⾮測定要因（具体的には能⼒、意欲、価値観など）の部
分における同質性が⾼まっていくと推定される。したがって、より上級の段階への進学場⾯にお
いては、測定可能な社会的出⾃要因の影響⼒は⾮測定要因の同質性の⾼さに隠れてしまう。ある
段階の教育機会の拡⼤が進むと、その段階の学校の⽣徒集団内部では⾮測定要因の異質性が拡⼤
することになる。この結果、より上級の段階への進学場⾯においては測定可能な社会的出⾃要因
の影響⼒が⾼まって⾒えることになる。 
第⼆に、なぜ社会的出⾃の影響⼒は学校制度の下級の段階でより強く、上級の段階でより弱くな

るのか。もちろん教育達成の結果だけを⾒るならば、家庭的背景が能⼒形成に影響することは⾃
明と⾔ってよい。したがってここでの問題は、そうした要因を排除した上でなおかつ残る社会的
出⾃要因の影響⼒の強弱である。これを説明する仮説はいくつかあるが、メアーがもっとも適切
とみなしているのは「ライフコース」仮説である（Mare, R. D., 1993）。これはより下級の学校段
階ほど親の選好が本⼈の意向よりも重みを持ち、経済的負担においても親の意思が決定的に重要
であるという点を重視するものであり、⼦どもと親の⼈⽣の経過（ライフコース）の中での⼈間
関係の変化に注⽬するという意味で「ライフコース」仮説と呼ばれる。 
教育機会が拡⼤することによって、すべての階層においてより上級の学校段階へ進学する⽐率

は⾼まる。にもかかわらず教育機会に対する社会的出⾃要因の影響⼒は縮⼩しているとは⾔えず、
その影響は上級の段階においてよりも下級の段階において強い。こうした知⾒は学校制度論議に
対してどのような問題を提起することになるであろうか。 
ミュラーらは、ヨーロツバ諸国の学校制度における社会的不平等に関する先⾏研究を概観して、
次のように述べる（Müller, W. u.a. 1997）。教育機会の社会的不平等の⽐較分析に際しては前述し
たメアーの枠組みが有効である。それにしたがえば教育のプロセスは進学、修学の意思決定の連
鎖とみなされ、ヨーロッパ各国の学校制度は教育の段階ないしブロックの積み重ねとして把握で
きる。⼦どもたちの教育のキャリアは、このブロックのそれぞれにおいて、その社会的出⾃に応
じて様々に「カーブ」する。そのカーブの形態は、基本的にメアーが指摘したような形で全体的
に類似しているが、なおかつ各国ごとに固有の偏差を持っている。そうした偏差は、第⼀に、各
国の固有の階級構成や社会的編成の違いに由来する。しかしそれだけではない。「階層規定的な進
学モデルにおける各国のそうした偏差はさほど⼤きなものではなく、もうひとつ別の要素が社会
的に規定された教育機会の不平等の程度の⼤きさの各国間の差異に影響している」（Ebd.）。 
この教育機会の不平等の⼤きな差異を⽣み出すもうひとつの要素こそが、学校制度の編成にほ

かならない。つまり各国の学校制度はそれぞれに異なる学校教育のブロックと、それを分岐、接
続するジャンクション（Schamierstellen）2によつて構成されており、それらの組み合わせが教育
機会の不平等の度合いに決定的に影響しているというのである。 
メアーのオリジナルの議論はアメリカだけを対象としたものであり、特に⽐較教育制度論的な

議論を含んでいないから、こうしたミュラーらの議論はメアーの教育機会の定義に依拠しつつそ
れを⽐較学校制度論的に拡張したものということができる。つまり、⼀定の教育段階の修了と次

 
2 直訳すれば「蝶番」である。教育機会の拡⼤を求める歴史的スローガンである「ラダーからハ
イウェイへ」を念頭に置き、こなれない訳語であるが、以下本論⽂では教育のブロックの継ぎ
⽬を⽰す⽤語として「ジャンクション」を使⽤する。 
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の段階への進学という局⾯を分節化して教育機会の不平等を問うというメアーのアブローチと
その分析結果は、いわば反転させられて、教育機会の不平等を条件付ける学校制度の類型論（学
校制度のジャンクシヨン理論）を⽣み出している。そこではたとえば教育のブロックの区切れの
ない完全単線型の学校制度は不平等を⽣み出すジャンクションを持たない制度として、⼀⽅で分
岐型学校制度は不平等を⽣み出しやすい強⼒なジャンクションを持つ制度として、そして義務教
育以後に内的分化をはかる学校制度は社会的出⾃要因の影響⼒が⽐較的⼩さいジャンクション
を持つものとして位置づけられることになる。 
この学校制度のジャンクション理論は教育機会の不平等を学校の制度論と結びつけて実証的に

論じる場合に有効な枠組みである3。この枠組みを念頭に置きつつ、現代ドイツの教育現実の検討
に移りたい。 
 
 
2  PISA調査 ― 機会不平等の再審 
2.1 世界で最も不平等な学校制度 
 
ドイツにおける教育機会の不平等の実態は繰り返し指摘されていたが4、国際⽐較及び国内の州
間⽐較を含む詳細な分析によってその問題性を強く指摘し、学校制度の問題としての不平等問題
を改めて⽩⽇の下に引き出して⾒せたのが PISA2000 の調査報告書であった。 
⽇本の PISA2000 調査報告書には両親の職種と学⼒達成との関係に関する分析は含まれていな

いが5、ドイツ PISA委員会の報告書6には性別、移⺠歴などをめぐる教育の不平等の分析、特に社
会経済的背景と学⼒達成との関係には相当の紙幅があてられている。⽇本から⾒た場合、
PISA2000 以後のドイツについては成績不振それ⾃体への政策的対応に関⼼が向くことが多い。
しかし実際には、成績の低さに対するに勝るとも劣らぬ程度で「教育の階層的不平等」「学校制度
の選別性の強さ」にも注⽬が集まり、むしろこれらこそが低成績を導く構造的要因となっている
とする議論が活発化している（Tillmann, K.-J., 2003; Rösner E., 2005; Loeber, H.-D./Scholz, W.-
D., 2003）。かつて頓挫した中等教育制度の単線化という主題が、PISA2000 以後再び教育政策の
争点となり始めている。 
PISA 調査によって具体的に明らかにされた教育の社会的不平等は、たとえば、「（PISA に参加

した）32カ国の中には、⼦どもが学校で獲得する成績と社会的出⾃との間にドイツ以上に密接な
関連のある国はない」（Tillmann, K.-J., 2003）といった評価に端的に⽰される。その具体的な論
点は多岐にわたるが、ここでは特に⼆つの点に絞ってその要点を⽰す。 
第⼀に、中等学校への進学に際しての階層格差である。分岐型中等教育制度の枠組みの中でギム

 
3 荒牧草平（2007）によれば、メアーに由来する⽅法的枠組み、通称Mareモデルは国際的に事
実上のスタンダードとなっている。 
4 たとえばドルトムント⼤学教育研究所の年報（Institut für Schulentwicklungsforschung）にお
ける定期的な調査報告など。そこで⽰されたデータに基づく論考として、参照、前原健⼆
（1996）、同（1998）。また、PISA2000 以後の研究成果の概観として、Vgl., Maaz, K. u.a. 
(2006)。 教育社会史の領域では、利⽤可能な様々な史資料に基づいたギムナジウムなど学校種
ごとの⽣徒の社会的出⾃の推移についても多くの研究がある。参照、P・ルントグレーン
（1995:226ff.）。そこでは基本的に⽗親の職業地位が独⽴変数として採⽤されている。 
5これについての分析が含まれていないのは、多くの⽣徒が⽗⺟の職業について回答しなかった
ことによる（国⽴教育政策研究所編、2002:177）。 
6 本章の以下の検討において参照するドイツ PISA委員会による PISA2000 の報告書は次のもの
である。Deutsches PISA Konsortium (Hg.)(2001); Ders., (2002); Ders., (2003). 
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ナジウムへ進学する⽐率（オッズ⽐）7を⽗親の職業地位ごとに区分してみると8、そこには⼤き
な格差がある。ドイツ全体で⾒ると熟練労働者層（上から 5番⽬）と⽐較したギムナジウム進学
オッズ⽐はホワイトカラー上層（⼀番上）で約６倍、ホワイトカラー下層（上から 2番⽬）で約
3.6倍という差がある（Deutsches PISA Konsortium (Hg.), 2002:166）9。同じオッズ⽐を州ごと
に⾒ると、ホワイトカラー上層（⼀番上）ではバイエルン州の約 10.5倍からブランデンブルク州
の 3.2倍、ホワイトカラー下層（上から 2番⽬）でバイエルン州の約 5.2倍からザクセン州の約
2.3倍の差がある（Ebd., 166）。 
こうした格差はそれが純粋に教育的達成の度合い（つまり基礎学校の成績）によるものである限

りにおいては、学校制度論的には必ずしも問題視する必要がないとも⾔える。しかしギムナジウ
ム進学における階層格差は、認知的能⼒及び読解能⼒が等しいものとして⽐較した場合にも消失
しない。つまりこの点をコントロールして算出した場合にもギムナジウムへの進学には階層的に
⼤きな格差がある。熟練労働者層（上から 5番⽬、下から 3番⽬）との⽐較において、ギムナジ
ウム進学オッズ⽐はドイツ全体で⾒た場合ホワイトカラー上層（⼀番上）で約 3.1倍、州ごとに
はシュレスヴィヒ・ホルシュタイン州の約 6.5 倍からブランデンブルク州の約 1.7 倍、ホワイト
カラー下層（上から 2番⽬）ではドイツ全体で約 2.1倍、州ごとにはバイエルン州の約 3.9倍か
らブレーメン州の約 1.5倍の割合でギムナジウムへ進学している。繰り返し強調すると、これは
基礎学校の成績が同等の⽣徒たちについて⽐較した場合の差である。 
こうしたギムナジウム進学についての階層格差が⽰しているのは、ここに存在する問題は単に
⼦どもの学⼒達成は社会階層に強く影響されるという⽂化資本論的に説明される状況ではない
ということである。認知的能⼒をコントロールした場合にも格差が⽬⽴って消失しないというこ
とは、ギムナジウム進学に際してそうした能⼒以外の要因が強く影響するということに他ならず、
それはドイツにおいては基礎学校からの進路勧告と親の意思である。多くの場合は親の意思が最
終的決定権を持つから、進学の階層格差の相当部分は親の意思決定に帰責されるべきものと⾔う
ことができる。 
第⼆に、ギムナジウム以外の中等学校が「能⼒発達の制約条件」となっているという事実が問題

にされなけれはならない。階層的偏差を伴いつつ、ギムナジウム、実科学校、総合制学校、基幹
学校はそれぞれにある程度能⼒的に均質な学習集団を構成しており、その平均的⽔準には序列的
格差がある。この学校種間の平均的⽔準の格差は学年の進⾏とともに拡⼤していくと同時に、同
じ学校種の個別学校間の成績の差は⼩さくなっていく。学校種間の格差拡⼤の要因としてまず挙
げられるのは留年及び転籍である。成績不振の⽣徒は留年を余儀なくされ、あるいは下位の学校
種へ転籍していく。これによつて各学校種の学⼒の分散は⼩さくなり平均的⽔準の格差は⼤きく
なる。ドイツにおいては義務教育段階での留年率が先進諸国の中で際⽴って⾼く、15歳時点で三
分の⼀以上の⽣徒が学齢相当以下の学年に在籍している（Ebd., 60）。留年を反復する⽣徒は必然
的に下位の学校種へ、いわば堆積することになる。 
こうした序列的格差の存在は従来からはっきり認識されていたものであり、問題はそこにある

のではない。ここで強調されなければならないのは、同等の能⼒をもった⽣徒が異なる中等学校
種へ進んだ場合において修学の過程で異なる発達が実現されるという点である。別な⾔い⽅をす

 
7 オッズ⽐については、Vgl., Deutsches PISA Konsortium (Hg.)(2001:356). オッズ⽐は、端的
に⾔えば独⽴変数として区分された集団ごとの事象の発⽣⽐率の⽐である。なお、ここでも教
育の機会は前述のメアーにならって定義されている. 
8 職業地位は 7層に区分されている。上から、①ホワイトカラー上層、②ホワイトカラー下層、
③熟練事務及びサービス労働者、④⾃営業 (農業⾃営含む)、⑤熟練労働者、⑥⼿⼯業労働者、
⑦⾮熟練労働者、である。Deutsches PISA Konsortium (Hg.)(2001:339). 
9 なお Deutsches PISA Konsortium (Hg.)(2001:357)所載の同じ項⽬の集計表では多少数値が異
なっている。 
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れば、学校種ごとの成績分布の「オーバーラップ」した部分が学年の進⾏とともに少なくなって
いくということであり、それは前述のような留年、転籍の結果としてすベて説明することはでき
ず、その⼀部はもともと同じ程度の能⼒を持っていたであろう⽣徒たちの⼊学後の「伸び」の構
造的格差として説明されなければならないということである。「進学時点での選別は能⼒に⾒合
った、また社会階層的な学習集団の均質化をもたらすだけでなく、学校種は実際に異なる発達環
境」（Ebd., 286.）なのであり、それゆえ、「同じ資質、同じ能⼒、同じ社会階層に属する⽣徒たち
が、通学する学校種、通学する学校が異なることによって異なる発達のチャンスを持つ」（Ebd., 
288）ことになるというのがドイツの中等学校制度の現実なのであり、このことこそが学校制度
論的に問題視されるべき点なのである。 
 
2.2 学⼒発達の制約条件としての学校制度 
 
ドルトムント⼤学教育開発研究所の E.レスナーは、上述のような PISA の調査結果がドイツ社

会にとって持つ意味を、ドイツ児童⽂学の名作『ふたりのロッテ』（作者：エーリヒ・ケストナー）
に仮託して論じている（Rösner, E., 2004b）10。ここでレスナーが⽰そうとしているのはドイツの
学⼒問題は「学習スタンダード」の設定による「品質保証」の問題としてではなく、学校制度論
の問題として対象化されるベきであるということであるが、そのことが実にわかりやすく⽰され
ており、⼤変興味深い叙述となっている。 
『ふたりのロッテ』（Ｅ・ケストナー、1962）は両親の離婚により別々に育てられた双⼦の少⼥、

ルイーゼとロッテの物語である。物語の中では、ルイーゼは⽗親とウィーンで、ロッテは⺟親と
ミュンヘンで育つ。偶然出会った娘たちの機転によって両親は復縁、⼀家はウィーンで暮らすこ
とになって物語はハッピーエンドとなるが、レスナーはこの双⼦の少⼥の⼈⽣に様々に PISA の
結果をあてはめてみせる。 
ルイーゼ（9歳）の⽗親は作曲家兼指揮者楽団⻑を務めておりホワイトカラー上層（職業地位の
７分類の中で最上位11）、ロッテの⺟親は雑誌編集者でホワイトカラー下層（上から 2番⽬）に相
当する。いまロッテは原作通りにミュンヘンに住み、ルイーゼは（原作のウィーンはドイツでは
ないので）ハノーファーに住んでいるとする。ミュンヘン(バイエルン州)のロッテの場合、中等
教育段階への進学は基礎学校の成績に基づいて決まるが、バイエルン州ではホワイトカラー下層
の⼦どもは熟練労働者層の⼦どもに⽐ベてギムナジウムヘ進むチャンスが 5倍あるという PISA・
州間⽐較調査の結果（Deutsches PISA Konsortium (Hg.), 2002）を知ってロッテの⺟親は安⼼す
る。そしてロッテは無事ギムナジウムヘ進学することになる。⼀⽅、ハノーファー（ニーダーザ
クセン州）のルイーゼは（オリエンテーション段階が 2 年間あるので）少し遅れて、しかしホワ
イトカラー上層の⼦どもとして当然のようにギムナジウムヘ進学する。ハノーファーでホワイト
カラー上層の⼦どもは熟練労働者層の⼦どもに⽐ベて約 8倍のギムナジウム進学のチャンスがあ
る。理論的にはこうした格差は階層間の成績それ⾃体の格差と、成績に基づかない格差が合成さ
れたものということができる。前者の格差は学校制度の構造に関係しないということができるが、
後者の成績に基づかない格差は学校制度の構造に関わるものである。 
⽣得的資質が同⼀と考えられるルイーゼとロッテが同じ州に、しかし別々に住んでいたらどう

 
10 なおこの論考のもとになったレスナーの講演原稿も参照した。Aus: http://www.ggg-
nrw.de/Struktur/Roesner.2004-09-01.MBS25.pdf 講演原稿ではレスナーは「KMKはバチカン
なみに反動的だ」という元連邦⾸相ヘルムート・コールの⾔葉を紹介しているが、この部分は
雑誌収録にあたっては省かれている。 
11 職業地位は 7層に区分されている。上から、①ホワイトカラー上層、②ホワイトカラー下
層、③熟練事務及びサービス労働者、④⾃営業 (農業⾃営含む)、⑤熟練労働者、⑥⼿⼯業労働
者、⑦⾮熟練労働者、である。 
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なるか。PISA の結果が⽰すところによれば、基礎学校の成繍が同等であったとしても、ギムナジ
ウムヘ進学するチャンスには階層的格差がある。バイエルン州ではルイーゼは熟練労働者層の⼦
どもに⽐ベて 6倍、ロッテは約 4倍のチャンスを持つのである。これは基礎学校の成績が同等で
ある場合について、事後的に測定された格差である。つまりここで PISA の結果に即して強調さ
れなければならないのは、レスナーによれば、単にギムナジウムヘの進学に階層的格差があると
いう周知の事実ではない。進学の階層的格差は成績評価や適性評価の結果によってそれなりに合
理的に⽣じているという⼀般の認識が、完全な幻想であるということなのである。この区別は重
要である。 
PISA において強調されるベきことはそれだけではない。今度はルイーゼとロッテが両親の元で

別れることなく育ってきていたとする。⽣得的資質も階層所属も同⼀で、基礎学校修了時の成績
も同等、しかし何かの都合でルイーゼはギムナジウムヘ、ロッテは基幹学校へ進んだとする。ふ
たりが第 9 学年へ進み PISA を受けたとすると、ルイーゼの数学の成績は進学時点を 100 として
191 点、ロッテは 141 点であると期待される。このことは、同等の成績と資質を持っているにも
かかわらず異なる学校種へ進んだ場合、結果的に成績の格差が産出され、数年前の選択の⾒せか
けの「正しさ」が事後的に確証されるということを意味している。このとき（特にギムナジウム
以外の）学校は、⼀種の「学⼒発達の制約条件」となっているのである。この事実も PISA の重
要な知⾒の⼀つである。 
PISA に参加した他のほとんどすベての国においては、以上のような「物語」を語ることはでき

ない。なぜなら前期中等教育において学校の種別を分化させている国がほとんどないからである。
学校種別ごとの進学率に⼤きな階層的格差が存在し、しかもそれは学⼒や適性の差異として合理
的に説明できる程度をはるかに越えるものであること、いわば前期中等教育の「⼊り⼝」におけ
る階層的格差が「出⼝」の段階では現実の学⼒の階層的格差として固着する傾向が存在すること、
レスナーによれば、こうした問題は学習スタンダードを設定して到達度を測定し結果を競わせる
という対策、つまり学校教育活動の品質保証によっては解決されない。問題は、中等教育制度の
構造の中に⾒出されなければならないというのである。 
 
2.3 学校制度論議への⽰唆 
 
社会的出⾃に規定された中等学校進学と、学校種への帰属によって制約を受ける能⼒発達とい

う⼆重の意味でドイツの学校制度は社会的に不平等なものとなっている。この結果として、「ドイ
ツのすべての州で、社会的出⾃と中等教育段階Ⅰの修了時に獲得される読解能⼒の間にはきわめ
て⼤きな相関がある」（Deutsches PISA Konsortium (Hg.), 2002:185）。読解以外の能⼒について
も同様である。こうして PISA 調査の分析によって⽰された以上のような教育の社会的不平等の
現実は、ドイツの学校制度論議にとってどのような意味をもつであろうか。 
ドイツ PISA 委員会の調査報告書は基本的に調査結果の客観的分析にとどまるべきものと考え

られるが、興味深いことに教育の社会的不平等にかかわってはそこに政策的提⾔が含まれている。
それは中等教育の単線化の必要性を⽰唆するものである。つまり「社会的により少なく選別的で
ある進路決定がなされるならば、社会的出⾃と能⼒達成との結合を解くことができると考えてよ
い」（Ebd.）というのである。 
単線化を⽰唆するそこでの議論は、「⼀次的不平等」と「⼆次的不平等」という概念を⽤いてド

イツの学校制度を分析するものとなっている12。この⼆種類の不平等の区別はいわゆる⾃然的不
 

12 栗原麗羅（2017）は近年のドイツの議論に即して、レイモンド・ブードンの議論に由来する
という「⼀次効果」「⼆次効果」「三次効果」の区別に⾔及している。栗原によれば⼀次効果は
「⽣徒の社会的出⾃や移⺠背景が、⽣徒の能⼒の発展と学業上の成果（実際の能⼒）に直接影
響を及ぼすこと」、⼆次効果は「⼦どもの学業成果や能⼒には直接関係なく、保護者によって異
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平等と社会的不平等の区別とは重ならない。⼀次的不平等とは「ある進学のハードルにいたるま
でに獲得される、次の段階へ進む前提となる能カの差異」（Deutsches PISA Konsortium (Hg.), 
2002:163）であり、個⼈の⽣得的な資質に関する格差と後天的に⽂化資本論的に獲得される能⼒
等の格差、さらに個⼈の努⼒によりそれまでの学校教育の過程で獲得される能⼒等の格差を含む。
⼆次的不平等とは「等しい能⼒を持つた場合の、それぞれの家庭の社会的状況の違いに応じて異
なる決定⾏動の社会的格差」である（Ebd.）。 
これらの概念を⽤いるならば、ドイツの学校制度は次のように分析されることになる。ドイツ社

会には（他の社会と同様に）幅広く⼀次的不平等が存在している。ドイツの学校制度はこの⼀次
的不平等を均す機能を果たしていないだけでなく、むしろ⼀次的不平等は⼆次的不平等によって
強化され、固定されている。学校制度の社会的公正さの度合いは⼀次的不平等を均す⼒の程度に
よってではなく、⼆次的不平等の程度によって測られるべきであり、この点でドイツの分岐型学
校制度は⼆次的不平等がきわめて⼤きい、社会的に不公正な制度である13。 
こうした⼀次的不平等と⼆次的不平等の概念は、前述した学校制度のジャンクション理論と結
びついている。レーバーとショルツは、PISA 以後のドイツの学校制度を批判的に展望して次の
ように述べている（Loeber, H.-D./Scholz, W.-D., 2003:258ff.）14。学校制度のジャンクションに
おいては⼀次的不平等と⼆次的不平等が複合的に作⽤し、社会的不平等が⽣み出され、固着する。
そのため、より多くのジャンクションがあり、より早期に、より頻繁に教育制度的な選択がなさ
れなけれはならないような学校制度の下では⼀次的不平等と⼆次的不平等の結合作⽤がより強
⼒に働くことになる。ドイツの学校制度はおおむね基礎学校４年修了時という早期に、⾼等教育
への進学を事実上制限する学校種の選択という強⼒なジャンクションを置き、それはいわば⼀次
的不平等と⼆次的不平等の結合作⽤が最⼤限に発揮される位置に存在している。ドイツの学校制
度のジャンクションはそれだけではない。基幹学校や実科学校の修了時、ギムナジウム上級段階
への進学時、アビトゥア取得後の⼤学進学時などの⼤きなジャンクションに加えて、留年率の⾼
さに⾒られるようないわば⼩さなジャンクションが毎年置かれているとも⾔える。 
こうして、レーバーとショルツによる議論を踏まえれば、次のように⾔うことができる。学校制

度の中のジャンクションの存否や位置による学校制度の類型論＝学校制度のジャンクション理
論はそれ⾃体で教育機会の不平等の存在を予⾒させる有効な枠組みであるが、それだけでは⼗分
でない。そこへ⼀次的不平等と⼆次的不平等の概念を持ち込むことによって、学校制度の中の教
育の不平等問題はより細密に論じられる。換⾔すれば、⼀つひとつのジャンクションにおいて⼀
次的不平等と⼆次的不平等がどのように作⽤するかを問うことによつて、学校制度の不平等をよ
り分節的に問うことができるであろう。 
 
 

3 教員の⼒量と学校制度の関係 
3.1 単線型学校制度への隘路：「均質性」神話 
 

 
なる教育への期待および保護者が所属する社会階層特有の決断姿勢に基づいて、⼦どもの進路
決定がなされること」、そして三次効果は⼀次効果⼆次効果とは関係なく、「⽣徒の移⺠背景が
教師による成績評価や進路勧告の判断に影響を与えること」である。 
13 ドイツでは、⼀次的不平等のうち特に家庭環境に起因する部分に対する補償教育的措置はあ
まり議論の対象となってこなかった。おそらくそれは半⽇学校制度にみられるように親の教育
権に対して公⽴学校の役割を限定的にとらえる、憲法的とも呼びうる社会意識によるものと思
われる。 
14 なおレーバーとショルツにおいては教育機関のブロックの継ぎ⽬（ジャンクシヨン）は
Gelenkstelle （＝関節、蝶番）と呼ばれている。 
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前項（2.3）において、ドイツの PISA2000 の報告書の中に学校制度の改⾰の⽅向性に関する⾔
及が存在することについて触れた。「社会的により少なく選別的である進路決定がなされるなら
ば、社会的出⾃と能⼒達成との結合を解くことができると考えてよい」というこの⾔明は、政治
的⽴場の表明ではなく、調査結果の分析に基づく、いわば合理的な帰結として述べられたもので
ある。 
穏健かつ妥当に思われるこうした主張は、学校制度の問題として具体化を図ろうとするとなる

と簡単に承認されるものではなくなる。それは⼀つには教育機会の不平等やそれに伴う発達の可
能性の阻害は⼦どもたちの「才能」と社会の階層的編成に⾒合ったものであり、むしろ望ましい
とする⾒⽅（「才能理論」）が存在するからであり（Ebd., 268ff.）、また⼀つには、教育学的により
重要な点であるが、様々な意味で異質性が⾼い⽣徒集団よりも均質性の⾼い集団の⽅が学習集団
として望ましいとする⾒⽅（「均質性」神話」)が存在するからである。たとえばドイツ PISA 委
員会のリーダーを務めたバウメルトは「ドイツの教員はもっとも均質的な⽣徒集団相⼿に授業を
しており、なおかつ〈ダメな⽣徒〉についてもっとも強く不平を⾔う」と述べたと⾔われている
（Zit. aus: Ebd., 277）。 
ドイツの中等教育の教員は PISA の結果について厳しく責任を問われている。世界で⼀番均質性

の⾼い⽣徒集団を相⼿にしているにもかかわらず⼗分な成績が挙げられないという現実の中で、
⽣徒集団の異質性を⾼めるような改⾰が抵抗なく受け⼊れられるとは考えにくい。実際、PISA の
不成績に対する教育政策的対応としては全国統⼀的な教育スタンダードの設定とその達成度を
みる統⼀テストの導⼊が進められたが15、それは基本的に⽣徒集団の均質性の強化につながるも
のと⾔ってよい。 
「均質性」神話に対抗すべき異質性の価値を具体的に⽰したのはフィンランドである。⽇本でも
佐藤学らが異質性の⾼い学習集団においてこそ⾼度な学習が実現するというフィンランドの教
育の現実にたぴたび⾔及している16。ドイツにおいてもフィンランドの教育制度はひとつの改⾰
モデルとして注⽬されている17。単線型の学校制度の下、異質性の⾼い⽣徒集団において⾼い学
業達成を可能にする要因として、佐藤によって、またドイツにおける議論でも同様に強調されて
いるのが教員の教育的⼒量の⾼さ、教育の理念の質である。 
異質性の⾼い⽣徒集団は⾃動的に⾼い学業達成を⽣み出すわけではない。⾼い学業達成は異質

性を学習の障害とみなすのでなくむしろ契機とみなす学習観の上につかみとられるべきもので
しかあり得ない。「均質性」神話は、その神話世界に安住する限りにおいては決して克服されるこ
となく⾃⼰再⽣産を続けるであろうし、逆にこの神話に挑戦し続ける者だけがそれを克服する⼒
量を⾝につけることができる。いったん「均質性」神話を超える教育的⼒量の地平を⾒たものに
とっては、それはもはや根拠のない「迷信」となる。こうして「均質性」神話が崩れたならば、
前節で⾒たように、かつて「機会の均等」に対して向けられた「等しからざるものを等しく扱う」
という批判の⾔葉は18、そのまま反転して、異質性の⾼い⽣徒集団に対する教育を担う教育的⼒
量の⾼さに対する賛辞となりうるであろう。 
 
3.2 教育的⼒量の発展と機会均等原理の「折り返し」 
 
ところで、ドイツにおける教育機会の不平等の克服を異質性の⾼い⽣徒集団を積極的に対象と

 
15 そうした学⼒調査ツールの⼀つに「VERA」テストがある。VERA テストについては、参照、
⾼⽊啓・樋⼝裕介（2019）。 
16 佐藤学（2004）、同（2005）など。 
17 たとえば第 9 章で検討するシュレスヴィヒ・ホルシュタイン州におけるフィンランド型の地
域共通学校の提唱など。 
18 第 7章参照。 
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する教員の教育的⼒量の発展の上に展望しようとするここでの議論は、夙に⿊崎勲によって、ア
メリカにおける教育の機会均等論争の検討の中で展開された議論の構成と相同的である。 
⿊崎は、機会均等論争の中で教育の機会均等にかかわる平等化と個性化の⼆つの原理の関係の

解明にもっとも⾃覚的に接近した議論として T.F.グリーンの議論をとりあげている（⿊崎勲、
1989:146ff.）19。⿊崎によれば、グリーンの議論においては平等の原理（「すべての⼈は、少なく
とも他の⼈に対して提供される教育と同じ程度の良い（等しい）教育を受ける権利をもつ」）と最
善の原理（「すべての⼈は、彼にとって最善の教育を受ける権利をもつ」）の間には弁証法的なシ
ステム・ダイナミツクスが存在する。教育制度の拡⼤はまず平等の原理の追求をもたらすが、次
第に個々⼈の差異を教育的に配慮すベき属性と⾒なすことにより最善の原理への転換が⽣じる。
最善の原理はいずれその本質的限界に近づき、「他の⼈々に与えられているものが⾃分には与え
られていない」という不満を⽣み出すことになり、再び平等の原理の優勢へと転換が⽣じる、と
いうことになる。これが弁証法的なシステム・ダイナミクスと⾔われているものである。 
⿊崎の議論は、このグリーンの弁証法的把握に対して「教育的スケール」を付加するというもの

である。⿊崎は「優れた教育実践は多様な質を備えた⽣徒に対して、共同の場において働きかけ
ることを可能にする」として、そうした教育活動の質の深まりの度合いを「教育的スケール」と
呼び、その教育的スケールの推移こそが教育制度の分化、教育の個別化につながる最善の原理を
ふたたび平等の原理へと転換させる契機となると論じている。すなわち、教育的スケールの深ま
りによって最善の原理から「折り返された」平等の原理の下においては「教育の平等化は画⼀化
を促す」などといつた⾮難は⽪相なものとして斥けられ、「⽣徒の多様性を教育を豊かにするため
の契機として受け⽌めること」が可能になるというのである。 
グリーンのいうシステム・ダィナミックスに教育的スケールを加えるという⿊崎のアイディア

は、教育制度のあるべき姿が、教員の教育⼒量の⽔準に応じて規定されるものであることを⽰唆
するものである。それは、平等の原理を内在する学校制度のあり⽅を追求する場合、その課題は
いかにして教育実践の⽔準を平等の原理を可能にするだけのものに⾼めることができるかとい
う課題としても引き受けられなければならないことを教えるものであるといえよう（同、158）。 
 
 
4 ⼩括 
 
PISA2000 は⼤規模な国際⽐較データを提供することによってドイツの学校制度の問題性を改

めて明らかにするものであった。そこで⽰されたのは、ドイツの学校制度は、全体的な達成度の
低さだけではなく、むしろそれ以上に、階層的不平等の度合いの⾼さによってより深刻な問題性
を抱えているということであった。 
学校制度がその形態において抱えている問題は、学校制度を修学の選択のブロックの積み重な

りと捉える「ジャンクション理論」と、階層的不平等を⼀次的不平等と⼆次的不平等とに分けて
分析する視点によって明確に捉えられる。ドイツの分岐型学校制度は基礎学校修了の時点に強⼒
なジャンクションを置くものであり、それによって⼀次的不平等を固着させ拡⼤する⼆次的不平
等を強く⽣み出している。基礎学校（初等教育）修了後の中等学校への進学に際して、⼦どもた
ちの間には出⾝階層に相関した学⼒の格差があるが、学⼒が同等である場合においても中等学校
への進学の実態には⼤きな階層的格差がある。ギムナジウム以外の中等学校種は学⼒発達の制約
条件となっており、それ故、階層的格差を含んだ中等学校種への進学は、事後的に正当化される
ことになる。 
分岐型学校制度は「才能理論」の神話と結びついている。10 歳にもなれば個々の⼦どもが有し

ている「才能」は外部から認識することができ、その才能に合わせて⽤意された中等学校種へ進
 

19 ⿊崎（1989）の基本的論旨を構成する論稿は 1979 年から公表されてきた。 
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学することが⼦どもにとっても望ましいとする「才能理論」の神話には、実証的な根拠はない。
しかしこの神話は、学習集団は可能な限り均質的であることが望ましいとする教育実践の現場感
覚としての「均質性」神話と結びつき、分岐型学校制度を強化することになる。このように⾒れ
ば分岐型学校制度は教員の教育⼒量と制度的補完関係にあるということができる。分岐型学校制
度の改⾰には教員の教育⼒量の向上が不可⽋であり、それによって教育の機会均等を構成する⼆
つの原理、「最善の原理」と「平等の原理」の相克を⽌揚する学校制度の展望が可能になる。もち
ろんこのことは、「才能理論」神話と「均質性」神話が信じられているドイツの現実における分岐
型学校制度の改⾰の困難さを⽰すものでもある。すでに触れたように教育スタンダードや統⼀テ
ストの導⼊によって、むしろ「均質性」神話は強化されつつあるとも⾔える。そうした中で、学
校制度の改⾰はどのように進⾏しているのか。その現実態を検討することが次章の課題である。 
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第 9 章 「⼆分岐型」学校制度の論理と政治過程 
 
1 はじめに 本章の課題 
 
PISA の結果をうけて常設⽂部⼤⾂会議（KMK）がまとめた当⾯の施策は、柳澤良明や⻑島啓記

らによって紹介されているように、就学前の⾔語学習の強化、学校内外における全⽇的な教育機
会の提供など 7 点であった（⻑島啓記、2003、柳澤良明、2004、）。これらの施策は政治的⽴場の
異なる各州の⽂部⼤⾂の合意の産物であるという限界を反映して、既存の法的・制度的枠組を保
持したまま、運⽤の改善をはかることによって制度のパフォーマンスの向上を図るものであった。 
PISA2003 においては、ドイツの成績は読解⼒で 21 位(491 点)、数学的リテラシーで 19 位(503

点)、科学的リテラシーで 18 位(502 点)、新たに設けられた問題解決能⼒で 16 位(513 点)となっ
た。おおむね平均を上回ったということで、KMK の打ち出した⽅向性の正しさがすでに効果と
なって現れ始めた、という⾒⽅もありうる。この場合、とりわけ「拘束⼒のある学習スタンダー
ドの設定」が注⽬されることになる。これについては柳澤の論考が詳しく考察しているが、ドイ
ツでは伝統的に学⼒評価については「現場主義」をとってきていた。つまり統⼀的な基準や出題
によってではなく、⽇常の教育活動を担当している「現場」の裁量と判断によって修了や合格が
決まるという仕組みをとってきていた。こうした歴史と現状に照らしてみたとき、学習スタンダ
ードに基づくアウトプット志向の学⼒向上策の評価については慎重にならざるを得ない。⾔うま
でもなく、スタンダードやテストそれ⾃体には学⼒を向上させる直接的効果があるわけではない。
むしろドイツの教員には(そして親にも)成績の芳しくない⽣徒は留年・転校すればいいのだとい
うある種の責任感覚の⽋如1が指摘される状況もある。留年率の⾼さは 15歳児の在籍学年の分布
の広がりとしても現象し、これがドイツの成績を押し下げる構造的要因にもなっている。学習ス
タンダードの設定と品質保証というアイディアが効果をあげるためには、相当に強⼒なインセン
ティブないしサンクションが与えられなければならないであろうが、そうした要素が⼗分に⽤意
されているとはいえず、またそれが望ましい⽅策であるという確証もない2。 
前章で⾒たように、ドイツにおいて PISA調査の結果は教育内容・⽅法⾯以上に学校制度の構造

に対して⼤きなインパクトを持っている。その焦点が、基礎学校（初等教育）以後、いくつかの
学校種に分かれて進学するという分岐型学校制度である。明確な形の分岐型中等教育制度を保持
してきたドイツにおいて、2000年代以後、各州は様々にその制度の改編を進めてきている。それ
は戦後における学校制度の⺠主化が積み残した課題に改めて取り組むものでもあり、同時に⾼学
歴化が進⾏した現在における新しい課題への取り組みでもある。 
本章は、そうした近年のドイツの学校制度改⾰の動向を素材として、学校制度の多様化の現実的

な論理構造を分析するものである。すでに中等教育制度の単線化を実現した国においては分岐型
の制度は前時代的な遺制と⾒えがちである。しかし、戦後⽇本の教育政策史においても学校制度
の「多様化」は繰り返し現れる主題であったし、実際、今⽇においても初等中等教育段階につい
ても様々な多様化が模索されている3。そうした点に照らせば、今⽇の時点で先進諸国中最も活発
にそうした議論と制度の改編が進められているドイツの事情、特に多様化の制度論理については
常に⼗分な関⼼が払われてよい。 

 
1 第 8 章ではこの広く流通している感覚を「均質性」神話と呼んだ。 
2 カリキュラムや教育⽅法の視⾓からのドイツの PISA以後の施策については、久⽥敏彦ほか
（2019）、特に同書第 1 章及び第 5 章、参照。 
3 ⽇本において 1998 年に学校教育法の改正により制度化された中等教育学校を分岐型学校制
度の構成要素と⾒られるかどうかは多いに議論の余地があるように思われる。年限や接続関係、
教育課程、資格制度上の位置づけなどにおいて現在の中等教育学校は学校制度上の固有性を持
っているようには⾒えないからである。 
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本章が特に注⽬するのは新しい⼆分岐型の中等学校制度の導⼊の政策過程であり、そこに焦点
を当ててその多様な構想と実態を検討する。学校制度の機能を社会の必要に応じた選別・配分機
能と、個⼈の必要に応じた成⻑発達の⽀援機能の⼆つの軸において捉える⾒⽅に従うならば（⿊
崎勲、1979）、学校制度の多様化をめぐる議論は何よりもまずこれらの⼆つの軸に対する独特の
意味づけを争うことになる。本稿はこうした観点を意識しつつ、現代ドイツにおける中等学校制
度再編における多様化の論理を分析するものである。 
分析の具体的な観点として、第⼀に、ドイツ各州の中等学校制度の「分岐型」の新旧⼆つの意味

が区別されなければならない。すでに繰り返し⾒てきたように、従来ドイツの各中等学校種は⽬
標とする修了資格によって基本的に区別され、それに応じた修了年限と教育課程を与えられてき
た。それに対して今⽇焦点となっているのは、取得可能な修了資格において同権的な複数の学校
種を置くシステムである。こうした分岐型の意味の転換を踏まえることが重要である。第⼆に、
表⾯的には類似したシステムでありながら、実際は⼤きく異なる多様化の制度論理が登場してい
る点が⾒逃されてはならない。本章では、同様に超党派的な合意の上に中等学校制度の改⾰を同
様に進めながら、その内容と多様化の正当化根拠において対照的ないくつかの州の事例を取り上
げる。 
なお本章に関連する先⾏研究として、⼘部匡志はラインラント・プファルツ州における「新しい
中等学校」の性格について、カリキュラム構造の継受・異同という観点から迫っているが、学校
制度論的な観点は⼗分に追究されていない（⼘部匡司、2011）。⽂部科学省編による『諸外国の教
育動向』4は⽶英仏中韓と並ぶ主要国のひとつとしてドイツを取り上げ、毎年の重要な改⾰動向を
紹介しているが、制度理論的な分析や政治過程論的考察は⽋けている。特に本章の主題に直接関
わる研究としては、栗原麗羅による⼀連の論考を挙げることができる。栗原の研究においては中
等学校制度改⾰はもっぱら機能主義的な視点から、つまり眼前の問題に対する制度技術的な措置
という視点から捉えられているように⾒える点で、本論⽂とは基本的な接近の⾓度が異なる（栗
原麗羅、2015、同、2017）5。また坂野慎⼆は、ドイツのすべての州の学校制度改⾰の状況を論じ
ているが、具体的な政策過程については踏み込んでいない（坂野慎⼆、2017:85ff.）6。 
それらの研究も踏まえつつ、本章はドイツの最近年の状況を押さえ、中等学校制度改⾰の動向を

「教育の理念」の社会的正統性の調達がどのように図られているかという観点を中⼼に据えて、
いくつかの州の事例に即した制度理論的な分析を提⽰するものである7。 
 
 
2  「三分岐型」中等学校制度の拡散と収斂 

 
4 ⽂部科学省、『諸外国の教育動向』各年度版、明⽯書店。 
5 なお栗原の研究は全体として初等教育修了後の早期に学校種の選択を⾏う分岐型学校制度を、
その教育的効果においても社会的な妥当性においても⽀持すべきものと捉えているように⾒え
る。本論⽂の関⼼からは、なぜ多くの国が分岐型学校制度の単線化を推し進めてきたのか、戦
後の⻄ドイツの総合制学校論議は何であったのか、PISA2000以後のドイツが学校制度の社会階
層的偏りを活発に論じてきたのはなぜか、が問われるべき問題になる。 
6 坂野は全体として近年の学校制度改⾰を経て、ドイツでは従来以上に「学校システムの柔軟性
が確保されている」（111ページ）という点を強調しているように⾒える。本論⽂の関⼼から
は、学校種の区別を明確に保持しながら「柔軟性」を確保することの制度論的な意味はどこに
あるのか、「柔軟性」が実質的に意味するものは何か、が問われるべき問題であるように思われ
る。 
7 本論⽂では具体的に取り上げない州の中等学校制度改⾰に関するドイツにおける先⾏研究を挙
げておく。Wiechmann, J. (2011); Bohl, T/Wacker, A. (Hg.)(2016); Maaz, K. u.a. (2017); 
Tillmann, K-. J. (2017).  
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すでに今⽇、ドイツの中等学校制度を三分岐型と表現するのは妥当ではない（Vereinigung der 
Bayerischen Wirtschaft e.V. (Hg.), 2011:93）。それは「第四」の類型としての総合制学校、あるい
は特別⽀援教育の学校を数え上げていないからではない。ギムナジウム、実科学校、基幹学校と
いう 1964 年のハンブルク協定以来定着してきた名称とは異なる名称、異なる組織編成原理によ
る中等学校が各州で次々に設⽴されているからである。 
こうした中等学校制度の再編の契機は 2000 年以降の OECD による PISA 調査である。「PISA

ショック」と呼ばれ社会問題化したドイツの結果の要点は、①全体としての成績が OECD の平
均以下であること、に加えて②教育機会の階層的不平等の度合いが著しく⾼いこと、であった
（Deutsches PISA Konsortium (Hg.), 2001; PISA Konsortium Deutschland (Hg.), 2005）。これに
ついて、⼀⽅ではフィンランド、⽇本など単線型学校制度をもつ国が好成績を残したことなどを
背景に、10歳ないし 12歳で分岐する学校制度が階層的不平等の構造的要因となっており、その
ため全体として 15 歳児の学⼒⽔準が低くなっているのではないかとして分岐型学校制度を批判
する議論がある。他⽅、ドイツ各州の成績を⾒てみると、基礎学校段階での成績に基づく厳格な
分岐を維持してきた州の成績が上位であること及び総合制学校の⽐重の⾼い州において階層格
差が⼤きいと⾒られることなどを背景に、むしろ分岐時点での進路指導の徹底を求める議論もあ
る（Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V.(Hg.), 2011:94f.）。ドイツでは常設⽂部⼤⾂会議
における全国的協定の枠内で各州がそれぞれに学校制度に関する責任を持つ。近年の再編はドイ
ツ全 16 州のすべてにおいて多彩に⽣じている。三分岐型と呼ばれていたドイツの中等学校制度
は、いわば「拡散」している。 
表 9-1 は 2020 学年度時点におけるドイツ全 16 州の普通教育の中等教育段階Ⅰの学校の名称を
具体的に⽰したものである。この表から明らかになることは、①ギムナジウムはすべての州で保
持されていること、②伝統的な中等学校種である Hauptschule（基幹学校）、 Realschule（実科学
校）を廃⽌した州が相当数あること、③多様な名称の「新しい」学校種が相当数存在し、それら
は Gesamtschule（総合制学校）と並存している場合もあれば、それを⽋いて存在している場合も
あること、である。 
「新しい」学校種である Gemeinschaftsschule8、Oberschuleなどはすべて「複数の教育課程を

提供する」中等学校である。つまり従来の基幹学校と実科学校の区別を廃し、ひとつの学校種に
統合したものである。またそれにとどまらず、それ⾃⾝にギムナジウム上級段階を備え、直接ア
ビトゥアへの道を⽤意するもの、同種の学校で連携してひとつのギムナジウム上級段階を設置す
るものもある。 
以上を踏まえて現時点での中等学校制度の再編の⽅向性を⼤きくまとめるならば、それは「ギム
ナジウム＋１種」のかたちへ進みつつあると⾔える（Tillmann, K.-J., 2012）。「＋１種」の中等学
校の名称は区々であるが、少なくとも従来の基幹学校と実科学校の教育課程を提供するという点
で共通している。こうした⽅向への改⾰が進められている理由は⼤きくいって⼆つある。ひとつ
は早期分化の度合いを緩めて「共通の学習」の時間を延⻑することが教育上望ましいという判断
が広まっていること、もう⼀つは学齢⼈⼝の減少である（Rösner, E, 2004a）。とはいえ、実際の
制度改⾰の内容は州によって相当の差異がある。本章では多彩な学校制度改⾰の動態を、シュレ
スヴィヒ・ホルシュタイン州、ハンブルク市（都市州、以下ハンブルクと略記）そしてノルトラ
イン・ヴェストファーレン州（以下 NRW州と略記）の事例を取り上げて検討する。検討に際し
ては、それぞれの州⽂部省が作成した新しい制度に関する資料の他、議会審議の議事録及び議事
資料を主に参照する。 
  

 
8 Gemeinschaftsschuleがかつて⼀般的であった公⽴宗派別学校に対する公⽴宗派共同学校の
意味で⽤いられる州もあるが、ここではそれには⾔及しない。 
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表 9-1 各州の中等教育段階Ⅰの学校の名称（2020年時点） 

バーデン・ヴュ
ルテンベルク 

Hauptschule 
Werkrealschule 
Gemeinschaftsschule 
Gymnasium 

ニーダーザク
セン 

Hauptschule 
Realschule 
Gesamtschule 
Oberschule 
Gymnasium 

バイエルン 

Realschule 
Mittelschule 
Gymnasium, 

ノ ル ト ラ イ
ン・ヴェスト
ファーレン 

Hauptschule 
Realschule 
Gesamtschule 
Sekundarschule 
Gymnasium 

ベルリン 

Integrierte 
Sekundarschule, 
Gymnasium 
 

ラ イ ン ラ ン
ト・プファル
ツ 

Realschule plus 
Gesamtschule 
Gymnasium 

ブ ラ ン デ ン ブ
ルク 

Gesamtschule 
Oberschule 
Gymnasium 

ザールラント 
Gemeinschaftsschule 
Gymnasium 

ブレーメン 
Oberschule 
Gymnasium 

ザクセン 
Oberchule 
Gymnasium 

ハンブルク 

Stadtteilschule 
Gymnasium ザクセン・ア

ンハルト 

Sekundarschule 
Gesamtschule 
Gemeinschaftsschule 
Gymnasium 

ヘッセン 

Hauptschule 
Realschule 
Gesamtschule 
Mittelstufenschule 
Gymnasium 

シュレスヴィ
ヒ・ホルシュ
タイン 

Gemeinschaftsschule 
Gymnasium 

メ ク レ ン ブ ル
ク・フォアポン
メルン 

Gesamtschule 
Regionalschule 
Gymnasium 

テューリンゲ
ン 

Regelschule 
Gesamtschule 
Gemeinschaftsschule 
Gymnasium 

 
＊各州⽂部省ウェブサイト掲載の情報による（最終確認 2020 年 7 ⽉ 1 ⽇）。 
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3 中等学校制度をめぐるシュレスヴィヒ・ホルシュタイン州の模索 
3.1 2005年州議会選挙における「地域共通学校」の提起 
 
ドイツ国内において最初に、より国際的な視野から PISA以後の学校制度改⾰に取り組み始めた

のはシュレスヴィヒ・ホルシュタイン州(以下、SH州)であった9。 
まずいくつかのデータを整理しておく。SH 州は伝統的にはキリスト教⺠主同盟(CDU)が優勢

な、その意味では保守的な政治⾵⼟を持つ。1950年から 1988年までは、若⼲の連⽴を含みなが
ら、⼀貫して CDUが中⼼となって政権を担当してきた。1988年から 1993年までは社会⺠主党
(SPD)の単独政権、1993年から 2005年 2⽉までは SPDが緑の党(⼀部、90年連合を含む)をパ
ートナーとして連⽴政権を維持してきていた。第 4 学年修了後の中等教育への進学状況は、2000
年代前半の時期でギムナジウムと実科学校がそれぞれ 35%程度、基幹学校が 20%程度、総合制
学校が 8%前後である。 
PISA 以後の教育改⾰論議において SH 州が注⽬されるのは、PISA2000 の結果が出た時点にお

いて政権党であった SPDが「北の元気 Stark im Norden」をキャッチフレーズとして、2005年
の州議会選挙に向けて意欲的な教育制度改⾰のプランを打ち出したことによる。「北の元気」にお
ける「北」とは、ドイツ北端に位瞳する SH州⾃体を意味すると同時に、PISA で上位に位置づけ
られた北欧スカンディナヴィア諸国、とくにフィンランドに学ぶということを意味している。 
SH 州において具体的な教育制度改⾰のプランが初めて⾔及されたのは 2004 年 3 ⽉の州 SPD
党⼤会においてであった。その前年の党⼤会においては、学⼒向上のための施策への⾔及はある
が、まだ制度改⾰へは踏み込まれておらず、また 2004 年 2 ⽉に州⽂部省の出した報告書『教育
の強化：シュレスヴィヒ・ホルシュタインの学校と幼稚園 ―PISA から 2 年間の総括と展望』
においても中等教育制度の改⾰は⾔及されていない。制度改⾰、つまり分岐型中等学校制度から
単線型学校制度への移⾏は、ドイツの教育政策論議における「タブー」（Schweizer, J., 2002）で
あり、ドイツ PISA 委員会の報告書が分岐型学校制度の⽋陥を明確に指摘していたにもかかわら
ず、本来単線型の⽀持者であるベき SPDもそれに踏み込みきれずにいたのである。 
「未来のための学び」をテーマとした 2004年 3⽉党⼤会において、SH州⾸相ジモーニスはま
ず「南との連携」を基調とする SH州 CDUの教育改⾰プランを強く批判している。「南」とは、
分岐型制度を堅持して PISA において好成績をおさめたバイエルン州(キリスト教社会同盟=CSU
政権)とバーデン・ヴュルテンベルク州(CDU政権)をさす。要するに、分岐型制度をより徹底す
ることによって学⼒向上を図るというのが SH 州 CDU のプランである。これに対して SH 州
SPDが対置するのが「北」つまり単線型学校制度によって好成細をおさめた北欧型である。州⾸
相ジモーニスによれば、「第 10 学年までの共通の教育は、明らかな成績の向上をもたらすであろ
う」し、「教育機会の改善による公正の拡⼤は、国⺠経済にとっても決定的な重要性を持つ」とい
うのである。同年 10⽉の州党⼤会においては、より明確に、SH州 SPDこそが「すベての⼦ど
ものための⼀つの学校」という積年の理想を実現するドイツ州内で最初の SPD となるという決
意が⽰された。2005年 2⽉の州議会選挙に際しては、これまでの連⽴パートナーである 90年連
合・緑の党と連⽴協定が結ばれたが、そこには分岐型学校制度を段階的に「地域共通学校 
Gemeinschaftsschule」10へ移⾏させる⽅針が盛り込まれていた。「地域共通学校」による中等教育
の統⼀は州議会選挙の⼤きな争点となった。 

 
9 以下、SH州 SPDの教育政策については、同党のサイト http://www.spd-schleswig-
holstein.de/ 及び州議会議事録資料を参照した。 
10 Gemeinschaftsschuleはドイツにおける英訳では community schoolと表記される。したがって
「コミュニティ・スクール」と訳出することも可能であるが、⽇本ではコミュニティ・スクール
はすでに諸々の⽂脈において議論の焦点となっていることから、ここでは「地域共通学校」と訳
出しておきたい。 
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この SH州 SPDによる「地域共通学校」の提唱こそ、PISA に対するもっとも明確な教育制度論
的な回答であると⾔えるように思われる。果たしてそれはどのような意味においてであろうか。 
 
3.2 「地域共通学校」の教育学的根拠付け：レスナー・レポート 
 
SH 州 SPD が「地域共通学校」のアイディアを党の⽅針として決定するにあたって理論的な根
拠を提供したのはドルトムント⼤学教育研究所の E.レスナーであった。『⼈⼝動態及び社会の変
化の結果としてのシュレスヴィヒ・ホルシュタイン州の学校構造の変⾰』（Rösner, E.,2004a）と
題するレスナーによる報告書(2004年 9⽉、以下レスナー・レポート)は、総合制学校の実験的導
⼊を提⾔した 1970 年のドイツ教育審議会勧告以来の公式的な中等教育の単線化の提案というこ
とになる。 
教育の機会均等を旗印とした 70年代の教育制度改⾰は、⼀般に、政治的に貫徹され得なかった
だけでなく、教育学的にもその正統性を⼗分に⽰すことができなかったと評価されている11。し
たがって、このレスナー・レポートも、ただ単に分岐型が⾝分制社会の名残であり現代社会にふ
さわしくないといったような理由で単線化を主張するものであるならば、まったく説得⼒を持ち
えないであろう。SH州の「地域共通学校」の提唱とそのレスナー・レポートによる根拠づけが現
代的な意義を持つものであるとすれば、それは前期中等教育の単線化というその主張⾃体による
のではなく、その教育制度論的な理由付けによるものでなければならない。 
レスナー・レポートによれば、SH州の学校制度は⼆つの喫緊の課題を抱えている。第⼀に、SH

州の⽣徒数の減少である。出⽣数の状況からみて、⽣徒数は 1995 年から 2015 年までで 25%減
少する。これにより、法定の 1 校あたり最低⽣徒数の基準を下回る学校が相当程度⽣まれること
になる。この過⼩規模学校をそのまま維持することは財政的観点から困難である。過⼩規模学校
の廃⽌は、中等教育段階についてみれば、従来選択可能だった学校種が選択できなくなるという
ことにつながる。「地域共通学校」は、学校種の統合によってこうした状況を回避するための⽅策
である。 
第⼆に、学⼒⽔準の向上である。SH州はドイツ国内の州間⽐較ではほぼ中位であるが、国際⽐
較でみれば下位の成績であり、また成績と社会的階層の相関が⽐較的⾼いグループに属する。「地
域共通学校」は階層格差を是正することで学⼒向上を図る⽅策としても提案されている。 
「基礎学校を修了したすベての⽣徒のための地域共通の（gemeinschaftlich）学習の場」として

定義される「地域共通学校」は、従来の分岐型学校制度の下で⽣じてきているこうした課題にど
のようにして対処することができるのか。レスナー・レポートは「地域共通学校」の教育学的根
拠として次の 6 点を挙げている（Ebd., 45ff.）。 
 

(1)基礎学校修了後の分化に伴って同級⽣と引き離されカリキュラムがわかれることによる
「中等教育ショック」を緩和できる。 
(2)内部の授業編成を⼯夫することによって⽣徒の必要や達成度に即した学習を展開するこ
とができる。これによって留年やドロップアウトを減らすことができる。 
(3)地域共通学校への移⾏は各地域、各学校の事傭と意思に応じて漸進的に進められるもの
であり、教員は従来の分岐型制度の下での授業とは異なる異質性の⾼い集団における学習指
導の⽅法に徐々に慣れていくことができ、教員としての経験と⼒量を向上させることができ
る。 
(4)⼈⼝密度の薄い地域においてもギムナジウム進学のチャンスを保持し、また改善するこ
とができる。 
(5)学校選択の結果としての学校種ごとの進学者数を考慮する必要がなくなり、学年ごとの

 
11 本論⽂第 7 章参照。 
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⽣徒数というわかりやすい指標に即して学校⾏政計画を策定でき、また施設の有効利⽤も可
能になる。 
(6)地域共通学校は中等教育段階 I の学校として組織されるものとし、そのことによって中等
教育段階 II(ギムナジウム上級段階)の柔軟な編成を可能にする。 

 
この地域共通学校についてまず問われるのは、従来の総合制学校との異同であろう。SH州にも

統合型総合制学校が 21 校、協⼒型総合制学校が 2 校存在していたが、地域共通学校は要するに
総合制学校の名前を変えて政治的軋礫を回避しようとするだけのものではないのか、という疑義
がありうる。これについて、レスナー・レポートは「統合型総合制学校の組織形態もまた地域共
通学校のバリエーションと⾒なされる」としており、地域共通学校は既存の総合制学校をも含む
制度的上位概念と位置づけられている。他の学校種についても、既存のそれぞれの学校は当事者
の合意の下に相当の時間をかけて（10年以上、と想定されている）徐々に地域のすベての⽣徒を
受け⼊れる学校へ転換していくことが推奨されている。つまり地域共通学校という呼称は単なる
制度上の特定の学校形態そのものではなく、上述のような⽬標に中⻑期的に接近していくための
⼀種の⽅法概念ないしプロセス概念としてもとらえられているのである。 
地域共通学校には「標準的モデル」のような組織論はなく、組織編成や学校管理、教育参加の形
態などは地域の周辺的事情や個別の学校の事情に応じて、柔軟にそのつど作り出されるものであ
る、とされる。従来の学校種の問には潜在的・顕在的な競争関係が存在したが、地域共通学校の
コンセプトの下ではそうした進学者の獲得をめぐる競争は徐々に弱められ、将来的には完全にな
くすことが⽬標となる。地域の基礎学校を修了したすベての⼦どもたちが⼀つの建物の中で学び、
それぞれにとって最善の教育が保障されるような学校、及びそうした学校へ向けて学校づくりを
進めている学校、それがレスナー・レポートの提唱する地域共通学校である。 
 
3.3 フィンランド＝スカンディナヴィア的学習論の援⽤ 
 
⽣徒の減少に伴う地域の学校の存続の危機および PISA が明らかにした学⼒の危機に直⾯して、

産業界にとっての最⼤の関⼼事は国際的に遜⾊のない学⼒⽔準の確保であるから、改⾰に対する
産業界の反発は 1970年代におけるよりも⼩さいであろうとレスナー・レポートは⾒ている（Ebd., 
5f.）。こうした⾒込みは、地域共通学校という従来よりも異質性の⾼い⽣徒集団において、従来よ
りも⾼い学⼒⽔準が確保できるであろうという⼀種の「教育と学習の理論」を前提にしている。
しかしこの「教育と学習の理論」は、PISA の結果において「⽰唆」されてはいるものの、実証さ
れているわけではない。 
レスナー・レポート⾃体も分岐型に対する単線型の優位という想定は推測であることに触れた

上で、「学校システムの内容的な改⾰と組織的な改⾰のセットの中に⾼学⼒の原因が⾒出される
ベきであるという推測には⼗分な根拠がある」と述ベている（Ebd., 40f.）。つまり地域共通学校
という新しい枠組みは新しい教育実践とともに、本論⽂の⽤語法に即して⾔えば両者の制度的補
完関係の中で、実現されるものでなければならないということである。しかしレスナー・レポー
トにおいてはこの新しい教育と学習の理論には⼗分な⾔及がなく、ラインラント・プファルツ州
とテューリンゲン州の統合型の中等学校の実践およびスカンディナビア諸国の結果の参照が指
⽰されている程度である。つまりレスナー・レポートは⽣徒集団の異質性の⾼さと学⼒保障の関
係について必ずしも⼗分な説明を提⽰しているわけではない。例⽰されたドイツの 2 州の PISA
の結果は SH州と同程度であり、バイエルン州やバーデン・ヴュルテンベルク州よりは低く、そ
の限りではあまり説得⼒がない。むしろレスナー・レポートが前提としている新しい教育と学習
の理論の内容は、スカンディナヴィア諸国の中等教育をひとつの範とするものであると想定して
よいと思われる。SH州 SPDの教育政策のモチーフが PISA で好成績を収めていた北欧諸国に由
来するものであったことについてはすでに触れた通りである。 
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こうした想定の上に、ここでは 2004年 11⽉にドイツ教育労働組合（GEW）が『すベての⼦ど
ものためのひとつのよき学校』をテーマに開催したシンポジウムにおけるフィンランド中央教育
委員会の R.ドーミッシュの講演によってドイツの教育現実に対するフィンランドの教育と学習
の理論の持つ範例的特質を取り出し、これによってレスナー・レポートを仮設的に補完してみた
い12。 
ドーミッシュによれば、フィンランドは 1960年代以降、それまでのドイツ型システムをやめて
単線型へ移⾏し、「すベての⼦どものための⼀つの学校」を実現しているが、政権交代によっても
この教育政策の基本が変わることはない。また近隣のスカンディナヴィア諸国と教育制度に関す
る協定として『異質な⽣徒たち―共通の学校』に合意し、将来のヨーロッパ教育制度の統合へむ
けて踏み出している。フィンランドの教育政策においては、すベての⼦どもたちに、その社会的
出⾃や居住地、性別による格差のない、等しい教育の機会の保障が憲法的要請と⾒なされている。
これらをふまえれば、ドイツがフィンランドから学ぼうとするのであればまず前期中等教育まで
の単線化を実現することが望ましいとドーミッシュは述べている。もうひとつドーミッシュが強
調しているのがフィンランドのカリキュラムおよび授業の基本思想である。それによれば、授業
は単なる教材の伝達、標準化されたテスト、教え⼿と学び⼿の間の問答のようなものであっては
ならないが、ドイツではそうしたとらえ⽅がむしろ⼀般的だと思われる、それは本来なら学校で
解決されなければならない問題を対価を⽀払って解決してもらう商業的な補習教室がおぞまし
いほどに（skandalös）普及しているドイツの教育の現実が証明している13。ドイツの教育の現状
をこのようにとらえるドーミッシュは、フィンランドの教育と学習の考え⽅の要点として、次の
10 点を挙げている（Domisch, R., 2004）。 
 

(1)⽣徒は新しい事柄をすでに学んだ事柄と結びつけて学ぶ。 
(2)学習は、学び⼿がみずから能動的にならざるを得ない本物の学びの状況と問題設定を通
じてすすむ。 
(3)すベての授業時間において、能動的な共同学習、グループ学習が⽤意され、そこでは⽣徒
たちは⾃⾝の得意や不得意を経験的に学ぶ。 
(4)教員の役割は、教室での出来事の主役から、⽀援者、応援者、相談役へと変わる。 
(5)積極的な気分、態度は学習そのものの基礎をつくる。気分転換に配慮した学習の形態はモ
チベーションの向上に資するし、教員と⽣徒の間の相互作⽤を活発にする。 
(6)教員は⽣徒による知識の受容について、その質や程度を決定することはできない。教員に
できるのは正しい⽅向へ導くベく努めることだけである。⽣徒たちの学習の⽬標は、決して
全員⼀緒ではあり得ない。 
(7)学習のプロセスは、あらかじめ完全に計画することはできず、また計画されてはならない。
授業の時間がいつも同じ流れで構成されていてはならない。 

 
12 この 2004年 11⽉のシンポジウムはレスナー・レポートをライト・モチーフとするものであ
った。Vgl., Domisch, R.(2004). ドイツ教育労働組合(GEW)はドイツ労働組合連盟(DGB)の傘
下に属し、組合員数 26万。GEWは 2003年に『2015年の教育』(“Bildung 2015. Entwurf eines 
Bildungskonzepts der GEW")と題する提⾔をまとめているが（GEW, 2015）、そこでは PISA の
結果は何よりもまず機会均等と学⼒保障の複合問題としてとらえられている。学校制度は第 10
学年までを共通化して、午後も授業などのある全⽇学校を標準とすること、また留年制度は原
則として廃⽌することなど、レスナー・レポートとも共通する点が多い。この時点でのフィン
ランドの教育の⽇本における受容については、佐藤学（2005）、参照。 
13 ある研究によれば（Schneider, T., 2005）、2000年から 2003年に全ドイツの 1200⼈ほどの調
査データに基づく「通塾率」(全在学期間を通して⼀度でも補習教室に通ったことのある⽣徒の⽐
率)は約四分の⼀である。 
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(8)⽣徒の学習のプロセスにおいて、誤りは必要かつ不可⽋である。「誤答」は「正答」より
もしばしばより興味深く豊かな考察へつながっている。 
(9)評価とフィードバックは、可能な限り多様であるベきである。 
(10)学習においてはメタ認知能⼒が⼤きな役割を果たす。つまり思考と⾏動のプロセスを組
み合わせ、計画し、評価する能⼒や意欲が重要である。この作業を通じて、学びを学ぶ能⼒
が発達する。 

 
以上に加えてドーミッシュは、授業はオープンで励ましに満ちた、ストレスのない肯定的な雰囲
気の中で⾏われなければならないこと、また授業はモチベーション、好奇⼼、活動、⾃⼰管理、
創造的作業に満ちていなければならず、学校は新鮮さを⽣み出す多様性に満ちた共同作業の舞台
であること、多様性に富んだ集団は学習の達成度が低いという主張は忘れ去らなければならない
こと、などを強調している。これらは授業と学びの具体的な⼿順を⽰すものではないが、むしろ
そうした⼿順の例⽰は不必要であると⾔うベきであろう。ここで⽰されているフィンランドの教
育と学習の理論は、多様性と⾃発性、創造性の⼤切さをこそ⽰唆しているからである。ここで⾔
われている多様性・異質性とは、出⾝階層や性別、⼈種や⺠族、⼼⾝のハンディキャップの有無
などに限らず、とりわけ能⼒・学⼒の多様性・異質性を意味していることは特に強調されなけれ
ばならない。 
レスナー・レポートの地域共通学校の提唱をこうしたフィンランド=スカンディナヴィア的な教

育と学習の理論で補完するならば、それは単に分岐型の前期中等教育を統合するだけのものでは
なく、官僚制的な学校運営を批判されることもある現⾏の総合制学校に対する反省的観点も含ん
だ学校制度改⾰のプランと⾔うことができる。 
しかし、なおかつただちに指摘されなければならないことは、ドーミッシュの主張とは正反対の

「多様性に富んだ集団は学習の達成度が低い」という主張にはある種の「神話的説得⼒」があり、
教員がこの主張を信奉するかぎり、おそらく⾃⼰成就的にその主張に沿った結果が⽣み出される
であろう、という点である14。第 7 章でも触れた通り、そうした「均質性」神話もまたひとつの
教育と学習の理論に他ならず、そこにおいてもまた制度的補完関係によって、分岐型学校制度が
正統性を保持し続けることになると考えられよう。 
以上のように⾒るならば、レスナー・レポートが展望するような新しい教育と学習の理論に即し

て新しい中等学校制度が受け⼊れられ、拡張された意味における制度として定着するために必要
なのは、政治的決断や政党及び圧⼒集団間の妥協のようなものではなく、教室の中の学習者の異
質性、多様性を学びの豊かさ、深さ、ひいては学⼒保障に結びつける教職員集団の⼒量の保障で
あると⾔うことができるように思われる。 
 

3.4 シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州における地域共通学校導⼊の政治過程 
 
⼀般的な議会選挙において教育は唯⼀の争点ではあり得ないが、この時の SH 州議会選挙にお

いて地域共通学校の漸進的導⼊は SPD側が仕掛けた⼤きな争点であった15。2005年 2⽉の州議
会選挙投票⽇直前の世論調査では、SPD/緑の党の連⽴政権の継続を望む意⾒が 50％を超える⼀
⽅、CDU主導の政権を求める意⾒は 30％程度であった（Neu, V., 2005）など、すべてのマスコ
ミが SPD主導の連⽴政権の継続を予測していた16。にもかかわらず、選挙では SPDは得票率を

 
14 基礎学校と中等教育をつなぐオリエンテーション段階におけるそうした⾃⼰成就的な結果の
産出について、Vgl., Schuchart, C. (2003).  
15 „Kulturkampf gegen heilige Dreigliedrigkeit“. In: Spiegel online, 2005.03.23 
16 “Wahl in Schleswig-Holstein 2005“. Aus: http://www.wahlprognosen-
info.de/index2.htm?/aktuell/aktuell_sh.htm （www.wahlprognosen-info.deはドイツ国内の選挙
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減らしてCDUにつぐ第⼆党となり、緑の党との連⽴によっても過半数を維持できなくなった17。
「学校制度を争点とした SPDは選挙で勝てない」という⼀種のジンクス（Köller, O., 2003:464; 
Helbig, M./Nikolai, R., 2015:91.）は、ここでもまた守られる結果となった。 
第⼀党となった CDUは曲折の末に SPDをパートナーとする「⼤連⽴」を選択した18。CDUと

SPD の連⽴政権合意の教育政策の部分には、「共通の学びの延⻑のために第 5、第 6 学年を独⽴
したオリエンテーション段階とすること」「第 10 学年までの留年を廃⽌すること」「学校維持者
に申請があった場合、地域共通学校の導⼊を認めること」が盛り込まれた。ただし従来の分岐型
学校制度は保持されることが CDUによって明⾔されていたから、これは要するに「五番⽬の中
等学校種」として地域共通学校が選択的に開設される可能性を開くものに他ならなかった。した
がって、この時点で州議会選挙前に SPDが企図した形での学校制度改⾰、つまり第 10 学年まで
の分岐型学校制度をすべて地域共通学校で置き換えていくという構想は頓挫することとなった
（Jungmann, Ch., 2008:69ff.）。 
2006 年 9 ⽉に SH 州 議 会 に 提 出 さ れ た 州 学 校 法 改 正案の中に 「地域共通学 校
Gemeinschaftsschule」の新設が盛り込まれたが19、そこにはいくつかの点で SPDに対する譲歩と
⾒られる点がある。第⼀に、地域共通学校はギムナジウム及びもう⼀つの新しい学校種である「地
域学校 Regionalschule」と並ぶ「法律上の正規の学校 Regelschule」20として位置づけられた21。
これは法律上の特例として時限を切って開設される「実験学校」ではないという意味で SPD 側
にとって積極的な意味を持つものと解釈できるが、ただし他の中等学校種と並存するという点で
は学校制度改⾰としての意義を薄めるものでもある。第⼆に、地域共通学校は統合型の総合制学
校と⽐較した場合にも「より⻑期の共通の学び」を現実化しやすい条件を与えられていた。具体
的には、SH 州では統合型の総合制学校は学年の進⾏に応じて⽣徒の能⼒や適性に応じたコース
を設けることとされていたが22、地域共通学校については中等教育段階Ⅰの終わり（つまり第 10
学年次）までコースの外⾯的な分化を伴わない共通の学びを追求することが認められていた23。 
反対に CDU 側に対する譲歩と⾒られるのは、地域共通学校がギムナジウムと、またとりわけ

「地域学校 Regionalschule」と並存するとされた点である。「地域学校」はこの時期に SH州 CDU
が⽣徒数の減少と基幹学校離れへの対応策として打ち出していたものであった（Jungmann, 
2008:71）。ここでの「地域学校」はこの後の時期にしばしば「合同学校 Verbundschule」と表現

 
結果予測ニュースサイトである。） 
17 SH州の地域政党である SSW（Südschleswigsche Wählerverband）を加えた連⽴が模索された
が、SSWが地域共通学校の早期全⾯化を求めたために実現されなかった。 
18 このときの SH州議会選挙前後の政策論議と「⼤連⽴」州政府内の交渉経過については、
Vgl., Jungmann, Ch., 2008:69ff.  
19 2006年 SH州学校法改正案。Schleswig-Holsteinischer Landtag, DS 16/1000. 
20 この Regelschuleはそれ⾃体が特定の中等学校の種類の名称として⽤いられることもある（テ
ューリンゲン州の例）。ここでの「法律上の正規の学校」という⽤語法は SH州の政策論議の⽂
脈に従っている。 
21 州議会に提出された最初の法案では地域共通学校は基幹学校、実科学校、ギムナジウム、総
合制学校と並ぶ 5種類⽬の中等学校種とされていた。Vgl., Schleswig-Holsteinischer Landtag, 
DS 16/1000, Artikel 9. 当初法案では「地域学校」は明記されていなかったが、この点は CDU
及び SPDによって法案提出直後に修正され、基幹学校と実科学校は地域学校に、従来の総合制
学校は新しい地域共通学校に、時限を切って転換することとされた。委員会審議後の法案では
中等教育の学校種は地域学校、地域共通学校、ギムナジウムの三種とされた。Vgl., Schleswig-
Holsteinischer Landtag, DS 16/1037, DS16/1145. 
22 DS 16/1000, Artikel 44(3). 
23 Ebd., Artikel 46(1). 
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されるようになる、基幹学校と実科学校を「ひとつ屋根の下 unter einem Dach」に物理的に統合
し、内部組織上は⼆つの教育課程の区分を保持するタイプの中等学校である。ここには⾏財政上
の合理性はあるが、教育の理念は存在しない。この「地域学校」には第 11 学年以後のギムナジウ
ム上級段階の設置が予定されていないのに対し、地域共通学校は、従前の統合型総合制学校と同
じく、独⾃のギムナジウム上級段階を独⾃に持つことができるとされていた24。 
また、これは必ずしもどちらかに対する譲歩と⾔い切れず、本論⽂の主題にとって興味深い点で

あるが、地域共通学校への転換を望む学校は、第 10 学年次までの「共通の学び」の提供を実現す
るための⾃ら練り上げた学校独⾃の教育的コンセプトをもって（auf der Grundlage eines von den 
Schulen zu erarbeitenden pädagogischen Konzepts）学校維持者に申請することとされれていた25。
ここには学校の教育活動の⼀定の⾃律性26への期待を読み込むことができると同時に、既存の総
合制学校は 2010/11年度までに地域共通学校に転換するとされていたことから27、そこには改⾰
の強制といった趣旨を⾒出すこともできる。 
この学校法改正案は CDUと SPDの賛成、緑の党と FDP の反対、SSWの棄権によって 2007年

1⽉に可決された。結果として、2005年の州議会選挙を舞台とした SPD主導の中等教育制度改
⾰は、前期中等教育段階の完全な統合という本質的な点で妥協を余儀なくされたことになる。そ
の後 2009 年の州議会選挙後に SPD は⼤連⽴から離脱し、CDU と FDP による連⽴政権となっ
たが、2012年州議会選挙後には SPD/緑の党/SSWの連⽴政権が誕⽣した。この 2012年連⽴政
権は再び学校法の改正に着⼿し、その結果、CDU との妥協によって導⼊されていた地域学校
Regionalschuleは 2014年に廃⽌され、SH州の中等学校制度はギムナジウムと地域共通学校の⼆
種類となった28。 
 

3.5 学校制度改⾰と教員の⼒量向上の関係 
 
本論⽂の関⼼に即して指摘しておきたいのは、2007年の学校法改正案の成⽴と前後して、SH州

⽂部省によって「学びを⽀援する―成果を挙げる Lernen fördern - Leistung fordern」と題した地
域共通学校への転換を念頭に置いた教員研修プロジェクトが、⽂部省の説明によれば相当の予算
を確保した上で29、開始されたことである。この教員研修プロジェクトの中⼼的な⽬的は地域学
校及び地域共通学校への転換を⽀援することであった。このプロジェクトの総称とされた「学び
を⽀援する―成果を挙げる」の趣意については次のように説明されている（Institut für 
Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH), 2008:31）。 
 
⽣徒たちの個別の⽀援を強化することによって全体として⽣徒たちの学⼒は改善され、教

育の正義の度合いは⾼まり、より上位の修了資格の取得が⽬標とされることになります。こ
れらを達成するために、シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州は教員と学校管理職の皆さんに
⾼度な能⼒と⼤いなる献⾝を求めます。 

 
このプロジェクトは①校⻑などの学校管理職者、②学校プログラムの開発に当たる学校、③授業

 
24 DS 16/1000, a.a.O., Artikel 46(2). 
25 Gesetz zur Weiterentwicklung des Schulwesens in Schleswig-Holstein vom 24. Januar 2007, 
Artikel 3. 
26 SH州 2007年学校法にも「学校の独⽴性」の項⽬が置かれ、学校の教育活動に対する独⾃の
責任や学校のプロフィールの形成の権限等が保障されている。 
27 Schleswig-Holsteinischer Landtag, DS 16/1037. 
28 Schleswig-Holsteinischer Landtag, DS 18/1124 
29 Schleswig-Holsteinischer Landtag, DS 16/1849. 
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改善に努める教員及びチーム、という三つの対象を設定して新しい地域学校ないし地域共通学校
への転換を⽀援しようとするものであった30。 
州⽴教育研究所の年次報告書によれば、このプロジェクトの枠内では次のような進捗が⾒られ

た（Ebd., 33ff.）。①のカテゴリーにおいては 2008年中に 56件の企画が実施され、計 2376⼈の
参加があった。②のカテゴリーにおいては地域学校と地域共通学校の 60 校、特別⽀援教育セン
ターの 15 校が⼀年間の集中的コンサルティングに申し込み、その他に 30 校が前年度からの継続
でコンサルティングを受け、また 49 校が教育⾏政から 2000ユーロの資⾦を得て外部のコンサル
ティングを利⽤している。これらの学校の合計は、対象となる学校の約 3 分の 1 にあたる。③の
カテゴリーにおいては 85 校が参加し、専⾨的なカリキュラムや教育⽅法の開発にあたっている。 
この教員研修プロジェクトが地域共通学校の現実に対してどの程度のインパクトを持つもので

あったかについては評価することができないが、少なくともここで確認できることは、学校制度
改⾰は単に学校制度に関する法制度の改正によって完了するものではなく、教員の⼒量の成⻑に
よって初めて現実化するものであるという認識が存在しているということである。 
 
 
4 新しい⼆分岐型学校制度の模索（１）ハンブルク都市州 
 
前節で検討した SH 州における地域共通学校の提起以後、ドイツのほぼすべての州で中等学校

制度の改⾰が開始された。1980 年代の学校制度改⾰の閉塞状況は完全に過去のものとなったと
⾔ってよい。改⾰の⽅向性は、⼤まかに⾔えば中等教育の学校を「ギムナジウム＋1 種」に再編
するものと⾔えるが、その内実は多様である。本章では典型的に異なる⼆つのモデルとして、ハ
ンブルク都市州とノルトライン・ヴェストファーレン州を取り上げる。 
 
4.1 ハンブルク都市州における⼆分岐型改⾰の政策過程 
 
2019年時点で、ハンブルクには第 5 学年時から進学する中等教育段階Ⅰの学校としてギムナジ
ウムと Stadtteilschule（以下 SttS）の⼆種類がある。このハンブルクの SttS の特徴は、それがギ
ムナジウムに対するオルタナティブとしてアビトゥアへのもう⼀つの道を開く中等学校である
ことが明⽰されていることである。ハンブルク⽂部当局の発⾏しているパンフレットによれば、
SttS の特徴は次のような点にある31。 
 
①第 5 学年から第 13 学年までの教育課程を提供し、各⼈の達成に応じて伝統的な学校種と
同じ修了資格（アビトゥアを含む）が取得できる。ただしギムナジウムは全⾯的に 12年制に
移⾏しているので、アビトゥアまでの年数は 1年⻑くかかる。 
②基本的に学⼒の異質性の⾼いクラス編成を維持する。つまり学⼒の⾼い⽣徒と低⽣徒がひ
とつの教室で「共に学ぶ」機会を意図的に⻑く設ける。そのため、ひとクラスの定員をギム
ナジウムより⼩さくする。 
③ハンブルク市内のすべての SttS はそれぞれに個性や重点を持つようにする。⽣徒の⽗⺟は
⽣徒の進学先を指定された地域内の複数のギムナジウムと SttS の中から⾃由に選択できる。 

 
 

30 https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Fachinhalte/S/schulrecht/Downloads/Rechtsquellen/schulentwicklung_fortbildu
ngsinitiative.pdf?__blob=publicationFile&v=1 
31 Vgl., Behörde für Schule und Berufsbildung (Hamburg), „Stadtteilschule für alle, die mehr 
wollen.“ (Flyer) Aus: http://www.hamburg.de/contentblob/3171780/data/SttS-flyer.pdf  
Zustand: 2020.07.31 
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このハンブルクにおける SttS は CDU（キリスト教⺠主同盟）単独政権下に企画され、最終的に
は SPD（社会⺠主党）の合意を得て 2007年に導⼊が決定されたものである32。この合意は 10年
間は保持されるものとされ、2008 年からの CDU/GAL33連⽴政権下で 2010/11 年度学期から本
格的にスタートした。その後 2011 年選挙後の SPD 単独政権下、2015 年からの SPD/ 90 年連
合・緑の党34連⽴政権下においてもそのまま継続・推進されている。総合制学校、実科学校、基幹
学校はその学校の意向とは関係なく、⼀部は統廃合も経て、SttSへ改組された。ギムナジウムに
ついては希望があれば SttSへ転換できるとされているが、管⾒の限りでは現時点でそうした変化
はない。 
SttS の制度導⼊の議会審議の過程では GALは反対にまわり、また CDUと SPDの間にも基本

的な⾒解の相違があった。このことを制度の導⼊を決めた 2007 年の議会議事録に即して⽰して
おきたい。 
ハンブルクでは PISA2000、PISA2003 の結果をうけ、2006年に全党合意による検討委員会が設
置された35。委員会は議席数に応じた議員代表と各党が指名した専⾨家によって構成された。こ
の委員会は学校制度改⾰の個別論点のすべてについて採決を⾏った結果を付した報告書を 2007
年 3 ⽉に議会へ提出した36。報告書の提案に沿ってハンブルク学校法改正が可決され、上述のよ
うな新しい SttS が誕⽣することとなった。 
この報告書に明記され、また法案の審議過程でも強調されていたのは、ギムナジウムと SttS が

ともにアビトゥアの取得を可能にするが「異なる教育の理念」に依拠するものであり、「実践的な
学習を志向することに重きを置くまったく新しい学校」だということであった37。 
実際の法案審議の過程で議会内政党として唯⼀反対したのは GAL であった。「9 ヵ年間の完全

な単⼀学校制度」を求める GALによれば、ギムナジウムを保持したまま残りの学校を SttS に再
編したとしても、それは問題の解決にならない。⼆つの異なる教育の理念などというのは結局は
根拠のない時代遅れの「才能理論」38の焼き直しに過ぎず、中等学校種の違いは従来と変わらず
社会階層の違いを反映したものとなるというのである。ここでいう「才能理論」とは、すでに第
7 章で検討した通り、⼦どもが 10歳にもなれば理論向き、実務向き、⼿仕事向きの三⽅向に分け
られるそれぞれの「才能」をはっきり⽰すようになるから、それを的確に判断することで最善の
進学先が決まる、として三分岐型の学校制度を正当化する「根拠のない俗論」として知られてき
たものである。 

 
32 2000年代のハンブルクの教育改⾰の動向については⿊⽥多美⼦による検討がある（⿊⽥、
2009）。そこでは本章が⾔及していない「私⽴学校志向」の増加なども取り上げられているが、
全体として今時点でのハンブルクの教育改⾰は「試⾏錯誤の渦中にある」とされている。 
33 GAL（緑の党オルタナティブリスト）は⼀般には 90年連合・緑の党とは別組織である
が、ハンブルク GALは 90年連合・緑の党に属していた。 
34 2012年以降、ハンブルク GALは 90年連合・緑の党に正式に改称した。 
35 Bericht der Enquete-Kommission „Konsequenzen der neuen PISA-Studie für Hamburgs 
Schulentwicklung“. Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, 18. Wahlperiode, DS 
18/6000. ハンブルクの議会資料の参照は、https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/ を利⽤し
た。 
36 採決された個別項⽬は 84、うち SPD議員代表は 12項⽬に賛成しなかった。GAL議員代表
が賛成したのは 15項⽬に過ぎなかった。GAL議員代表が賛成したのは各学校の運営の⾃律性
の⼀層の強化、校種間の教員賃⾦⽔準の格差是正などの項⽬であった。Vgl., Ebd., DS 18/6000, 
S.84-98. 
37 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, 18. Wahlperiode, PlPr 18/75, S.3979.
（CDU議員の発⾔部分） 
38 Ebd., S.3970. （GAL議員の発⾔部分） 
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興味深いことに、総論としては CDUとともに⼆分岐型への再編に賛成する⽴場の SPDは、議
会審議の中ではしばしば GAL への共感を表明している。「CDU にとってこの⼆分岐型はゴール
である。我々SPDにとっては『万⼈のための学校』へ向かうスタートである」39といった主張か
らは、SPDにとってこの再編が過渡的なものと位置づけられていることが読み取れる。根本的に
は単⼀学校制度を志向する SPDが SttS の導⼊に賛成した理由のひとつとして、それがギムナジ
ウムという存在⾃体に親近感を持ちにくい階層に対してアビトゥアへの道を確保する⽅途とし
て適切だと判断されたことが挙げられる40。 
 

4.2 「異なる教育の理念」に基づく学校制度の分岐 
 
ハンブルク都市州における学校制度の⼆分岐型への再編の提案において、学校制度論的にみて
最も興味深い点は、それがともにアビトゥアへつながるが「異なる教育の理念」に依拠する⼆つ
の学校種によって中等教育を構成するというアイディアを⾃覚的に掲げていることである。それ
は⽣徒数の減少や学校配置の地域的偏りに由来する学校制度改⾰の論理とは異なる意義を持つ。 
三分岐型の学校制度の改⾰のためのアイディアとして「異なる教育の理念」に基づく分化が初め

て提起されたのは、1980 年代末であった。K.フーレルマン（Hurrelmann, K.）によるその提案
（Hurrelmann, K., 1988a, 1988b, 1988c, 1991; Furck, C.L., 1992）は、その時点においては⼤きな
関⼼を呼ぶに⾄らなかった（前原健⼆、1995b）。しかしそのアイディアはおよぞ 20年後の 2000
年代後半に、現実的な選択肢として注⽬を集めることとなった。本項ではこのフーレルマンによ
る提起の歴史的意義とともに今⽇的意義を検討する。 
1980年代において、当時の⻄ドイツではギムナジウムへの選好増加と基幹学校の忌避の傾向は

明らかであった。それは基幹学校の教員の努⼒や⾏政的⽀援によって変えられるものではないと
フーレルマンはみていた。要するにより⾼級な教育修了資格を取得できる可能性に対する需要の
⾼まりを抑えることができない以上、基幹学校が⽣き残ることは難しく、同様の構造的問題はい
ずれ実科学校にも及んでくる。ギムナジウムは安泰かと⾔うとそれもそう⾔い切ることはできな
い。ギムナジウムへの進学者の増加に伴って、ギムナジウムは本来の「ギムナジウムらしさ」を
失っていくからである。要するに、すでに全ての中等学校がその独⾃の教育制度理念に基づいて
ではなく、付与できる修了資格の社会的価値だけに基づいて評価され、選択されているのであり、
そのことにこそ学校制度の問題を⾒出すべきなのである。 
1980年代末の時点におけるフーレルマンの制度論的提案は、共通の基礎学校の上に「ギムナジ
ウム」と「⾼等学校Oberschule」という⼆種類の中等学校を置き、どちらにおいても等価値のア
ビトゥアの取得を可能にするというものであった。それは単に既存のギムナジウムの他に基幹学
校、実科学校、総合制学校を⼀つにまとめた学校種を作るというものではなかった。フーレルマ
ンによれば、ドイツの教育の歴史の中には中等教育の課程を豊かに構成できる⼆つの教育理念な
いし学習のスタイルを⾒出すことができ、そのひとつは伝統的なギムナジウムの理念と学習スタ
イル、もうひとつは新教育以降の⽣徒中⼼、⾏為志向的な教育実践の流れを継承するスタイルで
ある。 
この展望の下においては、第⼀に、ギムナジウムの教育的特⾊を改めて明確化する必要がある、

とされている。すでに⾒たように、1980年代においてギムナジウムはすでに相対的に最多数派の
進学する学校となっており、都市部などでは過半数の⽣徒がギムナジウムへ通っている地域も出
てきていた。こういった状況においては、かつてのように数パーセントの上層⼦弟を対象として
いた時代と同様の教育を⾏うことは不可能である。実際、多くのギムナジウムおよびその教師た
ちはカリキュラムや教授⽅法の改善（いわゆる「教育化」）によってそうした⽣徒層の変化に対処

 
39 Ebd., S.3976. （SPD議員の発⾔部分） 
40 Ebd., S.3975. （GAL議員の発⾔部分） 
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してきたし、政策的にもそれなりの対応が図られてきた（Klemm, K./Rolff, H.-G., 1989）。フーレ
ルマンは、ギムナジウムへの進学率が⾼まり⽣徒の階層的多様性が⾼まったことは確かに社会的
に望ましいことであるが、その⼀⽅でギムナジウムが本来持っていたはずの教育的特⾊を失った
ことはむしろギムナジウム拡⼤の否定的側⾯であるという。ギムナジウムの伝統的な教育的特⾊
の中には、たやすく捨て去られるべきではないものも確かに含まれていたからである。こうして
フ ーレルマ ン が 第 ⼀ に求め るギムナジウムの 教 育 的特⾊の 明確化 は 、 学 問 準備的 な 
propädeutisch 性質をもった知的・社会的トレーニングとしての「普通教育」の概念の深化を伴
うものであり、その意味では現実の伝統的なギムナジウム教育の理念の復活とは必ずしも等置さ
れない。新しいギムナジウムは「社会的、技術的なものとの精神的交流の場、⽣徒たちが社会的、
経済的、⽂化的、そして技術的な環境に、またそれらが持つ⽭盾や葛藤に⾃ら取り組むことがで
き、そうした交流や取り組みの過程で個性を培うことができる学習と交流の機関」（Hurrelmann, 
1988a）であることに最⼤のメリットを⾒出すべきものなのである。このときギムナジウムは名
実ともに単なる⼤学進学準備機関であることをやめ、⾃⽴した中等教育機関となることができる、
というのである。 
こうした意味でのギムナジウムが⽣徒の多様性に完全に応えるものであり得ないこともまた明

らかである。このことから、第⼆に、ギムナジウムとは明瞭に異なる教育理念を持ち、その理念
によってギムナジウムとは異なる⽣徒層を惹きつけることのできる中等学校種が構想されなけ
ればならない。こうした学校種としてフーレルマンが提起したのが「総合制学校」である。ただ
しこの⽤語はすでに 1960 年代以降の教育改⾰論議の中で⼀定の歴史的含意を与えられてきたこ
とから（Klemm, K./Rolff, H.-G., 1988）、このことに由来する誤解ないし曲解を避けるために「⾼
等学校 Oberschule」という呼称も使⽤されている。フーレルマンはむしろ統⼀学校としての総合
制学校の導⼊・拡⼤を⽀持する社会⺠主党の教育政策には批判的ですらある。総合制学校はもっ
ぱら社会改⾰的・政治的な信念の上に⽴ち、そもそもそこで⾏われる教育そのものについての独
⾃の理念を⽋いていたというのがその根本的理由であり、したがって新しい総合制学校は明確な
教育の理念に依拠するものでなければならないと、フーレルマンは⾔うのである41。そうであっ
てこそ、ギムナジウムを組織的・⽅法的・内容的な理由によって選好しない⽣徒にとって、この
新しい学校は現実的な選択可能性という意味で真の「教育的オルタナティブ」となることができ
る。 
フーレルマンの提案のポイントを改めてまとめるならば、それは取得可能な、また基本的な⽬標

となる修了資格や将来の職業展望と結合してそれに規定される形で学校制度を区分するのでは
なく、教育課程編成の基本的原理や教授⽅法の根本的⽅針といった、いわば内的な教育理念によ
って学校制度を区分しようとするところに最⼤の特徴がある。もちろん従来の三分岐型の学校制
度もそれぞれに独⾃の教育の理念を掲げていたのであり、固有の教育課程編成原理や教授⽅針を
持ってはいた。しかし実際はそうしたいわば内的な特⾊は⽣徒や親による選択の基準として機能
してはいなかった。選択の基準はその学校種が提供できる修了資格であった。だからこそ「中等
教育の⼆つの道」はすべての教育終了資格取得の可能性を等しく有するものでなければならない。
こうしてフーレルマンは、修了資格の差異によるのではなく、教育理念の差異による「⼆つの教
育の道」を展望しようとするのである。 
この提案は、1980年代末の時点では、保守的な⽴場からも社会⺠主党的な教育政策観からも否

 
41 この⾒⽴ては総合制学校の実践に照らすと必ずしも妥当ではないように思われる。総合制学
校が社会の⺠主化、つまり出⾝階層に関わりなくすべての⼦どもが同じ教室で学ぶという社会
統合機能を主たる⽬的としてもつものであったことは確かであろうが、それ故にカリキュラム
や授業⽅法、学級経営、インクルージョンなどに⼯夫を凝らしてきたこともまた認められなけ
ればならないように思われるからである。ただしこの指摘は、ここでのフーレルマンの提案の
意義を損なうものではない 
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定的に受け⽌められた。保守的な⽴場からみれば、これはかつての総合制学校の巧妙なリバイバ
ルに他ならず、社会⺠主党筋からは特権的ギムナジウムの維持、復権を狙うものと⾒えるからで
ある。 
「異なる教育の理念に基づく⼆分岐型学校制度」というこのアイディアは、2000年代末から、

⼀種の予⾔のように、急速に現実的な政策的選択肢としての存在感を持ち始める（Hurrelmann, 
K., 2006）。ハンブルクの SttS の制度化は、その典型と⾔うことができ、ハンブルク都市州学校法
改正に先⽴つ報告書には、その⼆分岐型のアイディアはフーレルマンに由来することが明記され
ている。2007年にはフーレルマン⾃⾝を含む 32⼈の学者・政治家等によって⼆分岐型への転換
を⽀持する公開アピールが出された（Hurrelmann, K., u.a., 2007）42。⻑年ドイツの「学校の質」
研究をリードしてきたH.フェントも、とりわけ⼤都市部においてはそうした⼆分岐型を導⼊して
ギムナジウム以外の中等学校において進路の開放性を保障することの意義をきわめて積極的に
評価している（Fend, H., 2008）。 
 
4.3 ハンブルクの⼆分岐型の現状 
 
ギムナジウムと SttS によって構成されるハンブルクの⼆分岐型学校制度は、後述するようない

くつかの⽭盾をはらみながら、⾏政指標の上ではおおむね順調に発展してきている。表 9-2 に⾒
られる通り、基礎学校 4年次修了後の第 5 学年在籍⽣徒数の動向は改⾰初年度に当たる 2010/11
年度にはギムナジウム 48.7％に対して 40.9％、2014/15 年度にはギムナジウム 50.5％に対して
45％、2019/20年度においてはギムナジウム 47.4％に対して 48.4％である43。ハンブルクでは基
礎学校修了後に進学する学校種は基礎学校からの助⾔を受けた上で親の意思によって決定され
るが44、具体的には所定の時期に希望する個々の学校へ進学を申し込むことになる。志願者が定
員を⼤きく超える場合には学校側が選考を⾏うが、選考の基準は「通学の距離」と「兄姉の在学」
に限られる45。したがって進学率は基本的に親の選好を表している。その限りにおいて⾔えば、
ハンブルクではギムナジウム選好の上昇の趨勢には⻭⽌めがかかっていると⾔うこともできる46。 

 
42 ここでは「＋1種」の中等学校はOberschuleではなく Sekundarschuleと呼ばれている。
また 2011年の共著書（対談集）では「＋1種」の中等学校は Fachgymnasium （専⾨ギムナ
ジウム）と仮称されている。その内容は、学問志向的なギムナジウムの⼀般教養的カリキュ
ラムに対するオルタナティブとして、学際的でプロジェクト志向、職業志向のカリキュラム
を提供するものとして構想されている。Vgl., Hurrelmann, K./Timm, A., (2011:147). 
43 合計が 100％にならないのは、ほかに基礎学校 4 学年修了後のオリエンテーション段階に相
当する学年を持つ学校、特別⽀援学校、シュタイナー学校が存在するためである。なおこの統
計表においては第 5 学年で「留年」している⽣徒及び「留年」と同時に他の学校種から移動し
てきた⽣徒が包含されている。親の選好の推移を⾒るには厳密にはこれを弁別する必要がある
が、この統計表にはそのデータが含まれていない。筆者が 2020年 3⽉にハンブルク都市州⽂部
省において実施したインタビュー調査においては、SttS の担当者は⼆つの学校種への進学率は
「だいたい半々くらい」と表現していた。なおこのインタビュー調査はハンブルクの学校制度
改⾰と教員研修の概要についての情報収集を⽬的として事前に了解を取り、ハンブルク市⽂部
省庁舎において実施した。インタビューの内容については学術⽬的のために、⽇本語による研
究論⽂においてのみ利⽤する許諾を得た。 
44 ハンブルク学校法第 42条第 4項。 
45 筆者のインタビュー調査による。なお公式な⼿順としては、親（教育権者）は第３希望まで
の「学校」を記して応募するが、第１希望の学校に受け⼊れられない場合でも常に第１希望に
記した「学校種」の学校へ配当される。Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, 21. 
Wahlperiode, DS 21/3866. 
46 ただし、全国的な趨勢と⽐較すると、ギムナジウム進学率が 50％を超えている時点ですでに
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表 9-2 ハンブルク：基礎学校修了後の進学先の推移 
   
  SttS ギムナジウム 

2010/11 
6104  7265  

40.9% 48.7% 

2011/12 
7223 7451 

47.0% 48.5% 

2012/13 
6986 7254 

47.0% 48.9% 

2013/14 
6844 7139 

46.8% 48.8% 

2014/15 
6800 7629 

45.0% 50.5% 

2015/16 
7046 7781 

45.4% 50.1% 

2016/17 
6825 7826 

44.6% 51.1% 

2017/18 
7204 8073 

45.3% 50.7% 

2018/19 
7564 8123 

46.2% 49.6% 

2019/20 
7829 7710 

48.4% 47.4% 
      上段：第 5 学年⽣徒数（⼈） 

            下段：⽐率（％） 
Freie und Hansestadt Hamburg. Behörde für Schule 
und Berufsbildung, Hamburger Schulstatistik Schuljahr 
2015/16, S.15 および 2019/20, S.15 により作成 

 
アビトゥアの取得率は、2013/14年度からから 2018/19年度にかけて、ほぼ 30％程度で⼤きな
変動は⾒られない47。この「取得率」は最終学年に在籍していた⽣徒のうちアビトゥアを取得し
た⽣徒の⽐率ではなく、この年度末に学校を離れた⽣徒たちのうちアビトゥアを取得した⽣徒の
⽐率である。したがって算出の⺟数の中には最終学年まで進むことなく、たとえば第 10 学年で
何らかの教育修了資格を取得して学校を離れる⽣徒（約 5割程度）などが含まれる点に留意する
必要がある。ともあれ、基礎学校修了の時点では「ギムナジウム適性あり」と判定された⽣徒が
ほとんどいなかったという事実に照らしてみると（表 9-3 参照）48、これらの数値は⼗分な成功

 
⼗分な「⾼⽌まり」と⾒ることもできる。 
47 なおこの間のギムナジウム⽣徒のアビトゥア取得率はほぼ 90％前後である。Freie und 
Hansestadt Hamburg. Behörde für Schule und Berufsbildung, Hamburger Schulstatistik Schuljahr 
2019/20, S.20ff. 
48 「ギムナジウム適性」の有無に関する基礎学校教員の判定そのもののバイアスの存在、つま
り⽣徒の⼈種や⽣育歴、家庭背景などによって教員の判断に偏りが⽣じるという問題について
は栗原（2015）が指摘する通りであろう。しかしそのバイアス（SttS にももともと⼗分な能⼒
をもった⽣徒がある程度進学してきている可能性）は、すぐ後に⾒る SttS の⼀般的な⽴地条件
やそこから推定される⼀般的な家庭環境を勘案すれば、SttS の教育的成功の多くを説明できる
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を⽰すと⾔ってよいように思われる。 
 
表 9-3 ギムナジウム勧告を受け、SttS に進学した⽣徒 

年次 2015/16 2016/17 2017/18 
SttS 進学者中の⼈数（⽐率） 297(4.4%) 264(3.7%) 171(2.5%) 

Aus: Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, DS 21/13334. 

 
また、SttS導⼊の政策過程の検討において（3.1参照）、政党として唯⼀その導⼊に反対した GAL

は、「異なる⼆つの教育理念」による⼆つの学校種といっても結局は階層的な上・下の関係が⽣み
出されるという危惧を表明していた。ハンブルク学校法は中等教育段階Ⅱ（ギムナジウムの第 7
学年）への進学に際して、ギムナジウムに在籍しているが⼗分な達成が⾒込めない⽣徒は SttSへ
転籍させることを規定している（第 42条第 5項）。これは従前の⼀般的な三分岐型中等学校制度
における⼆度の留年による強制的な「下⽅転籍」の制度と構造的に同型であり、したがって GAL
の危惧には根拠があると⾔える。 
 

 
このギムナジウムから SttSへの転籍の実態は、表 9-4 のようになっている。この数値⾃体の評

価は難しいが、少なくとも中等教育段階Ⅰの期間においてはギムナジウムから SttSへ転籍する⽣
徒は 1 学年当たり 1.4%以下で極めて少なく、第 10 学年次においては 2.8%から 3.7%とやや増え
ていることがわかる。これは直接にはハンブルク学校法の規定が適⽤された結果と⾒られる。 
留意しなければならないのは、ハンブルクではアビトゥアまでの標準修学年限の短縮（第 10 章
参照）によってギムナジウムは第 11・12 学年の 2 学年で、SttS は第 11・12・13 学年の 3 学年
でアビトゥアの取得を⽬指すとされている点である。つまりギムナジウムから SttSへの転籍はア
ビトゥアの取得を断念することを意味せず、2年間ではなく 3年間での取得を⾒込むことを意味
する。この標準修学年限の違いは「異なる⼆つの教育理念」に直接由来するものではないが、現
実的には⼆つの中等学校種の特徴の違いを⽰す⼤きな要素となっている。興味深いことに、政策
的に意図されたものとは⾔えないこの構造は、ハンブルクの中等学校制度のメリットとなってい
るように思われる。この点については本章の⼩括において改めて議論する。 
以上に⾒たような意味におけるハンブルクの SttS の「成功」は教育⾏政当局の積極的な施策に

よって⽀えられている。具体的には次の諸点が挙げられる。 
 
①SttS には平均してギムナジウムより 40％程度多い⽐率で教職員が配置されていること49。
これにより１クラスの規模をギムナジウムよりも⼩さくし、⽣徒に対する細やかな⽀援を提
供することが可能になっている。 

 
ものではないと考えられる。 
49 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, DS 21/13334. 

表 9-4 ギムナジウムから SttS への転籍率 
 2015/16 2016/17 2017/18 

⼈数 ⽐率 ⼈数 ⽐率 ⼈数 ⽐率 
第 7 学年 49 0.8% 38 0.6% 57 0.8% 
第 8 学年 90 1.4% 63 1.0% 61 0.9% 
第 9 学年 92 1.4% 71 1.1% 62 1.0% 
第 10 学年 215 3.2% 191 2.8% 245 3.7% 
Aus: Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, DS 21/13334. 



第 9 章 

 159 

②特に SttS の魅⼒を伝えるためのキャンペーンを展開していること50。たとえばハンブルク
⽂部省は 2017/18 学年度に先⽴って、「欲張りなみんなのために “Für alle, die mehr wollen.”」
と題された⼀連の You Tube広報を作成し、SttS 全体及び各学校の魅⼒の発信を⾏っている
が、ギムナジウムについては同様のものは作成されていない。 
③親を対象とした就学相談において積極的に SttS の魅⼒を伝えていること51。 
 

これらのうち、ハンブルクの SttS 全体の魅⼒を伝える Youtube 広報ビデオ52では、SttS の魅⼒
として、(1)学⼒の程度や障害の有無に関わらずすべての⼦どもが⼀緒に、また⾃分のテンポで学
ぶことができる、(2)平均的なクラス規模が⼩さい（23⼈）、(3)すべて終⽇学校であり、学術系、
運動系、⽂化系のクラブ活動が盛ん、(4)留年がない、(5)⼀⼈ひとりの⽣徒を多職種からなるチ
ーム体制で⽀援する、(6)地域と連携した実務的な職業実習の機会が豊富、(7)第 11 学年から第
13 学年まではアビトゥアの取得に向けた学習ができ、進学した時点ではギムナジウム進学適性あ
りと評価されていた⽣徒がほとんどいなかったのに対して約 4 割がアビトゥアを取得する、(8)
ギムナジウムより 1年⻑いことにより、学習、趣味、職業実習、社会的学習、進路選択にゆっく
り時間をかけられること、が挙げられている。 
 
4.4 ハンブルク都市州における⼆分岐型学校制度の課題 
 

 
ハンブルクの⼆分岐型学校制度には、現状においていくつかの課題も指摘できる53。 
第⼀に、ギムナジウムと SttS の間には階層的格差がある。ハンブルクではすでに 1996 年から

すべての公⽴学校について、多くの指標数値を合成した「社会指数 Sozialindex」を作成していた。
指標数値は最終的に最⾼の「6」から最低の「1」までにランク分けされる。指標の内容及び重み
付けとその測定値は時折更新されるが、2013年時点の公表データ54によれば各公⽴学校の社会指
数ランクごとの分布は表 9-5 のようになっている。ここに⽰されているのは、学校の所在する地
理的環境及び通学してくる⽣徒層に関して全体としてギムナジウムの⽅が恵まれた条件を持っ
ているということである。この社会指数は、不利な条件を持つ学校に対してより多くの教員、学

 
50 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, DS 21/12258. 
51 前掲の 2020年 3⽉インタビュー調査による。 
52 https://www.youtube.com/watch?v=60Og-XFQMZI (Stand : 2021/1.31) 
53 この項の論点は前掲のハンブルク⽂部省におけるインタビュー調査において担当者から得た
情報に基づいている。 
54 Aus: Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, DS 20/7094. 指標は学校の所在する
地区の失業率、⽣活保護受給率、選挙投票率からなる「社会空間データ」、家庭の蔵書数、博物
館訪問頻度、⽗⺟の学歴などからなる「⽂化資本」、家庭の年収、⽗⺟の職業地位などからなる
「経済資本」、⼦どもの交友関係、親の養育態度などからなる「社会資本」、親のドイツ語⼒を
含む「移⺠的要素」の 5 分野 24項⽬から構成されている。 

表 9-5 指数区分ごとの学校数（2017/18年度） 
社会指数 6（最⾼） 5 4 3 2 1（最低） 

基礎学校 18 40 29 30 28 22 

ギムナジウム 18 27 12 1 3 0 
SttS 1 7 12 10 19 7 

Aus: Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, DS 21/13334.  
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校ソーシャルワーカー、カウンセラーなどを配置するためのデータとして教育⾏政当局によって
活⽤されているが、学校教育活動⾃体にはこれらの指標数値を改善する⼒はない。学校の社会指
数の改善のためには、進学してくる⽣徒の層を変える必要がある。つまり、社会指数の低い学校
は、短期的にはよりよい背景を持つ家庭の⼦どもたちに進学してきてもらうことによってしか数
値の改善を図ることができない。このことをうけて、ハンブルクの議会では「教育に関⼼の⾼い
家庭 bildungsnahe Elternhäuser が⼦どもをギムナジウムではなく SttS へ⾏かせるような動機づ
け」55のあり⽅が問われる状況もある。これに対する教育⾏政当局の施策が前項で挙げた①②③
の点である。 
第⼆に、SttS に本来期待されていた新しい教育の理念は、各学校において⼗分に現実化されて

いるとは⾔えない。SttS の最⼤の特徴は、すでに繰り返し述べてきた通り、ギムナジウムとは別
にすべての⼦どもたちにアビトゥアへの道を開く中等教育学校であるという点である。本⼈の能
⼒や適性、希望によって第 10 学年までで学校を離れる場合も少なくないが、その時点までなる
べく「外的分化」つまり学習集団の固定的な区分を⾏わないことが可能とされている56。この点
を越えたそれぞれの学校ごとのプロフィールの確⽴が問題である。⽂部省が発⾏しているガイド
ブックには各学校の教育上の特徴や⽬標が書き込まれているが（Behörde für Schule und 
Berufsbildung (in Hamburg), 2019）、提供される外国語科⽬の違い以外の強い差異は⾒出しにく
い。⽂部省の説明によればこれには構造的な理由がある。現在ハンブルク都市州学校法は第 10 学
年までの教育課程（科⽬ごとの標準授業時数）を厳格に決めているため、第 5 学年次から第 10 学
年次までの 6年間の 189週授業時（Wochenstunden）57のうち、各学校の裁量に委ねられている
のは 17週授業時に過ぎない。これは⼀学年あたり 3コマ弱に相当する58。この範囲で教育上の特
徴を組み上げるのは容易ではない。そのため、現状では SttS の多くは厳密な意味での教育上の特
徴ではなく、全⽇学校としての授業以外の活動（スポーツ、芸術など）によって魅⼒をアピール
しているということになる。 
 
 
5 新しい⼆分岐型学校制度の模索（2）ノルトライン・ヴェストファーレン州 
5.1 ノルトライン・ヴェストファーレン州における⼆分岐型改⾰の政策過程 
 
NRW州では 2010年に SPD/緑の党による少数連⽴政権下（全 181 議席中 90 議席）で、CDU

も合意して新しい学校種としての Gemeinschaftsschule（以下 GemS）が導⼊された59。GemS は
基幹学校、実科学校、総合制学校が単独で、または統合して、地域⾃治体の申請によって転換す
るものとされていた。CDU がこれに合意した理由としては、すでに NRW 州では基幹学校の半
数、実科学校の約 30％、ギムナジウムについても 15％程度の学校において⼗分な数の⽣徒を集
められない状況があり、学校の統廃合が必須の状況であったこと、修了資格に対する需要を踏ま
えれば「⼩さな総合制学校」として GemS を置かざるを得ないこと、があげられる（Heinemann, 
K., 2011）。そのため、従前からの総合制学校の開設のためには 1 学年 112 ⼈（＝28 ⼈×4 クラ
ス）必要とされていた最⼩⽣徒数が、GemS 開設の場合は 69 ⼈（＝23 ⼈×3 クラス）と軽減さ

 
55 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, Drucksache 21/13334. 
56 外的分化を導⼊している SttS もある。外的分化の導⼊についての決定は各学校に委ねられて
いる。 
57 週授業時とは 1週間あたりのコマ数に学年数をかけた値である。週 3コマの科⽬を 6年間履
修した場合は 18週授業時となる。 
58 ギムナジウムについては 6年間で 25週授業時数、⼀学年あたり 4時間強である。 
59 NRW州の改⾰に関する近年の研究として、Vgl., Averbeck, K./Weischenberg, J./Holtappels, 
H. G. (2017). そこでは政策過程の問題は扱われていない。 
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れ、つまり開設されやすくされていた。 
組織⾯から⾒ると、GemS は基礎学校(4年制)修了後の第 5 学年から分岐する制度に代えて、「よ

り⻑期の共通の学び」を保障するものであり、条件が許せばアビトゥアへつながるギムナジウム
上級段階を併設する、ないし他校のそれと連携することが予定されていた。GemS は州内に⼀⻫
に導⼊されるものではなく、学校設置者たる地域⾃治体の申請を受けて教育⾏政当局が認可する、
実験的なプロジェクトして導⼊されるものとされた。2010/11年度からは 12 校が GemS に転換
した（すべて基幹学校からの単独転換）。しかし、2011年 4⽉ 8 ⽇に州の⾏政裁判所、6⽉ 9 ⽇
には上級⾏政裁判所において GemS の開設は「違憲」の判決を受け、その導⼊は頓挫することに
なった60。 
連⽴与党はこの違憲判決を受けて州憲法および学校法の改正を余儀なくされ、改めて CDU と

の協議に臨み、2011 年 7 ⽉ 19 ⽇付で CDU を交えて「NRW 州教育政策合意」61を締結した。
「合意」の主旨は GemS の導⼊を柱とした学校制度改⾰に州憲法・学校法上の明確な基礎を与え
ることであった。ただし、新しい中等学校の名称は GemS ではなく、Sekundarschule（以下 SekS）
と改められた。 
こうして、いわば仕切り直しとなった NRW 州の中等学校制度改⾰の概要は次の通りである62。 
 
①州全体として⼀律の改編はしない。改編は地域⾃治体の申請による。 
②州全体としては基幹学校、実科学校、ギムナジウム、総合制学校と並んで SekS が中等学
校段階Ⅰに存在するものとする。 
③SekS は第 5 学年から第 10 学年までとし、独⾃のギムナジウム上級段階は保有せず、他の
ギムナジウムまたは総合制学校と提携する形とする。 
④第 5･6 学年時は共通学習、または分化を伴う合同学習。第 7 学年時からの統合、分化の度
合いは地域⾃治体および学校会議の意向に従って決められる。 
⑤アビトゥアの取得を可能にするように第⼆外国語科⽬を選択科⽬として提供する。 
⑥⼀クラスの最⼤⼈数は 25⼈、最低 3クラス編成を必要とする。 
⑦上記の態勢に関する合意を、2023年までは維持する。 
 

 
5.2 ノルトライン・ヴェストファーレン州の⼆分岐型中等学校制度の特徴 
 
NRW 州で導⼊された SekS の最⼤の特徴は、それが制度上はすべての 10 歳児にアビトゥアへ

の道を残すものではあっても、必ずしもギムナジウムのオルタナティブとしての位置づけを与え
られているとは⾔えないという点である。GemS から SekS へと修正が図られる中で SekS は第
10 学年までの教育課程を提供する学校種とされ、独⾃のギムナジウム上級段階をもつ可能性がな
くなった。このことのいわば代償として、⾃治体がギムナジウム以外の独⾃のギムナジウム上級

 
60 Oberverwaltungsgericht NRW, 19 B 478/11. Aus: 
http://www.justiz.de/nrwe/ovgs.nrw/j2011/19_B_478_11beschluss20110609.html 違憲判断
の中⼼的理由は学区における基幹学校の廃⽌が憲法の規定に反すること、すでに総合制学校
がある以上、同様の趣旨で実験を名⽬にした新たな学校種を置くことが妥当でないことであ
る。判決の中⼼をなす法理は「本質性理論Wesentlichkeitstheorie 」であった。この裁判の
詳細及び本質性理論の意義と⽇本における近年の「地域主権」論議への⽰唆について、参
照、前原健⼆（2014）。 
61 „Schulpolitischer Konsens für Nordrhein-Westfalen. Gemeinsame Leitlinien von CDU, SPD 
und Bündnis 90/DIE GRÜNEN für die Gestaltung des Schulsystems in Nordrhein-
Westfalen“ (Düsseldorf, 19. Juli 2011) URL: 
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Sekundarschule/Schulkonsens_Eckpunkte.pdf 
62 Ebd. 
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段階を持つ学校を設置しようとする場合には、総合制学校を活⽤することとされた。つまり総合
制学校が従来より若⼲要件を緩くして（1 学年の予測⽣徒数が最低 28⼈×4クラス、計 112⼈か
ら 25 ⼈×4 クラス、計 100 ⼈へ縮⼩）設⽴できることとされたが、この基準の緩和が意味をも
つのはもともと⽣徒数の多い都市部に限られる。したがって、農村部及び⼩都市について考える
ならば、アビトゥアへの道という意味で総合制学校がギムナジウムのオルタナティブとなるとい
う意味合いはきわめて薄いままである。SekS にギムナジウム上級段階をもつ可能性がなくなった
ことの意味は⼩さくない。 
もう⼀つの特徴は、SekS への転換が（GemS の場合と同様に）⾃治体の申請によるとされたこ

とである。つまり州全体に⼀律に適⽤される改編ではなく、州の基本的学校制度としては従来の
型を維持しつつ、それが困難な⾃治体においてのみ新しい学校種としての SekS を導⼊すること
が可能とされたということである。この「困難」の実質はもっぱら学齢⼈⼝の減少であることか
ら、この点においてもギムナジウムのオルタナティブとしての性格は薄いと⾔うことができる。 
NRW 州の議会審議の過程をみると、まず州⾏政裁判所による GemS に関する違憲判決の直後

に CDUは独⾃の学校法改正案を提出している63。その内容は、GemS に替えて、ほぼ単純に基幹
学校と実科学校を組織上結合する Verbundschuleというタイプの学校を、従来基幹学校及び実科
学校に適⽤されていた最低学級数の基準を緩めて（1 学年最低 3 学級から最低 2 学級へ）法制化
するというものであった。対して連⽴与党の SPDと 90年連合/緑の党は 7⽉ 12 ⽇に対抗的な法
案を提出しているが64、それは違憲判決を踏まえて GemS を正式に学校法に位置づけるものであ
った。「NRW州教育政策合意」が公表されたのはこの⼀週間後である。この「合意」を提出され
ていたそれぞれの法案と⽐較してみるならば、「合意」は連⽴与党側からの GemS の名称の放棄、
及び新しい中等学校種に独⾃のギムナジウム上級段階を置く仕組みの撤回の 2 点の歩み寄りによ
って成⽴したことがわかる。「合意」以後の法案審議においては「合意」に加わっていない FDP
（分岐型の堅持を主張）と左翼党（徹底した統合を主張）からの批判に対して「合意」側が①親・
⽣徒の進学希望の変化への対応の必要性、②⾃治体に学校種の決定権限を委譲することの妥当性、
を主張するという構図で議論が展開された65。新しい中等学校種のカリキュラムは既存の基幹学
校、実科学校、総合制学校のものに適宜準拠するとされており、依拠すべき新しい教育の理念が
議論されることはなかった。 
以上のことから、NRW州における中等学校制度の再編は、地域ごとに⼤きく事情の異なる⽣徒
減と学校維持の困難に対処するため、地域ごとに新しい中等学校種の導⼊を可能にすることを最
⼤の⽬的とするものであったことが確認できる66。これは、⼦どもたちの学習と教育のあり⽅に
関する論点を含まないという点においては、⾏財政的合理性という点で合意が得やすいとしても、
現状ではそれ以上のものではないと⾔ってよいように思われる。 
 
 
6 ⼩括：新しい多様化の制度論理 
 
シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州における地域共通学校の提唱の意義については、第⼀に、そ

 
63 Landtag Nordrhain-Westfalen, DS 15/1915. NRW州の議会資料の参照は
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/Navigation_R2010/040-Dokumente-und-
Recherche/020-Parlamentsdatenbank/Inhalt.jsp を利⽤した。 
64 Ebd., Drucksache 15/2362. 
65 Ebd., PlPR 15/45. 
66 なお GemS の導⼊から「合意」へ⾄る過程での連⽴与党側の譲歩は違憲状態の早急な解消の
ための CDUに対する譲歩と⾒ることができる。連⽴与党及び CDUによる憲法の該当条項の改
正提案につき、DS 15/2768, a.a.O. 
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れは中等教育段階 I の統合というドイツの教育政策論議の最⼤の「タブー」に対する現代的な挑
戦の端緒と評価することができる。そこには⼈⼝減と国際学⼒⽐較を背景とする、70年代の議論
の単なる蒸し返しではない、新しい論拠を認めることができる。第⼆に、地域共通学校の提唱は、
そこで実現されるベき学びの実質に関する教育と学習の理論と結びつけて評価することができ
る。レスナー・レポートの中で強調されている通り、教育実践のある種の⾃⼰成就的性質を考慮
して、地域共通学校は教員、⽗⺟住⺠、⾏政その他の地域の関係者の合意の得られるところから、
その実践の成功と伝播を通じて漸進的に拡⼤していくベきもの考えられていた。第三に、SH 州
の地域共通学校をめぐる政策過程は複雑な経過をたどり、現実化された地域共通学校は当初のプ
ランのように三分岐型の中等学校を完全に置き換えるものとはならなかった。しかし、本論⽂の
関⼼に即して⾒るならば、そうした過程においても学校制度の改⾰が法制度の改定によって完結
するものではなく、学校教育活動の内実や教員の⼒量の向上を必要とするという認識が⼀貫して
存在していたということができる67。2005年の州議会選挙までの地域共通学校の理念とそこに含
まれていた新しい学習論はそのままの形で現実化されることはなかったが、SH 州の中等学校制
度改⾰の政策過程が⽰しているのは、学校制度の改⾰が個々の教員の⼒量の変⾰を必要とするこ
と、本論⽂の⽤語に置き換えるならば学校制度の改⾰と教員の⼒量の変⾰の間には制度的補完関
係が存在することであると⾔ってよいように思われる。 
ドイツ各州の中等学校制度の改⾰の状況を整理したティルマンは、ハンブルクの新制度をブレ

ーメン、ザールラント、ザクセンと並ぶ「純粋⼆分岐型 Zweigliedrigkeit pur」と呼んでいる
（Tillmann, K.-J. 2012）。これが「純粋」と形容されるのは、すべての中等学校種（ここでは⼆種
類）がともにアビトゥアの取得にいたる道を保持していることによる。これ以外の多様な中等学
校制度改⾰のパターンは、基本的にアビトゥアに⾄る学校としてギムナジウムを置き、それ以外
の学校はアビトゥアに⾄る道を持たない点で、いわば「伝統的」な分岐型である。この定義に依
拠すると、本章で分析した三つの事例のうちハンブルクは純粋型、その他の事例は伝統型と位置
づけることができる。しかしアビトゥアとの関係に注⽬したこの分類は、やや単純すぎる。そこ
には異なる学校種が異なる教育の理念を掲げて教育活動を展開して親、⽣徒そして社会の期待に
応えようとする可能性が考慮されていない。 
⼀⽅で、「異なる教育の理念」を掲げた⼆分岐型改⾰論に対しても、批判はある。A.ラツキ（Ratzki, 

Anne）はフーレルマンの⼆分岐モデルについて、「姿を消してはまた現れる幽霊船のようなもの」
であり、現実的妥当性を持たないと批判している（Ratzki, A., 2007）。ラツキによれば、ギムナジ
ウムのオルタナティブに位置づけられるべき学校は、いくら魅⼒的な教育と学習の理念を掲げよ
うとも、結局ギムナジウムに⾏かれない⼦どもたち、ギムナジウムへ進学したものの成績不良に
より転籍を余儀なくされた⼦どもたちのための「残りものの学校」にならざるを得ない。フーレ
ルマンの提案するような新しい中等学校は 40 年間の実践を積んできた既存の総合制学校ほどの
教育的魅⼒を持つとは考えにくい。ギムナジウムを固守し、総合制学校を解体し、そして新しい
中等学校を導⼊する改⾰は、階層的不平等と低学⼒という問題を解決するものではないどころか、
むしろ悪化させるものである。教育の理念によって区別される⼆つの道という議論は、ラツキに
よれば、現実には階層的に序列化された学校制度に上品な説明を与えただけのものに過ぎないと
いうことになる。 

 
67 この研修プロジェクトの周知にあたって州内のすべての⼀般教育学校校⻑にあてて発せられ
た⽂部⼤⾂の通知は次のような⽂で始まっている。「新しい学校法は皆さんと皆さんの学校の先
⽣⽅を⼤きな仕事に向き合わせています。この改⾰は、世論が構造問題をどれほど⼤きく論じ
ていいようとも、何よりもまず学校の内容の改⾰です。」Vgl., Schule im Wandel: Das neue 
Schulgesetz. Fortbildungsoffensive „Lernen fördern ‒ Leistung fordern”. An die Leiterinnen und 
Leiter der allgemeinbildenden Schulen in Schleswig-Holstein am 6. März 2007. Aus: Schleswig-
Holsteinischer Landtag, DS 16/1849. 
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本章が提⽰したハンブルクの現状から明らかなように、「異なる教育の理念」を掲げた⼆つの学
校種の間には現状においては階層的格差が存在する。また、その階層的格差の中には確かに「才
能理論」の痕跡を⾒出すことができる。したがって、この点においてはこのラツキの批判は正鵠
を射たものということができる。学校制度の多様化の正当化根拠を問い直すという観点からこう
した批判を位置づけるならば、ドイツ社会においては社会の必要に応じた選別・配分という軸は
きわめて強固であり、それを個⼈の必要や学習の適性に応じた分化へとシフトすることは決して
容易ではないと主張するものであるとみることができよう。 
NRW 州の事例は、「＋1 種」の学校に独⾃の教育理念の形成を求めていないという点で「伝統

型」の改⾰であり、フーレルマンのモデルからは距離がある。そこでは中等学校制度の多様化は
ほぼ純粋に社会の要求の軸において正当化されているように⾒えるのである。とはいえ、制度の
審議過程をふり返ってみるならば、ハンブルクとは⼤きく異なって、NRW 州で最も特徴的な論
点は中等学校制度の編成を地域⾃治体の判断にゆだねることによって、膠着していた学校制度論
議の打開が図られていたことであった68。これはフーレルマンの議論の中には存在しない観点で
ある。現状では NRW州における中等学校制度の多様化の論理は児童⽣徒の教育の必要性に依拠
したものということはできないが、地域⾃治体の必要に応じて⼩規模な学校の存続要件の緩和を
図った新しい制度は、ある意味では逆説的に、学校制度の多様化の正当化根拠を個⼈の必要とい
う軸へシフトさせる可能性を持つとも⾔える。⼩規模で、当然に異質性の⾼い学習集団を持つこ
とになる中等学校は、それが SekS であれ既存の学校種であれ、地域の現実を踏まえて個⼈の必
要に応じた⾃律的な学校づくりを求められることになると考えることができるからである。 
本章の結論として述べるべきことは、今⽇の学校制度は単にそれ⾃⾝の論理によって、たとえば

強⼒な政治的イニシアティブによって、改⾰を進めることができないという簡明な事実である。
学校制度の形態は、⼀⽅で、より強く学習論と結びつけて論じられなければならないが、それは
同時に教員の⼒量の問題とも結びついている。また同時に他⽅では、学校が⽴地する地域間及び
個々の家庭の階層格差、更には地域の⾏財政事情とも結びついている。学校制度改⾰は、制度的
補完性をもつ分野の間の編成の問題として把握されなければならない。69 
なお、ハンブルクの事例に即して述べたように、「純粋型」の⼆分岐型制度においてはギムナジ
ウムと「+1種」の中等学校がともにアビトゥアへ⾄る教育課程を提供する。これについて、中等
学校制度改⾰をめぐる本来の議論とは別の位相から、新しい論点が付加されている。それはこれ
らの⼆つの学校種の「就学年限の違い」という論点である。戦後の⻄ドイツにおいては、基礎学
校 4年間の後、ギムナジウムにおいて 9年間の教育課程が提供され、通算 13年間でアビトゥア
受験に⾄る仕組みが取られてきた。本章で⾒てきた「異なる教育の理念」に基づく、つまり「純
粋型」における「+1種」の中等学校もこの仕組みに準拠している。しかし、本章で検討してきた
ような中等学校制度改⾰の⽂脈とは独⽴に、およそ 2000 年以後、ギムナジウムの年限を 9 年間
から 8年間に短縮することの是⾮という論点が浮上してきた。このことにより、「純粋型」におけ
る「+1種」の中等学校とギムナジウムの間には「教育の理念の違い」に加えて「就学年限の違い」
という論点が、いわば外挿的に⽣じることになった。次章ではこの問題を検討する。 
 
 

 
68 州全体としての改⾰ではなく地域⾃治体の主体的選択に委ねる形式の学校制度改⾰は他の
州でも進んでいる。前原（2005）、参照。Vgl.,Wiechmann, J., 2011. 
69 なおドイツ各州の中等学校制度改⾰の動向を整理したものとして、Vgl., Ridderbusch, J., 
(2017). 
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第 10 章 ギムナジウム修学年限改⾰の政策過程 

 

1 本章の課題 

 

学校制度はどのようにして変化し、あるいは変化しないのであろうか。本章は学校制度の実証的

研究にとって主要な問いのひとつであるこの主題を、おおむね 2000 年以後のドイツのギムナジ

ウムの修学年限の改⾰論議を具体的な題材として検討するものである。 

すでに本論⽂のこれまでの章でみてきたように、ドイツの学校制度は近年多くの⾯で変容し続

けているが、特に注⽬するべきは分岐型学校制度の改編である。⽇本においてもこの間のドイツ

の分岐型学校制度再編の動向は基本的に学校制度の複線化への関⼼の上に検討されてきた1。そこ

では従来の三分岐型から「ギムナジウム＋１種」の⼆分岐型への移⾏の経過及びその「＋１種」

の多彩な構想が検討されてきているが2、それらの整理においてはギムナジウムは直接の考察の対

象とされていない。そのため、あたかもギムナジウムは学校制度の再編論議の無⾵の局外に置か

れてきたようにも⾒える3。しかし実際は 2000 年以後、ギムナジウムはほぼすべての州で標準修

学年数の変更という歴史的事案に、いわば翻弄されてきた。このことは、客観的事実としてはあ

る程度⽇本でも知られているものの（⽂部科学省、2007:136f.、⽊⼾裕、2008、⽂部科学省、

2015:129f.、皆川宏之、2014）、その内実の具体的な検討はこれまで⾏われていない4。本章が対象

とするのはほぼ 2000 年以後のこのギムナジウム年限改⾰の動態とその政策過程である。そこに

おける論点は端的に⾔えばギムナジウムの標準修学年数を８年にするか９年にするかというこ

とであるが、それは同時に他の中等学校種との関係の中でギムナジウムないしアビトゥア（⼤学

⼊学資格）をどのように位置づけるかという学校制度の構造問題にも関連している。そうした点

も含め、ギムナジウムの短縮や延⻑がどのような論理によって主張されていたのか、本稿はこの

点を分析することを具体的課題とする。 

この作業は学校制度の理論的研究にとっていかなる意義を持つであろうか。第⼀に、⻑い歴史を

持つドイツのギムナジウムという学校種の改⾰論議の内容を解明し共有するという直接的な意

義を持つ。そこで明らかになる多様な論拠の存在は、⽇本の学校制度の改⾰を考察する際の観点

を提供することが間接的には期待できる。また第⼆に、新制度論（新制度主義）5的な⽅法意識を

もった教育改⾰分析の有効性を具体的素材に即して例証するという意義を持つ。ここで⾔う新制

度論的な⽅法意識とは、社会的諸制度・組織の改⾰の成否を技術的効率性の観点に注⽬する以上

に「制度的正統性」の観点に注⽬して解釈しようとする意識である（Meyer, J.W./Rowan, B., 1977; 

Meyer, H.-D., 2006; 村上祐介、2011、勝野正章、2012、前原健⼆、2014）。新制度論的な分析は、

歴史的に（しばしば偶然的要素を含んで）形成されてきた現状の決定的な優位性（＝経路依存性）

によって制度の変わりにくさを説明することがある。この経路依存性は制度変更の社会的費⽤の

⾼さや既存制度から利益を得る権益集団の存在によって実体的に補強される。他⽅、同じ新制度

 
1 とはいえ、⽂部科学省『世界の学校体系』（教育調査第 152集、2017 年）は近年の再編を反映

していない三分岐型をドイツの標準的なシステムとしている。 
2 第 9 章、及び井本佳宏（2013）、⼘部匡司（2016）、参照。 
3 ギムナジウムの存在がドイツにおいて「所与、不動」とみなされている点について、Vgl., 

Bönsch, M. (2015:62). 
4 ドイツにおける先⾏研究としては、Vgl., Kühn, S.M. u.a. (2013); Gruschka, A. (2016). これら

はこの問題の背景にも触れながら、基本的にはカリキュラム内容などギムナジウムの修業年限

それ⾃体に関⼼を向けている。 
5 「新制度論 new institutionalism」という場合の「制度 institution」は法制度（system）に具体

化されるような⼀般的な語義よりもはるかに広義であり、制度に関わる「儀礼」や「慣習」「⽂

化」「⾔説」を含む。ややミスリーディングであるが定訳に従う。 
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論的な⽅法意識に⽴ちながらも社会的費⽤や権益集団のような実体的要素よりも、場を構成する

⼈々が制度の継続性から得る必ずしも合理的ではない社会的安定性の感覚という意味での正統

性の認知を重視する議論もある（Meyer, H.-D., 2006）。ここにおいては制度に意味を付与する⾔

説の作⽤が重視される。⾔説は⼈々に明確には⾃覚されていなかった「⾃分の考え」を⾃覚する

ための語彙と⽂法を与える、というのである6。こうした⽅法意識の有効性をギムナジウム年限改

⾰という具体的素材に即して吟味することは、学校制度研究の⽅法にとって⼤いに意義があると

思われる。 

本章の構成は次の通りである。まず第２節、３節においてギムナジウム年限改⾰問題の展開を⽴

法・⾏政⽂書及び雑誌記事を直接的資料として⼆つの時期に分けて整理し、第 4節では政策の転

換要因を、より上位の主題であると⾔える中等学校制度改⾰に対するギムナジウム年限改⾰の意

味と関連させて分析する。最後に設定した課題に対する本章の結論をまとめる（第 5節）。 

 

 

2 ギムナジウムの標準年限の変転 

2.1 前史 

 

まず分析の前提としてドイツのギムナジウムの年限の歴史的整理を⽰しておきたい。19 世紀前

半に今⽇の伝統につながる「ギムナジウム」がプロイセンで制度化されたときから、ギムナジウ

ムの標準的な修学年限は９年間であった（M・クラウル、1986:92）。その後、学校種の多様化と

統合整理が繰り返され、20世紀初頭までには９年制で⼤学⼊学資格を付与できる中等学校と６年

制の中等学校の２つの類型がほぼ確⽴された。ギムナジウムの前には３年制の予備校（Vorschule）

がおかれていたから、この時点でのギムナジウム修了（⼤学⼊学資格取得）までの標準的な修学

年限は通算で 12 年間であった。 

1919 年のワイマール共和国の成⽴後、特権的な学校である予備校は廃⽌され、すべての⼦ども

たちが４年間の共通の初等教育を受ける体制が確⽴された。このときギムナジウムは９年制を堅
持したため、修了までの通算年限は 13 年間に延⻑される形となった（同上、132）。ナチス期に

は部分的に８年制の中等学校が導⼊されたがギムナジウムについては⼤きな制度変更はなかっ

た。 

第⼆次⼤戦後、東ドイツにおいてはソ連に準じる単線型学校制度が導⼊された⼀⽅で⻄ドイツ

では曲折を含みつつワイマール期の基本形に準じる学校制度の再建が進められた（対独アメリカ
教育使節団報告書翻訳検討委員会編訳、1990:87ff.）。4 年制の国⺠学校（基礎学校）ののちギム

ナジウム、実科学校、国⺠学校上級段階（基幹学校）の３つの学校種に分かれる分岐型学校制度

が成⽴し、定着することとなった。1950 年代から 60 年代には前期中等教育までの統⼀化を求め

る機運の⾼まりの中で総合制学校が実験的に導⼊されたが、多くの⻄欧諸国のような学校制度改

⾰は実現されなかった。 

⻄ドイツにおいては 1960 年時点では第 4 学年修了後の国⺠学校上級段階（基幹学校）への進学

率が 70％程度であったのに対してギムナジウムへの進学率は 15％弱に過ぎなかった。その後ギ

ムナジウムへの進学は拡⼤し、東⻄ドイツ再統⼀を経て 2000 年時点ではおよそ 30％の⼦どもた

ちが基礎学校修了後にギムナジウムへ進むこととなった。近年その⽐率は更に上がり、特に都市
部では過半数の⼦どもたちがギムナジウムへ進むという状況もある。とはいえ、ギムナジウムへ

進んだ⽣徒がすべて実際にギムナジウムを修了するわけではない。成績不良により他の学校種へ

転籍になる場合もあり、また 10 年⽣（ギムナジウム第６学年）修了後に社会的通⽤性の⾼い中

級修了資格を得て離学する⽣徒は歴史的に常に相当の割合で存在しており、今⽇も少なくない7。 

 
6 本章での「⾔説」の⽤法については序章を参照。 
7 こうした就学⾏動は第 10 学年修了の学歴が⼀年志願兵特権や下級官職受験資格と結びつけら
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就学実態の変化にも関わらず、ギムナジウムはドイツの学校制度の中で、またドイツ社会の中で

きわめて特異な地位を有してきた（吉岡真佐樹、1995）。そのカリキュラムや教育実践において

は決して⼩さくはない変容があったとしても8、またギムナジウムへの進学率の上昇の結果として、

現在では最も普遍的な中等学校種となり、その意味ではもはやエリート教育機関と呼ぶことは妥
当ではない。にもかかわらず、学校制度論の観点からみるならばギムナジウムは近年まで議論の

局外にあったと⾔ってよい。 

 

2.2 「教育的配慮」としてのギムナジウム８年制の導⼊ 

 

⻄ドイツ地域で最初にギムナジウムの標準修了年限の短縮の試⾏を開始したのはバーデン・ヴ
ュルテンベルク州である。同州では 1991/92 学年度から４つのギムナジウムにアビトゥア受験要

件の 265 週授業時間9を減らすことなく８年間で提供するコースが実験的に設置された。このコ
ースの⽣徒の進級経過などは学術研究パートナーとなったミュンヘン⼤学のチームによって定

期的にまとめられ、それを踏まえて 1997/98 学年度からは対象が計 40 校に拡⼤された。その後

2001 年にはこの 8 年制は通常の９年制ギムナジウムの教育課程と併存するものとして州学校法

に明記され、進学先のギムナジウムにこのクラスがある場合には親が任意に９年制（以下 G9）か

８年制（以下 G8）を選べることとなった。 

学校実験の枠組みでの G8 の最初期の⽣徒がアビトゥアの受験期を迎えた 1998 年から、同州議

会では G8 の将来的な⽅向性が繰り返し問われている。論点となっていたのは「そもそも G8 は

何のために導⼊拡⼤されているのか」という点と、そこから⽣じる具体的問題として「G8 と G9

の併存は将来的に G8 のみにするまでの過渡的状況なのか、併存が常態化されるのか」という点

であった。これらの点について、議会に提出された⽂部省の説明は次のようなものであった10。 

 

・G8 は能⼒の⾼い⽣徒を⽀援するための施策である。 

・この趣旨の施策として、80 年代から、能⼒の⾼い⽣徒のためのグループ課外活動（いわゆ
る AG）を⽀援してきた。1991/92 年度からの G8 の実験的導⼊は、その趣旨を教育課程の

編成へ展開したものである。 

・⽂部省の⾒解では、G8 は同じ⽬標（アビトゥア）に向かってより速い進み⽅を望む⾼い要

求を持った⽣徒に、⼀つの学校の中で分化された教育課程を提供するものであり、したがっ

て G8 と G9 は常態として併存する。 

・この修学期間の短縮によって⽣じた時間を、学校では伝達され得ない能⼒を獲得するため

に、個⼈的な外国留学や職業訓練、社会貢献活動に使うことが⼤いに考えられてよい。 

 

ここで述べられているのは能⼒や意欲の多様性という現実を踏まえた教育課程の分化の必要性

である。これを G8 に関する「教育的配慮」⾔説と呼ぶことができる。 

この「教育的配慮」⾔説は、実際に G8 を置く学校現場においても共有されていた。同州で最初

に G8 を置いたギムナジウムの校⻑に対するインタビューを中⼼にしたニュース週刊誌の記事で

も「ターボ・クラス〔G8 を指す：引⽤者〕は本来、早熟な⼦どもたちのためのものです。⼀律に

 

れた 19世紀以来の歴史に連なるものである。参照、P・ルントグレーン（1885:63ff.）。 
8 参照、今井重孝（1993）。 
9 週授業時間数は⼀週間あたりの授業時数を学年ごとに⾜し合わせたものであり、すでに 19世

紀の教則からカリキュラムのボリュームはこの⽅式で算定、表⽰されている。⽇本の学校教育

法施⾏規則に即して算定すると、2020 年時点での⽇本の第 5 学年（⼩ 5）から第 12 学年（⾼

3）までの 8 学年の通算は 217週授業時間と表現できる。 
10 Landtag von Baden-Württemberg, DS 12/4849.（1998 年 5⽉ 13 ⽇） 
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８年制を導⼊すれば、おそらく⽣徒たちの分化というメリットは、失われるでしょう。」と述べら

れている11。 

 

2.3 ギムナジウム年限改⾰論議の変質：「労働市場」⾔説 

 

2000 年以後のギムナジウム年限改⾰は、しかし、「教育的配慮」を主要な根拠として進められた

わけではない。むしろ「教育的配慮」は G8 が正式に学校法制の中へ位置づけられる流れの中で

⼤きく後景は退いていく。12 

G8 への全⾯的転換、つまりすべてのギムナジウムを８年制へ短縮することを⻄側 11 州の中で

最初に決定したのはザールラント州である。同州⽂部省は 2001/02 学年度からの制度改正に先⽴

ってパンフレット『ザールラントにおける８年制ギムナジウム 就学の短縮 ̶ チャンスの改善』
を発⾏し、その狙いを次のように説明している。 

 

なぜアビトゥアまでの期間を縮めるのか？ 

将来的に、学習とは「⽣涯にわたる学習」となります。職業に就く前に学校や職業訓練でそ

の後に必要となるすべてのことを伝えられるという考え⽅は、もはや時代にそぐわないもの

となっています。専⾨家たちが⼝を揃えて⾔っているように、将来的には職業⽣活はいくつ

かの時期に区分されるようになるでしょう。私たちはその都度、新しいことを学ばなければ

なりません。 

⽣涯にわたる学習は、もちろん学校で学ぶ内容に影響を与えます。⽣徒たちは学校を離れる

時点で知識や情報を⾃律的に、⾃⾝の責任において⼊⼿して評価できるようになっていなけ

ればなりません。⽣涯にわたる学習は修学期間の⻑さにも関係します。もし⽣涯にわたって

学び続けるならば、修学の期間をより短くすることもできるからです。 

⼀般的⼤学⼊学資格取得までの期間を短くすることは⽣徒たちの将来の⼈格や職業にとっ

て重要です。将来的に、より早く⼤学教育や職業訓練に⼊ることができれば、スタートのチ
ャンスが改善されます。というのも、労働市場は常に国際化しているからです。この競争に

備えることが⼤切なのです。（Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft (Saarland), 
2000.） 

 

この説明に続けて、このパンフレットでは具体的にドイツ、フランス、イギリス、オランダの⼤

学⼊学・卒業者の平均年齢が⽐較されている。フランスと⽐較した場合、ドイツは⼊学者におい

て２歳、卒業者において４歳、フランスよりも年齢が⾼くなっている。この年齢差が、国際化す

る労働市場においてドイツの若者に⼤きな不利益をもたらしているというのがザールラント州

⽂部省の説明の要点である。 ここでは全⾯的に G8 を導⼊すべき根拠は「早熟な⼦」への教育的

配慮ではなく労働市場における競争⼒の確保なのである。これを G8 に関する「労働市場」⾔説

と呼ぶことができるだろう。 

ザールラント州がギムナジウムの年限の短縮という歴史的懸案に踏み込む背景として次のよう

な地政学的背景を指摘することができる。同州地域はドイツ南⻄端にあって第⼆次⼤戦後はフラ
ンス管理下に置かれ、帰属・独⽴に関する住⺠投票を経て 1957 年に⻄ドイツの⼀州として復帰
した。今⽇も隣接するルクセンブルク及びフランス・ロレーヌ地⽅と密接な関係があり、「越境通
勤者」と呼ばれる⽇常的に他国へ通勤する⼈々も多数いる（⼿塚章、2003）。フランスやルクセン

 
11 Der Spiegel, „Ein Jahr weghauen.“, 2001/15. 
12 なおベルリン都市州及びブランデンブルク州では基礎学校が 6 年制である。したがってこれ

らの地域では年限短縮はギムナジウムを 7 年制から 6 年制にするという問題になる。煩雑にな

るので以下この点については本⽂中の記述を略す。 
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ブルクの若者が⼤学⼊学までに要する修学年数は 12 年間なのである。 

2001/02 学年度からのザールラント州のギムナジウムの全⾯的 G8 化の後、2002/03 年度からハ
ンブルク都市州、2004/05 年度からはバーデン・ヴュルテンベルク州、ブレーメン都市州ほか多

くの州が続き、2008/09 年度までに⻄側 11 州中のうちラインラント・プファルツ州13を除く 10

州でギムナジウムが原則 G8 に再編され、この時点で G9 の伝統はドイツから消滅することとな

った（Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2016:261）。この流れの中で、「遠からずドイツ

から９年制ギムナジウムは姿を消すだろう」と⾒られていた14。 

 

2.4 G8導⼊の政策過程 

 

ドイツのギムナジウム年限短縮の主要な動因は上述の「労働市場」⾔説であると考えられるが、

この「労働市場」⾔説の端緒は 1997 年に当時のドイツ連邦⼤統領、ローマン・ヘルツォークが

⾏った「ベルリン演説」の中に求めることができる。ヘルツォークはこの演説の中で、知識社会

化が進⾏する 21 世紀において教育の世界市場において優れた⼒を持つ国になるために、ドイツ

は 12 年間でアビトゥアを提供する（つまりG9 をG8 に変える）必要があると述べている（Herzog, 
R, 1997）。 

ドイツ連邦⼤統領には直接的な政治的権⼒は与えられておらず、この演説は具体的な政策プロ

グラムを意味するものではない。しかし前項で触れたザールラント州のパンフレットはこのヘル
ツォーク演説を引⽤し、G8 導⼊を正統化する論拠のひとつとしている。予想される疑義に回答
する構成をとっているこのパンフレットでは「G8 に転換するための学校実験は不必要なのか？」

という問いも取り上げられているが、回答は「最低８年間かかるであろう学校実験は時間の浪費」

というものである。G8 と G9 の並存という政策的選択肢については「⼀等クラスと⼆等クラスを

⽣み出す」、「分別のある限り誰もが望まない」ものとして退けられている。ここには G8 の効果
を⽀持するデータは存在していない。 

ギムナジウムの⼤衆化つまり基礎学校修了後のギムナジウム進学率の上昇の流れから最も遠い

位置にあり、ギムナジウム的伝統の堅持に努めていたとみられるバイエルン州における G8 への

転換も、直接的な⽂脈は異なるものの、⼀種の政治的決断によって進められた。バイエルン州で

は 2004/05 学年度から G8 への転換が法制化されたが、前年９⽉の州議会選挙に際しては与党キ
リスト教社会同盟（CSU）は G9 の維持を掲げていた。しかし選挙直後の 11 ⽉の施政⽅針演説
において州⾸相は次のように G8 の導⼊⽅針を表明した。 

 

バイエルンの⻘少年に、その⼈⽣を始めるに際して最善の位置を保障するべきです。彼らに

はしっかりと教育されるべきです。しかし彼らは、少し先んじて職業世界へ⼊り、このグロ

ーバル化する世界でよりよい機会を得ている近隣国の若者に互していかなければなりませ

ん。それゆえに、私たちはギムナジウムを 8 年間に短縮するのです。（Bayerischer Landtag, 
PlPr 15/5. 2003.11.6） 

 

この後、2004 年春の法改正を経てバイエルン州は正式に G8 を導⼊した。興味深いのは、この

G8 導⼊の政策過程において、選挙前後の政府・与党の⽅針転換は⼗分な閣内論議を経たもので

はなく、⽂部⼤⾂は G8導⼊に反対であったと報じられていることである。この点の真否を確認

することはできないが、少なくとも G8導⼊が唐突に進められたものであるということはできよ

う。 

 
13 同州は中等学校全体の終⽇学校化と併せてギムナジウムを 8 年半にした独特な「12.5 年制」

を導⼊している。本章はこれについては⾔及しない。 
14 FOCUS Online, „Frühstarter: Ostdeutschland bestimmt Entwicklung.“, 2004.8.25 
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2.5 東部諸州の動向 

 

第⼆次⼤戦後、⻄ドイツでは⼤学⼊学までに 13 年間（基礎学校４年＋ギムナジウム９年）が必

要とされたのに対し、東ドイツは 12 年間で⼤学⼊学につながる学校制度をつくってきていた。

再統⼀後、東ドイツ地域におかれた５州の学校制度はおおむね⻄ドイツにならって再編成された

が、ギムナジウムについてはやや複雑な様相を呈することとなった。ザクセン・アンハルト州は

⼀旦８年制を維持したものの 1998 年に９年制へ再編、更に 2003 年に再び８年制へ回帰した。メ
クレンブルク・フォアポンメルン州は⼀旦８年制を維持、2001 年に９年制を導⼊、そして 2006

年に８年制へ回帰した。ベルリンを取り巻く位置にあるブランデンブルク州では 1993 年に９年

制が採⽤されたが 2006 年に８年制へ回帰した。ザクセン州とテューリンゲン州は⼀貫して８年

制を保持している。したがって 2007 年以降、東部５州すべてが８年制を採⽤している状況にあ

る。（図 10-1参照） 

 

 
 

図 10-1 州ごとのギムナジウム標準修了年限の変遷（筆者作成） 

 

 

3 G8 をめぐる政策の錯綜 

3.1 G8⽣徒の「過重負担」問題 

 

こうして 2008/09 年以降、ラインラント・プファルツ州を除く 15 州でギムナジウム８年制がド

イツの学校制度の標準となった。しかし G8 は制度的に安定しないままに再々編の波にさらされ

ることになった。 

いくつかの州で G8 の修了⽣が⼤規模にアビトゥアに臨む時期を迎える 2010 年前後から、G9

⽣徒と G8 ⽣徒の実態を⽐較する調査研究の結果が公表されるようになる。それまで G8 を批判
する⽴場から喧伝されていた G8⽣徒の問題点は、「⼗分な学⼒が確保されない」「⾃由時間、趣
味に費やす時間が減る」「過⼤な学習ストレスにさらされる」といったものであった15。これらは

「過重負担」⾔説と呼ぶことができるだろう。 

しかし、G8 が G9 に⽐べて教育上の問題を抱えているのではないかという疑義はその後の実証

的データによって否定されている。公益法⼈ドイツ経済研究所による「短縮された G8 の効果に

 
15 Der Spiegel, 2008/3, „Diebstahl der Kindheit“; Ders., 2008/8, „Früher fertig“. 
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関する実証的知⾒の総括」（Huebener, M/Marcus, J., 2015）は最初の G8⽣徒がギムナジウム修

了を迎える 2010 年前後から出され始めた 20 以上の調査研究を要約し、しばしばその後の雑誌記

事の参照元となったが、そこで⽰された結論は各州で実施された調査研究の結果はそれぞれ異な

るものの、学⼒・ストレス・学校⽣活への満⾜度などについて G8⽣徒が劣った状況にあること

を⼀貫して⽰す結果は存在しないというものであった16。いわゆる学校ストレスについて⾔えば、

「G9⽣徒と G8⽣徒の間の差は、⼀般に男⼦⽣徒と⼥⼦⽣徒の間の差よりも⼩さい」程度であっ

て、「（G8 について）ヒステリックに考える必要はない」17というのである。わずかに存在する G8

⽣徒のストレスの強さも、メディアがあまりにも強くそれを喧伝することの反映として⽣徒たち

がそう回答しているのではないかという指摘もある（Hübner, N. u.a., 2017）。要するに、「過重負
担」⾔説は G8 に対する批判として妥当しないという事実は社会的に広く知られるところとなっ

た。 

 

3.2 G8 にとっての「ギャップイヤー」慣⾏ 

 

ドイツでは、アビトゥアを取得した後、直接⼤学へ進学するという進路選択は必ずしも⼀般的で

はない。この「⼤学直接進学率」は 2006 年で 31％（男 27％、⼥ 34％）、2016 年で 44％（男 50％、

⼥ 38％）である（Statistisches Bundesamt, 2016）。つまり半数以上の⽣徒はアビトゥア取得後、

１年以上を「他のこと」（外国経験、社会貢献活動、職業訓練など）に使っており、この⾏動は社

会的に定着しているといえる。調査研究が⽰した事実の中で興味深く思われるのは、この「直接

進学率」が G8⽣徒においてさらに低いことである（Ebd.）。つまりG8 の⽣徒は短縮された⼀年

間を他国の若者に伍して少しでも早く⾼等教育と職業⽣活へ進むために使いたいと⾃動的に考

えるわけではなく、むしろゆっくり進むために使う可能性があるということである。この点では

G8 による修学期間の短縮という「労働市場」⾔説における政策意図はギャップイヤー慣⾏の拡
張によってある程度減殺されることになる。前述したように、ギャップイヤーの拡張は 1990 年

代にバーデン・ヴュルテンベルク州で実験的に G8 が置かれた時点ではむしろ推奨されていたこ

とでもある。修学期間の短縮をむしろギャップイヤー慣⾏の拡張につなげる意識が社会的に存在

するのであれば、「労働市場」⾔説の政策意図はギムナジウムの短縮によってではなく、ギャップ
イヤー慣⾏の縮⼩によって実現されるべきものであると⾔えるであろう。要するに「労働市場」

⾔説は G8 を⼗分に正当化するものとは⾔い難い18。 

 

3.3 G9 への回帰 

 

以上のように 2010 年以後の実証的データは G8 への転換の動因であった「労働市場」⾔説をあ

る程度掘り崩すと同時に、G8 に否定的な「過重負担」⾔説を退ける両義的なものであると解され

るが、現実には 2011 年以後⻄部諸州では急速に G9 への回帰が進むことになる。 

2011/12 学年度にシュレスヴィヒ・ホルシュタイン州が部分的に G9 への再々編を⾏って以後、

⻄部ドイツ地域の多くの州で G9 への完全な回帰ないしはオプションとしての G9 コースの校内

への併設、または学校を単位とした G8/G9 の選択制が導⼊された。2017 年時点では G8 を全⾯

的に採⽤しているのはザールラント州、ベルリン都市州、ハンブルク都市州、ブレーメン都市州

 
16 ただしここでは各州の調査が⽅法的な⽋陥を有していること（たとえば G8 の導⼊後に独⽴
して導⼊された他の施策の影響が考慮されていないことなど）も指摘されている。 
17 Spiegel Online, „Das irrationale Geschacher um G8“, 2016.6.22 
18 そもそものギャップイヤー慣⾏のドイツにおける社会的定着は職業訓練制度や徴兵制（男
⼦）に関係していると考えられる。戦後⻄ドイツの徴兵制は 1956 年に始まり、その後社会的役
務による代替制度が導⼊され、2011 年に徴兵制そのものが停⽌された。 
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そして東部ドイツ地域５州、合計９州である。ラインラント・プファルツ州を除くその他の６州

は細かい差異を捨象して⾔えばおよそ 10 数年の間に G9 から G8、再び G9 という変更を⾏った

ことになる。 

G9 への回帰は、管⾒の限りではすべて⽣徒の「過重負担」の緩和を主要な根拠としている。た

とえばニーダーザクセン州⽂部省の広報資料（Niedersächsisches Kultusministerium, 2014）や

2017 年のバイエルン州議会における学校法改正提案19を⾒ると、G9 へ戻す理由としては挙げら

れているのは⽣徒と教師の負担軽減や学⼒低下への懸念の払拭である。そこでは G8 の「過重負
担」を否定する実証的データも、G8導⼊時に語られた「労働市場」⾔説も登場しない。バイエル
ン州のこうした状況について、学校改⾰を専⾨とする教育研究者は「G9 へ戻すべき教育学的根
拠は存在しない」と批判していた20。 

 

3.4 東部諸州の動向 

 

すでに述べたように東部５州では 2007 年以降ギムナジウムは８年制である。G9 から G8、そし

て G9 という変転のパターンを経験した⻄部とは逆に、東部のいくつかの州は G8 から G9、そし

て G8 という変転のパターンを経験している。それを最も端的に体現したメクレンブルク・フォ
アポンメルン州（MV州）の政策過程を簡単に検討しておく。 

MV州では 2001/02 年度から従前の G8 から G9 への切り替えが開始された直後、2001 年 11⽉
から翌年にかけて G8 への回帰が提案、可決に⾄っている21。そもそも同州がG9 を導⼊したのは

統⼀後の特例として認められていたアビトゥア受験要件の緩和（265週授業時間にかえて 242 時

間とする）が 2000 年に期限切れを迎えるためであった。しかしザールラント州の G8導⼊（2001

年）をみて、MV州政府はただちに G8回帰を決めている。議会審議における野党の批判は G8回
帰の是⾮ではなく、すでに⻄部諸州の G8 化の動向を把握できていたはずなのになぜ G9 を導⼊

してしまったのかという点に向けられた。MV州が再導⼊した新しい G8 は 265週授業時間を確

保する必要があったから単純な回帰ではないが、ともあれその根拠として挙げられているのは

「労働市場において有利なスタートを確保するために、他州がやるからにはわが州もやる」とす

る「労働市場」⾔説であった。そこにはギムナジウムの現実に即した教育的配慮はみられない。 

その後、⻄部のいくつかの州が G9 への回帰を進める中で MV 州議会でもギムナジウム上級段
階の再々⾒直しが提起されているが22、そこでの議論は G9 の再導⼊を求めるものではなく、８

年制を前提としてギムナジウムの教育課程を⾒直すべきだというものである。 

 

 

4 政策の転換要因の分析 

4.1 回帰の動因 

 

以上のような⻄部諸州の G9 への回帰、そして東部諸州の G8 への回帰を推し進めた主要な動因

は何であったのか。すでに⾒てきたように、議会での議論及び雑誌記事で⾒る限りでは東部諸州

の G8 への回帰は「労働市場」における競争と結びつけて、⻄部諸州の G9 への回帰は⽣徒の「負
担過重」の軽減と結びつけて語られている。しかしそれらはいずれも現実的な説明⼒を持つもの

 
19 Bayerischer Landtag, DS 17/17725.（2017 年 7⽉ 11 ⽇）  
20 Der Spiegel, „Fauler Kompromiss (K. Klemm)“, 32/2016. やや時期は遅れるが、D・レンツェ
ンも同様に G8回帰は教育学的には正当化できないと明⾔している。Vgl., ZEIT ONLINE, 
„Hamburgs Uni-Präsident kritisiert Trend weg vom "Turbo-Abi"“, 2017.8.2.  
21 Mecklenburg-Vorpommern Landtag, DS 3/2458.（2001 年 11⽉ 8 ⽇） 
22 Mecklenburg-Vorpommern Landtag, DS 6/1744.（2013 年 4⽉ 10 ⽇） 
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ではなかった。 

東部諸州について⾔えば、G8 への回帰（及び堅持）をもたらした主要な動因は「労働市場」⾔

説ではなく、慣れ親しんだ制度に正統性を認める社会的な圧⼒であったと考えられる。たとえば

2017 年の時点で G8/G9 問題を扱ったある新聞記事は、東部５州ではアビトゥアまで 12 年間と

いうのが議論の余地のない常識であって、それはいくつかの州が⻄の制度に合わせて G9 を導⼊

した後も変わらなかったこと、それ故に 2000 年代に⻄部で G8 導⼊のトレンドが⽣じた時に⾶
びつくように G8回帰が⽣じたこと、それは東ドイツの崩壊とともにすべてが洗い流されたよう

な社会において、それだけが「良きもの、⾃分たちのものとして守られてきたという感覚」と結

びついていると述べている23。こうした、いわば「失われた古き良き東ドイツへの愛着」という視

⾓から東部ドイツのギムナジウム年限問題を論じる議論は、議会審議の中には管⾒の限りでは⾒

られないが、新聞・雑誌記事においては従前からみられたものである24。 

３つの都市州及びザールラント州を除く⻄部諸州は基本的に「過重負担」⾔説を掲げて G8 を標

準とする政策を放棄したが、前述の通り「過重負担」は必ずしも⽣徒の実態に即したものではな

かった。また G8導⼊の主たる論拠であった「労働市場」⾔説から⾒れば、国外のみならず国内

にすらより短い修学年限で労働市場へ出てくる競争相⼿が存在する状況をあえて招来するよう

な就学年限の延⻑政策は「合理的」ではない。しかし、たとえばバイエルン州が G8回帰を決定

する直前に州⽗⺟会連合会が実施したギムナジウムまたは基礎学校に在学する⼦を持つ親を対

象としたアンケート調査によれば、80％が G9回帰、11％が G8堅持、9％が何らかの選択制を⽀
持していた25。バイエルン州の⼤多数の親にとっては G9 こそが疑問の余地なく「合理的」であっ

たのである26。これらの点からみれば、３つの都市州及びザールラント州を除く⻄部諸州につい

てもまた、慣れ親しんだ制度に正統性を認める社会的な圧⼒こそが G9回帰の動因であり、「過重

負担」はそこに体裁の良い語彙と⽂法を与える仮象の⾔説であったと解釈する⾒⽅に⼀定の説得

⼒があると⾔うことができるであろう。 

 

4.2 学校構造論議における G8 問題の位置 

 

以上のような複雑な推移を⽰しているドイツのギムナジウム年限問題は「ギムナジウム＋１種」

への再編と総括されるドイツの中等教育制度の構造的再編という枠組みにおいて、⼀定の教育制

度論的な位置を占めている⾯がある。 

 ドイツ各州においてそれぞれ特徴的に進められている「ギムナジウム＋１種」の新しい中等学

校制度の構造においては、「＋１種」に位置づく学校がアビトゥアへつながる教育課程を提供する

かどうかが⼤きなメルクマールとなる。「＋１種」の学校がアビトゥアへつながらない類型は「伝

統型」、「＋１種」の学校においてもアビトゥアへの道が直接開かれているならば「純粋型」と呼
ばれることについては第 9 章で扱った（図 10-2参照）。純粋型の場合、基礎学校以降の２つの学

校種の間に残るのは取得⽬標とする資格の差異による垂直的位置づけの違いではなく、「教育活
動を構成する基本的理念」の違いに根拠を持つ、いわば⽔平的位置づけの違いとなる。G8 問題は

 
23 Süddeutsche Zeitung, „G8 oder G9 ‒ diese Debatte gibt es nur im Westen“, 2017.2.14 
24 DIE ZEIT, „Mehr Mut zu G8“, 15/2008. また、別のあるジャーナリストは⻄側の州が G8 か

ら離反した理由を 12 年間でアビトゥアへ⾄る「東的な学校制度」対する「傲慢な」嫌悪に求め

ている。この⾒⽴ての当否はにわかに判定し難いが、こうした⾒⽴てが成⽴すること⾃体は確

実であろう。ZEIT ONLINE, „Schade ums schöne Turbo-Abi“, 2017.4.6. 
25 Süddeutsche Zeitung, “Umfrage unter Eltern : 80 Prozent wollen einheitliches G9”, 2017.1.18 
26 時期と対象が異なるが、2004 年に実施された調査では G8 への賛成は東部諸州で 81.3％、⻄
部諸州で 57.9％、全体では 62.6％（N=2500）であった。つまり東部と⻄部では G8 に対する意

識が⼤きく異なっている。FOCUS Online, a.a.O., 2004.8.25.  
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教育制度論的にはここに関係していると考えられる。つまり、アビトゥアにつながる学校として

のギムナジウムを９年制にするか８年制にするかという問題は、ギムナジウム以外の「＋１種」

の中等学校がどのような性格のものとして設置されているかという問題と表裏の関係にある。 

 

 
 

図 10-2 ⼆分岐型の 2 つの類型と G8/G9 

出典：Tillmann, K.-J., Das Sekundarschulsystem auf dem 

Weg in die Zweigliedrigkeit. In: Pädagogik, 64(5), 2012

により筆者作成 

 

現時点で G8 を原則として保持しているザールラント州及び三つの都市州はいずれも「純粋型」

の⼆分岐制をとっている。つまり「＋１種」の中等学校が９年制であり、直接（つまり⾃校以外

のギムナジウム上級段階へ転籍することなく）アビトゥアの取得が可能である。これらの州にお

いても基礎学校修了時点において⼗分に良好な成績を収めている⽣徒はギムナジウムへ進み、そ

れ以外の⽣徒が「＋１種」の中等学校へ進む傾向は確実に存続している。このことから考えると、

これらの純粋型をとる州においてはアビトゥア受験までに必要な授業時数をギムナジウムでは

８年間で、「＋１種」の中等学校ではやや進度を緩めて９年間で学ぶという差異化を図ること、い

わばギムナジウムのエリート性を相対的に担保するという機能を G8 が果たしていると⾒ること

ができ、またそのことが G9 への回帰が⽣じていない理由ともなっていると考えることができる
27。 

ここで留意しなければならないのは、8 年制に変更されたギムナジウムに対する「＋1 種」の中

等学校の 9 年制という構造は、中等学校制度改⾰のプランの中に意図的に組み込まれていたわけ

ではないという点である。いわゆる「純粋型」の中等学校制度の導⼊に際して、それが伝統的な

9 年制ギムナジウムの 8 年制への短縮と「抱合せ」にされて提案された例はない。ハンブルクに

おける G8 の導⼊は 2002/03 年度からであるのに対して、「＋1 種」の中等学校種である

Gemeinschaftsschule （GemS）の導⼊は 2007 年度から、ブレーメンにおけるG8 の導⼊は 2004/05

年度であるのに対してブレーメンの Oberschule の導⼊は 2011/12 年度からである28。ベルリン
におけるG829の導⼊は 2006/07 年度であるのに対して「プラス1 種」の中等学校である Integrierte 

 
27 なおザールラント州については、すでにみたような⽇常的な国際的な労働市場との接触が G8

の正当性を⽀えていると⾒ることができるように思われる。 
28 ブレーメンのOberschuleは原則として基礎学校 4 年間に続けて 9 年間の教育課程を提供して

アビトゥアの取得を可能にするが、8 年間でアビトゥアに⾄る課程を⽤意することもできるとさ

れている（ブレーメン学校法第 20条第 2項）。 
29 すでに述べたようにベルリンは基礎学校が 6 年制であるため、ギムナジウムは 9 年制ではな

く 7 年制であった。ベルリンについては正確には G9/G8 問題ではなく、G7/G6 問題というこ

ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム

ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
G8G9

+1種の
中等学校

+1種の
中等学校

⬅

９
年
制

基礎学校 基礎学校

伝統型 純粋型
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Sekundarschule（統合型中等学校）の導⼊は 2010/11 年度からである30。最も早く 2001/02 年度

か ら G8 へ全⾯ 的 に転換し たザールラント 州 で は 2012/13 年 度 か ら 「純粋型 」 の

Gemeinschaftsschuleが導⼊された。つまり⻄部地域において G8 を保持することに成功している

と⾔えるすべての州において、ギムナジウムへの G8 の導⼊は中等学校制度の改⾰よりもかなり

先⾏している。逆に⾒るならば、⻄部諸州においては G9 を保持していた時点で、あるいは G9 に

回帰した後に「純粋型」の中等学校制度を導⼊した州はなく、また「純粋型」の中等学校制度を

導⼊した後に G9 に回帰した州もない。 

前章でハンブルクの事例に即してみたように、「＋1 種」の 9 年制の中等学校である SttSは「⾃

分のテンポでゆっくり学べる」ことを⾃らの特⻑のひとつとして掲げている。「ゆっくり」という

特徴付けが意味を持つのは、ギムナジウムとの対⽐においてである。またギムナジウムの⽅から

⾒た場合、同等同格の中等学校種が登場することはその歴史的アイデンティティに照らしてみれ

ば決して好ましいことではない。しかし、アビトゥアに⾄る年数が 1 年異なることによって、ギ

ムナジウムは潜在的な能⼒の⾼い⽣徒が進学してくる中等教育機関である31という認識を社会的

に保持することが可能となる。これらの点からみると、G8 と「純粋型」の中等学校制度改⾰は独
⽴に導⼊された政策であるが、現状においては制度的補完関係を持っていると⾒ることができよ

う。 

 

 

5 ⼩括 

 

ドイツにおける G8 の導⼊は早熟な⼦どもたちのための「教育的配慮」を根拠としていたもの

の、その政策的拡⼤は「労働市場」⾔説に依拠したものであった。その後、⼀旦は G9 を導⼊し

ながら早期に G8 に回帰した東部諸州、G8 を導⼊したものの G9 へ回帰した⻄部諸州における回
帰の動因は、表⾯的には「労働市場」⾔説であり「過重負担」⾔説であったが、そこに通底する

影響⼒を持っていたのは慣れ親しんだ制度に正統性を認める社会的な圧⼒であったというのが

ドイツのギムナジウム年限改⾰に関して本稿が明らかにし得た限りでの結論である。 

冒頭に述べた本章の課題設定に引き寄せて⾔えば、第⼀に、本章は以上の説明をドイツの近年の

学校制度改⾰の理解について付け加えることを主張するものであり、また間接的には⽇本の学校

制度の改⾰の根拠を多様に捉え直す理論的関⼼を励起するものである32。第⼆に、新制度論的な

⽅法意識の有効性について⾔えば、本稿の取り上げた事例はまさしく「技術的合理性」（⽣徒の多

様性に配慮した多様な教育課程の必要性、国際的労働市場における競争⼒の確保、⽣徒の過重負
担の緩和など）以上に社会的な「正統性の認知」が学校制度改⾰の成否にとって⼤きな影響⼒を

持つということを例証するものと思われる。また本章が「教育的配慮」「労働市場」「過重負担」

と呼んだ⾔説は、それぞれにわかりやすく明瞭な学校制度改⾰の像を提⽰し、⼀定の社会的了解

を⽣み出すものであった。そうした⾔説の析出を重視する学校制度研究の⼀定の有効性もまた、

本章によって例証できたと思われる。 

また、ギムナジウムの修学年限の問題と中等学校制度の構造論議との制度的補完関係という観

 

とになる。 
30 なおベルリンには第 1 学年から第 13 学年までを包含した公⽴学校として

Gemeinschaftsschuleがある。これは 2008 年度から実験的に導⼊された後、2018 年度から学校

法上の正規の学校種としての地位を与えられた。 
31 この叙述は、この認識が規範的に正しいものであるという趣旨のものではない。 
32 たとえばかつて⿊崎勲は⼦どもたちの能⼒や発達、関⼼の差異をカリキュラムや教育⽅法の

問題として捉えるにとどまらず、学校制度の編成の問題として積極的に捉え直すという主題を

提起していたが、本稿はそうした主題にも接続するものである。参照、⿊崎勲（1995）。 
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点からは、今後、次の諸点が注⽬されることになる。第⼀に、G8 と純粋型を組み合わせている州

において、ギムナジウムの G9回帰が政治的に可能となるか、という点である。G9回帰を進めた

他州の状況をうけて、G8 を保持している州においても主要政党がはっきりとギムナジウムの G9

回帰を政策に掲げている例もある33。修学年限が等しく共にアビトゥアにつながる⼆つの中等学

校種を持つ学校制度が安定的に成⽴するかどうか、きわめて興味深い論点である。 

第⼆に、G9 と伝統型を組み合わせている州において、「+1 種」の中等学校に原則として直接ア

ビトゥアにつながる教育課程（ギムナジウム上級段階）を置く改⾰が実現するかどうかという点

である。従前の総合制学校においても部分的にアビトゥアの取得は可能であった。つまり部分的

にはギムナジウムと総合制学校の間には制度上は対等な関係が存在したが、それは⼀般的ではな

かった。したがってこの論点はいわば積年の課題でもあり、第⼀に挙げた点の反転型である。 

第三に、東部諸州の学校制度が、⻄部諸州との関係も含めて、中期的な安定性を保つことができ

るかという点である。これは⻄部の G9 に対して東部の G8 がこのまま維持できるかという点、

及びアビトゥアに直接つながらない中等学校種を維持できるかという点の⼆つを含んでいる。 

これらの点は、今後の研究上の作業仮説として引き受けられなければならない。 

 

 

 
33 たとえばブレーメン都市州 CDUは 2019 年のブレーメン都市州議会選挙向けの公約におい

て、ギムナジウムの G9回帰を掲げていた。この時の選挙で CDUは相対的第 1党になったが、

連⽴協議の結果、野党に留まることとなった。 



結論 

 177 

結論 

 

1 現代ドイツの学校制度改⾰に関して得られた知⾒ 

 

本論⽂は現代ドイツにおける教員の教育活動に関わる制度改⾰、学校運営に関わる制度改⾰、そ

して学校制度の構造改⾰という三つの問題群に即して改⾰提案をめぐる教育の理念、政策過程、

社会的正統性の所在等の検討を通して改⾰の意義、進展、停滞の動態を明らかにしようとした。

その結果として、各部、各章において次の点を明らかにした。 

 

＜第 1 部＞ 

①戦後の⻄ドイツにおける「管理された学校」の克服による「学校の⺠主化」は、教員の教育

活動に直接関わる論点としては「教員の教育上の⾃由」の法的保障として進められた。しかし

「学校監督の法的監督への縮⼩」は、そうした改⾰の延⻑線上において実現されることはなか

った。その理由を権威主義的な学校管理観の残存や改⾰志向的な政治勢⼒の退潮といった要因

から説明することもできるが、本論⽂は「法的監督への縮⼩」が官僚制化されるべきではない

教育の本質的性格に抵触する可能性を持ち得る点を指摘した。 

②教員の教育活動に対する⼀種の制度的関⼼の表現であるとも⾔える教員評価の仕組みがド

イツにおいては実質的には機能していない点を指摘した上で、形式化されない教員評価のあり

⽅が模索されている現状を明らかにした。特に、法的⾏政的な⼿続きにはなじみにくい⽇常的

な「対話」と「承認」という新しい理念が持つ積極的な可能性に⾔及した。 

③ドイツで教員研修が「低調」であると⾔われる根拠を具体的に⽰した上で、教員研修プログ

ラムの提供を⼤学内のセンターに委ね、教員の⾃発性や学校現場にとっての必要を重視しよう

とする教員研修改⾰の進展の度合いを明らかにした。また、ドイツの事例を踏まえて、教員研

修の供給に関する⽐較モデルを提⽰した。 

 

第 1 部の三つの章で明らかにした以上の諸点は、それぞれの主題が置かれた直接的な⽂脈は異
なるが、共通して次のことを⽰唆している。ドイツ社会に普遍的に存在する「⼀⼈前」の職業⽂

化は教職にも存在しており、いったん正規の職業資格を取得して⼊職した者に対する⽇常的な監

督や評価、研修を義務付ける⽅向での改⾰は、教員の職務と勤務の実態との間の制度的補完性を

⽋いており、社会的正統性を得にくいと考えられる。教員の教育活動に関する制度改⾰は、法制

度の改⾰のみによって実現されるとは考えにくく、法制度的な規律とは異なる位相での新しい理

念が導⼊される必要がある。 

 

 

＜第 2部＞ 

 

④ドイツにおける「学校の⾃律」は、基本的な性格の異なるいくつかの⽅向から提起されたもの

である。「学校の⾃律」の当否を法制度上の学校の裁量権の拡⼤の内容や程度によって評価するこ

とは適当ではない。ドイツにおける「学校の⾃律」は、有利な状況にある学校をより有利に、不
利な状況にある学校をより不利に導く可能性があることを指摘した。 

⑤「学校の⾃律」の法的保障を先駆的に進めてきたヘッセン州の政策の分析からは、「学校の⾃律」

政策は必ずしも学校の教育活動の本来的必要に応じるべく発展してきたと捉えることはできな

いことが明らかになった。 

⑥「学校の⾃律」政策の影響を受けやすいと考えられる中等教員段階の学校⻑に対する質問紙調

査の結果からは、「学校の⾃律」の影響ないし効果の表れ⽅は学校種ごとに異なっている可能性が

⽰された。⽣徒の獲得をめぐる⼀種の市場的競争の⾃覚的な参加者である総合制学校は、「学校の
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⾃律」に対して最も積極的な関⼼を⽰していた。 

 

第 2部の三つの章で明らかにした以上の諸点は、「学校の⾃律」の多⾯的な可能性を⽰すもので

あると考えることができる。「学校の⾃律」は教育予算の削減ないし有効活⽤のための簡便な道具

としても使うことができるが、学校教育活動の新しいあり⽅をしめす「教育の理念」でもありう

る。個々の学校の有利不利を固定、拡⼤する「マタイ効果」を回避して、「教育の理念」としての

「学校の⾃律」の可能性を現実化するためには、「⼀⼈前」の⽂化や勤務法制及び学校制度構造

（中等教育からの分岐）との関係が整序される必要があり、教育⾏政からの⽀援の⼀層の拡充も

必要である。これらもまた、「学校の⾃律」をめぐる制度的補完関係として把握することができる。 

 

 

＜第 3部＞ 

 

⑦1960 年代から 1970 年代にかけて⻄ドイツで模索された中等学校制度改⾰の頓挫については

様々な観点からその理由を説明することができる。教育⾔説の社会的正統性の調達という点から

⾒た場合に、その時点においてもすでに合理的根拠の不存在が明らかであった「才能理論」神話

が保持されたことの重要性を看過することはできないことを指摘した。 

⑧PISA 調査はドイツの学校制度の構造的な問題点に対する学術的、政治的、社会的関⼼を再燃
させ、学校制度の性格を論じるための新しい理論枠組みが提案された。分岐型の学校制度は⽣徒
たちにとって「発達の制約条件」となっているが、「能⼒」による分岐や留年制度によって学習集
団の「均質性」を⾼めることが学習にとって効率的であるとする信念（「均質性」神話）が「才能

理論」神話と結びついて分岐型学校制度の改⾰を押し留めている構造を明らかにした。 

⑨2000 年代半ば以降、各州で急速に進んだ中等学校制度の改⾰の動向を整理し、特徴的ないくつ

かの州について改⾰の政策過程とそこで導⼊された「教育の理念」の内容を検討した。検討の結

果として、中等学校制度改⾰には特定の「教育の理念」を強く打ち出すもの、⾏財政的合理性を

打ち出すものなどがあるが、特に重要なものとして中等教育に関する⼆つの異なる教育の理念に

依拠する「⼆分化型」改⾰について、その内容と現実化のための政策過程、現状を明らかにした。 

⑩およそ 2000 年から 2010 年代にかけて変転を繰り返したギムナジウム修学年限の政策過程を

いくつかの⾔説の交替として整理、解釈した。中等学校制度の構造改⾰との間に政策意図として

の連続性を確認することはできないが、結果的に制度的補完関係が⽣じていることを指摘した。 

 

第 3 部では、ドイツの学校制度改⾰の展開過程は根本的な政治的イデオロギーの対⽴を前提と

した政治勢⼒の盛衰を独⽴変数として、それに対する従属変数とみることによって説明する以上

に、改⾰の提案の中の「教育の理念」の社会的正統性に注⽬してみることによってよりよく説明

できるということを明らかにした。もちろん、すべての改⾰が政治勢⼒の盛衰と関係ないという

ことではなく、結果的には CDU/CSU対 SPDという対⽴構図の中で決定される事柄も多いと考
えられる。しかし様々な位相における制度改⾰論議の検討から導かれるのは、社会的正統性を調

達することのできる説得⼒を備えた⾔説、つまり具体的で規範的な「教育の理念」の提⽰が時と

して決定的な影響⼒を持つという認識である。 

 

 

2 学校制度の理論に関して得られた知⾒ 

 

本論⽂はドイツの学校制度改⾰の展開過程を素材として、拡張された意味での学校制度の概念

及び制度的補完関係という概念を⽤いた仮説的枠組みによる教育制度研究の有効性を例証する

ことを理論的な課題とするものであった。繰り返し⾔及してきたように、三つの主題群のいずれ
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においても、学校制度改⾰は法制度の改⾰のみをもって可能となるものではなかった。教員評価

や研修は法制度上の枠組みと実態の落差はとても⼤きいものであった。拡張された意味における

学校制度を⾃覚的に対象とすることによってこそ、制度改⾰の実像を的確に描き出すことが可能

となる。上述の通り、制度的補完関係の存在は改⾰の当否に⼤きな影響を与える。制度的補完関

係は教員、学校運営、学校制度の構造といった特定の主題の中で観察されるだけでなく、主題の

間でも観察される。つまり教員の問題は学校運営及び学校の制度構造と、学校運営の問題は教員

及び学校の制度構造と、そして学校の制度構造は教員及び学校運営と関係する。そうした制度的

補完関係は明確な政治的意図によって作られたり変えられたりするものというよりは、多くの歴
史的偶然の結果として⽣まれ、発展するもののように思われる。たとえばドイツの学校制度改⾰

の理解にとって重要な「⼀⼈前」神話、「才能理論」神話、「均質性」神話そして「ギムナジウム」

神話」は意図的に構築された理論ではない。むしろ教員や親、⽣徒たちの拡張された意味におけ

る学校制度現実との関わりの中で⽣まれ、法制度の安定や形骸化を⽀える「教育の理念」の基盤
としての社会的正統性を与えられてきたものと⾔ってよいように思われる。 

制度的補完関係の存在を強調することは、制度改⾰の⼀般的不可能性を主張することにつなが

る。平時においては多くの物事を⼀気に変⾰することは困難であり、個別の事柄の変⾰は制度的

補完性を⽋くことによって安定性を得にくいからである。とはいえ、現実には学校制度の改⾰は

起こる。本論⽂は、制度の変動・変容をもたらす動因として新しい「教育の理念」の重要性を仮
説的に提⽰した。新しい理念や考え⽅は多くの場合、社会の周縁部から⽣まれ、社会的に認知さ

れ正統化されることによって「制度化」されていく、あるいはそうした認知を獲得するに⾄らず
潰えていく、というのがそこで想定された理論モデルであった。 

本論⽂は教員の教育活動、学校運営、学校制度の構造改⾰のいずれの主題においても、新しい教

育の理念を掲げた、⼀種の挑戦がみられることを指摘してきた。それらの多くは現実問題として

は進⾏中であり、明確で安定的な制度変容を導くと確証できるものではない。そうした限定を伴
うとはいえ、「神話」と化して学校制度の⼀種の安定性を⽀えている伝統的な教育の理念に対し

て、新しく掲げられる教育の理念が徐々に社会的な正統性を調達することによって、いわば周縁
部から浸潤的に、学校制度の変容が進むという仮説的な理論モデルの例証を⽰すことはできたと

考えられる。 

 

 

3 学校制度の弾性限界理論 

 

以上のことをさらに学校制度研究の理論モデルとして敷衍しておきたい。繰り返し述べてきた

学校制度の改⾰を教育についての新しい理念の提案、浸透、頓挫、潜在、再浮上の過程における

社会的な正統性の調達の動態として捉えるというこの理論モデルを、「学校制度の弾性限界理論 

the elastic limit theory of school system」あるいは簡略に「学校制度の限界理論」と呼ぶこととし

たい1。その含意は次のように説明できる。 

「弾性限界 elastic limit」は材料⼒学に由来する⼀般的な⽤語である（社団法⼈⽇本機械学会編、

2005:33ff、荒井政⼤、2012:31ff.）。材料⼒学分野では、物体に外⼒を加えて変形させたあと、外
⼒を除いたときにその物体が元の形状（状態）にもどる性質を「弾性」と呼ぶ。この弾性の限界
を超えてさらに外⼒を加えると、物体にはひずみや変形が⽣じ、外⼒を取り去った後もこの歪み

や変形は少なくとも部分的に残る（塑性変形）。この歪みや変形が⽣じる直前の限界の外⼒の度合
いは弾性限界あるいは降伏点と呼ばれる。弾性限界を越えてさらに外⼒を加え続けると、物体は

 

1 この概念は、障害者の歩⾏⽀援のための機器開発の素材としてのカーボン繊維プレートの可能

性に関連した我妻弘明（九州⼯業⼤学）⽒とのパーソナルな会話から着想を得た。⽒はその会

話を記憶していないかもしれないが、記して感謝したい。 
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更に変形し、ついに破断する。破断を⽣じさせる外⼒の度合いは破断点と呼ばれる。 

本論⽂が提⽰しようとする理論モデルに当てはめるならば、拡張された意味における「学校制

度」は様々な外⼒つまり新しい教育の理念の提案を受けることによって多少の変容を⽰すことが

あるが、その変容が必ずしもそのまま定着するわけではない。いったん変わったように⾒える「学

校制度」が、時の経過とともに旧に復することもある。つまり「学校制度」の社会的な意味での

「弾性」、これはとりもなおさず制度的補完関係による「慣性」と⾔いかえることもできるが、そ

の弾性限界の枠内においては「学校制度」の改⾰は社会的に定着しないということである。新し

い教育の理念が「学校制度」の弾性限界を越える社会的正統性を獲得することに成功したならば、

「学校制度」には⼀定の変形が⽣じ、その変形は永続的に残るであろう。この変形された学校制

度のもとにおいても上記と同様の弾性的な変容は⽣じる。さらに⼤きな変容が求めらる⼒が強ま
った時には、旧来の「学校制度」はいわば破壊され、新しい「学校制度」と置き換えられること

になる。 

この学校制度の弾性限界理論において、法制度は相対的に区別される⼆つの役割を持つとみる

ことができよう。第⼀に、ある時点におけるある分野の法制度の周辺で新しい教育の理念が⽣ま
れ、次第に法制度の予定していた社会的現実を掘り崩していった末に、そうした新しい教育の理

念の実定法的な定着を図るという役割りを持つであろう。こうして実定法上の再定位を経た「学

校制度」は、社会的現実に法的正統性を与えつつ、再び新たな新しい教育の理念の挑戦を受ける

ことになり、このサイクルは不断に繰り返されるであろう。 

第⼆に、既存の法制度がその弾性が問い直されるような新しい教育の理念の挑戦を周縁部から

受けていない状況において、いわば「ビッグバン」的に（序章 1.2 参照）、法制度の置き換えが⾏

われることがあるであろう。この場合、法制度は拡張された意味における「学校制度」の内実に

当然に⼤きな影響を与えるであろうが、必ずしもただちに「学校制度」そのものを置き換えるこ

とはできないであろう。「学校制度」は新しい法制度を所与の前提として徐々に変容し、あるいは

法制度が本来予定していた現実からの歪みや変形が⽣じ、制度的補完関係の中で安定的な均衡を

⾒出していくことになるであろう。このとき⾒出される均衡つまり当⾯の安定的な学校をめぐる

⾏動のパターンは、当初の「ビッグバン」的な改⾰の狙いの完全な形骸化であることもあり得よ

う。 

以上の⽤語と概念を⽤いれば、本論⽂が現代ドイツの学校制度改⾰の検討によって例証したの

は、法制度を重要な柱としてそこからさらに拡張された「学校制度」を「降伏点」と「破断点」

をもつ弾性のある材料と⾒なし、教育の理念を外⼒と⾒なす「学校制度の弾性限界理論」の構想
であると⾔うことができる。もちろんこれはメタファーであり、材料⼒学に想を得た⽐喩が学校

制度改⾰の動態を正確に説明するわけではない。メタファーとしての「学校制度の弾性限界理論」

は、静態的なイメージで捉えられがちな法制度としての学校制度の動態的側⾯や様々な政策案の

紆余曲折を含んだ現実化の過程に関する説明理論としての適⽤が期待される。 

 

 

4 残された課題 

 

最後に、本論⽂の限界を振り返りながら今後の課題を挙げておきたい。 

第⼀に、本論⽂は、現代ドイツの教育改⾰の中の複数の主題を対象としている。それは制度的補
完関係に着⽬するための⾃覚的な問題の選択であるが、当然に個々の対象の分析において不⼗分
な点を残している。ドイツは全 16 州がそれぞれに独⾃の学校制度を持つ連邦国家であるが、本

論⽂は特定の州に焦点を絞ることをせず、主題ごとに最も典型的に政策過程を描き出すことので

きる州の事例を選んで分析の対象としている。こうしたいくつもの位相において、特定の主題の

解釈に関して考慮すべき観点を⾒落としている可能性は⼤いにあると考えられる。また、⽂献や

資料の分析からは得られない情報を質問紙調査やインタビュー調査によって補おうとした点は
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本論⽂のメリットであるが、それは同時に特殊な情報の過⼤評価を⽣んでいる可能性もある。こ

うした限界については、個々の主題に対する情報収集の幅を広げ、また深い分析を継続すること

によって補完していく必要がある。 

第⼆に、本論⽂は現代ドイツの教育改⾰に関する具体的な分析であると同時に、学校制度の理論

であることを企図している。これもまた本論⽂の⾃覚的な選択であるが、現代ドイツの教育改⾰

の研究としてのみ⾒れば学校制度の理論は不要な夾雑物の域に留まり、学校制度の理論として⾒

れば具体的事例から理論モデルを導出する⼿続きがあまりに素朴なものと評価される可能性は

否めないと思われる。これこそが、本論⽂が仮説的に設定した学校制度の理論モデルの「例証」

であると記述してきた所以である。筆者⾃⾝の⾒解としては、この現状の限界に対しては学校制

度の理論の精緻化を進める⽅向からアプローチしていきたいと考えている。 

第三に、本論⽂は⽇本の学校制度についてもいくつかの章でその問題性に⾔及したが、⽇本の学

校制度に関する具体的な検討は⼀切⾏っていない。この点は、現代ドイツの教育改⾰を素材とす

る本論⽂の限界と呼ぶべきではないのかもしれないが、本論⽂が⽇本の学校制度の変容のメカニ
ズムに対する関⼼に基づいて構想されたものであることは主観的な事実である。法制度上の特質

の差異を指摘し、漠とした⽰唆の感得を求める、実証性は⾼いとしても有意味性の実感に乏しく

なりがちな⽣硬な⽐較に留まらない、⽇本の制度現実に即した「学校制度の弾性限界理論」の適
⽤と例証が有り得べきであろう。 
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